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Ⅰ 対象高等専門学校の現況及び特徴 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

松江工業高等専門学校 

（２）所在地 

島根県松江市西生馬町14－４ 

（３）学科等構成 

学 科：機械工学科，電気工学科， 

電子制御工学科，情報工学科， 

環境・建設工学科(土木工学科) 

専攻科：生産・建設システム工学専攻， 

電子情報システム工学専攻 

（４）学生数及び教員数（平成18年５月１日現在） 

学生数                  単位：名 

準学士課程 1年 2年 3年 4年 5年 計 

機械工学科 43 42 41 40 39 205

電気工学科 44 48 42 51 44 229

電子制御工学科 43 41 42 47 35 208

情報工学科 44 43 45 38 44 214

環境・建設工学科 43 40 43   126

土木工学科    47 41 88 

計 217 214 213 223 203 1070
 

専攻科課程 1年 2年 計 

生産･建設システム工学専攻 8 12 20 

電子情報システム工学専攻 27 23 50 

計 35 35 70 
 

教員数                  単位：名 

区 分 教授 助教授 講師 助手 計 

一般科目 7 14 1 0 22 

機械工学科 5 4 0 2 11 

電気工学科 5 2 2 1 10 

電子制御工学科 6 5 0 1 12 

情報工学科 4 4 1 2 11 

環境・建設工学科 4 4 0 2 10 

計 31 33 4 8 76 

２ 特徴 

 本校は，島根県と松江市の多大な支援によって，本県

における唯一の工学系高等教育機関として，昭和39年４

月に設置された。当初は，機械工学科，電気工学科，土

木工学科の３学科であったが，昭和44年４月に，制御工

学・生産管理・塑性加工学を柱とする生産機械工学科が

設置された。その後，社会のニーズに対応するため，昭

和62年４月に生産機械工学科を発展的に改組して，メカ

トロニクス・システム制御を柱とする電子制御工学科を

設置，平成４年４月に，情報工学科を新設，さらに，平

成16年４月に，土木工学科を環境･建設工学科に改称し

て現在に至っている。また，平成14年４月には，生産・

建設システム工学専攻と電子情報システム工学専攻の２

専攻からなる専攻科が設置された。各専攻は，それぞれ，

準学士課程の機械工学科･土木工学科，電気工学科･電子

制御工学科･情報工学科が母体となっている。 

本校では「学ぶ姿勢，創る意欲，エンジニアとしての

意志」を兼ね備えた技術者を最終的な目標とし，その下

で全学科共通の目標，学科ごとの目標及び専攻科の目標

を段階的に設定してカリキュラムを編成している。学生

一人一人がその個性･能力･興味に相応しい講義を選択受

講して，修得単位を積み上げていく，学年制と単位制を

併用したシステムをとっている。１年生では学科の垣根

を設けない混成学級とし，上級学年においても他学科と

共通の専門科目を数多く用意して，幅広い専門知識の修

得を可能としている。さらに，学生が取得した様々な資

格を「特別学修」として単位認定し，余暇を活用した，

向上心のある学生の取り組みを評価できるようにしてい

る。 

一方，本県唯一の工学系高等教育機関であるという立

地条件に鑑み，本校では地元企業や自治体との連携を強

化し，産官学共同研究も積極的に進めている。平成13年

10月には約100社の地元企業との連携組織「松江テクノ

フォーラム」を立ち上げ，平成18年3月には環境･建設工

学科が島根県土木部と協力協定を結ぶなど，「地域共同

テクノセンター」を核とした連携活動を発展させてきた。

このような実績に基づいて，平成17年度「現代的教育ニ

ーズ取組支援プログラム（現代GP）」に「地域ニーズ対

応型教育の実践」を申請し採択された。このプログラム

は，卒業研究などに技術的な地域ニーズを取上げて地域

密着型の実践教育を実施することにより，本校の教育自

身を活性化･高度化すると同時に，地域の活性化にも貢

献することを目指している。 

工業高等専門学校という性格上，本校でも「ものづく

り教育」に力を入れており，その成果は，プログラミン

グコンテストで平成15，16年度文部科学大臣賞受賞，ロ

ボットコンテストで平成16年度優勝などとして現われて

いる。また，体育系，文科系の部活動も活発で，学生の

加入率も高い。平成17年度は全国高専体育大会で団体競

技三種目，個人競技一種目で優勝するなど，毎年のよう

に好成績を収めている。 
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Ⅱ 目的 

 本校は，高等専門学校の「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成すること」の目的に沿い，健全

な心身を保ち，自己を常に向上させようとする「学び」の姿勢，新たな形をいかなる困難にも負けず「創り」上

げようとする意欲，そして技術の進化や地域・国際社会，福祉，地球環境保全に貢献する意志，以上の３点を兼

ね備えた「エンジニア」の育成を図るため，次の教育理念及び教育目標を掲げ教育を行う。 

 

≪松江高専教育理念≫（準学士卒業生及び専攻科修了生の将来的目標） 

『創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニア』 

学校とは，人間的成長を促す場である。 

「学ぶ」ことは，その成長の核心にあり，生涯持ち続けるべき姿勢である。健全な心身を保ち，自己を向上さ

せようとすることこそ「学ぶ」ことにほかならない。本校は，工学を学ぶ志を持った学生に対し，人間的成長は

もとより，創造的な「エンジニア」をめざした教育を行う使命を持つ。 

「創造力」とは，新たな形をつくり上げる力である。ただし，ただ創造的であるだけでは，本校がめざすべき

「エンジニア」とはいえない。人工物は，利用者との相互作用によって絶えず進化していく。そのため，エンジ

ニアには，地域あるいは世界中の人々との視点の共有が必要となる。多角的な視点を確保するための教養，他者

との対話力，協働するための団結力，協調性が求められるのである。そして，真に創造的であるためには，情報

を収集し分析する能力，および，確実な基礎に裏打ちされた技術を駆使し，対象によってさまざまに異なる問題

を解決しようとする意欲が不可欠となる。 

 さらに，21 世紀を生きる人間として，欠いてはならない倫理観がある。すなわち，単に自己や所属する組織

の利益にもとづく行動ではなく，時にはそれらに反しても，地球上のあらゆる他者と同じ世界を生きる世界市民

としての倫理観がそれである。それは，われわれの後にこの世界を生きるであろう未来の他者への視線を内包す

るものでもなければならない。その視線は，地球環境への配慮を当然の帰結とする。 

自己を成長させるだけでなく，技術の進化や地域・国際社会，地球環境保全に貢献できる「エンジニア」こそ

が，われわれの理想である。本校における教育は，このような「創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エン

ジニア」をめざすものである。 

 

≪松江高専教育目標≫ 

  『学んで 創れる エンジニア』の育成 

ま：教養，技術の基礎，対話力を身に付け，自己を向上させようとする姿勢 

つ：さまざまな視点から対象を観察し，新たな形を創りあげようとする意欲 

え：世界市民として，社会に貢献し環境を考え，技術の進化に挑戦する意志 

 

上述の松江高専教育目標を基に，準学士課程各学科及び専攻科各専攻において，次のような能力を育成する目

標を設定し，教育を行う。 

Ⅰ 準学士課程 

<全学科共通目標> 

１ 日本語による記述･理解･発表等の基礎能力がある。 

２ 日本及び他地域の歴史･文化･社会に関する基礎的な知識がある。 

３ 外国語による基礎的なコミュニケーション能力がある。 

４ 自然科学に関する基礎的な知識がある。 
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５ 社会生活のための豊かな見識と，健全な心身をもつ。 

<機械工学科教育目標> 

１ 機械工学に関する基礎的な専門知識がある。 

２ モノづくりに必要な基礎的なデザイン能力がある。 

３ コンピュータを，機械の設計･製作等に役立てる基礎能力がある。 

４ 実験･研究の結果を解析，考察できる基礎能力がある。 

<電気工学科教育目標> 

１ 電気･電子機器を扱うための基礎的な専門知識がある。 

２ 電気･電子機器を作るための専門的な基礎能力がある。 

３ コンピュータを用い，情報を収集･活用･発信するための基礎能力がある。 

４ データを収集･解析･評価するための基礎能力がある。 

<電子制御工学科教育目標> 

１ 電気･電子分野に関する基礎的な知識がある。 

２ 機械･力学分野に関する基礎的な知識がある。 

３ 制御･情報分野に関する基礎的な知識がある。 

４ 各分野の知識を，ものづくりやメカトロニクスに応用する能力がある。 

５ データを収集･解析･考察できる基礎能力がある。 

<情報工学科教育目標> 

１ コンピュータをつくるハードウェア技術の基礎的な専門知識がある。 

２ コンピュータを動かすソフトウェア技術の基礎的な専門知識がある。 

３ コンピュータをつなぐネットワーク技術の基礎的な専門知識がある。 

４ データを解析･考察し，説明できる基礎能力がある。 

５ コンピュータを用いて情報を収集･活用･発信するための基礎能力がある。 

<環境・建設工学科（土木工学科）教育目標> 

１ 構造力学，土質工学，水理学，建設材料学，環境工学に関する基礎的な知識がある。 

２ 実験や実習を通じて現象の基本構造を解析するための基礎能力がある。 

３ 設計製図，情報処理，測量に関する基礎的な技術がある。 

４ 災害を防ぎ，環境を守る技術の基礎的な知識がある。 

 

Ⅱ 専攻科 

<生産・建設システム工学専攻教育目標> 

１ 機械工学，環境・建設工学いずれかの分野を基礎として，それぞれの分野を融合した境界領域の知識

がある。 

２ 基礎分野の技術を生かして他分野での問題を解決できる能力がある。 

３ 他分野のエンジニアとの共同作業を行う能力がある。 

<電子情報システム工学専攻教育目標> 

１ 電気・電子工学，制御工学，情報工学いずれかの分野を基礎として，それぞれの分野を融合した境界

領域の知識がある。 

２ 基礎分野の技術を生かして他分野での問題を解決できる能力がある。 

３ 他分野のエンジニアとの共同作業を行う能力がある。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等

が，明確に定められているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，学校教育法第 70 条の２に基づき，独立行政法人国立高等専門学校機構法第３条により設

置された高等専門学校であり，その目的は，学校教育法において「深く専門の学芸を教授し，職業に

必要な能力を育成する」ことであり，また，独立行政法人国立高等専門学校機構法において「職業に

必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに，我が国の高等教

育の水準の向上と均衡ある発展を図ること」と定められている。 

本校の準学士課程は，昭和 39 年４月に設置され学則第１条において，専攻科課程は，平成 14 年４

月に設置され学則第 41 条において，それぞれ目的を定めている。（資料１－１－①－１） 

「教育理念」を『創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニア』と，「教育目標」を

『「学んで 創れる エンジニア」の育成』とそれぞれ定めている。（資料１－１－①－２） 

中期計画においては，「養成すべき人材像」を準学士課程と専攻科課程との違いを明確にしている。

（資料１－１－①－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－１－①－１ 

学則（抜粋） 

 

第１章 本校の目的 

（目的） 

第１条 本校は，教育基本法にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し，

職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

第８章 専攻科 

 （目的） 

第 41 条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，更に高度な専門知識と技術を教授し，創造力豊

かな技術能力を育成することを目的とする。 

                        （出典 松江工業高等専門学校規則集） 
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 資料１－１－①－２ Ａ 

教育理念･教育目標 

                            （出典 学校要覧 2006） 
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資料１－１－①－２ Ｂ 

教育目標 

（出典 学校要覧 2006） 
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準学士課程の学科は，機械工学科，電子制御工学科，情報工学科，環境・建設工学科の５学科で構

成されている。環境・建設工学科は，平成 16 年４月に時代の要請に応え土木工学科を改称したもの

である。各学科に共通する一般科目を含め，各学科の教育目標を定めている。（Ⅱ 目的 参照） 

専攻科課程の専攻は，生産･建設システム工学専攻と電子情報システム工学専攻の２専攻で構成さ

れている。いずれの専攻も複合型専攻であり，各専攻の教育目標を定めている。（Ⅱ 目的 参照）

また，キーワードとして，「研究開発能力」，「専門知識」，「職業倫理」，｢国際性｣の４項目を定

めている。（資料１－１－①－４） 

 

資料１－１－①－３ 

松江工業高等専門学校中期計画（抜粋） 

 

（前  文） 
○教育理念 

夢づくり、ものづくりを主体として、自己実現能力を備えた国際的にも活躍できる実践的技
術者を養成する。 

 
○養成すべき人材像 

本科においては、自己を常に向上させようとする「学び」の姿勢、さまざまな視点から対象
を観察し新たな形を「創り」あげようとする意欲、技術の進化や地域・国際社会、福祉、地球
環境保全に貢献する意志の３点を兼ね備えた実践的技術者を養成する。 
専攻科においては、より高度な専門的知識を学修することによって、産業界や地域が期待す

る幅広い分野で活躍できる技術開発能力を持った実践的技術者を養成する。 
 

                     （出典 松江工業高等専門学校「中期計画」） 

資料１－１－①－４ 

専攻科教育目標キーワード 

★ 研究開発能力 

   特別研究･特別実験を通して，エンジニアに求められる創造性，独創性を養う。 

★ 専門知識 

   専門分野を深く掘り下げて学修することはもとより，関連する分野の基礎と本質を理解 

し，多角的視野に立脚した実践力･応用力を身につける。 

★ 職業倫理 

   人間性を考慮し，環境に配慮するエンジニアとしての行動規範･倫理観を持つ。 

★ 国際性 

   国際的に価値ある情報発信を目指し，グローバル社会において必要不可欠である英語コミ 

ュニケーション能力を身につける。 

 

              （出典 専攻科履修ガイドブック 平成 18 年度入学生用） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校は，『「学んで 創れる エンジニア」の育成』を教育目標に掲げている。これは，機械，電

気，電子制御，情報工学，環境・建設に関連する様々な専門技術を活用しながら分野を超えて社会に

貢献し，地球環境を守るシステムを構築できる国際的なエンジニアを育成することを目指すものであ

り，それぞれの頭文字は，所在地の松江市を意識したものである。 

また，これを受け各学科及び各専攻においては，育成する目標をより具体的に設定している。 

以上のことから，本校は高等専門学校として目的を明確に定めている。 

 

観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的から，はずれるものでないか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

本校の目的及びそれにかかる教育目標は，学校教育法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法

に規定されている目的に基づいて設定したものである。又，教育課程は５学科とも，技術者として

必要な知識と職業に必要な能力を５年間一貫教育の特徴を最大限活かして展開している。以上のこ

とから高等専門学校一般に求められる目的に合致している。 

学校教育法に定められている目的と本校の教育目標，各学科の目標を比較したものが（資料１－

１－①－５）である。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の教育理念，学習・教育目標及び各専攻の教育方針に基づき，両専攻において個々の

専門科目の深化とその融合領域に関する教育，並びに特別研究指導が行われている。又，社会から

要請される能力等に対しても，育成すべき技術者像を明らかにしている。（前掲 資料１－１－①

－３）以上のことから高等専門学校一般に求められる目的に合致している。 

学校教育法に定められている目的と本校の教育目標，各学科の目標を比較したものが（資料１－

１－①－５）である。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

学校教育法，独立行政法人国立高等専門学校機構法に規定されている目的の達成を明確に意識し

たうえで策定した本校の教育目標は，高等専門学校一般に求められる目的から外れるものではない。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の教育理念，学習・教育目標及び各専攻の教育方針に基づく教育内容や育成すべき技

術者像からあきらかなように，高等専門学校の目的から外れるものではない。又，学校教育法第70

条の６第２項に規定された専攻科課程の目的「精深な程度において，特別の事項を教授し，その研

究を指導する」からも外れるものではない。  
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 資料１－１－①－５ 

 「学校教育法における高等専門学校の目的と本校の目的」 

「深く専門の学芸を教授し」に対応 「職業に必要な能力を育成」に対応 

教育目標のうち 
学んで：教養，技術の基礎，対話力を身に付け，

自己を向上させようとする姿勢 

 

教育目標のうち 
創れる：さまざまな視点から対象を観察し，新た

な形を創りあげようとする意欲 

エンジニア：世界市民として，社会に貢献し環境

を考え，技術の進化に挑戦する意志 

 

機械工学科目標のうち 
・機械工学に関する基礎的な専門知識がある。 

 

 

機械工学科目標のうち 
・モノづくりに必要な基礎的なデザイン能力があ

る。 

・コンピュータを，機械の設計･製作等に役立てる

基礎能力がある。 

・実験･研究の結果を解析，考察できる基礎能力が

ある。 

電気工学科目標のうち 

・電気･電子機器を扱うための基礎的な専門知識が

ある。 

・電気･電子機器を作るための専門的な基礎能力が

ある。 

 

電気工学科目標のうち 

・コンピュータを用い，情報を収集･活用･発信す

るための基礎能力がある。 

・データを収集･解析･評価するための基礎能力が

ある。 

電子制御工学科目標のうち 

・電気･電子分野に関する基礎的な知識がある。 

・機械･力学分野に関する基礎的な知識がある。 

・制御･情報分野に関する基礎的な知識がある。 

 

電子制御工学科目標のうち 

・各分野の知識を，ものづくりやメカトロニクス

に応用する能力がある。 

・データを収集･解析･考察できる基礎能力があ

る。 

情報工学科目標のうち 

・コンピュータをつくるハードウェア技術の基礎

的な専門知識がある。 

・コンピュータを動かすソフトウェア技術の基礎

的な専門知識がある。 

・コンピュータをつなぐネットワーク技術の基礎

的な専門知識がある。 

情報工学科目標のうち 

・データを解析･考察し，説明できる基礎能力があ

る。 

・コンピュータを用いて情報を収集･活用･発信す

るための基礎能力がある。 

 

環境・建設工学科目標のうち 

・構造力学，土質工学，水理学，建設材料学，環

境工学に関する基礎的な知識がある。 

 

環境・建設工学科目標のうち 

・実験や実習を通じて現象の基本構造を解析する

ための基礎能力がある。 

・設計製図，情報処理，測量に関する基礎的な技

術がある。 

・災害を防ぎ，環境を守る技術の基礎的な知識が

ある。 

専攻科目標のうち 

<生産・建設システム工学専攻> 

・機械工学，環境･建設工学いずれかの分野を基礎

として，それぞれの分野を融合した境界領域の

知識がある。 

<電子情報システム工学専攻> 

・電気･電子工学，制御工学，情報工学いずれかの

分野を基礎として，それぞれの分野を融合した

境界領域の知識がある。 

 

専攻科目標のうち 
<生産・建設システム工学専攻> 

・基礎分野の技術を生かして他分野での問題を解

決できる能力がある。 

・他分野のエンジニアとの共同作業を行う能力が

ある。 

<電子情報システム工学専攻> 

・基礎分野の技術を生かして他分野での問題を解

決できる能力がある。 

・他分野のエンジニアとの共同作業を行う能力が

ある。 

 

                                   （出典 カリキュラム委員会 資料） 
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

準学士課程の教育目標，各学科の教育方針，求める学生像，育成すべき技術者像は，学校要覧

（前掲 資料１－１－①－２），学生ガイドブック及びホームページ（資料１－２－①－１），松

江高専 GUIDE（資料１－２－①－２），学生募集要項（資料１－２－①－３），Learning 

Handbook（資料１－２－①－４）に記載し周知している。教職員に対しては，学校要覧，学生ガイ

ドブック，学生募集要項を配付している。さらに，教育目標は各教室や廊下にも掲示している。

（資料１－２－①－５） 

新任教員に対しては，採用時の「新任教員ガイダンス」（資料１－２－①－６）で本校の教育目

標及び高等専門学校創設の趣旨等について，校長等から説明している。又，新入生にたいしては，

入学時の「新入生オリエンテーション」（資料１－２－①－７）で教育目標，教育課程，学生生活

等について３主事（教務・学生・寮務）を中心として説明している。 

教職員アンケート結果（資料１－２－①－８）をみると，約８割の教職員が本校の教育目標を理

解していることがわかる。 

学生アンケート結果（資料１－２－①－９）をみると，約９割の学生が本校の教育目標を理解し

ていることがわかる。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の教育理念，学習・教育目標，および教育方針等は，学校要覧（前掲 資料１－１－

①－２），専攻科履修ガイドブック（前掲 資料１－１－①－４），専攻科学生募集要項（資料１

－２－①－10）に記載されている。また，ホームページにも掲載している。教職員に対しては，学

校要覧，専攻科履修ガイドブック，専攻科学生募集要項を配付している。また，学生に対しては，

新入生オリエンテーション等において，専攻科履修ガイドブックをもとに説明している。 
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資料１－２－①－１ 

（出典 学生ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 平成 18 年度及び HP） 

資料１－２－①－② Ａ 

（出典 松江高専 GUIDE 2005） 

資料１－２－①－２－Ｂ 

 

（出典 松江高専 GUIDE 2005 及び HP） 
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 資料１－２－①－３ 

                                   （出典 平成 18 年度 学生募集要項） 
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資料１－２－①－４ 

 

 

 

                                         （出典 Learning Handbook） 
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資料１－２－①－５ Ａ 

 

 
資料１－２－①－５ Ｂ 

「教室，廊下に示した学習・教育目標」 

 

 

                            （出典 各教室及び廊下の掲示） 
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資料１－２－①－６ 

（出典 庶務課 新任教員研修実施要領） 

資料１－２－①－７ 

（出典 学生課 新入生オリエンテーション実

施要項） 
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資料１－２－①－８ 

                        （出典 教職員アンケート 報告） 
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資料１－２－①－９ 

                         （出典 学生アンケート 報告） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的は，次の根拠により学校構成員に充分に周知されていると判断される。 

全教職員及び全学生に対して，冊子の配付等によって目的を周知しており，教職員アンケート及び

学生アンケートの結果も上の結果を裏づけている。教職員の中に「学生の理解度が低いのではない

か。」と懸念するものが一定数居るが，学生アンケート結果は，この懸念を否定している。 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程，専攻科とも教育目標は，ホームページ（前掲 資料１－２－①－１）に掲載すること

によって広く内外に対して公表している。学校要覧，学生募集要項，専攻科学生募集要項は，関係機

関に送付されている。企業に関しては，求人のために来校される企業や企業訪問の折に，学校要覧を

配付している。 

本科の志願者確保を目的として，中学生を招いて実施するオープンキャンパス（資料１－２－②－

１），近隣地域の中学校に出向いて説明する中学校訪問（資料１－２－②－２）の機会に松江高専

GUIDE，学生募集要項を配付している。また，県内約 40 校から参加要請のある中学校主催「高校説明

資料１－２－①－10 

 

                     （出典 平成 18 年度 専攻科学生募集要項） 
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会」においても説明している。 

資料１－２－②－１ 

松江高専オープンキャンパス 
平成 1７年８月 1８日(木)・１９日(金) 

スケジュール 

第１日 ８月１８日（木） 
１２：２０ ～ １２：５０ 受付 
１３：００ ～ １５：３０ 全体説明（本校概要・教育環境・学生会），校内

見学（５学科，教室など），質疑応答 
１５：４０ ～ １７：１０ 進路相談          （希望者） 
１５：５０ ～ １６：１０ 学生寮見学         （ 〃 ） 
１６：２０ ～ １７：００ 学生寮夕食         （ 〃 ） 

第２日 ８月１９日（金） 

 ８：２０ ～   ８：５０ 受付 
９：００ ～  ９：５０ ミニ授業（１回目） 

１０：００ ～ １０：５０ ミニ授業（２回目） 

１１：００ ～ １２：００ 全体説明（本校概要・教育環境・学生会）， 
質疑応答          （希望者） 

１２：１０ ～ １３：４０ 進路相談          （ 〃 ） 
１２：２０ ～ １２：４０ 学生寮見学         （ 〃 ） 
１２：５０ ～ １３：３０ 学生寮昼食         （ 〃 ） 

                      （出典 オープンキャンパス 説明資料） 
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資料１－２－②－２ Ａ 

（出典 ＡＯ委員会 中学校訪問 説明資料一覧）
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資料１－２－②－２ Ｂ 

入試説明会・学校説明会・中学校主催学校説明会・中学校訪問配布資料等一覧 

     先生 

             日 時：１６年  月  日（  ）００：００～００：００ 会場：

 配  布  資  料  等 入試説明会 学校説明会 中学校主催 

学校説明会 

中学校訪問

 学生募集要項  ○ ○  ○ 

 卒業後の資格     

 松江高専ＧＵＩＤＥ  ○ ○ ○別途送付 ○ 

 次年度大学編入学合格一覧 ○ ○  ○ 

 前年度卒業生進路先一覧 ○ ○ ○ ○ 

 直野寮のしおり  △ ○ △ ○ 

 清涼飲料（ウーロン茶）  （ペットボトル＠150円） ○   

 学校紹介ビデオ   △ △（縮少版）  

 入試問題  ○ △   

 高専だより（103号）  ○ ○（104号も）  ○ 

 オープンキャンパスのご案内   ○  

 高専の報道資料    ○  

 入試説明CD   ○ 

 入試用参考資料 Ｑ＆Ａ集  ○ 

※ 訪問中学校出身者一覧   ○ ○ 

     （訪問教官用）      

※  訪問中学校出身者入試成績一覧   ○ ○ 

     （訪問教官用）      

※ １６年度入学者入試成績 ○  ○ ○ 

     （最高・最低・平均点）（訪問教官用）     

※ 次年度大学編入学合格一覧（記名あり）    ○ 

     （訪問教官用）       

※ 前年度卒業生進路先一覧（記名あり）   ○ ○ 

     （訪問教官用）       

※ 訪問中学校報告書   ○ 

※ 入試説明会参加者名簿 ○  ○ 

※ 入試説明会質疑事項  ○   

 

（出典 ＡＯ委員会 中学校訪問 説明資料一覧）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的はホームページや文書で広く公開している。学生募集要項，専攻科学生募集要項は，本

来の目的である志願者からの請求に基づき送付（手交）することに加え，積極的にオープンキャンパ

ス，中学校訪問の機会を利用し，中学生，保護者，中学校関係者へ配付している。松江高専 GUIDE は，

島根県下全ての中学校へ送付し，３年生だけでなく２年生へも配布してもらうよう依頼している。ま

た，隣県の広島県・鳥取県の中学校へも 10 部程度を毎年送付している。 

ホームページの外部からの閲覧状況については，カウンターを設けている。その件数は一月あたり

3,650 件となっている。 

以上のことから，本校では目的を社会に対して広く公表している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本校は，『「学んで 創れる エンジニア」の育成』を教育目標に掲げている。これは，機械，電

気，電子制御，情報工学，環境・建設に関連する様々な専門技術を活用しながら，分野を超えて社会

に貢献し，地球環境を守るシステムを構築できる国際的なエンジニアを育成することを目指すもので

ある。このように目標を高く掲げながら各学科，各専攻の目的に繋げ，学生，教職員及び社会に対し

て広く公表している。 

 

（改善を要する点） 

該当なし。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校は，学則において準学士課程の目的を「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づ

き，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する。」と，専攻科課程の目的を「高等専門

学校の基礎の上に，更に高度な専門知識と技術を教授し，創造性豊かな技術能力を育成することを目

的とする。」とそれぞれ定めている。 

教育理念を『創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニア』，教育目標を『「学んで 創

れる エンジニア」の育成』として明確に定めている。教育目標のそれぞれの頭文字（ま つ エ）

は，所在地の松江市を意識したものである。 

全学の教育目標の下に，準学士課程の各学科（一般科目を含む。）及び専攻科課程の各専攻ではそ

れぞれの教育目標を定めている。これらはいずれも学校教育法第70条の２に規定された高等専門学校

一般に求められる目的から，はずれるものではない。 

本校の教育目標は各種パンフレット等に明示されており，学校の構成員に対して，教員会議，ホー

ムルーム，新入生オリエンテーション等の機会を通じて周知徹底を図っている。また，教室に教育目

標のパネルを掲示して日常的に眼に触れさせる機会をつくっている。 

中学校に対しては教育目標を掲載した各種パンフレット等を県内外の中学校に配布したうえで，中

学校での学校説明会，中学生や保護者に対する入試説明会等の機会を通して公表している。 

さらに本校Webサイトにも教育目標を掲示して社会に公表している。 

以上のとおりさまざまな方法を通して，本校の目的を社会に公表している。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程の学科名，学級数及び入学定員は，学則第７条に定めている。（資料２－１－①－１） 

工学の基礎となる機械工学科と電気工学科は，昭和39年に設置され現在に至っている。電子制御工

学科は，昭和44年設置の生産機械工学科を昭和62年に改組し現在に至っている。これは，メカトロニ

クス分野の技術者に対する社会的要請を考慮したものである。情報工学科は，情報化社会の到来を受

けて平成４年に設置され現在に至っている。環境･建設工学科は，昭和39年設置の土木工学科を平成

16年に環境系技術分野へも対応できるよう改称し現在に至っている。  

本学が教育目標として掲げている『「学んで 創れる エンジニア」の育成』をうけ，５学科それ

ぞれが教育目標を掲げその整合性を保っている。（資料２－１－①－２） 

学級編成の特徴として平成10年度より，第１学年は学科別クラスではなく５学科をばらばらにした

混成学級で編成している。これは５年間同じクラスメートと交わるよりも，もっと幅広い交友関係と

広い視野を期待したものである。また，学科によって入試成績や男女の人数に偏りがあるが，混成学

級によって成績を平準化したクラス編成をすることで，クラス間の競争など学習意欲を高める効果が

上がっている。 

資料２－1－①－１ 

学則（抜粋） 

 

第３章 学科，学級数，入学定員及び職員組織 

 （学科，学級数及び入学定員） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学      科 学級数 入学定員 

機 械 工 学 科 １ 40 人 

電 気 工 学 科 １ 40 人 

電 子 制 御 工 学 科 １ 40 人 

情 報 工 学 科 １ 40 人 

環境･建設工学科 １ 40 人 

２ 前項の規定にかかわらず，校長は，教育上有益と認めるときは，異なる学科の学生をもって学級

を編成することができる。 

                        （出典 松江工業高等専門学校規則集） 
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資料２－１－①－２ Ａ 

                           （出典 学校要覧 2006 抜粋） 
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資料２－１－①－２ Ｂ 

                          （出典 学校要覧 2006 抜粋） 
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資料２－１－①－２ Ｃ 

                                           （出典 学校要覧 2006 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の５学科（機械工学科，電気工学科，電子制御工学科，情報工学科，環境・建設工学

科）は，いずれも社会的要請に基づき現在の学科に編成されており,工学の進展に合わせたものにな

っている。教育目標及び規模から設置基準の規定に充分適合している。本学が教育目標として掲げて

いる『「学んで 創れる エンジニア」の育成』は，機械，電気，電子制御，情報，環境・建設工学

に関連する様々な専門技術を活用しながら，分野を超えて社会に貢献し地球環境を守るシステムを構

築できる国際的なエンジニアを育成することを目指しており，学科組織はその目的を達成する上で適

切なものとなっている。 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科課程の専攻名及び入学定員は，学則第40条に定めている。（資料２－１－②－１） 

専攻科課程は，生産・建設システム工学専攻と電子情報システム工学専攻の２専攻から構成されて

いる。生産・建設システム工学専攻は，準学士課程の機械工学科及び環境･建設工学科を母体として

いる。また，電子情報システム工学専攻は，準学士課程の電気工学科，電子制御工学科及び情報工学

科を母体に構成されている。いずれの専攻も複合型専攻として，修業年限は２年間で構成されている。

（資料２－１－②－２） 

教育課程は，準学士課程からの継続性を重視し，より専門性を深めた授業科目やその融合領域に関

連した授業科目により編成されている。また，教員も準学士課程と兼任であり，準学士課程との連携

のもとに教育・研究指導を行っている。 

資料２－1－②－１ 

学則（抜粋） 

 

第８章 専 攻 科 

（設 置） 

第 40 条 本校に専攻科を置く。 

（目 的） 

第 41 条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，更に高度な専門的知識と技術を教授し，創造力豊か

な技術能力を育成することを目的とする。 

（専攻及び入学定員） 

第 42 条 専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

生産･建設システム工学専攻  ８人 

電子情報システム工学専攻   12 人 

                      （出典 松江工業高等専門学校規則集） 
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資料２－1－②－２ 

                          （出典 学校要覧 2006） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科の二つの専攻は，準学士課程の各学科を母体に構成されている。また，教育課程は，準学士

課程からの継続性を重視し，より専門性を深めた授業科目やその融合領域に関連した授業科目により

編成されている。教員も準学士課程と兼任で教育・研究指導を行っており，教育の目的を達成するた

めに適切な専攻科課程の構成になっている。 

 

観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，その教育目的を達成するため，メディア教育センター，地域共同テクノセンター，実践

教育支援センター及び環境センターの４センターを設置し，（資料２－１－③－１）（資料11－１－

①－１）それぞれ次の活動を行っている。 

(1) メディア教育センター 

平成16年度に従前の図書館及び総合情報処理センターを統合したものであり，図書館業務及び情

報処理関連教育の業務を一元化して有機的に運営している。（資料２－１－③－１）（資料２－１

－③－２） 

(2) 地域共同テクノセンター 

本校における新技術・高度技術の教育研究機能の充実を図り，産官学共同研究など地域との連携

交流による研究開発を推進している。 

研究分野として，材料開発分野，生産システム分野，計測制御分野，環境・建設分野及び情報・

通信分野の５分野を設けている。 

また，本センターの外部組織として「松江テクノフォーラム」を設置して，技術相談，共同開発

などの種々の事業を行うことにより，地域産業の活性化に貢献するとともに，本校の教育･研究の

向上に資している。（資料２－１－③－１）（資料２－１－③－３） 

(3) 実践教育支援センター 

本校における技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に処理するとともに，技術職員の能力及

び資質等の向上を図り，もって教育研究支援体制の充実に資している。（資料２－１－③－１）

（資料２－１－③－４） 

(4) 環境センター 

本校は，その教育目標「学んで 創れる エンジニア」の資質として地球環境保全に貢献できる

ことを求めている。この目標達成の一つの手段として，環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の国

際規格 ISO 14001 認証を2005年２月14日に取得した。 

認証取得後，学校全体で「地球環境に対する負荷の低減と汚染の予防を目指した活動」，「地球

環境や地域環境の保全・維持向上のための積極的な教育・研究の展開」を続けている。本センター

はこれらの活動の中心となっている。（資料２－１－③－５）（資料２－１－③－６） 
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資料２－１－③－１ 

松江工業高等専門学校メディア教育センター規則 

 
（平成１６年４月１日 制  定）

 
（設置） 

第１条 松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，本校共同利用施設としてメディア教育
センター（以下「センター」という。）を置く。 
（目的） 

第２条 センターは，本校における図書及びデジタルメディア等を活用した教育研究及び事務処理を
支援し，本校の学生及び職員並びに学外利用者の学習，調査，研究等に資することを目的とする。 
（施設） 

第３条 センターの施設は，次のとおりとする。 
一 図書館 
二 ＰＣワーキングエリア（第一･第三演習室，マルチメディア演習室，情報処理実習室） 
三 サーバ･ネットワーク管理室 
四 事務用電子計算機室 

２ 前項各号の施設の利用については，別に定める。 
（業務） 

第４条 センターは，次に掲げる業務を行う。 
一 図書館資料の収集，管理及び利用に関すること。 
二 研究紀要の編集及び発行に関すること。 
三 情報処理に関する教育及び研究の支援に関すること。 
四 コンピュータ及び情報ネットワークシステムの構築及び運用管理に関すること。 
五 ネットワークを利用した情報公開支援に関すること。 
六 ネットワークを利用したマルチメディア教育の推進支援に関すること。 
七 事務の情報化に関すること。 
八 その他センターが必要と認める業務に関すること。 
（委員会） 

第５条 センターに次の委員会を置く。各委員会は，センターの業務を分担し，相互に連携協力して
センターの業務を円滑に遂行しなければならない。 
一 図書委員会 
二 情報ネットワーク委員会 
三 マルチメディア教育委員会 

２ 前項各号の委員会に関する事項は，別に定める。 
（職員） 

第６条 センターに次の職員を置く。 
一 センター長 
二 副センター長 
三 図書委員長 
四 マルチメディア教育委員長 
五 情報ネットワーク委員長 
六 その他校長が必要と認める者 
（センター長及び副センター長） 

第７条 センター長及び副センター長は，校長が任命する。 
２ センター長は，センターの業務を掌握する。 
３ 副センター長は，センター長を補佐する。 
４ センター長及び副センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の

後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
（センター員） 

第８条 第６条第３号から同条第６号までの職員（以下「センター員」という。）は，校長が任命す
る。 

２ センター員は，センターの業務にあたる。 
３ センター員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，

前任者の残任期間とする。 
（運営委員会） 

第９条 センターの円滑な運営を図るため，メディア教育センター運営委員会を置く。 
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２ メディア教育センター運営委員会に関する事項は，別に定める。 
（事務） 

第１０条 センターの事務は，庶務課において処理する。 
（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，センターの運営に関する必要な事項は，別に定める。 
２ センターの情報機器の利用について必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校総合情報処理センター規則（平成９年４月１日制定），松江工業高等専門

学校総合情報処理センター運営委員会規則（平成９年４月１日制定）及び松江工業高等専門学校総
合情報処理センター部門に関する細則（平成９年４月１日制定）は，廃止する。 

 

 

松江工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則 

 
                      （平成１７年４月１日 制  定）

 
（目的） 

第１条 松江工業高等専門学校に，新技術・高度技術の教育研究機能の充実を図り，地域との技術交
流による研究開発を推進するため，学内共同利用教育研究施設として，松江工業高等専門学校地域
共同テクノセンター（以下「センター」という。）を置く。 
（業務） 

第２条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 
一 学外との共同研究，受託研究等の実施に関すること。 
二 地域社会への技術指導，情報サービスの提供に関すること。 
三 学内共同研究の推進に関すること。 
四 技術講演会，技術講演に関すること。 
五 卒業研究の支援等に関すること。 
六 公開講座に関すること。 
七 教育研究のための機器の計画，利用に関すること。 
八 その他センターが必要と認める業務に関すること。 
（組織） 

第３条 センターに，前条に掲げる業務を処理するため，次の室，担当及び部門を置く。 
一 産学連携室 
二 技術相談・支援担当 
三 研究開発・支援担当 
四 材料開発部門 
五 生産システム部門 
六 計測制御部門 
七 環境・建設部門 
八 情報・通信部門 
（職員） 

第４条 センターに次の職員を置く。 
一 センター長 
二 副センター長 
三 産学連携室長 
四 その他校長が必要と認める者 
（センター長，副センター長及び産学連携室長） 

第５条 センター長，副センター長及び産学連携室長は，校長が任命する。 
２ センター長は，センターの業務を掌握する。 
３ 副センター長及び産学連携室長は，センター長を補佐する。 
４ センター長，副センター長及び産学連携室長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員

が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
（センター員） 

第６条 第４条第四号の職員（以下「センター員」という。）は校長が任命する。 
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２ センター員はセンターの業務にあたる。 
３ センター員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，

前任者の残任期間とする。 
（運営委員会） 

第７条 センターの運営に関し，必要な事項を審議するため，松江工業高等専門学校地域共同テクノ
センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 第４条に掲げる者 
二 機器整備委員長 

３ 運営委員会は，センター長が招集し，その議長となる。 
４ 運営委員会が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させることができる。 

（機器整備委員会） 
第８条 教育研究のための機器の整備，管理に関し必要な事項を審議するため，松江工業高等専門学 
校機器整備委員会（以下「機器整備委員会」という。）を置く。 
２ 機器整備委員会に関する規則は，別に定める。 

（センターの利用） 
第９条 センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。 

（センターの事務） 
第１０条 センターの事務は，庶務課において処理する。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校新技術教育研究センター規則（平成８年１０月１６日制定）及び松江工業

高等専門学校新技術教育研究センター運営委員会規則（平成８年１０月１６日制定）は，廃止す
る。 

 
 

松江工業高等専門学校実践教育支援センター規則 

 
平成１４年４月１日 制  定
平成１７年４月１日 最終改正

 
（設置） 

第１条 松江工業高等専門学校に，教育及び研究に対する技術支援を行うため，松江工業高等専門学
校実践教育支援センター（以下「センター」という。）を置く。 
（目的） 

第２条 センターは，技術に関する専門的業務を円滑かつ効果的に処理するとともに，技術職員（施
設系の技術職員を除く。以下同じ。）の能力及び資質の向上を図り，もって教育研究支援体制の充
実を図ることを目的とする。 
（業務） 

第３条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 
一 教育及び研究に対する技術支援の基本計画の策定に関すること。 
二 技術の継承及び保存並びに技術向上のための技術研修，技術発表会及び技術講演会等の企画・

実施等に関すること。 
三 学生の実験，実習，卒業研究の技術指導及び安全確保に関すること。 
四 教育及び研究に対する技術支援に関すること。 
五 技術資料の作成，保管及び提供等に関すること。 
六 機器等の保守・管理並びに災害防止に関すること。 
七 所掌業務の調査統計及び諸報告に関すること。 
八 その他センターの技術分野について必要な事項に関すること。 
（組織） 

第４条 センターは，センター長及び技術室をもって組織する。 
１ センター長は教務主事をもって充て，センターの業務を統轄する。 
２ 技術室は，センターの業務を遂行する。 
３ 第一技術班は，第３条の業務のうち機械系に関する業務を分掌し遂行する。 
４ 第二技術班は，第３条の業務のうち電気，電子及び情報系に関する業務を分掌し遂行する。 
５ 第三技術班は，第３条の業務のうち土木系に関する業務を分掌し遂行する。 
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（センター運営委員会） 
第５条 センターの運営に関し，必要事項を審議するため，松江工業高等専門学校実践教育支援セン

ター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 センター長 
二 技術室長 
三 主査 
四 その他校長が必要と認める者 

３ 委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 
４ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
５ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させることができる。 

（センターの利用） 
第６条 センターの利用に関して必要な事項は，別に定める。 

（センターの事務） 
第７条 センターの事務は，技術室において処理する。 

（雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，センターに必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校テクノ教育支援センター規則（平成１４年４月１日制定）は，廃止する。 

 

                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料２－１－③－２ Ａ 

                          （出典 学校要覧 2006） 
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資料２－１－③－２ Ｂ 

                         （出典 学校要覧 2006） 
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資料２－１－③－３ 

                         （出典 学校要覧 2006） 
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資料２－１－③－４ 

                        （出典 学校要覧 2006） 
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資料２－１－③－５ 

                        （出典 学校要覧 2006） 
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（分析結果とその根拠理由） 

各センターは，全体組織のなかで各々の役割を責任もって担い，教育上の効果も充分にあげている

ことから適切に設置されている。 

 

資料２－１－③－６ 

 

                        （出典 月間環境街かど情報紙） 
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観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 学校全体 

教育課程を含めた学校全体の事項を検討･調整するために，校長の下に学校協議会（資料２－２

－①－１），運営委員会（資料２－２－①－２）を設置し，また具体的な計画，立案及び点検･評

価作業を行うために副校長の下に企画総務室（資料２－２－①－３）を設置している。また，決定

事項を周知するため全教員を集めて教員会議を開催している。 

(2) 準学士課程 

準学士課程の教育課程に関する全般的事項については教務委員会（資料２－２－①－４）で，教

育課程の詳細事項にかかる部分の検討についてはカリキュラム委員会（資料２－２－①－５）でそ

れぞれ審議している。両委員会とも委員長には教務主事を充てている。教務委員会は年間10回程度，

カリキュラム委員会は必要に応じて開催している。それぞれの委員会での決定事項は記録に残し

（資料２－２－①－６），運営委員会での協議（資料２－２－①－７）を経て教員会議に報告（資

料２－２－①－８）され実行に移している。 

(3) 専攻科課程 

専攻科課程における教育課程は，専攻科委員会（資料２－２－①－９）で検討されている。毎年，

教育課程等の検討が行われ，必要があれば，教育課程の改訂がなされている。専攻科委員会は年６

回程度開催し，決定事項は，運営委員会での協議を経て教員会議に報告され実行に移している。 

資料２－２－①－１ 

松江工業高等専門学校学校協議会規則 
（平成１６年４月１日 制  定）

(目的) 
第１条 松江工業高等専門学校の運営に関し，学校の発展のために教育職員と事務職員が対等な立場

で協議するため，学校協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 協議会は前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
一 本校の管理･運営に関すること。 
二 その他校長が指定する事項。 
（組織） 

第３条 協議会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 校長 
二 企画総務室長 
三 専攻科長 
四 教務主事，学生主事，寮務主事 
五 事務部長及び各課長 
（会議） 

第４条 協議会は，校長が招集し，その議長となる。 
２ 校長が必要と認めるときは，委員以外の者を協議会に出席させ，その意見を求めることができ

る。 
（庶務） 

第５条 委員会の庶務は，庶務課において処理する。 
（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は校長が定める。 
附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料２－２－①－２ 

松江工業高等専門学校運営委員会規則 
 

平成１３年４月１日 制  定
 平成１８年４月１日 最終改正

 
（目的） 

第１条 松江工業高等専門学校の管理，運営に関する事項について校長が意見を聞くため，
運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（組織） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 
一 校長 
二 企画総務室長及び専攻科長 
三 教務主事，学生主事及び寮務主事 
四 各学科長 
五 地域共同テクノセンター長 
六 メディア教育センター長 
七 広報委員長 
八 事務部長 
九 庶務課長，会計課長及び学生課長 
十 技術室長 
十一 その他校長が必要と認める者 
（会議） 

第３条 委員会は，校長が招集し，その議長となる。 
２ 校長が必要と認めるときは，第２条に掲げる者以外の者を出席させ，意見を求めること

ができる。 
（事務） 

第４条 委員会に関する事務は，庶務課において処理する。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校主事主任会議規則（平成元年３月２７日施行）は廃止する。 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

                       （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

資料２－２－①－３ 

松江工業高等専門学校企画総務室規則 
 

平成１５年１０月１日 制  定
平成１８年 ４月１日 最終改正

 
（設置） 

第１条 松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，企画総務室を置く。 
（審議事項） 

第２条 企画総務室は，次に掲げる事項を審議し，校長に報告する。 
一 本校の長期目標，中期目標，中期計画及び各事業年度の業務運営に関する計画策定に関するこ

と。 
二 新規の事業の企画立案に関すること。 
三 地域又は社会に対する貢献事業の企画立案に関すること。 
四 「システム技術」教育プログラムの点検に関すること。 
五 「システム技術」教育プログラムにおける担当教員の教育に関する貢献の評価に関すること。 
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六 その他校長が必要と認める事項 
２ 本校の教育計画の立案に関することは，松江工業高等専門学校学則第９条第２項の規定にかかわ

らず，企画総務室が行う。 
（職員） 

第３条 企画総務室に，次の各号に掲げる職員を置く。 
一 室長 
二 副室長 
三 その他校長が必要と認める者 
（室長及び副室長） 

第４条 室長は，校長が任命する。 
２ 室長は，企画総務室の業務を掌理する。 
３ 室長の任期は１年とし，再任を妨げない。 
４ 副室長は２名とし，教務主事及び専攻科長をもってこれに充てる。 
５ 副室長は，室長を補佐する。 

（会議） 
第５条 企画総務室の会議（以下「会議」という。）は，室長が招集し，議長は室長をもってこれに

充てる。 
２ 室長が必要と認めるときは，会議に第３条に定める職員以外の者を出席させることができる。 

（専門部会） 
第６条 第２条第１項第二号及び三号に掲げる事項を円滑に実施するため専門部会を置くことができ

る。 
２ 専門部会は，イベント担当及び新企画担当とする。 
３ イベント担当及び新企画担当の業務及び実施組織については，室長が別に定める。 

（事務） 
第７条 企画総務室の事務は，庶務課において処理する。 

（雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，企画総務室に関し必要な事項は，会議の議に基づき別に定め

る。 
 

附 則 
この規則は，平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１５年１１月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 
                    （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

資料２－２－①－４ 

松江工業高等専門学校教務委員会規則 

 
平成１３年４月１日 制  定
平成１７年４月１日 最終改正

 
（目的） 

第１条 松江工業高等専門学校の教務に関する事項を審議するため，教務委員会（以下「委員会」と
いう。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 教育課程の編成及び実施に関すること。 
二 授業計画に関すること。 
三 学生の転学，転科，退学等身分に関すること。 
四 学生の修学指導及び成績に関すること。 
五 教務の行事に関すること。 
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六 その他必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 教務主事 
二 教務主事補 
三 学生課長 

２ 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 
（会議） 

第４条 委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 
２ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，その意見を求めることができ

る。 
（報告） 

第５条 委員長は，委員会で審議された事項を総括調整し，校長に報告するものとする。 
（専門委員会） 

第６条 委員会に専門的事項を審議するため，必要に応じて専門委員会を置くことができる。 
（事務） 

第７条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 
（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，校長が別に定める。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校教務補導委員会規則（昭和４０年４月１日施行）は，廃止する。 

附 則 
この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

（ 典 松 業高等専門学校 規則集）

資料２－２－①－５ 

松江工業高等専門学校カリキュラム委員会規則 

 
平成１６年６月１日 制  定
平成１８年４月１日 最終改正

 
（目的） 

第 1 条 松江工業高等専門学校の教育改善に関する事項を審議するため，カリキュラム委員会（以下
「委員会」という。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 カリキュラムの作成，変更，実施に関すること 
二 各科目の内容，科目相互関係の調整に関すること。 
三 授業科目体系の整備，改善に関すること。 
四 「システム技術」教育プログラムにおける各科目間の連携，教育効果改善に関すること。 
五 その他必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 教務主事 
二 一般科目及び各学科の代表委員 
三 学生課長 

２ 前項第三号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 
３ 前項の委員に欠員を生じたときの後任者の任期は，前任者の残任の期間とする。 

（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き，校長が指名する。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を求めることができ

る。 
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(事務) 
第５条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

（雑則） 
第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，副校長（教務主事）が別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成１６年６月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

                                              （出典 松江工業高等専門学校 規則集）  

 

資料２－２－１－６ 

（出典 教務委員会 議事録） 

資料２－２－１－７ 

 

（出典 運営委員会 議事録） 
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資料２－２－１－８ Ａ 

 

        （出典 教員会議議事録） 

資料２－２－１－８ Ｂ 

 

        （出典 教員会議議事録） 

資料２－２－①－９ 

松江工業高等専門学校専攻科委員会規則 

 
平成１４年４月１日 制  定
平成１８年４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 この規則は，松江工業高等専門学校専攻科規則第４条の規定に基づき，松江工業高
等専門学校専攻科委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定める。 
（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 教育課程の編成及び実施に関すること。 
二 授業計画に関すること。 
三 入試方法の改善に関すること。 
四 学生の休学，復学，退学，留学等身分に関すること。 
五 学生の学業成績に関すること。 
六 教育及び研究に関すること。 
七 その他委員会において必要と認めた事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 
一 専攻科長 
二 教務主事 
三 副専攻科長 
四 各学科で，専攻科を担当する教員若干名 
五 学生課長 

２ 前項第四号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 
３ 前項の委員に欠員を生じたときの後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員が議長の職務を代行する。 
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程については，教務委員会及びカリキュラム委員会において，専攻科課程については，専

攻科委員会において，それぞれ教育課程等の検討が行われ，必要があればその都度，改訂がなされて

いる。これら全体を統括するために学校協議会及び運営会議が，また，中･長期的視野から諸企画の

具体案を検討するために企画総務室が置かれ，それぞれの機能を果たしている。 

これらの会議･室における検討結果は，全教員が出席する教員会議で説明され，目的･趣旨及び具体

的事項の周知が図られている。 

（委員以外の者の出席） 
第５条 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，その意見を求めることが

できる。 
（報告） 

第６条 委員長は，委員会で審議された事項を総括整理し，校長に報告するものとする。 
（事務） 

第７条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 
（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，校長が別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況） 

教育課程を構築・展開するうえで一般科目と専門科目の連携が必要となる場合には，観点２－２－

①で示したカリキュラム委員会で検討・審議することとなる。（前掲 ２－２－①－５ 第２条第１

項第４号）一般科目及び５学科（機械，電気，電子制御，情報，環境・建設工学）からの代表で構成

員しているが，場面によっては授業科目担当教員間で協議することとなる。 

また，カリキュラム委員会は教員間ネットワークを作り，一般教育と専門教育の科目間連携を密に

する工夫をしている。たとえば，数学での教授内容・時期と各専門科目で必要となる数学的知識の関

連を示す表を学内専用ウェブに公開し，教員間の連携を促進している。 

中間試験や期末試験の成績集計が終わった段階では，教員連絡会を教務委員会が開催し，各学級担

任が成績結果を中心にクラス状況を説明するなど，全教員が全校の状況を把握するよう努めている。

これとは別に，各学科においてはその学科の１年から５年の担任及びアドバイザーを中心に成績検討

会を開催し，一般科目教員と専門科目教員が学習指導・生活指導などに踏み込んだ話し合いを行って

いる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

カリキュラム委員会において，一般科目と専門科目の相互関係調整を必要に応じて行っている。 

 

観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況） 

管理運営に関わる役職（副校長，三主事，学年主任，各学科長，専攻科長，施設長）は教授を充て，

主事補，学級担任，各種委員会委員及び講義担当教員は原則講師以上を割り当てている。（資料２－

２－③－１） 

１年から３年の担任は，毎週学年会を開催し，学生の授業や生活に関する状況を把握し，担任同士

がお互いにアドバイスをし合っている。この学年会には，教務・学生・寮務各委員会からの主事補と

学生相談室員も出席している。また，各学科においては適宜学科会議を開催し，教育活動の円滑化を

図っている。さらに，毎日「朝の連絡会」を開催し，教務・学生・寮務あるいは他の委員会からの連

絡事項などを伝え,学生指導に役立てている。 

また，学生課を中心として教育活動支援体制が整っている。教務係は教務委員会と連携を取りなが

ら，授業実施・成績処理及び進学などを担当している。学生係は学生委員会と連携し，学生の厚生補

導及び就職など，寮務係は寮務委員会と連携し寮務全般について様々な支援を行っている。（資料２

－２－③－２） 
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資料２－２－③－１ Ａ 

（出典 庶務課作成資料 教員会議資料取纏） 
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資料２－２－③－１ Ｂ 

                      （出典 庶務課作成資料 教員会議資料取纏） 
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資料２－２－③－２ 

                      （出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教員の教育活動を実践教育支援センターの技術職員が支援するとともに，学生課を中心に教育・

課外活動・生活指導などさまざまな教員の活動を有効的に支援している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学科の構成は，教育目標を達成する上で適切である。また，全学的なセンターも教育を達成する

上で，有効に機能している。教育活動の運営体制は，準学士課程については教務委員会，専攻科課

程においては専攻科委員会が企画調整の中心的役割を果たしている。実施に当たって，運営委員会

及び教員会議を経て学内的に方針が周知徹底できている。 

教育活動の円滑な実施に当たっては，実践教育支援センターの支援体制が有効に機能しており，

学生課を中心とした事務部の支援体制も機能している。 

 

（改善を要する点）  

一般科目と専門科目を担当する教員間の連携組織をさらに機能させていくことが今後の課題であ

る。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

 準学士課程の学科は，機械工学科，電気工学科，電子制御工学科，情報工学科，環境・建設工学科

の５学科で構成されており，また，専攻科課程では，生産・建設システム工学専攻，電子情報システ

ム工学専攻で構成されている。これらの構成は時代的な要請あるいは地域社会の要請に応じた適正な

ものとなっている。 

全学的な組織として，図書館も含めた情報関連の教育研究を支援するメディア教育センター，教育

研究機能の充実と共同研究など地域連携を進める地域共同テクノセンター，教育及び研究を支援する

実践教育支援センター，地球環境や地域環境の保全・維持向上のために積極的な教育・研究を進める

環境センターが設置されており，教育目標を達成する上で適切に整備されていると評価できる。 

教育課程を有効に展開するための運営体制は，準学士課程については教務委員会，専攻科課程にお

いては専攻科委員会が企画調整の中心役割を果たしている。実施に当たって，運営委員会及び教員会

議を経て周知徹底している。 

 教育活動を円滑に実施するための支援体制として，教員間では教務・学生・寮務各委員会及び学生

相談室も参加し毎週開催される学年会，毎日開催される「朝の連絡会」，学科会議などが整備され，

教育サービスの充実が図られている。また，事務部においては，学生課を中心として教育活動支援体

制が整備されている。学生課教務係は教務委員会と連携を取りながら，授業実施・成績処理及び進学

などを担当している。学生課学生係は学生委員会と連携し，学生の厚生補導及び就職など，学生課寮

務係は寮務委員会と連携し寮務全般について様々な支援を行っている。 

実践教育支援センターの技術職員は，実験・実習の支援，卒業研究や特別研究などにおける製作支

援，さらにはロボットコンテスト，プログラミングコンテスト，デザインコンテストなど各種コンテ

ストにおいて，当該分野の技術的支援を積極的に行うなど，支援体制を整えている。  
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況） 

本校の準学士課程全学科共通教育目標（前掲 Ⅱ目的 参照）を達成するために必要な，人文科学

系及び数理科学系の一般科目カリキュラムを構成し，（資料５－１－①－１ ＡＢ及び資料６－１－

①－１参照）それぞれに質の高い教員が適切に配置され，１学年の混成学級及び２学年以降の学科の

要請に対応できるよう教員配置が考慮されている。（資料３－１－①－４） 

なお，一般科目担当教員は常勤22名，非常勤23名，計45名で構成されており，基準数22名（14＋４

＋４）を下回ってはいない。（資料３－１－①－１）（資料３－１－①－２）（資料３－１－①－

３）。 

資料３－１－①－１ 

教員定員・現員表（平成１８年４月１日現在)                           （名) 

校 長 教 授 助教授 講 師 助 手 計  

定員 現員 定員 現員 定員 現員 定員 現員 定員 現員 定員 現員 

非常勤

講師 

人文科学科 ３ １１   １４ １５ 

数理科学科 ４ ３ １  ８ ８ 

機械工学科 ５ ４  ２ １１  

電気工学科 ５ ２ ２ １ １０ １ 

電子制御工学科 ６ ５  １ １２  

情報工学科 ４ ４ １ ２ １１ ２ 

環境・建設工学科 

１ １ ３５ 

４ 

３３

４ 

 

 

８ 

２ 

７７ 

１０ ３ 

合  計 １ １ ３５ ３１ ３３ ３３  ４ ８ ８ ７７ *①７７ *②３２

（注)１ ＊①７７名には，校長１名を含む。 

（注)２ ＊②３２名には，全学科に渡る選択科目担当３名を含む。 

                               （出典 庶務課 作成資料） 

資料３－１－①－２ 

一般科目担当教員配置表（平成１８年４月１日現在)          （名) 

 教 授 助教授 講 師 助 手 計 非常勤講師

国 語  ３   ３ ３ 

社 会  ２   ２ ３ 

数学（応用数学含む) ２ ２ １  ５ ５ 

物理 １ １   ２  

化学 １    １ ２ 
理 

科 
生物      １ 

保健・体育 １ ２   ３ １ 
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英語 ２ ４   ６ ２ 

ドイツ語      １ 

中国語      １ 

外

国

語 
韓国・朝鮮語      １ 

音楽      １ 

書道      １ 
芸

術 
美術      １ 

合  計 ７ １４ １  ２２ ２３ 

（出典 庶務課 作成資料） 

資料３－１－①－３ 

 

                         （出典 庶務課 作成資料） 
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資料３－１－①－４ 

                         （出典 学校要覧 2006） 
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（分析結果とその根拠理由） 

全学科共通教育目標を達成するために必要な一般科目が計画され，教育課程運営及び実施に必要な

一般科目担当教員は確保され，適正に配置されている。 

科目区分ごとの配置状況は，表のとおりであり概ね適切であるが，英語以外の外国語（ドイツ語，

中国語，韓国・朝鮮語）及び芸術分野（音楽，書道）については，その特殊性から外部者を非常勤講

師に任用して教育している。 

 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校の各学科教育目標（前掲 Ⅱ目的及び資料２－１－①－２ Ａ～Ｃ 参照）を達成するために

必要な，各学科の専門科目カリキュラムを構成し，（資料５－１－①－１ Ｃ～Ｇ及び資料６－１－

①－１参照）それぞれに質の高い教員が適切に配置され，教育課程運営及び実施に必要な教員は，確

保されている。 

なお，専門科目教員配置状況は，教員定員･現員表（前掲 資料３－１－①－１），平成18年度非

常勤講師一覧（前掲 資料３－１－①－３）のとおり常勤54名，非常勤9名，計63名で構成されてお

り，専門科目担当専任教員54名は基準数36名（８＋７×４）を下回ってはいない。また，専門科目を

担当する専任の教授及び助教授の数は43名で，基準数39名（78×1/2）を下回ってはいない。 

専門科目担当教員の担当教授業科目及び専門分野等は，学校要覧において公表されている。 

･ 機 械 工 学 科（資料３－１－②－１） 

･ 電 気 工 学 科（資料３－１－②－２） 

･ 電子制御工学科（資料３－１－②－３） 

･ 情 報 工 学 科（資料３－１－②－４） 

･ 環境･建設工学科（資料３－１－②－５） 

学科によって配置されている教員人数に偏りがあるが，授業担当時間数については，資料３－１-

②－６に示すとおり,教授は16コマ以上，助教授・講師は12コマ以上，助手は10コマ以下となるよう

にしており，教員の負担は職階ごとに平準化されている。この中では，卒業研究や専攻科特別研究な

どの指導，実験・実習での実質的な負担なども授業担当時間数に換算して，計算をしている。 

本校の教育課程では，専門科目においても複数学科共通の授業も数多く開講されている。この場合

には学科の枠を取り払って，その科目を教育する上で最も適切な教員が授業担当をすることになって

おり，配置されている学科以外の学生へも教育を行っている。所属学科以外の教員から学ぶことは，

学生にとっては新鮮で視野が広がることに繋がっている。一方，教員にとっても教育の視点が学科内

にとどまらず，学校全体へと向くという効果も生まれてきている。 
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資料３－１－②－１ 

機械工学科 教員一覧 

                        （出典 学校要覧 2006） 
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資料３－１－②－２ 

電気工学科 教員一覧 

                         （出典 学校要覧 2006） 



松江工業高等専門学校 基準３ 

- 61 - 

資料３－１－②－３ 

電子制御工学科 教員一覧 

                         （出典 学校要覧 2006） 
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資料３－１－②－４ 

情報工学科 教員一覧 

                         （出典 学校要覧 2006） 
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資料３－１－②－５ 

環境･建設工学科 教員一覧 

（出典 学校要覧 2006） 
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資料３－１－②－６ 

                       （出典 教務委員会 議事要旨 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教育課程の編成に照らして各学科の教員は適切に配置されている。教育課程は時代の要請等に応じ

てその都度見直され，時代にあった適切なカリキュラムとなっている。これに対する教員配置も高等

専門学校設置基準はもとより本校の目的を達成すべく，教員が適切に配置されている。教育課程の実

施では，担当するのに最も適切な教員を充てるため，学科の枠を取り払って，他学科の学生にも多く

の教員が教えている。 

なお，専門学科教員の採用にあたり企業等経験者の採用を積極的に行っており，現在企業等経験者

は，機械工学科４名，電気工学科４名，電子制御工学科４名，情報工学科４名，環境・建設工学科４

名の計20名である。 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科課程を担当する教員は準学士課程と兼任であり，一般科目，専門共通科目及び各専攻の専門

展開科目を担当している。表（資料３－１－③－１）に，学科別の教員数を示しているが，全教員の

３分の２以上の教員が専攻科課程を担当している。また，各学科の担当者数にも大きな隔たりがなく

配置されている。 

なお，現在は，常勤の教員のみが担当しており，担当授業科目は学校要覧で公表している。（資料

３－１－③－２） 

専攻科課程を担当する教員は，高等専門学校設置基準第６条及び大学評価・学位授与機構の審査基

準を満たしている。また，新規に担当する教員に対しても，前述の基準に準拠した学内基準を設け，

厳格かつ適正に選考している。（資料３－１－③－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１－③－１ 

専攻科課程学科別担当教員             （名) 

学 科 現員数 担当教員数 

人文科学科 １４ ９ 

数理科学科 ８ ６ 

機械工学科 １１ ９ 

電気工学科 １０ ９ 

電子制御工学科 １２ ８ 

情報工学科 １１ ９ 

環境・建設工学科 １０ ６ 

合 計 ７６ ５６ 

                        （出典 庶務課 作成資料） 



松江工業高等専門学校 基準３ 

- 66 - 

資料３－１－③－２ Ａ 

                        （出典 学校要覧 2006） 
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資料３－１－③－２ Ｂ 

                        （出典 学校要覧 2006） 
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（分析結果とその根拠理由） 

専攻科課程を担当する教員は，高等専門学校設置基準第６条及び大学評価・学位授与機構の審査基

準を満たしている。また，新規に担当する教員に対しても，学内基準に示すように特別研究担当又は

講義のみ担当と資格基準を明確にし，厳正な選考が行われている。学科別教員数から明らかなように，

各学科とも相当数の教員が専攻科課程の運用に携わっており，適切な教員の配置がなされている。 

 

 

 

 

 

資料３－１－③－３ 

 

                 （出典 庶務課 作成資料） 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられ

る。）が講じられているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教員組織にかかる年齢構成は，年代別にほぼ均衡しておりバランスがとれている。女性教員

は，77名中４名で近年増えつつあり，これは女子学生増加傾向も一つの要因であると考えられる。 

企業等の実務経験者は，総教員数の58％にあたる45名であり，そのうち半数の23名が教育経験を有

する者である。 

学位取得者は，総教員数の86％にあたる66名（そのうち博士号取得者は53名）であり，未取得者に

対しては内地研究員制度や大学院の社会人入学制度利用などできるだけの配慮をしている。 

外国人教員は，人文科学科に１名（英語担当 助教授 女），電子制御工学科に１名（助手 男）

をそれぞれ配置している。（資料３－１－④－１） 

内地研究員等の派遣については，積極的に制度を活用している。その状況については学校要覧で示

している。（資料３－１－④－２） 

 
資料３－１－④－２ 

在外･内地研究員 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

海外先進教育研究

実践プログラム 

 １ 

アメリカ合衆国 

  

在外研究員 

２ 

英国，フランス 

 

 

１ 

オーストラリア 

 

内地研究員 

１ 

慶応義塾大学 

１ 

奈良先端科学技術

大学院大学 

１ 

東京大学 

１ 

広島大学 

 

                        （出典 庶務課 作成資料） 
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資料３－１－④－１ 

（出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教育組織の年齢構成は各学科において若干の差異があるものの，各年代にわたってバランスのある

構成になっている。実務経歴，教育経歴，学位取得状況，外国人任用状況は，資料のとおり適切であ

る。 

内地研究員等の派遣状況数値に，これまで教育･研究活動の活性化に取り組んできた実績が反映さ

れている。 

 

観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 

（観点に係る状況） 

教員の採用については，設置基準をうけ人事構想委員会規則（資料３－２－①－１）及び教員選考

規則（資料３－２－①－２）により適切な人事管理のもと，原則公募としている。応募者からの書類

を審査し，候補者を絞り込み模擬授業等による面接審査の後，最終的に一人の候補者に絞り込んでい

る。公募に必要な書類は「教員選考手続きについて」（資料３－２－①－３）のとおりである。 

教員の昇任については，設置基準をうけ人事構想委員会規則及び教員選考規則により適切な人事管

理のもと，「教員選考評価表」（資料３－２－①－４）に示す６項目（学位，経歴，研究業績，教育

業績，学校運営貢献度，社会貢献度）ごとに評価のうえ，可否を判断している。 

教員の採用及び昇任のいずれについても経過を人事構想委員会の議事録（資料３－２－①－５）に

留めている。 

真にやむを得ない事情がある場合に限り非常勤講師の任用を行うが，新規採用については設置基準

をうけ「非常勤講師の任用に関する取扱いについて」（資料３－２－①－６）により，本人の教育業

績，研究業績をもとに当該授業科目の担当資格有無の審査を行っている。 

 
資料３－２－①－１ 

松江工業高等専門学校教員人事構想委員会規則 

 
平成１３年１１月１日 制  定

 平成１６年 ４月１日 最終改正
 

（設置） 
第１条 松江工業高等専門学校に，教員人事構想委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 
第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 教員候補者に要請される専門分野の基本方針等に関すること。 
二 教員候補者募集の具体的方法に関すること。 
三 その他教員人事に関し必要な事項 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 校長 
二 企画総務室長 
三 専攻科長 
四 教務主事 
五 前二号，三号及び四号委員の所属しない学科より校長の指名する教員若干名 
（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を召集し，その議長となる。 
３ 委員長が必要と認めるときは，委員会に委員以外の者を出席させることができる。 
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（事務） 
第５条 委員会の事務は，庶務課において処理する。 
 
   附 則 
 この規則は，平成１３年１１月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は，平成１４年 ４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は，平成１６年 ４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

資料３－２－①－２ 

松江工業高等専門学校教員選考規則 

 
平成１３年１１月１日 制  定
平成１６年 ４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教員の選考は，その他の法令に定めるも
ののほか，この規則の定めるところによる。 
（選考） 

第２条 校長は，松江工業高等専門学校教員選考委員会（以下「委員会」という。）の議を尊重し，
教員の選考を行うものとする。 
（委員会） 

第３条 本校に，教員の採用及び昇任に係る選考について審議するため，委員会を置く。 
２ 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 企画総務室長 
二 専攻科長 
三 関連する学科長 
四 校長が指名する教員 若干名 

３ 委員会に委員長を置き，企画総務室長をもって充てる。 
４ 委員会は，委員長が召集し，その議長となる。 
５ 委員長が必要と認めるときは，委員会に委員以外の者を出席させることができる。 
６ 委員長は，委員会において審議された事項を校長に報告するものとする。 
７ 校長は，本校の教員人事の方針を踏まえ，委員会に出席し，意見を述べることができる。 

（事務） 
第４条 この規則に係る事務は，庶務課において処理する。 

（その他） 
第５条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し，必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
 この規則は，平成１３年１１月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は，平成１４年 ４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は，平成１６年 ４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料３－２－①－３ 

松江工業高等専門学校教員選考手続について 

 
                          平成１３年１１月１日

校 長 裁 定          
 
 

本校の教員（教授，助教授，講師及び助手をいう。）の選考は，次の方法により行う。 
 
 
１ 採用は，原則として公募により行う。 
２ 公募方法は，関連学会，科学技術振興事業団，大学及び高専への依頼により行う。 
３ 公募に必要な書類は，次の掲げるものとする。 

一 履歴書 
二 研究業績目録 
三  主要論文３編の別刷り（又はコピー） 
四 教育，学生指導及び管理運営等の業績 

      （担当科目，課外活動等の指導，各委員会委員等に携わった業績があれば記載） 
五 高専の教育，研究，学生指導等に関する抱負（１，０００字程度） 
六 推薦状又は紹介状（自薦も可） 
七 その他必要とする書類 

４ 選考は，書類審査及び模擬授業等による面接により行う。 
５ 昇任についても，採用に準じて行う。 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

 

資料３－２－①－４ 

 

              （出典 教員会議配付資料） 
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資料３－２－①－５ 

（出典 教員人事構想委員会 議事録） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教員の採用及び昇任は，関連規則及び審査基準が適切に定められ，それに則り教員人事構想委員会

を中心に適切に運用されてきた。任用手続きには特に問題もなく，スムーズに教員の任用がなされて

いる。 

教職員アンケート結果（前掲 資料１－２－①－８）をみると，66％の教職員が「必要な教員が適

切に任用され，適切に配置されている。」と判断していることがわかる。 

 

 

 

資料３－２－①－６ 

松江工業高等専門学校における非常勤講師の任用に関する取扱いについて 

平成１７年４月１日

校 長 裁 定

 
松江工業高等専門学校の非常勤講師の任用に関する取扱いについては，次によるものとする。 

 
第１条 本校で開設する授業科目については，専任教員が専門分野を拡げることによって担当できる

よう努めるものとする。ただし，これにより難く真にやむを得ない事情がある場合に限り非常勤講
師を任用することができる。 

第２条 非常勤講師は，次の各号の一に該当する授業科目について担当することができる。 
（１）専任教員がいない授業科目 
（２）専任教員の休職・病気休暇 
（３）教育上，授業内容の特定分野について学識を有する者に講義を依頼する必要があると認められ

る授業科目 
（４）本校教員の授業負担が過大になるため，講義を依頼する必要があると認められる授業科目 
（５）前各号に掲げるもののほか，特に校長が非常勤講師の任用を必要と認める授業科目 
第３条 非常勤講師は，次の各号に該当する者でなければならない。 
（１）高等専門学校設置基準（昭和３６年文部省令第２３条）に定められた講師以上の資格を有する

こと。 
（２）優れた見識をもち，本校の教育方針に添った教育指導のできる者であること。 
（３）採用時において，年齢満７０歳未満であること。ただし，校長が特に必要と認めた場合はこの

限りでない。 
（４）健康で勤務に支障がないこと。 
第４条 採用の期間は１年以内とする。ただし，校長が必要と認めたときは，任用を更新することが

できる。 
第５条 各学科長は，非常勤講師を任用しようとするときは，非常勤講師任用計画書（別紙様式）を

作成し，校長に申し出るものとする。 
２ 前項の申し出に際し，履歴書，業績目録，修了証書等非常勤講師としての資格を確認できる書類

を添付するものとする。ただし，前年度から継続して任用する者にあっては，添付を省略すること
ができる。 

第６条 校長は，各学科長から提出された任用計画書を元に，人事構想委員会を開催し，非常勤講師
任用計画の策定を行うものとする。 

第７条 人事構想委員会は，前条の任用計画の策定に際し，非常勤講師の資格審査を教員選考委員会
に付託するものとする。 

２ 教員選考委員会は資格審査を行い，人事構想委員会に審査結果を報告する。 
 

附 則 
この取扱いは，平成１７年４月１日から適用する。 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。 

（観点に係る状況） 

教員の教育に関する評価は，学生による評価，教員相互による評価及び教員による自己評価の三つ

の方法で行っている。 

学生による評価は，「教育に熱心な先生」「分りやすく教えてくれる先生」「勉強の意義を良く教

えてくれる先生」「人生に夢を抱かせてくれる先生」「部･サークルの指導，生活指導に熱心な先

生」の観点から，全ての学生が自分の所属学科の教員３名以内，一般科目及び他学科の教員５名以内

を挙げるものであり，平成15年度より実施している。 

教員相互による評価は，各教員が「教育に熱心な教員」を１名挙げるものであり，平成15年度より

実施している。 

教員による自己評価は，ＦＤ委員会の基本方針のもと「年間職務の自己評価」としてより総合的，

客観的に評価できるようになっている。（資料３－２－②－１） 

 なお，優れた卒業研究を指導した教員については，表彰を行っている。（思料３－２－②－２） 

資料３－２－②－１ Ａ 

        （出典 ＦＤ委員会 資料）

資料３－２－②－１ Ｂ 

（出典 ＦＤ委員会 資料）
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資料３－２－②－１ Ｃ 

（出典 ＦＤ委員会 資料）

資料３－２－②－２ Ａ 

        （出典 庶務課 作成資料） 

資料３－２－②－２ Ｂ 

（出典 庶務課 作成資料） 

資料３－２－②－２ Ｃ 

（出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教員の教育活動の定期的な評価は，学生による評価，教員相互による評価及び教員による自己評価

の三つの方法による実施体制が整備され詳細な評価がなされている。 

また，校長は全教員の教育活動を適切に評価し，意見をくみ上げ改善の必要があれば適切に指導・

助言をしている。 

 

観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教育課程をスムーズに展開してうえで必要な事務系職員は，定員･現員，配置表（資料３－

３－①－１）及び組織図（資料３－３－①－２）のとおり配置されており，運営上特に問題はない。 

技術者教育支援については，教務主事の下に「技術室」を配置した実践教育支援センター（前掲 

資料２－１－③－１ ４）を設けている。技術室は制度上，学生課の下に置かれているものであるが，

教務主事の下の実践教育支援センターの中に位置づけたことによって，極めて能動的に教育支援を行

うようになった。現在は分野を３区分にわけて技術専門員を含め12名の技術系職員を配置している。 

一方，「技術室」としても，法令上の要件から技術職員の組織等に関する内規（資料３－３－①－

３）及び技術室運営に関する内規（資料３－３－①－４）を定めているが，その内容は実践教育支援

センター規則と整合している。技術室員の業績は技術室事業報告書（資料３－３－①－５）として公

表している。 

学生課教務係は，授業実施，成績処理及び進学面について支援している。 

図書館の管理運営については，庶務課内に学術情報係（２名配置）を設置し，勤務場所を図書館と

定め支障のないようにしている。 
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資料３－３－①－１ 

事務系職員定員・現員，配置表                            （名) 

技 術 室  
定員 現員 庶務課 会計課 学生課

第一技術班 第二技術班 第三技術班 

事務部長 1 1 1 

課  長 3 3 1 1 1    

専門員 1 1 1      
専門職 

専門職員 1 1   1    

職制係長 9 9 3 3 3    
係 長 

技術系係長 1 1  1     

職制主任 14 14 4 6 4    
主 任 

施設系主任 0 0       

技術専門員 1 1    1 
技術専門職 

技術専門職員 6 6    1 3 2 

技術職員 7 6    3 3  

図書館専門員 0 0       

図書系係長 1 0       図書館職員 

図書系係員 1 0       

一般職員 2 3 2  1    

技能職員（乙) 1 1 1      

看護師 1 1   1    

合  計 50 48 12 11 11 4 6 2 

                            （出典 庶務課 作成資料） 
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資料３－３－①－２ 

                            （出典 庶務課 作成資料） 
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資料３－３－①－３ 

松江工業高等専門学校における技術職員の組織等に関する内規 

 

（平成１３年４月１日 制  定）

（目的） 
第１条 この内規は，松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）の技術に関する専門的業務

を円滑かつ効果的に処理するとともに，技術職員（施設系の技術職員を除く。以下同じ。）の能
力及び資質等の向上を図り，もって教育研究支援体制の充実に資するため，本校における技術職
員の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（技術室） 

第２条 前条の目的を達成するため，本校に「技術室」を置く。 
（技術室の業務） 

第３条 技術室の所掌業務は，次のとおりとする。 
一 教育及び研究に対する技術支援の基本計画の策定に関すること。 
二 技術の継承及び保存並びに技術向上のための技術研修，技術発表会及び技術講演会等の企画・

実施等に関すること。 
三 学生の実験，実習，卒業研究の技術指導に関すること。 
四 教育及び研究に対する技術支援に関すること。 
五 技術資料の作成，保管及び提供等に関すること。 
六 機器等の保守・管理並びに災害防止に関すること。 
七 所掌業務の調査統計及び諸報告に関すること。 
八 その他技術室の技術分野について必要な事項に関すること。 
（技術班） 

第４条 技術室に，第一技術班，第二技術班及び第三技術班を置く。 
一 第一技術班は，主に次の業務を分掌する。 

ア 前条第一号から第八号までの業務で，機械系に関する業務。 
イ その他第一技術班の管理運営に関すること。 

二 第二技術班は，主に次の業務を分掌する。 
ア 前条第一号から第八号までの業務で，電気，電子，情報系に関する業務。 
イ その他第二技術班の管理運営に関すること。 

三 第三技術班は，主に次の業務を分掌する。 
ア 前条第一号から第八号までの業務で，土木系に関する業務。 
イ その他第三技術班の管理運営に関すること。 

（組織） 
第５条 技術室に，技術室長，主査，主任，技術職員を置く。 

一 技術室長は，技術専門官又は技術専門官を置かない場合は技術専門職員をもって充て，上司の
命を受けて，技術室の業務を掌理し，各班の連絡調整及び統括を行い，極めて高度の専門的な技
術に基づく教育支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに，技術
の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。 

二 主査は，技術専門職員をもって充て，上司の命を受けて，班の業務を整理し，特に高度の専門
的な技術に基づく教育支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うととも
に，技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。 

三 主任は，技術専門職員をもって充て，上司の命を受けて，高度の専門的な技術に基づく教育支
援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに，技術の継承及び保存並
びに技術研修に関する調査研究を行う。 

四 技術職員は，上司の命を受けて，教育支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指
導を行う。 

（雑則） 
第６条 この規則に定めるもののほか，技術職員の組織等に関し必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 
この内規は，平成１３年４月１日から施行する。 

 

（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料３－３－①－４ 

 技術室運営に関する内規 

 

                              （平成１４年２月１９日 決定）

 
（目的） 

１ 「機能する技術集団（技術室）」を達成するため，技術室に次の会議・委員会を置く。室員は，
支援委員会，研修委員会，評価委員会のいずれかに所属し，各委員会で委員長を互選する。委員の
任期は当面１年とする。 
(1) 技術室会議（全員，議長は室長） 
(2) 支援委員会 
(3) 研修委員会 
(4) 評価委員会 
（会議） 

２ 会議及び各委員会は，次の会務を掌る。 
(1) 技術室会議 

本会は技術室運営に関する最高決議機関とし，全室員をもって構成する。議長は，室長とす
る。室長事故あるときは主査が代行する。議事録は評価委員会が処理する。 

(2) 支援委員会 
支援業務を円滑且つ効率的に処理するため，次の会務を処理する。 

イ 学科・教員・学内組織等からの支援業務依頼の受付・処理（依頼者との打合せも含む）に関
すること。 

ロ 派遣者の人選等を連絡・調整し，「技術室会議」に提案する。 
ハ 学外組織との共同技術開発・研究等の受付・処理に関すること。 
ニ 室員の均衡ある仕事量の調整に関すること。 
ホ 支援終了後の依頼者に対しての評価に関すること。（アンケート等により今年の自己点検評

価） 
へ その他必要な事項（学校行事等） 

(3) 研修委員会 
技術室，室員の能力・資質の向上を図るため，次の会務を処理する。 

イ 技術研修会・技術講習会・技術発表会等を企画・立案し「技術室会議」に提案する。 
ロ 外部でのイ，等の行事についての連絡・調整に関すること。（個人研修旅行等も含む。） 
ハ 技術室，室員の地位確立について検討する。特に室員の日常研修による各種技術認定資格の

取得についての啓蒙及び「技術室と資格」に関する検討（資格取得の講習会参加者の旅費補助
等） 

ホ その他必要な事項 
(4) 評価委員会 

技術室が学内外から評価を得るため，又，技術の伝承・保存を確保するため，次の会務を処理
する。 
イ 技術室の年間業務の総括を行い，自己点検・自己評価の資料を技術室会議に提案する。（自

己評価） 
ロ イの項を，技術室ホームページに掲載し情報公開する。（外部評価） 
ハ イの項を，「年次報告」として冊子を作成し保存する。（技術の伝承・保存） 
ニ 技術室の広報的業務に関すること。（ホームページ等にて） 
ホ 技術室会議の書記及び議事録の処理に関すること。 
ヘ 技術室の予算，親睦に関すること。            庶務 
ト 技術室員の人事記録に関すること。 
チ その他必要な事項 

 

（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の教育目標を達成すべく組まれた教育課程をスムーズに展開してうえで必要とされる事務系職

員は，その支援内容が事務系と技術系で異なるものの適切に配置されている。技術室は，事業報告書

にみられるとおり教育支援のみならず学校開放等の社会貢献にも十分成果を上げている。 

教職員アンケート結果（前掲 資料１－２－①－８）をみると，61％の教職員が「教育課程を展開

するに必要な事務職員，技術職員が適切に配置されている。」と判断していることがわかる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本校の教員は教育活動実施に対して，適切に配置されている。学科によってばらつきはあるが，ほ

ぼバランスのとれた年齢構成であり，さまざまな教育経歴や実務経験を持った教員を各学科ともに適

切な人数を有している。教育課程の実施では，担当するのに最も適切な教員を充てるため，学科の枠

を取り払って，他学科の学生にも多くの教員が教えている。また，教員の授業担当時間数については，

職階ごとに平準化されている。 

博士号取得者は専門学科全体では87%である。教育活動に対する評価システムも整えられており,ま

た，教員の採用や昇格についても透明性が高い。教育支援者とのコミュニケーションもスムーズで，

効率の良い支援体制が構築されている。 

（改善を要する点） 

 様々な取り組みを行い改善に対する意欲は高いが，システムの運用方法についてはまだ改善の余地

資料３－３－①－４ 

 

（出典 松江工業高等専門学校 技術室 平成 17 年度事業報告書）
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がある。女性教員が少なく，女性教員を増やすことが今後の課題である。また，外国人教員２名を教

育において積極的に生かす方策も考えていく必要がある。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

本校の教育目標を達成するために必要な科目が計画され，教育課程運営及び実施に必要な教員は，

確保され，適正に配置されている。教育課程の実施では，担当するのに最も相応しい教員を充てるた

め，学科の枠を取り払って，他学科の学生にも多くの教員が教えている。所属学科以外の教員から学

ぶことは，学生にとっては新鮮で視野が広がることに繋がっている。教員にとっても教育の視点が学

科内にとどまらず，学校全体へ向くという効果も生まれてきている。専攻科においても，高等専門学

校設置基準第６条及び大学評価・学位授与機構の審査基準を満たしている常勤の教員で担当している。 

教員はほぼバランスのとれた年齢構成であり，各学科ともさまざまな教育経歴や実務経験を持った

教員を配置している。また，教員の授業担当時間数については，職階ごとに平準化されている。 

教員の採用や昇格については，規則で明文化し，候補者の公募を行った上で選考委員会において選

考するなど，適切な運営がなされている。教育活動に対する評価システムについては，学生のみなら

ず教員間でも相互評価するなど，整えられている。 

教育課程を展開するのに必要な事務職員と技術職員などの教育支援者の配置は適切に行われている。

特に，技術職員は非常に幅広い業務を担当しており，本校の教育・研究を実施する上で大きな力とな

っている。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本

方針などが記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ，学校の教職

員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

学生募集及び入学者選抜の方法については，ＡＯ委員会が中心となって立案し，入試委員会

（委員長：校長）が最終決定している。中学校やその生徒・保護者などへの募集活動はＡＯ委員

会が行うが，入学選抜の試験業務は教務委員会，合否判定は入試委員会が行っている。 

準学士課程の入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーは，平成 17 年６月に制定し，ホー

ムページで公表している。（資料４－１－①－１）それまでの学生募集要項には，「アドミッシ

ョン･ポリシー」という文言は使用していないが，「教育目標と求める学生像」（前掲 資料１

－２－①－３）として掲載してきた。 

教職員に対しては，学生募集要項を配付し，周知に努めている。また，中学生や中学教諭に対

しては，入試説明会等（前掲 資料１－２－②－２ Ｂ）の機会に，入学者選抜に関連した事項

として説明している。推薦選抜志願者には，募集要項に記載されている「教育目標と求める学生

像」を踏まえて志望動機や抱負を願書の裏面に記入させるようにしている。 

選抜は推薦選抜と学力選抜の二つの方法で行っている。 
② 編入学生の受入 

学生募集及び入学者選抜の担当部署は準学士課程入学者と同じである。選抜は推薦選抜と学力

選抜の二つの方法で行っている。 

 募集要項は，ホームページへ掲載すると共に県内全高校と近隣県の工業高校へ郵送している。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーは，平成 17 年 11 月に制定した。（資

料４－１－①－２）。それまでの学生募集要項には，「教育理念と求める学生像」（前掲 資料１

－２－①－10）として掲載してきた。 

教職員に対しては，専攻科学生募集要項を配付し，周知に努めている。また，学生に対しては，

専攻科説明会の機会に，入学者選抜に関連した事項として説明している。 

社会人学生については，ホームページによる公表や各学科の教員が対象の学生に説明している。 
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資料４－１－①－１ 

                        （出典 松江工業高等専門学校 HP） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

本校の教育目標は中学教諭を対象とした入試説明会，中学生や保護者を対象とした学校説明会・

オープンキャンパスなどで詳しく説明を行っている。学校説明会やオープンキャンパスへ参加した

中学生の多くが実際に本校を受験していることから，アドミッション・ポリシーが理解され，入学

へ繋がっていると考える。 
また，編入志願者は近年増えてきている。また，受験資格を工業系学科のみならず全科へ広げて

から，普通高校出身者が過去二名入学してきた。専門科目の補習などの学習指導をすることで一名

は本科卒業後就職，一名は専攻科へ進学した。 

なお，教職員アンケート（前掲 資料１－２－①－８）からみると，教職員及び学生に対してア

ドミッション・ポリシーが周知されていると回答した教職員状況は，46％とやや低い結果となって

いる。これは平成17年６月制定して間がない時点でアンケートを実施したことが一つの原因と考え

られる。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の入学者選抜に係わるアドミッション・ポリシーについては，「求める学生像」が定

められている。そして，専攻科学生募集要項やホームページに掲載し，教職員，学生等に公表・周

知を図っている。 

 

資料４－１－①－２ 

                              Ｈ１７．１１．３０ 

                              運 営 委 員 会 資 料 

             専攻科アドミッション･ポリシー 

 

 科学技術の高度化が進む中，産業界における技術革新と国際化に対応するために，松江高専専攻科

では 

        『創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニア』 

 を教育理念として定め，研究開発能力，専門知識，職業倫理，国際性を身につけることを目指して

います。 

 また，松江高専では，本科４，５年と専攻科で編成される JABEE『システム技術』教育プログラムを

定め，『学んで創れるエンジニア』を学習･教育目標としています。 

 

    ま：教養，技術の基礎，対話力を身に付け，自己を向上させようとする姿勢 

    つ：さまざまな視点から対象を観察し，新たな形を創りあげようとする意欲 

    え：世界市民として，社会に貢献し環境を考え，技術の進化に挑戦する意志 

 よって，専攻科では 

       『基礎学習能力があり，専門的技術開発に意欲がある人』 

を受け入れます。そのために，推薦選抜，学力選抜，社会人特別選抜を実施します。 

 

                        （出典 運営委員会 資料） 
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観点４－２－①： アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており，

実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

準学士課程入学者選抜は，推薦による選抜及び学力検査による選抜の二つの方法を用いて，そ

の方法を学生募集要項（資料４－２－①－１）に明記し公表のうえ実施している。 

推薦選抜において具体的にどのように生徒を選抜するかについてアドミッション･ポリシーと

関連付けながら検討を重ね，ⅰ)技術を学ぶ上での必要な基礎学力は「内申点」，ⅱ)対人的な能

力は「面接点」，ⅲ)技術を身につけるための能力については「小論文点」で判断し，志願者を

多面的に評価することとした。 

面接では「積極性」「意欲」「コミュニケーション能力」の観点で学科長を含めた３名の面接

者が判断する。推薦入学志願者には，願書の裏面に「本校の教育目標をふまえ，本校を志願した

動機や抱負」と「自己アピール」を各 200 文字以内で記述させている。記載された内容は面接時

の参考資料とする。一方，面接者には調査書の評点の欄は公開せず，志願者の人物評価に当たっ

て予断を排除するようにしている。（資料４－２－①－２） 

小論文は「数理的分野」からＡＯ委員会が記述式の問題を作り，「理解力」「論理的思考力」

「説明能力」の観点で４名の採点者が評価する。（資料４－２－①－３）面接及び小論文の観点

は募集要項にも明記している。 

 学力試験の問題は全国共通で，地元県立高校の入学試験問題に比較して難しいとされている。

一方，中学校での「絶対評価」導入時には，評価に地域差・学校差があることが懸念された。本

校へは地元島根県を中心に，近隣の広島県や鳥取県など約 80 の中学校から受験がある。そこで，

合否判定で用いる総合点に占める内申点と試験点の割合を再検討し，同時に内申点の算出方法に

ついても見直した。 

② 編入学生の受入 

準学士課程への編入学者選抜は，推薦による選抜及び学力検査による選抜の二つの方法を用い

て，その方法を編入学学生募集要項（資料４－２－①－４）に明記し公表のうえ実施している。 

推薦選抜及び学力選抜共に面接者は当該学科の学科長を含めた３名が担当する。学力選抜の試

験問題は，英語・数学・物理は各学科共通試験で一般科目教員が作成する。工業系からの受験生

を想定したＡコースの問題と，工業系以外からの受験生を想定したＢコースの問題は異なってい

る。専門科目は当該学科の教員が作成する。推薦選抜・学力選抜ともに，４年生以降の本校の学

習に適応できるか否かを中心に判断する。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程への入学者選抜は，推薦選抜，学力選抜及び社会人特別選抜の三つの方法を用いて，

その方法を専攻科学生募集要項（資料４－２－①－５）に明記し公表のうえ実施している。 

推薦選抜は，基礎学習能力を出願資格として準学士課程の学習状況に関する推薦基準を設け，面

接結果と併せて選考している。面接は，「専門的技術開発への意欲」を判定する内容で行っている。 

学力選抜は，基礎学習能力を判定するために，数学，英語，専門科目の試験を行っている。また，

社会人特別選抜については，面接のみである。選考は，専攻科学生募集要項に記載された選抜方法

に基づき，専攻科入試委員会で行っている。 
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資料４－２－①－１ 

                        （出典 平成 18 年度 学生募集要項） 
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資料４－２－①－２ 

                      （出典 平成 18 年度推薦選抜 面接実施要領） 
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資料４－２－①－３ 

（出典 平成 18 年度推薦選抜 小論文問題） 
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資料４－２－①－４ 

                        （出典 平成 18 年度 編入学生募集要項） 
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資料４－２－①－５ 

                       （出典 平成 18 年度 専攻科学生募集要項） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

推薦選抜におけるこの試験方法導入の狙いは，ⅰ)受験生・保護者および中学校教諭に対して

本校がどのような学生を受け入れたいのかを明確に示すこと，さらにⅱ)仮に合否判定について

問われたとき明確に説明できるようにすること，にある。中学教員からは小論文問題に対して肯

定的な反応が比較的多い。島根県下の高校入試においては作文による試験はあっても，このよう

な小論文試験は皆無であることから注目されている。ただ，推薦選抜で不合格となった受験生の

ほとんどは，学力選抜試験によって合格している現状にある。そのため，小論文試験や面接試験

が入学者選抜において有効に働いているかは疑問であるが，制度導入の狙いは達成できていると

考えられる。 

学力選抜ついては，試験問題が全国共通であるため，アドミッション・ポリシーに沿った選抜

になっているか検証できない。ただ，「求める学生像」に記載している人物像は調査書の記載内

容からある程度は推測できると考えられ，今後とも調査書の内容を数値化していく努力を続けて

いく必要がある。 

② 編入学生受入 

推薦選抜・学力選抜ともに近年受験生は増える傾向にある。合格者に対しては，秋に「高専で

の勉強」に対するガイダンス，３月には二泊三日で数学を中心とした学習指導を行ない，本校で

の学習へスムーズに入っていけるよう事前指導している。学力の状況は個人差や学校差が大きく，

より有効な受入方法を検討しつづけていく必要がある。 

(2) 専攻科課程 

アドミッション・ポリシーを考慮して，推薦選抜，学力選抜，社会人特別選抜が実施され，専攻

科入試委員会において適正に選考されている。 

準学士課程の基礎学習能力だけでなく，多面的な観点からの推薦基準やその選考方法について検

討する必要がある。 

 

観点４－２－②： アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどうか

を検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

平成 14 年度に従来の「入試検討ワーキンググループ」を企画総務室の下に常設のＡＯ委員会

を設置し，入学者選抜の改善に取り組んできた。平成 18 年度からは教務委員会の下に配置し，

「ＡＯ委員会規則」（資料４－２－②－１）も整備して業務にあたっている。学生募集活動の検

証は「学生募集活動のまとめ」（資料４－２－②－２）として行っている。 

ＡＯ委員会では，入学試験結果と入学後の成績との関係を調査するなど入学者選抜の方法につ

いて継続して検討している。また，推薦が内定した段階及び学力での入学が決定した段階で，学

習課題を入学予定者へ送り，入学直後に課題テストを実施して，新入生の学力をチェックしてい

る。 

平成 15 年度入学選抜以降，調査書から得られる内申点の算出方法を変更した。また，合否判
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定における内申点と試験成績との割合を，推薦選抜においては内申点：試験点＝６：４，学力選

抜においては内申点：試験点＝４：６と変更した。 

志願の動機，広報活動の有様及び入学後の学生指導に繋げるため，毎年新入生に対してオリエ

ンテーション時にアンケートを実施している。（資料４－２－②－３）本アンケートは，アドミ

ッション･ポリシーに記載された求める学生像の入学後の検証について，役立っている。 

② 編入学生の受入 

出身学科は多くの場合工業系の学科であるが，カリキュラムや学習内容が学校により大きく違

う。観点４－２－①で既述したように「４年生以降の本校の学習に適応できるか否か」が基本的

な判断基準であるが，同じ高校あるいは同じ学科からの受験生は非常に少なく，一般的な傾向に

ついて確認できない状況である。そのため，編入学してきた学生の状況を編入学選抜の改善へ有

効に役立てているとはいえない。 

(2) 専攻科課程 

本校では，現在までに，前述の選抜方法により５回の入学者選抜を実施している。（資料４－２

－②－４）入学者選抜や学生の学習・研究活動の状況等については，専攻科委員会，専攻科入試委

員会で検討を行っている。その結果，学力選抜については，各専攻で定員以上の入学者が見込める

ことから，平成 18 年度の選抜において，前期・後期の２回の選抜を１回の選抜とした。また，社

会人特別選抜に関しても，企業を退社しての入学希望があり，門戸を広げるために出願資格の一部

を改正している。 

 
資料４－２－②－４ 

専攻科年度別入学者                              （名) 

生産・建設システム工学専攻 電子情報システム工学専攻 合  計  

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

平成１４年度 6 1(1) 7(1) 14 0 14 20 1(1) 21(1)

平成１５年度 9(1) 1 10(1) 18 1 19 27(1) 2 29(1)

平成１６年度 6 2 8 13(1) 3 16(1) 19(1) 5 24(1)

平成１７年度 11 1 12 19(1) 3 22(1) 30(1) 4 34(1)

平成１８年度 8 0 8 25 2 27 33 2 35 

注１：（ )は社会人入学者で内数である。 

注２：平成16年度，平成17年度の社会人は，出願区分は一般選抜で出願 

                             （出典 学生課 作成資料） 
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資料４－２－②－１ 

松江工業高等専門学校ＡＯ委員会規則 

 

（平成１８年４月１日 制  定）

（目的） 
第 1 条 松江工業高等専門学校の入試方法改善及び入試広報に関する事項を審議し，実行するため，

ＡＯ委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
(所掌事項) 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
一 本科の入試方法の改善に関すること。 
二 学生募集の広報に関すること。 
三 オープンキャンパスに関すること。 
四 学校説明に関すること。 
五 その他必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 教務主事 
二 校長が指名した教員 若干名 
三 学生課長 

２ 前項第二号に規定する委員（以下「第二号委員」という。）は，校長が任命する。 
３ 委員会に委員長及び副委員長を置き，校長が任命する。 

（運営） 
第４条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
２ 委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代行する。 
３ 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を求めることができ

る。 
（任期） 

第５条 第二号委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。 
２ 第二号委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（付議） 
第６条 委員長は，委員会で審議された事項を総括調整し，必要がある場合において本科入試委員会

に上程するものとする。 
(事務) 

第７条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 
（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会に必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 



松江工業高等専門学校 基準４ 

- 97 - 

資料４－２－②－２ Ａ 

                        （出典 ＡＯ委員会 資料） 
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資料４－２－②－２ Ｂ 

                       （出典 ＡＯ委員会 資料） 
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資料４－２－②－３ Ａ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｂ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｃ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｄ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｅ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｆ 

                        （出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

学科については，ＡＯ委員会がアドミッション･ポリシーに沿った入学者選抜が実施されている

か検証し，その結果を選抜方法の改善に繋げることによりよく対応できていると判断されるが，編

入学生の受入については，改善の余地があると判断される。 

(2) 専攻科課程 

本校では，現在までに５回の入学者選抜を実施しているが，学生の単位取得や修了の状況，研究

活動の状況から判断して，大きく問題となる点は見受けられない。しかし，より多くの入学生を確

保するという観点から，推薦選抜の出願資格については検討する必要があると思われる。また，社

会人特別選抜に関しても，企業を退社しての入学希望があり出願資格の一部を改正している。現在

も２名の学生が在籍しているが，社会人のリフレッシュ教育を推進するためにも，入学後の学習環

境を含め，門戸を広げる方向で検討する必要があると思われる。 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

入学者の状況（入学定員，志願者数，受験者数，合格者数，入学者数，入学者内訳）は，表の

とおりである。（資料４－３－①－１） 

準学士課程は，各学科とも 40 名の定員である。ここ数年，推薦・学力選抜を合わせて 50 名前

後の合格者を発表している。これは，本校を第二志望校としている合格者のほとんどは第一志望

の県立高校に合格し，入学を辞退するためであり，最終的な入学者は 42 名前後でスタートして

いる。なお，高専の合格発表は県立高校の入学試験より時期的に早いため，本校を第二志望校と

していながら合格によって志望が変わり，本校へ入学してくる受験生も極わずかある。そのため，

過去には 45 名でスタートした学科もある。 

② 編入学生の受入 

編入学は定員化されていないため，クラスの人数によっては 40 名を超える可能性もある。編

入学試験を 7・8 月に実施しており，次年度の第４学年の人数は不確定の状態であるため，優秀

な受験生は合格としている。 

編入学生を合格させたことで増えた人数が教育的な問題を発生させているとは考えていない。 

編入学生は，平成 14 年度 10 名，平成 15 年度７名，平成 16 年度 10 名，平成 17 年度 11 名と

なっている。 

(2) 専攻科課程 

入学者の状況（入学定員，志願者数，受験者数，合格者数，入学者数，入学者内訳）は，表のと

おりである。（資料４－３－①－２） 

年度別の入学者数から明らかなように，各専攻ともに定員が満たされている。特に，電子情報シ

ステム工学専攻は，入学者が増える傾向にあり，定員を大きく上回っている。また，本校の卒業生

であるが，例年，企業経験を経た社会人学生も入学している。 
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資料４－３－①－１ 

                            （出典 庶務課 作成資料） 
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資料４－３－①－２ 

                             （出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

年度別の入学者数から明らかなように，各学科ともに定員を満たしている。 

平成18年度の入学志願者は，定員200名に対し405名となり，５学科体制となった平成４年度以降

初めて，志願倍率が2.0倍を超えた。島根県内の中学校卒業者が毎年減少するなかで，校長のリー

ダーシップによる教育活動の日頃の点検･検証及び改善が行われていること，民間企業への就職率

がほぼ100％であること，各中学校に高専の特殊性等をきめ細かく説明し続けたこと，等が志願者

増に繋がったものと思料される。（資料４－３－①－３）このことから入学定員200名は妥当であ

ると判断される。 

(2) 専攻科課程 

年度別の入学者数から明らかなように，各専攻ともに定員を満たしている。特に，電子情報シス

テム工学専攻は，定員を大きく上回っている。しかし，専攻科は少人数教育であり，授業や研究活

動に関して，大きな支障は生じていない。また，施設等の学習・研究環境についても，同様である。 

資料４－３－①－３ 

 

                    （出典 中国新聞） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 準学士課程においては，中学生や保護者を対象としてオープンキャンパス，学校説明会，入試問題

説明会あるいは松江市内中学生の学校参観を通して松江高専の特長を説明すると共に，教育目標やア

ドミッション・ポリシーの周知を図ってきている。また，中学の先生を対象としても中学・高専連絡

会，入試説明会あるいは中学校訪問を通して，積極的に学生募集を行ってきている。最近では県下の

中学生が減少する中，松江高専への志願者は微増するという成果となって現れている。 

 専攻科においても入学志願者が増加傾向にあり，実入学者数は定員を超過している。しかし，教育

には支障のない指導教員・講義室・実験室・施設があり，研究成果などのプラス要因が多く，定員を

超過していることによる教育上の直接的マイナスの影響は全く無い。 

（改善を要する点）  

 今後のさらなる発展のためには，常勤教員数を増加させることが最も望ましい。また，一方では競

争的資金･外部資金による有期教員の雇用，県や民間企業人材の教育への活用といった方策を考える

ことが期待される。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

準学士課程の入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーは平成 17 年６月に制定し，ホームペー

ジや学生募集要項に記載，あるいは各種説明会で中学生・保護者・中学教諭を中心に周知を図り,ア
ドミッション・ポリシーに適う，優秀な中学生の確保に積極的に取り組んでいる。 

準学士課程及び編入生は本科入試委員会で，専攻科課程は専攻科入試委員会で，それぞれのアドミ

ッション・ポリシーに沿った適切な入学者選抜を実施している。準学士課程の推薦選抜においては，

基礎学力は中学校からの調査書，対人能力については面接試験，技術者としての可能性は小論文で評

価するなど，志願者を多面的な観点から総合判定する方式にしており，アドミッション・ポリシーに

沿った選抜が適正になされている。また，ＡＯ委員会は毎年入試状況の報告会を行ない，本校の教員

が新入生の指導上で留意すべき点など学内の情報共有化を図っている。さらに入学者の入学後の成績

の追跡調査も継続的に行い，入試改善へ活かすべくデータの分析を行っている。  
準学士課程の実入学者は入学辞退者を見込んで合格者を決定しているため，結果的に定員を５％程

度上回っているが，教育には支障のない範囲で，適切である。編入学の入学者は設備など教育には支

障のない範囲内に定めており適切である。専攻科課程の実入学者数については，大幅に定員を超過し

ている専攻が存在する。しかし，それに応じうる指導教員・講義室・実験室・施設があり教育上の直

接的支障は現れていない。逆に多数の学生が相互に切磋琢磨するため学力･技能の向上にプラスの効

果がみられる。また，単独で扱うのが難しい大きな課題に分担･協力して取り組むことが出来るため

研究成果の面でもプラスの効果が認められる。ただし，以上の効果をあげるため教員が多大な努力を

しているので，さらなる発展を目指す上では，教員側のパワーを量的に増加させることが望まれる。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目

及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，

教育課程の体系性が確保されているか。また，授業の内容が，全体として教育課

程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている

か。 

（観点に係る状況） 

本校の教育理念，教育目標，学科ごとの教育目標に基づいて各学科の教育課程が体系立てて構成さ

れている。 

教育課程  （資料５－１－①－１ Ａ～Ｇ） 

科目系統図 （資料５－１－①－２ Ａ～Ｇ） 

シラバス  （資料５－１－①－３ 見本） 

授業時間割表（資料５－１－①－４） 

たとえば，機械工学科においては専門科目は７つの科目系列から構成されている。その特徴は以下

の通りである。 

① 実践的な能力を有する機械技術者を育成するために必要な科目系列が過不足なく配置されてい

る。 

② それらの科目を有機的に結び付けるための総合科目が全学年に配置されている。 

③ モノ作り実践教育の重点化のために，１学年から実習，創造演習等の体験的学習科目が開設さ

れている。 

④ 早期専門教育を展開する高専本来の特長を生かし，１学年に３科目，２学年に４科目の専門科

目が開設されている。 

⑤ 低学年では基礎的な内容の専門科目が開設されていて，高学年になるにしたがってより高度な

内容の専門科目が配置されている。 

⑥ １学年は「基礎情報処理」，３学年では「制御情報」といった情報関連科目が配置されていて，

ここで学んだコンピュータの利用技術を４学年の機械要素設計・設計製図・工学実験ならびに５

学年の卒業研究等に応用できるカリキュラムとなっている。 

（他学科の詳しい特徴は，資料「自己点検・自己評価書」参照） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

低学年の一般科目での履修内容を基礎とし，学年進行に伴って専門学科ごとに特色ある専門課程を

体系立てて編成している。教育目標と各授業科目の関連が明確にされていることから，授業内容が教

育課程編成の趣旨に沿っており，教育目標を達成するために適切なものになっている。 
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資料５－１－①－１ Ａ 

                       （出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 



松江工業高等専門学校 基準５ 

- 113 - 

資料５－１－①－１ Ｂ 

 

（出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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資料５－１－①－１ Ｃ 

（出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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資料５－１－①－１ Ｄ 

（出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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資料５－１－①－１ Ｅ 

（出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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資料５－１－①－１ Ｆ 

（出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 



松江工業高等専門学校 基準５ 

- 118 - 

資料５－１－①－１ Ｇ 

（出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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資料５－１－①－２ Ａ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－２ Ｂ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－２ Ｃ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－２ Ｄ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－２ Ｅ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－２ Ｆ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－２ Ｇ 

（出典 学生課作成資料 教員･学生配付） 
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資料５－１－①－３ Ａ 

（出典 教務委員会） 
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資料５－１－①－３ Ｂ 

（出典 教務委員会） 
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資料５－１－①－４ Ａ 

（出典 学生課 作成資料） 
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資料５－１－①－４ Ｂ 

（出典 学生課 作成資料） 
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観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えら

れる。）に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

「他の高等専門学校での修得単位等の認定並びに高等専門学校以外の教育施設等における学修等の

単位認定及び単位認定申請」及び「校外実習に係る単位認定及び単位認定申請」については，「学業

成績評価並びに課程修了及び卒業認定等に関する規則」（資料５－１－②－１）に規定している。 

各科目について，授業案内（シラバス）にその内容が明記されている。カリキュラムは，中学校の

学習過程の変更を配慮し，高専１学年における専門科目の一部を２学年以降に移行し，その分，数学

などの基礎科目の演習を充填させている。また４，５学年はJABEE対応のプログラムへの配慮を加え

ている。 

         （各学科ごとの詳しい特徴は，資料「自己点検・自己評価書」参照） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応したカリキュラムを有していると考えら

れる。学生へ多様な科目を提供することで自主性や意欲を生み出せるよう，学科間で協力し合い専門

科目のいくつかは学科横断的に開設されている。また，インターンシップや各種資格試験も積極的に

勧め，単位認定もしている。中学校の指導要領の変更に対応して，下級生では数学・英語・物理に特

別演習を入れるなど，基礎学力の充実に努めている。  
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 資料５－１－②－１ 

学業成績評価並びに課程修了及び卒業の認定等に関する規則 
 

                 平成 ４年４月１日 制  定
                   平成１７年４月１日 最終改正

（趣旨） 
第１条 この規則は，松江工業高等専門学校学則（以下「学則」という。)第１４条第２項の規

定に基づき，学業成績の評価並びに課程修了及び卒業の認定等について，必要な事項を定める。 
（授業科目の履修） 

第２条 単位を修得しようとする授業科目（校外実習及び学則第１３条の３第１項の文部科学
大臣が定める学修等（以下「特別学修」という。）は除く。以下同じ。）は，履修しなけれ
ばならない。 

２ 履修を希望する授業科目については，履修届（様式１号）を所定の期日までに当該学級担
任及びアドバイザー（以下「学級担任等」という。）を経て，学生課教務係に提出しなけれ
ばならない。 

３ 同時に複数の授業科目が開講される場合，履修できる科目は１科目とする。 
（授業科目履修の特例） 

第３条 第５学年においては第４学年の授業科目を履修することができる。 
（学業成績の評価） 

第４条 学業成績は，授業科目ごとに試験の成績及び平素の学習状況を総合して評価する。ただし，
授業科目によっては試験の全部又は一部を実施せず，平素の学習状況によって，学業成績を評価す
ることがある。 

２ 学業成績の評価は，各学期ごとに行いこれを学期成績とし，学年末に総合して学年成績と
する。ただし，前期のみ又は後期のみで修了する科目については，学期成績を学年成績とす
る。 

３ 特別学修の単位を認定した場合の評価は，「優」とする。 
４ 校外実習の単位を認定した場合の評価については，校外実習報告書，校外実習証明書及び校外実

習報告会等に基づき評価を行う。 
第５条 第１学年から第３学年においては，履修届が受理された各授業科目について，授業時

数の３分の２以上の出席をもって，その授業科目を履修したものと認定する。この場合，遅
刻及び早退の扱いについては，３回をもって欠課（授業時間を欠いた場合をいう。以下同じ。）
１単位時間に算定する。 

２ 第１学年から第３学年においては，授業科目の欠課時数が，病気療養その他やむを得ない
理由により，授業時数の３分の１を超えた場合には，教務委員会の議を経て履修を認定する
ことがある。 

第６条 学業成績は，１００点を満点として評価するものとし，第１学年から第３学年におい
ては５０点以上を合格，５０点未満を不合格，第４学年及び第５学年においては６０点以上
を合格，６０点未満を不合格とする。 

２ 合格した授業科目については，その単位の修得を認める。 
（学業成績の記録及び証明書等） 

第７条 学生指導要録に記録する学業成績は，学年成績とする。 

第８条 成績証明書，調査書及び成績通知票等に記載する学業成績は，原則として次の評語と
する。 

  第１学年～第３学年 

成績評価 評 語 

１００点 ～ ８０点 優 

７９点 ～ ６０点 良 

５９点 ～ ５０点 可 

４９点 ～  ０点 不可 

第４学年･第５学年 

成績評価 評 語 

１００点 ～ ８０点 優 

７９点 ～ ７０点 良 

６９点 ～ ６０点 可 

５９点 ～  ０点 不可 
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（学業成績の通知） 
第９条 学業成績は，学期末ごとに保護者に通知する。 
２ 前項の成績通知は，当該学期の成績並びに入学後の一般科目及び専門科目の修得累計単位

数とする。 
（試験) 

第１０条 試験は，学期末ごとに実施する。ただし，必要があるときは，学期の中途に中間試
験を実施する。 
（追試験） 

第１１条 追試験は，傷病その他やむを得ない理由により試験を受けられなかった者につい
て，実施することがある。 

２ 追試験を受けようとする者は，所定の手続きを経なければならない。 
（再試験） 

第１２条 再試験は，定期試験又は中間試験の成績が良好でない者について，必要に応じて実
施することがある。 
（不正行為者等に対する措置） 

第１３条 試験中不正行為を行った者は，当該授業科目の学年成績を不合格とする。 
（課程修了の認定） 

第１４条 各学年における課程修了の認定は，教務委員会の議を経て校長が行う。 
２ 課程修了の認定は，次の各号の全てに該当する者について行う。 

一 第１学年から第３学年においては，特別活動の出席状況が良好（授業時数の３分の２以
上の出席）であり，かつ履修状況が良好な者 

二 当該学年までの修得累計単位数が次の基準を満たしていること。 
① 第１学年においては修得累計単位数が２４単位以上であること。 
② 第２学年においては修得累計単位数が５８単位以上であること。 
③ 第３学年においては修得累計単位数が９４単位以上であること。 
④ 第４学年においては修得累計単位数が１２９単位以上であること。 

（原級留置） 
第１５条 学年の課程修了が認定されない者は，原級留置とする。 
第１６条 第１学年から第３学年においては，同一学年に在学できる期間は，休学の期間を除

き２年を超えることができない。 
（原級留置者の履修） 

第１７条 原級留置者においては，原学年で修得を認められた科目を再履修することができ
る。この場合，前年度の成績は，無効となる。 

２ 第１学年から第３学年までに留められた者においては，特別活動を再履修しなければなら
ない。 

３ 第４学年に留められた者においては，第５学年の授業科目を履修することができる。 
（追認試験） 
第１８条 追認試験は，不合格の授業科目を有したまま進級した者について，実施することが

ある。 
２ 追認試験は，原則として翌年度前期中に実施する。 
３ 追認試験を受けようとする者は，所定の手続きを経なければならない。 

（休学・復学した場合の成績評価） 
第１９条 学年の中途で休学し，復学後同一学期を学期の始めから再び履修した者の学業成績

は，復学後の学業成績をもって評価する。 
２ 前項において，復学の時期が学期の中途であるときは，教務委員会の議を経て復学後の学

業成績に休学前の学業成績を考慮することができる。 
第２０条 第１学年から第３学年においては，学期の中途で休学し，復学後同一学年を学期の

始めから再び履修した者の出席時数は，復学後の出席時数をもって計算する。 
２ 前項において，復学の時期が学期の中途であるときは，休学前に出席した期間から復学後

に重複して出席した期間を除いた期間における出席時数と復学後の出席時数との和とする。 
（他の高等専門学校での修得単位等の認定並びに高等専門学校以外の教育施設等における学修等の

単位認定及び単位認定申請） 
第２１条 学則第１３条の２に規定する修得単位及び同第１３条の３に規定する学修について，本校

における履修により修得したものとみなす授業科目及びその単位数の認定は，教務委員会の議を経
て校長が行う｡ 

２ 特別学修の単位の認定は，別表１のとおりとする｡ 
３ 校長は，本校在学中に別表１の資格を取得し単位認定を申請した者（以下「資格取得に伴う単位

認定申請者」という。）には，教務委員会の議を経て同表に定める単位を認定するものとする｡ 
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４ 資格取得に伴う単位認定申請者は，当該年度学年成績提出締切日までに当該学級担任等及び当該
学科長を経て資格取得単位認定願（様式２号）を校長に提出するものとする。なお，資格取得単位
認定願については，合格証または認定証の写しを添付しなければならない｡ 

５ 校長は，前項の申請に基づき単位を認定した場合は，資格取得に伴う単位認定申請者に対し資格
取得単位認定通知書（様式３号）を交付するものとする｡ 

６ 校長は，第３項により単位を認定した場合は，当該学級担任等及び当該学科長に対し資格取得単
位認定者一覧（様式４号）により通知するものとする｡ 
（校外実習に係る単位認定及び単位認定申請） 

第２１条の２ 校外実習に係る開設単位数は，学則第１３条第２項の別表第２のとおりとする｡ 
２ 校長は，校外実習を履修し単位認定を申請した者（以下「校外実習に伴う単位認定申請者」とい

う。）には，教務委員会の議を経て前項別表２に定める単位を認定するものとする。 
３ 校外実習に伴う単位認定申請者は，当該年度１１月末日までに当該アドバイザー及び当該学科長

を経て校外実習単位認定願（様式５号）を校長に提出するものとする。なお，校外実習単位認定願
については校外実習報告書（様式６号）及び校外実習証明書(様式は任意)を添付しなければならな
い｡ 

４ 校長は，前項の申請に基づき単位を認定した場合は，校外実習に伴う単位認定申請者に対し校外
実習単位認定通知書（様式７号）を交付するものとする。 

５ 校長は，第２項により単位を認定した場合は，当該アドバイザー及び当該学科長に対し校外実習
単位取得者一覧（様式８号）により通知するものとする。 
（卒業の認定） 

第２２条 卒業の認定は，教員会議の議を経て校長が行う。 
２ 卒業の認定は，第５学年において修得累計単位数が１６７単位以上（そのうち，一般科目

７５単位以上，専門科目８２単位以上）の者について行う。 
（雑則） 

第２３条 この規則の実施について必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 
１ この規則は，平成４年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行前に在学している者については，なお従前の例による。 

附 則 
この規則は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 
２ この規則第１３条の規定により原級留置となった者で，平成１５年度入学者と同一の学年となっ

た者は，当該学年に係る「学業成績評価並びに課程修了及び卒業の認定等に関する規則（平成１５
年度以降の入学者用）」を適用する。 

附 則 
この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
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（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 

（観点に係る状況） 

各科目の授業形態は，シラバスに明示されている。原則的に講義科目では授業及び演習によって，

授業科目の目標を実現している。講義・演習科目と実験・実習科目はバランスよく配置できており，

講義室での演習では学習できない事柄については実験・実習により実体験を通じて取得できるように

なっている。 

専門科目における講義・演習・実験実習の各授業形態別の単位数の配分は，資料５－２－①－１や

資料５－２－①－２に示すとおり演習・実験実習に十分な量を確保している。下級生では一般科目の

数学・英語・物理などで「特別演習」科目も配置し，基礎学力の向上に努めている。また，数学や英

語では習熟度別学級編成をし，きめの細かい学習指導をしている。 

また，教育内容に応じて様々な学習指導方法の工夫も行っている。１学年の専門科目は全ての学科

が複数名の教員が担当し，学生個人と密度の濃い関わりを持つことで専門の勉強への意欲を喚起して

いる。また，数名のグループ編成で３～５名の教員の指導下で実施する，電子制御工学科の「ミニロ

ボコン（科目名：創造設計製作）」，情報工学科の「ミニプロコン（科目名：情報工学演習）」，環

境・建設工学科の「ブリッジコンテスト（科目名：専門基礎特別演習）などがある。１学年の「基礎

情報処理」は全学科共通の専門科目とし，授業は混成学級の編成で行っている。ここで学ぶ情報リテ

ラシーがベースとなり，上級生での情報機器を利用した科目の学習に役立っている。環境・建設工学

科では，本校の所在地である松江市の市街地や周辺へ出かけ，水環境調査あるいは景観の写真撮影を

するなどのフィールド型授業にも取り組んでいる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育目標に沿ったカリキュラムが編成され，各科目ごとにその目的およびふさわしい授業形態が考

慮されている。講義，演習，実験，実習等の授業形態はバランスよく配置されており，またそれぞれ

の教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされていると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－２－①－１ 

 講義（単位） 演習（単位） 実験・実習（単位） 

１学年 ３ １  

２学年 ４ ３ ２ 

３学年 １３  ５ 

４学年 １９ １ ６ 

５学年 ２６  １３ 

                          （出典 電子制御工学科 作成資料） 
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されている

か。 

（観点に係る状況） 

本校のシラバス（前掲 資料５－１－①－３）には，教育課程の編成趣旨に沿って表面に項目とし

て「授業科目名」，「科目区分」，「履修年次・学期」，「単位数」，「オフィスアワー」，「担当

教員名」，「授業点検教員名」，「学習・教育目標との対応」，「JABEE科目区分」，「授業概要」，

「到達目標」，「成績評価方法･評価基準」，「教科書（参考書）」欄を設けるとともに，「その

他」の欄に担当教員からのメッセージ（学習の仕方，予習や復習の仕方など）を記載できるようにな

っている。裏面には，第１回～16回の授業計画･内容欄を設けている。 

学生はLearning Handbookにシラバスを綴じ込み，常に持参しているよう指導している。また，本

校ホームページに学科ごとの授業科目一覧に並列する形で，学生がいつでも閲覧できるように掲載し

ている。（資料５－２－②－１）また，科目担当教員は，授業ガイダンスを通じてシラバス記載内容

を学生に周知している。学期末の学生による授業アンケートだけでなく，授業時間ごとにクラスの学

習態度や理解度及び教員の教授方法について，３段階評価することとし，その結果が教員の資質向上

及び授業方法改善に繋がるシステムとしている。（資料５－２－②－２） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校のシラバスは，教育課程の編成趣旨に沿って，授業概要，到達目標，成績評価方法･評価基準

等を明記するとともに，JABEE基準対応，担当教員以外の者の点検，学生自身の学習態度や理解度改

善，教員の教授方法改善に繋がることを留意したうえで毎年作成している。したがってシラバスを活

用するシステムは十分に整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－２－①－２ 

 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合 計 

講 義 １ ２ １２ １９ ２７ ６１ 

演 習 ２ ２ １ １ ７ １３ 

実験・実習 ０ ４ ４ １０ １５ ３３ 

合 計 ３ ８ １７ ３０ ４９ １０７ 

                         （出典 環境･建設工学科 作成資料） 
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資料５－２－②－１ 

    （出典 松江工業高等専門学校 HP） 

資料５－２－②－２ 

          （出典 ＦＤ委員会） 
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 創造性を育む教育方法 

創造教育は，一概に，実験実習，創造演習，卒業研究に限定されるものではないが，ここでは創

造が関係する授業として以下にその概要等を示す。しかし，実際にはこれらの範囲以外にも，学生

の創造力を養う授業科目も開設している。卒業研究もこの創造教育の範疇にある。 

電子制御工学科のカリキュラムの中から創造教育に関係する科目を取り出したものを示す。（資

料５－２－③－１）専門科目の中でその創造教育に関係する専門科目の割合を算出すると，電子制

御工学科の場合には創造教育/専門科目・単位＝38％である。学年進行で見るとその単位数の変化

は，１学年＝１単位，２学年＝７単位，３学年＝９単位，４学年＝８単位，５学年＝13 単位とな

っている。学年進行とともにその創造教育を強化している。他の学科の比率を同様に算出すると，

機械工学科 39％，電気工学科 30％，情報工学科 58％，環境・建設工学科 43％となっている。準学

士課程での平均は 41％である。各学科の代表的な創造教育科目の様子を紹介する。（資料５－２

－③－２） 

本校の創造教育の成果としては，ロボットコンテストやプログラミングコンテスト全国優勝など

が挙げられる。（資料５－２－③－３）また，この創造教育を支える組織として，技術室の役割が

大きく，本校の技術職員により強力な支援を受けている。（資料５－２－③－４） 

(2) インターンシップの活用 

インターンシップについては，第４学年において「校外実習」（１単位）を実施しカリキュラム

に組み込まれている。実施規則は学生ガイドブックの「学業成績評価並びに課程修了並びに卒業の

認定に関する規則」で規定されている。（前掲 資料５－１－②－１） 

校外実習は，開校当初から実施しており，主に卒業生の就職先，官公庁の機関・研究所，大学で

のインターンシップ，ふるさと定住財団に受け入れをお願いしている。（資料５－２－③－５）５

年前よりは，経済通産局が進めるインターンシップ（島根では島根県経営者協会，しまね学生職業

相談室（学生ハローワーク））などにも参加している。（資料５－２－③－６）４学年の在籍学生

数に対する参加学生の割合は80％以上であり，かなりの学生が参加している。 

平成16年度の校外実習先の例を示す。（資料５－２－③－７）参加学生が単位認定を受けるため

には，５日以上の期間の校外実習を実施し，実習報告書，企業先からの校外実習証明書（実習期間，

評価）を提出するとともに，校内では学科単位での校外実習報告会を実施し，成果レポート＋校外

実習証明書＋報告の３点で評価を行う。 

参加学生の感想等は，「学校だより」で紹介している。（資料５－２－③－８） 
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 資料５－２－③－１ 

     

                     （出典 電子制御工学科作成資料 学生配付） 

資料５－２－③－２ Ａ 

  

機械工学科 ３年 創造演習１ (2004/10/27 産経新聞 掲載記事) 

                            （出典 産経新聞） 
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資料５－２－③－２ Ｂ 

   

電気工学科・３年・電気工学実験２          情報工学科・３年・情報工学創造演習１，２ 

     

 電子制御工学科 ５年 コンピュータ制御実験   環境・建設工学科４年 衛生実験，水理構造実験 

                            （出典 学生課 作成資料） 

資料５－２－③－３ 

   

 電気工学科 ロボコン全国優勝（H16） 情報工学科 プロコン全国優勝（H15，16）準優勝（H17） 

                            （出典 学生課 作成資料） 

資料５－２－③－４ 

  

                             （出典 学生課 作成資料） 
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資料５－２－③－５ 

  

                       （出典 学生課 作成資料） 

資料５－２－③－６ 

インターンシップ参加者
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                         （出典 学生課 作成資料） 

資料５－２－３－８ 

   

（出典 平成16年度 校外実習報告（学校だよりより第105号）） 
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資料５－２－③－７ 

                        （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 創造性を育む教育方法 

本校の創造教育については，専門科目の約４割相当に工夫がなされている。また，創造教育を推

進する支援体制として，実践教育支援センター（技術室）の存在があり，有効に機能している。セ

ンターでは FD 活動も活発になされており，今後も創造教育の質的向上が期待できると考えられる。 

 (2) インターンシップの活用 

本校では，４学年に８から９割の学生がインターンシップに参加している。短期のものが多いが，

短期でも多くの学生に参加させる方がよいと考えている。受入れ先と学生の希望の双方を考慮した

実施体制を維持する必要がある。資料（資料５－２－３－８）から，学生の校外実習の効果は，学

生の学習意欲向上やキャリア教育に対する観点で効果があると判断できる。 

 

観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，「学業成績評価並びに課程終了及び卒業の認定等に関する規則」（前掲 資料５－１－

②－１）を定め，試験，論文，レポート，平素の学習状況等から判断を行い，優，良，可，不可の４

段階評価を設定している。また，可以上を合格とする基準を明示し，進級，卒業に必要な取得単位数

を規定している。 

この規則に基づき，シラバスにおいて科目ごとに評価方法を明示し，これに沿って具体的な成績評

価を行うこととなる。観点５－２－②で述べたように，科目ごとの評価方法の明示にあたっては，ど

のような視点から，どのような評価方法を用いるのかを明示することが求められることから，適切か

つ厳正な成績評価を行っている。このことは，学生アンケートの「シラバスどおりに成績評価が行わ

れているか。」の回答結果が高いこと及び実際の試験答案等（期末，中間試験，小テスト）からも分

かる。（本学の主要科目の試験答案等については，訪問調査時に提示可能）また，進級については進

級判定会議を，卒業については卒業判定会議を，それぞれ設け，慎重に判定を行っている。（資料５

－３－①－１）。 

本校では，仮進級に係る規定を設けているが，学年制の趣旨を損なわないためにも，この規定の運

用は特に厳格かつ慎重に行われている。 

これらの規則は，学生ガイドブック及びシラバスに掲載し，年度当初のガイダンスでは必ず説明す

ることとしており，学生への周知を図っている。進級等にかかわることから，実際の学生の認知度が

非常に高い。 

本校の授業内容は教育の目的との整合性に十分留意して定められているため，個々の教員による出

題や採点に極端なばらつきはないと認識している。（資料５－３－①－２） 

一方で，社会からは，学校として学生の質を保証することも求められる。こうした視点から，ある

程度共通の性質を持つ科目については，具体的な成績評価基準の策定に着手しており，既に数学と物

理については，相当程度具体的な案にまとめられている。 
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資料５－３－①－１ 

 

 

                 （出典 進級判定会議・卒業判定会議議事録 配付資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

「学業成績評価並びに課程修了及び卒業認定等に関する規則」を定め，学生ガイドブック及びシラ

バスに掲載することによって学生への周知を図っており，実際の学生の認知度は高い。各科目ごとの

成績評価の適切性を担保するため，シラバスの記載事項及び内容に注意を払っているほか，進級，卒

業判定については，判定会議をそれぞれ設けて，慎重かつ厳格な運営を行っている。以上のことから，

成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に周知されている。また，

これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認定，卒業認定が適切に実施されている。 

 

観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよ

う配慮されているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程１～３学年においては，特別活動の実施が進級条件として規則（前掲 資料５－１－②

－１）で規定されている。内容については，各担任が計画を立てるが，学年主任がまとめ役になって

調整を行い，シラバスを作成する。（資料５－４－①－１）各担任には「担任のしおり」が配付され

ており，この中の「学級経営の方針･計画」などを基に計画を立てている。 

本校では，特別活動の目的に合致する学校行事は特別活動に振り替えている。（資料５－４－①－

２）その例としては，１学年・新入生オリエンテーション（１泊２日），２学年・合宿研修（１泊２

資料５－３－①－２ 

    

 

        （出典 教育課程並びに学業成績評価に関する手引き（教員用）及び試験答案等） 
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日），３学年・研修（１日），１～３学年・ロードレース大会がある。資料はその内容の様子である。 

資料５－４－①－１ 

  

（出典 特別活動ロングホームルームの活動状況を示すシラバス（機械工学科２年）） 

 

資料５－４－①－２ Ａ 

表１ 特別活動への時間読み替えの取り決め事項 

 学校行事で行う特別活動 特別活動への読み替え 

（１） 新入生オリエンテーション（１泊２日） １年生ホームルーム（１０時間） 

（２） ２年生合宿研修（１泊２日） ２年生ホームルーム（１０時間） 

（３） ３年生研修（１日）                     ３年生のホームルーム（４時間） 

（４） １－３年生・ロードレース大会           １－３年生のホームルーム（２時間）） 

（出典 特別活動への時間読み替えの取り決め事項の資料） 

     

                                （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

学級経営が円滑に行えるように，「担任のしおり」が学級担任に配付されている。特別活動の計画

は，学年主任と担任を中心に立案され，シラバスに記載されている。各種行事と併せて，人間の素養

の涵養がなされるよう配慮している。 

 

観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養

が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程第１～３学年の指導については担任教員と教務，学生，寮務，学生相談室の委員会が協

力体制を築き，学習や生活指導を行っている（リメディアルシステム）。教員の連携をもとに第３学

年以下の学生の指導体制を強化することは，人間の素養向上と準学士課程第４，５学年における教育

目標にある自主性の育成に繋がると考えている（準学士課程第１～３学年での生活指導をしっかり行

い，準学士課程第４，５学年では自ら考え行動しなければならない環境にしておくことが必要と考え

ている）。 

このような観点から準学士課程においては，毎朝の教員による連絡会や毎週行われる各学年会での

学生指導に関する議論を行っている（資料５－４－②－１）。また，学校は公的空間であることを全

学生に認識させ，社会人としてのルールとマナーが身につくように指導を行っている。特に朝の教員

連絡会（毎朝 8:30－8:40）では，担任，アドバイザー，教務・学生・寮委員会から，毎日の教育行

事に関することや校内で起こっている学生の問題行動，寮での学生生活の状況把握がなされている。

この朝の教員連絡会では，担任・アドバイザーの学生生活指導の統一を図り，学生に対して平等な指

導を実施している。この朝の連絡会の他に，担任，教務，学生，寮務，学生相談室の委員会が学年会

を毎週，週一回（50分程度）実施している。学年会では，特別活動を有効に活用するためのロングホ

ームルーム活動の内容検討や生活面で指導が必要な学生の状況と問題点を検討し，担任の生活指導の

支援を行っている。（資料５－４－②－２） 

大学１・２年生と同年である第４，５学年生には自主的な学習姿勢と行動を求めている。学生の自

主性を育てる具体的対策として，ホームルームで授業を受ける体制から，大学と同様に，授業が開講

される教室に学生が移動する体制に変更した。また，学生に必要な情報の連絡方法についても，「言

資料５－４－①－２ Ｂ 

 

（出典 学生課 作成資料） 
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われるのを待つ」という受身の姿勢から必要な情報は自ら入手する姿勢を身につけさせるため，４・

５棟２階の渡り廊下に学年学科毎に専用の掲示板を用意した。（資料５－４－②－３） 

学生は自ら行動しなければ，授業を受けることも情報を手に入れることもできない。こうした対策

を通じて第４，５学年生を大人扱いし，自覚と責任を持たせることで自主性を育てようとしている。

この取組は平成16年度から実施しており，第４，５学年生は自主的に学校生活を送っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の教育目標である「学んで創れるエンジニア」では，自らが学ぶ姿勢など自主性を育てること

を目標としている。本校では，準学士課程を１～３学年と４，５学年とを分離し，自主性を育てるた

めの様々な取組（教員の朝の連絡会，学年会，学生掲示板，４，５学年での選択教室制）が行われて

いる。教員の連携をもとに３学年以下の学生の指導体制を強化することは人間の素養向上と準学士課

程４，５学年における教育目標にある自主性の育成に繋がっている。 

資料５－４－②－１ 

        

 担任のしおり           朝の連絡会（毎日８：３０－８：３５） 

                             （出典 学生課 作成資料） 

資料５－４－②－２ 

 

        （出典 学生課 作成資料）

資料５－４－②－３ 

 

       （出典 学生課 作成資料） 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況） 

本校の専攻科課程は，生産・建設システム工学専攻と電子情報システム工学専攻から構成されて

いる。（資料５－５－①－１） 

資料に示すように，生産・建設システム工学専攻は，準学士課程の機械工学科と環境・建設工学

科を母体としている。また，電子情報システム工学専攻は，電気工学科，電子制御工学科，情報工

学科を母体に構成されている。準学士課程と専攻科課程との科目関連図を資料に示している。（資

料５－５－①－２ Ａ～Ｅ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－５－①－１ 

機械工学科 

環境・建設工学科 

電気工学科 

電子制御工学科 

情報工学科 

生産・建設システム工学科専攻 

電子情報システム工学科専攻 

準学士課程            専攻科課程 

図 5.5.1 準学士課程・専攻科課程関連図 ↕印は学科横断科目，専攻横断的科目を示
 

                            （出典 専攻科説明資料 学生配付） 
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資料５－５－①－２ Ａ 

                       （出典 専攻科説明資料 学生配付） 
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資料５－５－①－２ Ｂ 

                       （出典 専攻科説明資料 学生配付） 
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資料５－５－①－２ Ｃ 

                       （出典 専攻科説明資料 学生配付） 
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資料５－５－①－２ Ｄ 

                       （出典 専攻科説明資料 学生配付） 
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資料５－５－①－２ Ｅ 

                        （出典 専攻科説明資料 学生配付） 
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（分析結果とその根拠理由）  
専攻科課程の二つの専攻は，準学士課程の各学科を母体に構成されている。教育課程の科目関連

図から明らかなように，準学士課程との連携を重視した教育課程となっている。 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目

等の配当等が考えられる。）され，教育課程の体系性が確保されているか。また，

授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成す

るために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程の教育課程は，一般科目，専門共通科目，専門展開科目から構成されている。一般科

目は，社会性や国際性を備えた技術者育成のための基盤となる科目として開設されている。専門共

通科目は，高度技術者教育の基礎となる科目や職業倫理観を育てる科目で構成されている。専門展

開科目は，各専攻の専門性を高めるための科目が開設されている。 
各授業科目は，学生のニーズに対応するために，多くの科目を選択科目としている。また，専攻

科課程では，特別研究を重視しているために，２年間を通じて 16 単位を配置している。専攻科課

程の修得単位数を表に示しているが，62 単位を修了要件としている。これは大学評価・学位授与

機構が規定する要件（積み上げ単位 62 単位）を満たしていることから，学士の学位取得にも対応

した教育課程になっている。このように，本教育課程は，エンジニアに必要な能力等を体系的に修

得できるよう編成されている。（資料５－５－②－１ Ａ～Ｂ） 
なお，授業科目の内容については，シラバスに明記されている。 
専攻科課程は，その教育理念として，「研究開発能力」，「専門知識」，「職業倫理」，及び

「国際性」を掲げている。「研究開発能力」は，特別研究や特別実験により問題抽出・解決能力や

創造力と併せて養うことができる。「専門知識」については，技術者教育の基礎となる専門共通科

目，及び各専攻の専門性を深める専門展開科目により身につけるように配慮されている。「職業倫

理」は，技術論，環境科学，技術環境史を学修することで，エンジニアとしての行動規範や倫理観

を養うことができる。「国際性」については，一般科目の時事英語，専門共通科目の総合英語コミ

ュニケーション，また，専攻ゼミナールや特別研究により身につけることができる。このように，

本専攻科課程では，教育理念を実現するための教育課程が編成されている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

状況で示したように，授業科目が適切に配置され，教育課程の体系性が確保されている。また，

授業内容より明らかなように，教育課程は，専攻科課程の教育理念を達成するために適切なものに

なっている。 
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資料５－５－②－１ Ａ 

                     （出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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資料５－５－②－１ Ｂ 

                     （出典 学生ガイドブック 平成 18 年度） 
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観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮してい

るか。 

（観点に係る状況）  

学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の編成を目的とし

て，以下の項目について実施している。 

① 他専攻の授業科目の履修については，６単位まで履修することができる。（資料５－５－③－

１） 

② 大学や他の高等専門学校専攻科等における授業科目は，専攻科の修了に必要な単位数として 10

単位まで履修することができる。 

③ インターンシップは，選択科目（２単位）として，夏季休業中に２週間以上の期間で実施して

いる。（資料５－５－③－２） 

 

 
資料５－５－３－１ 

松江工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程 

 

平成１４年 ４月１日 制  定
平成１７年１０月１日 最終改正

（趣旨） 
第１条 この規程は，松江工業高等専門学校学則第５０条の規定に基づき，松江工業高等専門学校専

攻科（以下「専攻科」という。）の授業科目の履修方法及び成績の評価並びに修了の認定に関し必
要な事項を定めるものとする。 
（授業） 

第２条 専攻科の授業は，単位制とし，講義，演習，実験及び実習のいずれか，又はこれらの併用に
より行うものとする。 
（単位の計算方法） 

第３条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成
することを標準とし，次の各号の基準により単位数を計算するものとする。 
一 講義については，１５時間の授業をもって１単位とする。 
二 演習については，３０時間の授業をもって１単位とする。 
三 実験及び実習については，４５時間の授業をもって１単位とする。 
（履修方法） 

第４条 専攻科に開設する授業科目の履修にあたっては，別に定める「授業科目履修届」を所定の期
日までに校長へ提出しなければならない。 
（指導教員） 

第５条 専攻科の学生は，各専攻の指導教員から授業科目の履修及び特別研究の指導を受けるものと
する。 

２ 専攻科の学生は，専攻科委員会の承認を得て他専攻の指導教員の指導を受けることができるもの 
とする。 
（試験） 

第６条 専攻科の試験は，定期試験，追試験及び再試験（以下「定期試験等」という。）とする。 
２ 定期試験は，各学期末に実施する。 
３ 追試験は，病気その他特別の事情により定期試験を受験しなかった者に対し実施する。なお，追

試験を受けるにあたっては，別に定める「追試験受験願」を校長へ提出し，その許可を得るものと
する。 

４ 再試験は，成績が不良の者について行うことがある。 
 



松江工業高等専門学校 基準５ 

- 159 - 

（成績評価） 
第７条 授業科目の成績評価は，原則として当該科目担当教員が定期試験等の成績及び平素の学修状

況等を総合して行うものとする。ただし，授業科目によっては，定期試験を実施せず，平素の学修
状況等により評価することがある。 

第８条 成績の評価は，優・良・可・不可をもって，次の評価区分により行う。 

評点 100～80 79～70 69～60 59～0 評 
価 評語 優 良 可 不可 

２ 特別研究，総合英語コミュニケーション及びインターンシップは，優・良・可・不可で評価す
る。 

第９条 学業成績の成績原簿への記載は，評点で行う。ただし，特別研究，総合英語コミュニケーシ
ョン及びインターンシップについては，優・良・可・不可とする。 

２ 成績証明書への記載は，優・良・可の表記とする。 
（単位認定） 

第１０条 評点が６０点以上又は優・良・可に評価された授業科目については，当該科目を修得した
ものとして単位を認定する。 
（再履修） 

第１１条 評点が６０点未満又は不可に評価された授業科目は，再履修することができる。 
２ 前貢で定める再履修は，第４条の規定を準用する。 

（他専攻における授業科目の履修） 
第１２条 他専攻の専門展開科目のうち選択科目を履修することができる。 
２ 履修にあたっては，あらかじめ科目担当教員の承認を得たうえで，別に定める「授業科目履修

届」を所定の期日までに校長へ提出しなければならない。 
３ 前２項の規定に基づき修得した単位は，６単位を超えない範囲で専攻科における授業科目の履修

とみなし，単位の修得を認定することができる。 
（大学等における授業科目の履修） 

第１３条 大学及び他の高等専門学校の専攻科等で開設されている授業科目の履修にあたっては，あ
らかじめ別に定める「大学等における学修許可願」を校長へ提出し許可を得たうえで，別に定める
「授業科目履修届」を校長へ提出しなければならない。 

２ 前貢の規定に基づき修得した単位は，別に定める「大学等における学修単位認定申請書」の提出
により１０単位を超えない範囲で専攻科における授業科目の履修とみなし，単位の修得を認定する
ことができる。 

３ 前項の規程に基づき単位の修得を認定された授業科目の成績証明書への記載は，認定と表記す
る。 
（ＪＡＢＥＥ基準修了のための授業科目の履修） 

第１４条 ＪＡＢＥＥ基準において修了に必要な単位の修得が困難な場合にあっては，別に定める授
業科目を履修することができる。 
（修了認定） 

第１５条 修了の認定は，本校学則及び本規程に基づき，専攻科委員会の議を経て校長が行う。 
 

附 則 
この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，平成１７年１０月１日から施行する。 

 

                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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（分析結果とその根拠理由）  

前述したように，他専攻の授業科目の履修，大学や他の高等専門学校専攻科等における授業科目

の履修やインターンシップを実施している。 

 

観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

（観点に係る状況）  

教育課程表から明らかなように，修了要件を考慮すれば，講義科目40単位，演習科目２単位，実

験実習科目20単位で構成されている。講義形式の授業においては，講義のみならず，講義と演習の

組合せや対話・討論型の授業も行われている。また，一般科目においては，フィールド型授業も行

われている。情報機器は，多くの授業科目で活用されている。 

指導法の工夫に繋げるために満足度アンケートを実施している。（資料５－６－①－１） 

なお，専攻科課程は，元来，少人数授業である。 

資料５－５－③－２ 

松江工業高等専門学校専攻科インターンシップ実施要項 

 

（趣旨） 
１ この要項は，インターンシップの履修等に関して，必要な事項を定める。 

（目的） 
２ インターンシップは，学生がインターンシップを通じて，専攻科で修得した知識･技術の一層の発

展と向上を目指すとともに，技術者としてのあり方について学ぶことを目的とする。 
（授業科目） 

３ インターンシップは，専攻科の授業科目（選択科目）として実施する。 
（実習期間） 

４ インターンシップは，原則として夏季休業期間中に２週間（実質 10 日間）以上実施する。ただ
し，特別な事情がある場合は，他の休業期間中に実施することができる。 
（履修手続） 

５ インターンシップを履修しようとする者は，「インターンシップ履修届」（様式－６）を提出し
なければならない。 
（単位の認定申請及び認定） 

６ インターンシップを履修した者は，原則として当該年度 11 月末日までに，副専攻科長を経て，イ
ンターンシップ単位認定願（様式－７）を校長に提出するものとする。なお，インターンシップ単
位認定願については，インターンシップ報告書（様式－８）及びインターンシップ証明書（様式－
９）を添付しなければならない。 

７ 校長は，インターンシップ単位認定願を申請した者に対し，専攻科委員会の議を経て単位を認定
するものとする。 

８ インターンシップの単位認定については，インターンシップ報告書，インターンシップ証明書及
びインターンシップ報告会等に基づき，専攻科委員会において行う。 

 

（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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（分析結果とその根拠理由）  

教育課程表から明らかなように，講義，演習，実験実習のバランスは適切であると思われる。少

人数授業，講義と演習の組合せによる授業，対話・討論型の授業やフィールド型授業が行われてお

り，適切な授業の工夫がなされていると思われる。今後，授業形態に関する具体的な状況について

把握する必要がある。 

 

観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況）  

創造性の育成は，主に特別実験や特別研究で行われている。特別実験においては，４～５名でグ

ループを編成し，ブリッジコンテスト，ピンポン玉発射機や紙/プラスチック分離器などの課題を

与え，課題解決型の実験を行っている。 

インターンシップについては，平成17年度より選択科目（２単位）として，２週間以上の期間で

実施している。（前掲 資料５－５－③－２） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

創造性の育成は，特別実験や特別研究で行われている。インターンシップについては，平成17年

度より，２週間以上の期間で実施している。状況が許せば，長期インターンシップ（１ケ月以上）

を実施したいと考えている。 

 

 

資料５－６－①－１ Ａ 

 

（出典 専攻科委員会） 

資料５－６－①－１ Ｂ 

 

        （出典 専攻科委員会） 
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観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科シラバスには，授業概要，到達目標，使用テキスト，成績評価法，および授業計画と内容

等が記載されている。（資料 ５－６－③－１ Ａ～Ｂ）新入生オリエンテーションにおいて，全

員に配付し，有効に活用するように指導している。また，HPにも掲載し，必要に応じ閲覧できるよ

うにしている。（資料 ５－６－③－２） 

資料５－６－③－１ Ａ 

 

（出典 専攻科 シラバス） 

資料５－６－③－１ Ｂ 

 

        （出典 専攻科 シラバス）
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科シラバスには，授業概要，到達目標，使用テキスト，成績評価法，および授業計画と内容

など必要な事項が記載されている。シラバスの活用については，新入生オリエンテーション時に指

導している。また，活用状況については，授業アンケートにより把握している。 

 

観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能

の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）

が行われているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程では，２年間の特別研究を行っている。研究指導は，主査・副査の２人教員体制によ

り，研究の企画・遂行や大学評価・学位授与機構への学修レポートの作成を行っている。また，英

語科教員（ネイティブスピ－カ）による英文 abstract や邦文論文の作成指導，国際会議での発表

に関する指導も行っている。さらに，実践教育支援センターの技術職員による技術支援も，必要に

応じて行われている。（資料５－７－①－１） 

特別研究では，指導教員の指導のもとに，２年次当初の中間報告会，２年次２月の特別研究報告

会，ならびに特別研究論文の作成が行われている。また，本校では，学会等での学外発表を専攻科

過程の修了要件として義務付けているため，積極的に学外発表も行われている。（資料５－７－①

－２） 

さらに，２年次２月，松江テクノフォーラム主催の新技術創出セミナーにおいて，学外関係者に

対して研究成果の紹介も行っている。（資料５－７－①－３） 

資料５－６－③－２ 

 

 （出典 松江工業高等専門学校 HP） 



松江工業高等専門学校 基準５ 

- 164 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－７－①－１ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料５－７－①－１ Ｂ 

     （出典 Annual Report 2005） 

資料５－７－①－２ Ａ 

（出典 松江工業高等専門学校 HP） 

資料５－７－①－１ Ｂ 

（出典 松江工業高等専門学校 HP） 
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（分析結果とその根拠理由）  

特別研究の指導は，主査・副査の２人指導体制で行われている。学内での報告会はもとより，学

外での発表も積極的に行われ，その発表件数や受賞件数から十分な研究指導がなされていると思わ

れる。 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

単位認定や修了認定は，規則として定められ，（前掲 資料５－５－③－１）専攻科履修ガイド

ブックに記載されている。新入生オリエンテーションにおいて，ガイドブックをもとに説明してい

る。また，成績評価方法については，シラバスに明記され，授業担当教員が説明している。 

単位認定，および修了認定は，規則に基づき専攻科委員会で行われ，教員会議で報告されている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

単位認定や修了認定は，規則として定められ，専攻科履修ガイドブックに記載されている。新入

生オリエンテーションにおいて，ガイドブックをもとに説明し周知が図られている。また，成績評

価方法についても，シラバスをもとに授業担当教員が説明し，周知されている。 

単位認定，および修了認定は，規則に基づき専攻科委員会で適正に行われ，教員会議で報告され

ている。 

資料５－７－①－３ 

しまね新技術創設セミナー 

       （出典 松江テクノフォーラム）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 準学士課程においては，低学年の一般科目での履修内容を基礎とし，学年進行に伴って専門学科ご

とに特色ある専門課程を体系立てて編成している。また，教育目標に掲げる，自ら学ぶ姿勢や新しい

ものを創り出す意欲を助長するよう講義・演習・実験・実習などがバランスよく配置されている。数

多く提供される選択科目には，コア科目を学科ごとに設定し，必要な知識や能力を保証する体系とし

ている。 

 専攻科課程においては，準学士課程との連携を考慮した教育課程となっており，専攻科の教育理念

にある「研究開発能力」「専門知識」「職業倫理」および「国際性」を達成するために適切なものに

なっている。 

準学士課程および専攻科課程の共通事項として，教育目標と各授業科目の関連が明確にされて，シ

ラバスには到達目標や評価基準も明記されていることから，教育目標を達成するために適切なものに

なっている。 

（改善を要する点）  

 専攻科は設置から数年であるので，今後更にカリキュラムの充実や教育改善を意欲的に続けていく

必要がある。準学士課程においても，教務委員会・カリキュラム委員会・ＦＤ委員会を機能的に運用

することで，Plan-Do-Check-Actionのサイクルを常にまわし続けていく必要がある。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

＜準学士課程＞ 

低学年の一般科目での履修内容を基礎とし，学年進行に伴って専門学科ごとに特色ある専門課程を

体系立てて編成している。教育目標と各授業科目の関連が明確にされていることから，授業内容が教

育課程編成の趣旨に沿っており，教育目標を達成するために適切なものになっている。また，本校の

創造教育については，専門科目の約４割相当に工夫がなされている。実施には実践教育支援センター

の支援体制が整備され，質的向上を目指すためのＦＤ活動も機能している。 

インターンシップや各種資格試験も積極的に勧め，単位認定もしている。４年次に８割から９割の

学生がインターンシップに参加している。学生の学習意欲向上やキャリア教育に対する観点からも効

果があると判断できる。成績評価・進級・卒業認定の規定は組織として策定され，履修ガイダンス，

学生ガイドブックおよび学内のホームページにより学生に周知されている。シラバスにより到達目標

や評価基準などと合わせて学生は科目担当者からも詳しい説明を受けている。 

 本校の教育目標では，自らが学ぶ姿勢や意欲など自主性を育てることを目標としている。そのため

学生指導においては第１～３学年と第４，５学年とでは異なった取組（教員の朝の連絡会，学年会，

学生掲示板，第４，５学年での選択教室制）を行なっている。教員間の連携をもとに下級生の指導体

制を強化することは人間の素養向上と第４，５学年生における自主性の育成に繋がっていると考える。 

 

＜専攻科課程＞ 

本校の専攻科課程は二つの専攻から構成されており，いずれも準学士課程の各学科を母体に構成さ

れている。教育課程の科目関連図から，準学士課程との連携を重視した教育課程となっており，授業

科目は適切に配置され，教育課程の体系性が確保されている。また，授業内容より明らかなように，

教育課程は，専攻科課程の教育理念を達成するために適切なものになっている。講義，演習，実験実



松江工業高等専門学校 基準５ 

- 167 - 

習のバランスは適切であると思われる。少人数授業，講義と演習の組合せによる授業，対話・討論型

の授業やフィールド型授業も行われており，適切な授業の工夫がなされていると思われる。 

他専攻の授業科目の履修，大学や他の高等専門学校専攻科等における授業科目の履修やインターン

シップを実施している。特別研究の指導は，主査・副査の２人指導体制で行ない，学内での報告会や

学外での発表も積極的に行われ，その発表件数や受賞件数から十分な研究指導ができていると思われ

る。 

単位認定や修了認定は，規則として定められ，専攻科履修ガイドブックに記載されている。新入生

オリエンテーションにおいて，周知が図られている。また，成績評価方法も，シラバスに基づき授業

担当教員が説明し，周知されている。単位認定や修了認定は，規則に基づき専攻科委員会で適正に行

われ，教員会議で報告されている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状

況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

準学士課程では本校の教育目標の「学んで創れるエンジニア」を基に，課程に応じて，学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について一般科（人文科学科，数

理科学科），機械，電気，電子制御，情報，環境･建設工学科で目標が資料のように設定されてい

る。（資料６－１－①－１） 

この教育目標に従って，カリキュラムが構成されているし，学生募集も行っている。各学科は教

育目標に向かって教育を行っている。この教育目標に相当するカリキュラムを資料２（本校電気工

学科の例）のように課程に応じて構成している。（資料６－１－①－２） 

平成17年度後期から，学習達成度評価をこの教育目標との対応表を基に，教育目標達成度を成績

通知表として評価し，学生に照会している。学生に教育目標達成度の評価を照会することで，カリ

キュラムの内容が教育目標を満足する内容になっているかを確認する。（資料６－１－①－３） 

資料６－１－①－１ 

一般科（人文科学科，数理科学科） 

aG1：日本語によ

る記述・理解・発

表等の基礎能力が

ある。 

aG2：日本及び他地

域の歴史・文化・

社会に関する基礎

的な知識がある。 

aG3：外国語によ

る基礎的なコミュ

ニケーション能力

がある 

aG4：自然科学に関

する基礎的な知識

がある。 

aG5：社会生活のた

めの豊かな見識と，

健全な心身をもつ。

機械工学科 

aM1：機械工学に関す

る基礎的な専門知識

がある。 

aM2：モノづくりに必要な

基礎的なデザイン能力があ

る。 

aM3: コンピュータを，機

械の設計・製作等に役立て

る基礎能力がある。 

aM4：実験・研究の結

果を解析，考察でき

る基礎能力がある。 

電気 

aE1：電気・電子機器

を扱うための基礎的

な専門知識がある。 

aE2：電気・電子機器を作

るための専門的な基礎能

力がある。 

aE3：コンピュータを用い，

情報を収集・活用・発信す

るための基礎能力がある。 

aE4：データを収集・

解析・評価するため

の基礎能力がある。 

電子制御 

aD1:電気・電子分

野に関する基礎的

な知識がある。 

aD2:機械･力学分野

に関する基礎的な

知識がある。 

aD3:制御･情報分

野に関する基礎的

な知識がある。 

aD4: 各 分 野 の 知 識

を，ものづくりやメ

カトロニクスに応用

する能力がある。 

aD5:データを収集･

解析･考察できる基

礎能力がある。 
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情報 

aJ1：コンピュ

ータをつくるハ

ードウェア技術

の基礎的な専門

知識がある。 

aJ2：コンピュータを

動かすソフトウェア

技術の基礎的な専門

知識がある。 

aJ3: コンピュータを

つなぐネットワーク

技術の基礎的な専門

知識がある。 

aJ4：データを解析

・考察し、説明で

きる基礎能力があ

る。 

aJ5：コンピュー

タを用いて情報を

収集・活用・発信

するための基礎能

力がある。 

環境建設 

aC1：構造力学，土質力

学，水理学，建設材料

学，環境工学に関する

基礎的な知識がある。 

aC3：実験や実習を通じて

現象の基本構造を解析す

るための基礎能力があ

る。 

aC4：設計製図，情報処

理，測量に関する基礎的な

技術がある。 

aC5：災害を防ぎ，環

境を守る技術の基礎

的な知識がある。 

                       （出典 学習ガイド 平成 18 年度版） 
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 資料６－１－①－２ 

 

                          （出典 教務委員会） 
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資料６－１－①－３ 

 

（出典 教務委員会） 
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(2) 専攻科課程 

専攻科課程では，前期末及び学年末において，専攻科委員会により各学生の成績状況（平均点），

単位取得の状況，進級の状況，人物的能力を把握・評価している。問題のある学生には，指導教員

から指導を行う対策が講じられる。 

学生の総合的な達成度は，特別研究を通して評価している。特別研究の進捗状況は２年次６月に

開かれる特別研究中間報告会で評価される。また，最終報告会を２年次２月に行い，研究内容・水

準の総合的な評価が行われる。（資料６－１－①－４） 

平成 17 年度後期から，教育目標に対する到達度を学生に照会している。 

資料６－１－①－４ Ａ 

平成１７年度 生産・建設システム工学専攻 中間発表会 採点表 

参加された教員の皆様へ 

以下の各項目について,５段階評価［（不足）←１，２，３，４，５→（良好）］で採点をお願いします。 

No. 氏名 理解度 パワーポイント 発表の分かりやすさ 質疑応答 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

                         （出典 専攻科委員会） 

資料６－１－①－４ Ｂ 

 

（出典 専攻科委員会） 

資料６－１－①－４ Ｃ 

 

（出典 専攻科委員会） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

平成17年度は，第５学年生についてこの教育目標とカリキュラムの関係を基に，学生の教育目標

に対する取得単位を学生に示し，学生の確認用のアンケートを実施した。このアンケート結果の詳

細は観点６－１－④で示すこととするが，卒業時に身に付けた学力，資質･能力は教育目標に対し

て充分達成していると判断できる。 

(2) 専攻科課程 

適時，専攻科生に対する状況を把握し，指導教員を通して本人にフィードバックしている。学生

の総合的な達成度は，特別研究を通して評価している。教育目標に対する達成状況の結果の詳細に

ついては，観点６－１－④で示すこととするが，修了時に身に付けた学力，資質･能力は教育目標

に対して充分達成していると判断できる。 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等か

ら，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

高専の目的である「職業に必要な実践的かつ専門的な知識および技術を有する創造的な人材を育

成する」という観点からは，準学士課程卒業後の就職時進学時に必要となる能力を育成する必要が

ある。単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況については，次の観点６－１－③に示す

卒業率がその状況を示していると考えられる。この点については，退学率が近年減少していること

から，十分とは言えないが成果が上がってきている。 

資格取得の状況について，以下にその状況を示す。本校では，準学士課程卒業後の就職時進学時

に推奨される資格については，特別学修単位として単位を与えている。その単位申請がなされた記

録から本校の資格取得者の推移を資料１（資料６－１－②－１）に示す。資格としては，日本語

（漢字能力検定），英語（英検，TOEIC），専門がある。総数は実線（茶）で示すように，年々増

加し，平成16年度は約130人がこれらの資格を取得している。 

英語資格について更に状況を見ると（資料６－１－②－２），TOEICの受験者数が増加している。

これは本校の教育目標の一つである「外国語による基礎的なコミュニケーション能力がある」を達

成するためにカリキュラムの内容変更したことが考えられる。平成17年度にTOEIC受験者が急増し

ているのは後援会からの金銭的支援と学校行事化による団体受験の効果である。受験者数の増加に

よって平均点が低下している点は今後の改善点である。 

卒業研究の内容・水準としては，具体的な指標を示すことが難しいので校外での学会発表の件数

によって評価する。資料３（資料６－１－②－３）は，準学士課程の卒業研究の中で行われた学外

発表の件数の推移である。年度毎に増加傾向にある。この変化は，本校専攻科学生に学外発表が特

別研究に義務付けられている影響もあると考えられる。 
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れる。 資料６－１－②－１ 

資格取得者の推移
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                             （出典 学生課 作成資料） 

資料６－１－②－２ 

英語資格試験受験者の推移
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                              （出典 教務課 作成資料） 
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専攻科課程 

専攻科の入学者数に対する修了者数，学位取得者数については，以下のようにまとめられる。平

成 14，15 年度における修了者の割合は，90.4％（入学者 21 名中，中途退学 2 名），86.2％（入学

者 29 名中，中途退学 3 名，留年者 1 名）である。修了者に対して学位取得率は，現在 100％を維

持している。（資料６－１－②－４） 

特別研究の内容や水準を判断する材料として，学外発表の状況や学協会の表彰が上げられる。専

攻科生の研究業績を下表に示している。学外発表は専攻科の修了要件として義務付けられているが，

多くの学生が修了要件を超えて２回以上発表している。また，学協会による受賞数も年々増え，研

究の質の向上が伺える。（資料６－１－②－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６－１－②－３ 

 
学会発表件数
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割合（％）

 

                           （出典 学生課 作成資料） 

資料６－１－②－４ 

専攻科生の状況 

 H14 年度入学生 H15 年度入学生 H16 年度入学生 H17 年度入学者 

 P 専攻 S 専攻 合計 P 専攻 S 専攻 合計 P 専攻 S 専攻 合計 P 専攻 S 専攻 合計

入学者数 7 14 21 10 19 29 8 16 24 12 22 34 

修了者数 6 13 19* 7 18 25* 7 14 21* ― ― ― 

学位取得者 6 13 19 7 18 25 7 14 21 ― ― ― 

就職 4 9 13 7 15 22 5 11 16 ― ― ― 

進学 2 4 6 0 3 3 0 2 2 ― ― ― 
進

路
その他 0 0 0 0 0 0 2 1 3    

【定員 P：8名，S：12名，定員合計 20名】P：生産・建設システム工学専攻，S：電子情報システム工学専攻 

H14年度入学生欄 *：中途退学2名 

H15年度入学生欄 *：中途退学3名，留年1名（留年1名はH18.3修了） 

H16年度入学生欄 *：中途退学1名，除籍1名，留年2名 

                               （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

学生が身に付ける学力や資質・能力について，単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状

況は，準学士課程の退学率は減少傾向にあるものの，退学率2.4％と高いことから成績不振者の学

習支援体制の強化が必要であると考えられる。資格取得の者数の推移と卒業研究と内容・水準を学

会発表の推移から判断すると教育の成果や効果が向上傾向にあると考えられる。 

(2) 専攻科課程 

修了や学位取得の状況，研究活動の状況より明らかなように，教育の成果が十分に上がっている

と思われる。 

 

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

本校は，進学率33％，就職率67％となっており，進学率が全国高専平均よりもやや低い。（資料

６－１－③－１） 

就職については，各年度の本校と全国高専の求人倍率の比較を資料２に示す。（資料６－１－③

－２）平成11年度から平成16年度の間は，機構全体の平均と同様ほぼ10倍の求人倍率となっている。 

資料３の本校と全国高専との産業別就職者数の推移の比較からは，本校情報工学科設置（平成４

年）から初の卒業生となる平成８年度からサービス業への就職者が増加している。機構全体と比較

すると製造業への就職者の割合が低くなっている。（資料６－１－③－３） 

進学率の推移と大学編入と専攻科進学の割合を資料４に示す。（資料６－１－③－４）機構全体

の進学率をやや下回るものの，本校の専攻科設置後進学率は上昇傾向にある。専攻科の進学率の上

昇が全体の進学率アップに繋がっている。 

資料６－１－②－５ 

専攻科生の研究業績 

年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

専攻区分 P 専攻 S 専攻 合計 P 専攻 S 専攻 合計 P 専攻 S 専攻 合計 

国際会議 0 2 2 0 4 4 0 4 4 

口頭発表 7 19 26 19 35 54 20 37 57 

技術報告 0 3 3 1 13 14 1 10 11 

その他 1 3 3 12 30 42 8 32 40 

受 賞 2 1 3 1 4 5 2 5 7 

P：生産・建設システム工学専攻，S：電子情報システム工学専攻      （出典 学生課 作成資料）  
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(b)高専機構 産業別就職者数の推移 

資料３ 本校と全国高専との産業別就職者数の推移の比較 

 

資料６－１－③－１ 

本校と全国高専の就職と進学についての比較 
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進学

就職
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(a)本校の進路状況（平成17年度）         (b)機構全体の進路状況（平成16年度） 

                                （出典 学生課 作成資料）

資料６－１－③－２ 

本校と全国高専の求人倍率の比較 
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                              （出典 学生課 作成資料） 

資料６－１－③－３ Ａ 

松江高専　産業別就職者数推移
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                             （出典 学生課 作成資料） 
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資料６－１－③－４ Ａ 

進学率推移
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(a) 進学率の推移 

大学／専攻科　進学割合推移
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(b) 進学時の大学編入/専攻科割合                      （出典 学生課 作成資料）
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資料６－１－③－４ Ｂ 

 (c)進学進路状況 

                             （出典 学校要覧 2006） 
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(2) 専攻科課程 

平成15年度，平成16年度において，44名の学生が就職や進学を決定している。その内訳は，平成

15年度，両専攻ともおおよそ就職70％，進学30％である。平成16年度は，生産・建設システム工学

専攻は就職100％，電子情報システム工学専攻は就職72％，進学17％，その他11％であり，全体で

は，就職80％，進学12％，その他8％となっている。（資料６－１－③－５） 

就職先の産業別内訳は，両年度とも製造業が最も多く，次いでサービス業に就職している。（資

料６－１－③－６）進学については，各大学院へ進学している。 

資料６－１－③－５ Ａ 

専攻科修了生の進路の内訳 

平成 15 年度 専攻科修了生の進路       （人） 

就職 進学 その他 合 計          進路 

  学科  （ ）内は割合 （ ）内は割合 （ ）内は割合 （ ）内は割合 

生産・建設システム工学専攻 4（67％） 2（33％）   6(100%) 

電子情報システム工学専攻 9（69％） 4（31％）   13(100%) 

計 13（68％） 6（32％）   19(100%) 

 

専攻科修了生の進路 

年度 

  専攻 

進路 
生産・建設システム工学専攻 電子情報システム工学専攻 

㈱カワサキプレシジョンマシナリー アストロデザイン㈱ 

㈱竹下技術コンサルタント ＮＥＣテレネットワークス㈱ 

フジキコーポレーション㈱ ㈱カンセツ 

㈱前川製作所 ㈱島根富士通 

  ㈱ジャパンアウトソーシング 

  総合警備保障㈱ 

  デンソーテクノ㈱ 

  日本クレストロン㈱ 

就職 

  松下システムテクノ㈱ 

群馬大学大学院 名古屋大学大学院 

鳥取大学大学院 広島大学大学院 

  九州工業大学大学院 

平成 15 

（2003） 

進学 

  奈良先端科学技術大学院大学 

                       （出典 学生課 作成資料） 



松江工業高等専門学校 基準６ 

- 182 - 

資料６－１－③－５ Ｂ 

平成 16 年度 専攻科修了生の進路      （人） 

就職 進学 その他 合 計          進路 

  学科 （ ）内は割合 （ ）内は割合 （ ）内は割合 （ ）内は割合 

生産・建設システム工学専攻 7（100％）     7(100%) 

電子情報システム工学専攻 13（72％） 3（17％） 2(11%) 18(100%) 

計 20（80％） 3（12％） 2(8%) 25(100%) 

 

 

年度 

   専攻

進路  
生産・建設システム工学専攻 電子情報システム工学専攻 

㈱エステック アイコム㈱ 

川崎重工業㈱ アースサポート㈱ 

㈱キグチテクニクス ㈱ジェイ・エム・エス 

島根三洋工業㈱ ジェイズ・コミュニケーション㈱ 

日本ファースト証券㈱ セコム㈱ 

広島エルピーダメモリ㈱ デンソーテクノ㈱ 

国土交通省 鳥取三洋電機㈱ 

  ㈱日立国際電気サービス 

  日立ハイブリッドネットワーク㈱ 

  ㈱堀場製作所 

  松江ナカバヤシ㈱ 

  松下モータエキスパート㈱ 

就職 

  出雲科学館 

  島根大学大学院 （２名） 

  広島大学大学院 進学 

  未定（２名） 

平成 16 

（2004） 

その他   

 

                             （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

進路状況は，ほとんどの卒業生が本校で学んだ知識や技術を生かした進路となっていることを示

している。専攻科や大学編入の割合が増加していることは，社会がより高度な技術をもった技術者

を要求していることが関連していると考えられる。卒業後の進路状況の実績から判断して，教育の

成果は社会に還元されていると考えられる。 

(2) 専攻科課程 

進路指導委員会を中心とした指導体制のもとに，ほとんどの学生が就職や進学を決め，本校を巣

立っている。進路状況から明らかなように，教育の成果が上がっているといえる。 

 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等から判断して，学校の意図する教育の成果や効果

が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

本校の準学士課程のカリキュラムは観点６－１－①で示すように各学科の準学士課程教育目標に

対応している。本校の退学率の年推移を資料１（資料６－１－④－１）に示す。全体的に減少傾向

にあるが，2.4％の退学率は千人の定員の学校では24名の退学者がいることになり，社会的にも大

きな問題であると考えられる。島根県公立高校の退学率は，ほぼ１％となっている。３学年での課

程修了者を除くと，本校の退学率は約１％であり，高校と同程度とも考えられる。国立大学での退

学者数は約６千３百人，休学者は１万８百人である。割合でみると退学率1.6％，休学率2.7％であ

る。（資料６－１－④－１） 

本校の休学率は0.3％程度であり，学年制もその要因であると考えられる。留年生の退学率を資

資料６－１－③－６ 

専攻科修了生の就職先の産業別内訳 

修了年度 
専攻科 

平成 15 年度 平成 16 年度 
計 

建設業       

製造業 6 14 20 

電気・ガス・熱供給・水道業    

情報通信業 1  1 

運輸業    

卸売・小売業 1  1 

金融・保険業  1 1 

サ－ビス業 5 3 8 

公務員  1 1 

その他  1 1 

合 計 13 20 33 

                            （出典 学生課 作成資料） 
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料６－１－④－２に示す。卒業率の向上を図るためには，低学年での学習支援や留年生の学習支援

に対して改善が必要であると考えられる。（資料６－１－④－２） 

平成18年２月に実施した満足度アンケートによると，①一般科目の授業（講義形式）では満足

（ほぼ満足を含む。「以下同じ」）している者が94.3％，②一般科目の実技科目（物理･化学実験，

体育等）では91.3％，③専門科目の授業（講義形式）では95.0％，④専門科目の実験実習では

95.0％，⑤卒業研究では93.5％である。（資料６－１－④－３ Ａ～Ｅ） 

学生側からの学習達成度評価は，平成18年３月に実施した。この評価方法は，卒業者各個人ごと

に教育目標到達度表（教育目標に対する到達度を記したもの）をアンケート用紙と同時に配付し，

その結果を取り纏めたものである。その内容は，各教育目標ごとに 

１ 評価＜実力 ：評価よりも高い実力が身についている。 

２ 評価＝実力 ：実力をほぼ正しく評価されている。 

３ 評価＞実力 ：評価ほどには実力が身についていない。 

を判断させるものである。（資料６－１－④－４） 

結果によると，「評価＝実力 ：実力をほぼ正しく評価されている。」が多数を占める（70.4％

～83.3％）が，人文及び数理科学科では，全体として外国語による基礎的なコミュニケーション能

力について，評価ほどには実力が身についてはいないと回答した者が多かった。 

専門学科ごとでは，「評価＝実力 ：実力をほぼ正しく評価されている。」と回答した者は，機

械83.3％，電気82.3％，電子制御82.2％，情報81.9％，土木83.3％であった。 

全体を通して，評価ほどには実力が身についていない理由として自分自身に責任があると回答し

た者があった。（資料６－１－④－５ Ａ～Ｅ） 
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資料６－１－④－１ 

松江高専の退学率の推移
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1.07 1.04

0

1

2

3

4

5

6

7

（
％

）

高専１～３年 1.58 4.8 4.68 6.28 2.6 2.94 4.28 4.43 1.76 2.68 2.79

高専１～３年（３年修了者を除く） 0.47 2.56 2.42 2.25 1.3 1.31 2.8 2.13 0.8 1.26 1.4

高専4～５年 0.88 2.75 2.29 2.11 3.29 1.85 1.3 1.79 1.09 2.08 2.72

高専1～５年 1.33 4 3.75 4.7 2.86 2.52 3.13 3.4 1.51 2.45 2.76

島根県公立高校 0.86 0.98 1.28 1.24 1.44 1.34 1.32 1.24 1.07 1.04

H  7 H　８ H　９ H　１０ H　１１ H　１２ H　１３ H　１４ H　１５ H　１６ H   17

 

資料１ 本校退学率の推移                       （出典 学生課 作成資料） 

資料６－１－④－２ 

留年生の卒業率 H18.4.1現在

1年 2年 3年 4年 5年 計 卒業率（％）
H　　９ ０（０） ２（２） １（７） ４（５） ０（０） ７（１４） 50
H　１０ ３（４） ０（４） １（４） ９（１４） ０（０） １３（２６） 50
H　１１ ０（３） １（３） ４（５） ２（５） ０（０） ７（１６） 44
H　１２ ０（０） ２（６） １（３） １０（１１） ０（０） １３（２０） 65
H　１３ ０（１） ２（９） ３（６） ２（２） ０（１） ７（１９） 37
計 ３（8） 7（24） 10（25） 27（37） ０（１） 47（95） 49
卒業率（％） 38 30 40 73 0 49

H　１４ ０（７）（３） ０（２） 1（４）（２） ３（５） ０（０） ４（１８）（５）
H　１５ ０（２）（１） ０（１） ０（７） １（６） ０（０） １（１６）（１）
H　１６ ０（１）（１） ０（７）（２） ０（３）（１） ０（１７）（１３） ０（２）（１） ０（３０）（１８）
H　１７ ０（４）（４） ０（４）（４） ０（４）（４） ０（１９）（１９） ０（１２）（１２） ０（４３）（４３）

A　（B)　(C) 　　　
A:留年生（B)のうち卒業した学生数
B:留年生数（退学した学生を除き、最履修をした学生数）
C:留年生（B)のうち在学中の学生数

7135

 

資料２ 留年生の卒業率 

                          （出典 学生課 作成資料） 



松江工業高等専門学校 基準６ 

- 186 - 

資料６－１－④－３ Ａ 

                         （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－３ Ｂ 

                         （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－３ Ｃ 

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－３ Ｄ 

                         （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－３ Ｅ 

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－４ Ａ 

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－４ Ｂ 

                         （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－５ Ａ 

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－５ Ｂ 

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－５ Ｃ 

                           （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－５ Ｄ 

                         （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－５ Ｅ 

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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(2) 専攻科課程 

平成 17 年２月に実施した満足度アンケ－トによると，授業においては，一般科目では満足をし

ている者が 80％，専門共通科目では 80％，専門展開科目では 77％，特別実験では 74％，特別研究

では 80％である。満足していない理由としては，課題やレポートによる過重な負担，選択できる

授業科目の少なさなどが上げられている。 

専攻科の施設については，満足している者が62.5％となっている。満足していない理由としては，

室内の空調設備の改善が最も多かった。また，リラクゼーション施設の充実もあげられている。

（資料６－１－④－６） 

平成18年２月に実施した教育目標ごとの達成度アンケートによると，５段階（①達成念 ②ほぼ

達成 ③普通 ④あまり達成していない ⑤達成していない）評価で①，②及び③が全体で83.6％

となっている。達成度の低い目標は，「外国語を用いて基礎的なコミュニケーションができる」で

57.1％であり，達成度の高い目標は，「社会の要求を解決するための「システムづくり」を考える

ことができる」で94.7％であった。（資料６－１－④－７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６－１－④－６ 

2004 年度専攻科満足度アンケート集計表 

  一般科目 専門共通科目 専門展開科目 特別実験 特別研究 施設 

満足している 5 (14%) 7 (20%) 5 (14%) 11 (31%) 13 (37%) 10 (28.5%)

凡そ満足している 23 (66%) 21 (60%) 22 (63%) 15 (43%) 15 (43%) 12 (34%) 

あまり満足していない 5 (14%) 5 (14%) 6 (17%) 6 (17%) 5 (14%) 10 (28.5%)

満足していない 2 (6%) 2 (6%) 1 (3%) 3 (9%) 1 (3%) 2 (6%) 

無 回 答 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 

合   計 35 (100%) 35 (100%) 35 (100%) 35 (100%) 35 (100%) 35 (100%)

                          （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－７ Ａ 

                             （出典 学生アンケート 報告） 
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資料６－１－④－７ Ｂ 

                              （出典 学生アンケート 報告）
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

教育目標に対する学習達成度は，アンケート結果から本校の意図する教育の成果や効果が上がっ

ていると判断できる。ただし，一部について授業の量的内容及び質的内容等改善を要する部分があ

る。 

退学率は近年減少傾向となっているものの，低学年での学習支援や留年生の学習支援のより一層

の強化が必要であると考えられる。 

(2) 専攻科課程 

教育目標に対する達成度は，アンケート結果から本校の意図する教育の成果や効果が上がってい

ると判断できる。ただし，外国語コミュニケーション能力については，授業の量的･質的内容を改

善しなければならない部分がある。 

授業については凡そ８割方の専攻科生が満足しており，おおむね授業内容が専攻科生に受け入れ

られていると思われる。授業に際してのシラバスの充実，ＦＤの実施などが効果を上げていると考

えられる。 

専攻科棟の施設については，半数以上の者が満足しているが，不満をもつ者も多い。この点につ

いては早急に対処する必要がある。 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付

けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。

また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

本科卒業生に対しては，本校の教育を一層改善するために，卒業生アンケートを平成17年７，８

月に実施した。費用的な問題もあるため，平成15年度，平成10年度，平成5年度卒業生416名に対し

て調査を行った。学科バランスは，情報工学科の割合が少ないが他の学科はほぼ同じであった。就

職者は約全体の７割で，進学者は３割である。 

本観点では，本校の教育目標に対する重要度を％で示す。（資料６－１－⑤－１） 
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以上の結果から，教育目標については，技術者の育成には十分な教育目標であるとの意見が卒業

生から出された。総合的には 75％が技術者の育成には十分な教育目標と回答している。その他，

後輩へのアドバイス，教員への要望なども調査した。今後の改善に生かして行きたい。 

進路先に対しては，「本校本科卒業生又は専攻科修了生に対する事業所の評価，本校の教育目標

に対する事業所の意見その他本校に対する要望を把握し，教育水準の向上に資する」ことを主旨･

目的として，本科卒業生（平成13～16年度）又は専攻科修了生（平成15～16年度）を採用していた

だいた事業所に対して，採用学生の満足度及び期待度に関するアンケートを実施した。 

質問内容は，質問表（資料６－１－⑤－２）（資料６－１－⑤－３）に示し，その結果は取纏表

（資料６－１－⑤－４）（資料６－１－⑤－５）として示す。 

 

資料６－１－⑤－１ 

ま：教養，対話力，技術の基礎を身に付け，自己を向上させる姿勢  

（A）教養（１-１日本や地域の文化，社会，歴史に対する理解がある。１－２他者の文化や社会，価値

観に対する理解がある。１－３技術者に必要な数学，自然科学の知識がある。）重要な目標と判断

95％ 

（B）対話力（２－１きちんとした日本語で記述，発表ができる。２－２外国語を用いて基礎的なコミ

ュニケーションができる。）重要な目標と判断 96％ 

（C）技術（３－１測定器やコンピュータを使いこなすことができる。３－２実験等のデータを適切に

評価，解析，考察できる。）重要な目標と判断 100％ 

（D）自己の向上（４－１自主的な計画に沿って，持続した学習ができる。）重要な目標と判断 91％ 

つ：さまざまな視点から対象を観察し，新たな形を創りあげようとする姿勢 

（E）つくる（５－１「システムづくり」のための基礎的工学能力がある。５－２実践的な「システム

づくり」を考えることができる。５－３社会の要求を解決するための「システムづくり」を考える

ことができる。）重要な目標と判断 96％ 

え：世界市民として，社会に貢献し環境を考え，技術の進化に挑戦する意欲 

（F）エンジニア（６－１技術が社会や自然環境に与える影響を認識できる。６－２理論的な側面か

ら，技術者の行動について考察できる。６－３：地域や社会とのつながりを意識し，常に専門技術

の向上を目指す。）重要な目標と判断 99％ 

                         （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料６－１－⑤－２ Ａ 

（出典 進路先アンケート 質問事項） 
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資料６－１－⑤－２ Ｂ 

                         （出典 進路先アンケート 質問事項） 
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資料６－１－⑤－３ Ａ 

（出典 進路先アンケート 質問事項） 
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資料６－１－⑤－３ Ｂ 

                         （出典 進路先アンケート 質問事項） 
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資料６－１－⑤－４ Ａ 

                          （出典 進路先アンケート 報告） 
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資料６－１－⑤－４ Ｂ 

                          （出典 進路先アンケート 報告） 
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資料６－１－⑤－５ Ａ 

                          （出典 進路先アンケート 報告） 
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資料６－１－⑤－５ Ｂ 

                         （出典 進路先アンケート 報告） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

本科卒業生を採用していただいた事業所の教育目標評価満足度は，「１教養 85.7％」，「２対

話力73.9％」，「３技術 88.2％」，「４自己の向上 79.8％」，「５創る 79.0％」，「６エン

ジニア 80.7％」となっており，技術力は評価するものの，ややコミュニケーション能力に欠ける

傾向であることがわかる。Ⅴの重要項目からもコミュニケーション能力の重要性を指摘されており，

今後のキャリア教育の改善に生かす必要がある。 

卒業生アンケートからは，教育目標について，技術者の育成には十分な教育目標であるとの意見

が卒業生から出された。総合的には75％が技術者の育成には十分な教育目標と回答している。 

(2) 専攻科課程 

専攻科修了生を採用していただいた事業所の教育目標評価満足度は，「１教養 85.7％」，「２

対話力 64.3％」，「３技術 85.7％」，「４自己の向上 85.7％」，「５創る 78.6％」，「６

エンジニア 69.2％」となっており，教養，技術力，及び自己の向上は評価するものの，ややコミ

ュニケーション能力に欠ける傾向であることがわかる。Ⅴの重要項目からもコミュニケーション能

力の重要性を指摘されており，本科卒業と同様に今後のキャリア教育の改善に生かす必要がある。 

なお，今後，修了生に対して追跡調査を実施する必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校の教育目標の「学んで創れるエンジニア」を基に，学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や

資質・能力，養成する人材像等について各学科・各専攻で明確に目標を設定し，目標達成のための系

統的なカリキュラムが編成されている。 

資格取得者の数，卒業研究や専攻課程の特別研究に関する学会発表件数も増加するなど，成果が得

られている。ほとんどの卒業生は本校で学んだ知識や技術を生かした進路となっており，卒業生採用

の事業所からは，準学士課程・専攻課程ともに技術力に関する評価は高い。 

（改善を要する点）  

準学士課程の退学率は減少傾向にあるものの，低学年において高校に比較して高く，成績不振者の

学習支援体制の強化が必要である。また，卒業生採用の事業所からはコミュニケーション能力の重要

性を指摘されており，今後のキャリア教育の改善に生かしていく必要がある。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

本校の教育目標の「学んで創れるエンジニア」を基に，学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や

資質・能力，養成する人材像等について各学科・各専攻で明確に目標を設定している。そして，この

目標を達成するための系統的なカリキュラムが編成されている。各科目のシラバスにおいては学習・

教育目標との対応や到達目標・評価基準も明記されている。学習の達成度については，学生からの満

足度もカリキュラムと教育目標との対応表に基づいて，調査している。 

準学士課程の退学率は減少傾向にあるものの，高校に比較して高いことから成績不振者の学習支援

体制の強化が必要であると考えられる。資格取得者数の推移，卒業研究の学会発表件数の推移からい

ずれも増加しており，教育の成果や効果が向上傾向にあると判断できる。専攻科課程においても，修

了や学位取得の状況，研究活動の状況より明らかなように，教育の成果が十分に上がっていると思わ
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れる。進路状況は，ほとんどの卒業生が本校で学んだ知識や技術を生かした進路となっていることを

示し，教育の成果は社会に還元されていると考えられる。専攻科課程においても，進路指導委員会を

中心とした指導体制のもとに，ほとんどの学生が就職や進学を決め，教育の成果が上がっているとい

える。 

準学士課程・専攻科課程共に教育目標に対する学習達成度は，アンケート結果から本校の意図する

教育の成果や効果が上がっていると判断できる。一部について授業の量的内容及び質的内容等改善を

要する部分があるが，授業に際してのシラバスの充実，ＦＤの実施などが効果を上げていると考えら

れる。 

本校の卒業生を採用していただいた事業所の教育目標評価満足度に関するアンケートからは，技術

力は評価するものの，ややコミュニケーション能力に欠ける傾向であるとの評価が伺える。コミュニ

ケーション能力を如何に向上させるか，今後のキャリア教育の改善に生かして行く必要がある。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

学生ガイドブックは，入学生時に学生に配付され，学習上の基本的なガイドを行っている

（例:(a)学生ガイドブック，p.5-9）。また，学生の利用の立場に立って，編集がなされている。

特に，学生窓口のガイドや学習Q＆Aなどは学生の側に立った情報を盛り込んでいる（例:(b)学生ガ

イドブック，p.5-9）。（資料７－１－①－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生ガイドブックは，入学時に配付されるため，入学後にJABEE認定教育プログラムなど学生の

ための新しい教育システムが構築された場合には，追加の説明資料を配付する必要がある。平成17

年度（2005年）には，JABEE学習ガイドを中心に規則の変更点などを明示した学生ガイドブック教

務関係補足資料を新入生以外の全ての学生に追加配付した。（資料７－１－①－２） 

 

 

 

本校では，平成１４年度「Learning Hand Bookの作成と実践」より，教科毎に教員と学生のイン

ターアクションを高める方策）校内の教務委員が中心となって，学生と教員間のインターアクショ

ンを深めるべく，Learning Hand Bookを考案し，全学生に所持させて教科担当教員と学生間のコミ

ュニケーションを密にする試みを実施した。学生並びに多くの教員から好評と他高専からの賞賛を

得て，現在も実施中である。 

 

 

 

 

資料７－１－①－１ 

 

資料１ 学生ガイドブック写真     (a)学習ガイドの先頭ページ     (b)学習Q&A 

                       （出典 学生ガイドブック 平成 17 年度） 

資料７－１－①－２ 

    

資料２ 学生ガイドブック教務関係補足資料の写真 資料３ Learning Hand Book   

 

                       （出典 学生ガイドブック 補足資料） 
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学生の自学自習の助言という点では，校内の教務委員が中心となって，学生と教員間のインター

アクションを深めるべく，Learning Hand Bookを考案し，全学生に所持させて教科担当教員と学生

間のコミュニケーションを密にする試みを実施している。Learning Hand Book内には，各教員が配

付するシラバスが収納される。そのシラバスには資料５に示すように，教科毎に学習の手引きが記

入されている。内容は，教科ごとの予習，授業の受け方等である。また，学生個人も自らの履修と

修得状況を把握するために修得単位確認簿（資料４）を活用している。（資料７－１－①－３） 

カリキュラムの改正や規則の変更，選択科目の内容の説明，教育目標と科目の対応などの学習に

必要な案内を学生に説明会（年度末の学年毎に実施）を開き学生の自主的学習を進める上での相談

・助言を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

準学士課程については各学科も独自に指導を行っているが，学習の動機付けこそが学習意欲を高

めるという観点に立ち，通常の定期試験後の面談の他，進路ガイダンス，工場見学，外部講師によ

る講演会，見学旅行などを各学年に取り入れている。 

 (2) 専攻科課程 

専攻科課程においては，学生が円滑に学習を進めるために，新入生オリエンテーションにおいて，

専攻科履修ガイドブックを利用して履修指導等を行っている。また，各専攻の副専攻科長，および

指導教員が準学士課程の学級担任の役割をしている。さらに，教科担当も授業に関するガイダンス

を行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

学習を進める上でのガイダンスが，学習ガイド，Learning Hand Book，修得単位確認簿が整備さ

れ，適切に実施されている。学生の自主的学習を進める上での相談･助言を行う体制が整備され，

機能している。 

(2) 専攻科課程 

資料７－１－①－３ 

 

資料４ 修得単位確認簿  資料５ Learning Hand Book内に収納される教科毎のシラバス（３年以下）と予習，復

習と授業の受け方に関する手引き 

                             （出典 Learning Hand Book） 
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新入生オリエンテーションにおける履修指導，および副専攻科長や指導教員による学習支援体制

が有効に機能している。 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 準学士課程 

準学士課程第１～３学年では，最も利用されているのは放課後のクラスルームが利用されている。

そのほか校内には，いくつかの自学自習用のスペースが確保されている。（資料７－１－②－１）。

図書館は，別棟で建てられていることもあり，夜８時までの開館となっており，寮生も利用できる。

夜８時までは，専攻科学生を非常勤職員として任用し，貸出業務等を行っている。（前掲 資料２

－１－③－３） 

コミュニケーションスペースとしては，学びの庭が最も利用されている。この場所は，２棟と３

棟の西側の部分にアーチ状の透明屋根を設けたもので雨天時でも有効利用ができる造りとなってい

る。（資料７－１－②－１(d)）また，福利厚生施設，保健室及び学生相談室は校舎とは別棟とな

っている。学生相談室においての相談は，記録に残し，評価，改善に繋げている。（資料７－１－

②－２）（前掲 資料２－１－③－２ Ｂ） 

その他として，自学自習用の参考書の開発も本校で取り組んでいる。（資料７－１－②－３） 
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資料７－１－②－１ 

   

(a)４棟２階（420）      (b)２棟２階（220）     (c)専攻科棟（2，3 階） 

   

(d)学びの庭         (e)２棟２階           (f)図書館（１階） 

自学自習スペースとコミュニケーションスペース，福利厚生          （出典 学生課 作成資料）  

資料７－１－②－３ 

「高専学生のための入門書」 

高校卒業レベルで初めて工学を学ぶ学生を対象とした入門書を各学科毎に本学の教員が中心となって執筆，出版し

た。これまでに，「学生のための初めて学ぶＩＴ情報技術」（平成１３年度），「同基礎材料学」（平成１４年度），

「同機械工学」（平成１４年度），「同電気工学」（平成１４年度），「同土木工学」（平成１６年度）を日刊工業新

聞社から出版し，特に「ＩＴ情報技術」は好評で，現在初版４刷発売中である。学内ではいずれも教科書として活用し

ている。 

 
「初めて学ぶ」シリーズ 日刊工業新聞社 

「高専数学の活用事例集」の編集 

研究代表者は，平成１４年３月，旧国立高等専門学校協会，第２常置委員会委員長として高専の学生のための実用的な

数学の問題集（分野別に合計６５１題を収録）を編集し，全国５５の国立高専に配布して，現在多くの高専で活用され

ている。 

                              （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－②－２ 

                            （出典 学生課 作成資料） 
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(2) 専攻科課程 

専攻科生は，通常，学生ラボで自主学習や研究に取り組んでいる。各自にデスクが与えられ，良

好な学習環境が提供されている。また，専攻科棟には，各階にコミュニケーションスペースがあり，

ミーティング等に利用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

自主的学習環境及びキャンパス生活環境として，自主学習スペース，図書館，福利厚生施設，保

健室及び学生相談室が整備され，効果的に利用されている。 

(2) 専攻科課程 

学生ラボやコミュニケーションスペースが整備され，有効に利用されている。 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況）  

資格試験の単位化については，学生から担任，学年会を通じて要望が提出され，教務委員会と学科

で内容が審議され，資格試験の内容が特別学習単位として，組み込まれている。（前掲 資料５－１

－②－１） 

特に，英語に関するTOEICの受験については，学校行事として年２回実施している。JABEE基準４．

３学年への支援体制の教育環境に関して，学生の勉学意欲を増進し，学生の要望にも配慮するシステ

ムを学内Webに目安箱として設置している。（資料７－１－③－１） 

資料７－１－③－１ 

 

  （出典 松江工業高等専門学校 HP） 
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程第１～３学年では，学級担任や学年会を通じて教務委員会に学生ニーズが提出される

システムによって学生からのニーズ（資格試験や検定試験受講，外国留学等に関する学習支援等）

を学校が把握する体制が整っている。準学士課程第４～５学年については，アドバイザーから教務

委員会へ要望が提出されるシステムと，学生からの声を直接インターネットで受け入れる体制を併

用することにより，ニーズが適切に把握されている。 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況） 

資格試験については，「学業成績評価並びに課程修了及び卒業の認定等に関する規則」（前掲 

資料５－１－②－１）に示す内容が特別学修単位として認められている。 

資格試験や検定試験受講については，各学科（一般科目含む）で受験案内や願書の取り寄せなど

学生の受験への便宜が図られている。また，カリキュラムの中にも各学科の資格試験に配慮した講

義が開講されている。特に，英語科では，資料１に示すように，平成10年から４回英語検定協会よ

り受験者の多さと成績が評価され表彰を受けている。（資料７－１－④－１）特に，ニーズの高い

TOEICについては，準学士課程第４，５学年が学校行事として年２回受験できる体制を平成17年度

より整えた。（資料７－１－④－２） 

語学留学については，海外の語学研修プログラムを終了したものに特別学修の単位を与える体制

となっている。（前掲 資料５－１－②－１） 

後援会の支援を受け，本校英語科がニュージランド・ワイカット高等技術専門学校と協議を行い，

３名の学生が先方の英語研修プログラムを修了した。資料３はその旅程スケジュールである。学生

の海外語学研修については，本校英語科教員（外国人教師）の引率を伴った研修であり海外留学の

支援となっている。（資料７－１－④－３） 

長期の留学についても，「教育上有益と認められる場合，校長は留学を許可することがある。」

（平成17年度入学生用学生ガイドブックp.8）と規則上も留学を認める体制をとっている。平成17

年度に第５学年の学生が長期の留学を行った。 
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資料７－１－④－１ 

 

資料１    （出典 Annual Report 2004） 

資料７－１－④－２ 

資料２     （出典 学生課 作成資料） 

資料７－１－④－３ 

    

(a)海外語学研修の案内               (b) 海外語学研修旅程 

資料３                    （出典 語学研修プログラム） 
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（分析結果とその根拠理由） 

資格試験や検定試験受講については，一般科目，専門科目で資格試験合格者に特別学修の単位を

資格内容に応じて与えるとともに，外国留学のための支援体制が整備され，海外語学研修の案内及

び当該語学研修プログラム修了者には単位を与えている。長期の留学についても認める体制があり

機能している。以上の状況から，資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，

機能していると判断できる。 

 

観点７－１－⑤： 特別な学習支援が必要な者（例えば，留学生，編入学生，社会人学生，障害を

持つ学生等が考えられる。）がいる場合には，学習支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

留学生の場合には，資料１に示すように特に日本語教育の学習支援を本来のカリキュラムとは別

に開設している。（資料７－１－⑤－１）本校の非常勤講師費用の約５％を７人の留学生に対して

使用している。（前掲 資料３－１－①－３）この他にも，機構本部の留学生支援経費により，日

本語の補習授業ならびに，外国人のための日本語検定試験の便宜を図っている。専門科目の補習も

本校の教員により必要に応じて実施している。さらに，留学生一人に対して，指導教員とチュータ

ーを配属し，きめ細かい対応を行っている。 

第４学年への編入生の場合には，特に数学の学習範囲が工業高校の内容と差があるために，編入

予定者に対して，事前指導を行っている。資料２は，18年度の事前指導予定である。（資料７－１

－⑤－２） 

過去には，社会人学生が在学した場合があるが，社会人の場合には，積極的に授業担当教員との

コンタクトがなされ学習に支障はなかった。また，障害をもつ学生の学習支援についてはこれまで

前例はない。 

資料７－１－⑤－１ 

 

資料１ 留学生のための学習支援 

        （出典 学生課 作成資料） 

資料７－１－⑤－２ 

 

資料２ 編入生のための学習支援（入学事前指導） 

        （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

特別な学習支援が必要な者として，留学生，編入学生に対しては，学習支援体制が整備され，機

能している。しかし，社会人については，これまで１名の入学者があったが特にその必要性がなか

ったために支援は行っていない。障害者については前例がなく体制が整備されていない。 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

(1) クラブ活動，学生会活動に対する支援体制 

学生会の組織は図のようになっており，学生会準則，学生会会則に従って活動している。（資料

７－１－⑥－１） 

学生会は学校の指導のもとに，学生の自発的な活動を通じて，豊かな人間形成と充実した学生生

活を送ることを目的として，学生全員で構成されている。学生会の文化局に文化系の 13 の部・同

好会が所属し活動している。また，体育局に体育系の 20 の部・同好会が所属し活動している。各

部・同好会の部員数，顧問教員及び結果を別添資料に示す。1，000 名の学生のうちの約 7 割の学

生が部活動に参加している。（資料７－１－⑥－２），（資料７－１－⑥－３）また，学校全体の

行事である高専祭，体育祭，スポーツデー･クリーンデーなどは学生会が中心となって実施する。

（資料７－１－⑥－４） 

学生会及び各クラブ同好会には資料（前掲 資料７－１－⑥－２）のとおり複数の顧問教員を，

技術的な指導が必要な部に対しては外部コーチを配置している。 

経済的支援面では，顧問会議で審議して資料のように配分している。（資料７－１－⑥－５）各

部･同好会の活動費は学生会が原案を作り，学生総会で承認され，執行されている。（資料７－１

－⑥－６） 

課外活動施設･設備面では，合宿センターと福利施設があり，年間80日程度当直教員がついて使

用されている。また，29人乗りのマイクロバスがあり，対外試合や校外合宿の交通手段として大い

に利用されている。 

資料７－１－⑥－１ 

監査委員
会/選挙

管理委員

学生総会 評議員会
執行委員

会

学級会 総務局 会計局 文化局 体育局
美化委員

会
風紀委員

会
交通委員

会
特別委員

会

 

                         （出典 学生ガイドブック） 
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資料７－１－⑥－２ 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－３ 

中国地区高専体育大会成績（団体のみ) 

年 度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

主管校 米 子 広 島 松 江 大 島 

陸 上 ４位 ４位 優勝 優勝 

バスケットボール（男子） 優勝 優勝 優勝 優勝 

バスケットボール（女子） ２位 ２位 優勝 ２位 

バレーボール（男子) × ２位 ２位 優勝 

バレーボール（女子） 優勝 ２位 優勝 優勝 

テニス ２位 × × ４位 

ソフトテニス ４位 ３位 ３位 ４位 

卓 球 × × × ４位 

柔 道 ２位 ２位 ２位 ２位 

剣 道 ８位 ５位 ４位 ４位 

サッカー ２位 ２位 ２位 １位 

水 泳 ７位 ７位 ６位 ４位 

硬式野球 ３位 ３位 × × 

ハンドボール ３位 ３位 ３位 ２位 

ラグビー 優勝 優勝 優勝 優勝 

 

全国大会成績（全国高専体育大会) 

回 主管校 成    績  

  団  体 個  人 

平成14年度 37 一 関 バスケットボール（男子)優勝 

バレーボール（女子)優勝 

ソフトテニス 湯浅，舩津（優勝) 

平成15年度 38 鹿児島 バスケットボール（男子)３位 陸上競技 男子三段跳 坂本（３位)

平成16年度 39 沼 津 バスケットボール（男子)２位 

バスケットボール（女子)２位 

バレーボール（女子)優勝 

陸上競技 男子三段跳 坂本（優勝)

平成17年度 40 群 馬 バスケットボール（男子)優勝 

バレーボール（男子)優勝 

バレーボール（女子)優勝 

陸上競技 男子三段跳 坂本（優勝)

 

                        （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－５ 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－６ 

                          （出典 学生課 作成資料） 
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(2) 各種コンテストに対する支援体制 

人的支援面では，学生委員会及び学生係に担当教職員を置き，各種コンテストの学内への広報と

参加呼びかけを行っている。 

参加希望の多いロボットコンテストとプログラミングコンテストについては校内予選を企画し実

施している。また，各チームに指導教員を置き，学生への指導･助言を行っている。（資料７－１

－⑥－７） 

地区大会及び全国大会の結果を資料に示す。（資料７－１－⑥－８） 

経済的支援面では，各種コンテストに資料のような経済的支援を行っている。（資料７－１－⑥

－９） 

資料７－１－⑥－４ 

 

      （出典 学生課 作成資料） 

資料７－１－⑥－７ 

 （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－８ Ａ 

松江高専ロボットコンテスト中国大会･全国大会の最近の結果 

回数･年度 地区

大会 

参加チー

ム 

ロボット名 結 果 全国大

会月日 

参加チ

ーム

ロボット名 結 果

Ｅ3 技あり一本 優勝 11.25 Ｅ3 技あり一本 準々決勝

敗退 

第14回 

H13年度 

徳山 

Ｅ5 RAKEX(ﾚｲｸｽ) 準優勝  

Ｅ4・Ｅ3 RUN AWAY 2980 11.24  第15回 

H14年度 

米子 

Ｍ3・Ｄ3 2980  

Ｅ4 十二岐の大蛇 11.23  第16回 

H15年度 

宇部 

Ｅ5 烏賊した奴 中国大会特別

賞（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸ

ｽｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ3 Under30 特別賞（中電)  

優勝 11.28 それいけｱﾙｺﾞﾝ 

第17回 

H16年度 

松江 

Ｅ4 それいけｱﾙｺﾞﾝ 

中国大会特別

賞（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸ

ｽｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

 

 

 

Ｅ4 

 

 

 

 

 

 

優勝 

 

松江高専デザコン全国大会の結果  

回 数 年 月 日 会 場 参加チーム 部  門 成  績 

第１回 平成16年9月3日～5日 石川高専 Ｃ３ 設計競技部門 競技２位 

  構造デザインコンぺ

ティションセッショ

ン 

石川高専校長賞 

 

                         （出典 学生課 作成資料） 



松江工業高等専門学校 基準７ 

- 229 - 

資料７－１－⑥－８ Ｂ 

松江高専プログラミングコンテスト全国大会最近の結果 

回 数 年月日 会 場 参加チーム 部 門 成   績 

第12回 平成13年10月13日 鶴岡市 課題部門 敢闘賞 

  ～14日 競技部門 

第13回 平成14年10月12日 金沢市 J４ 自由部門 優秀賞（準優勝） 

  ～13日 J３ 競技部門 1回戦敗退 

第14回 平成15年10月11日 八王子市 J４ 自由部門 文部科学大臣賞（最優秀賞)

  ～12日 J３・２ 自由部門 敢闘賞 

  J３ 課題部門 敢闘賞 

  競技部門 

第15回 平成16年10月9日 新居浜市 J４・３ 課題部門 文部科学大臣賞（最優秀賞)

  ～10日 J４・３・５ 自由部門 優秀賞（準優勝） 

  J５・４ 競技部門 特別賞（第４位） 

 

松江高専中国英語弁論大会最近の結果  

回 数 年 月 日 担当校 部 門 参 加 者 成績 

第17回 平成13年11月23日 呉高専 スピーチの部 J２ 角田 真一 優勝 

  J３ 田村 公紀 ２位 

第18回 平成14年11月22日～23日 徳山高専 暗唱の部 J３ 角田 真一 優勝 

第19回 平成15年11月21日～22日 宇部高専 暗唱の部 J３ 田代 知明 ３位 

  J２ 平坂 華江 ５位 

  スピーチの部 J５ 田村 公紀 優勝 

  J３ 藤原 直樹 ２位 

第20回 平成16年11月19日～20日 大島高専 暗唱の部 J３ 平坂 華江 優勝 

  スピーチの部 J４ 藤原 直樹 ２位 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

学生会（文化，体育系の部･同好会を含む）の各活動及び各種コンテストへの参加について，顧

問教員や外部コーチを配置し，また，直接･間接的に経済的支援を行っている。次のことから，こ

れらの支援が機能していると判断される。 

学生会主導で，高専祭（体育祭も含む），学内外の美化活動（週 1 回），挨拶運動（週 1 回），

スポーツデー（年２回６月と２月）＆クリーンデー（年 1 回２月），リサイクルステーションの管

理（毎日）などを活発に行って成果をあげている。 

体育系の部も活発に活動し，高専大会や高体連大会等での活躍がめざましい。 

文化系については，全ての部，同好会が活発に活動しているとはいえないが，吹奏楽部の活動は

活発であり，全国吹奏楽コンクール中国大会に毎年出場している。 

各種コンテストへの学生の関心は高く，校内審査は盛況を見せている。ロボットコンテストでは，

平成 16 年度には全国大会で初優勝を成し遂げた。プログラミングコンテストでも平成 14 年度以後

常に全国大会で最優秀賞や優秀賞を獲得している。英語弁論大会でも中国地区で常に１位・２位の

成績を残している。 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

学生の生活と経済面の指導・助言については，学生委員会と学生課学生係が教務委員会，寮務委

員会，学年会，担任と協力して行っている。（資料７－２－①－１） 

１学年から３学年までは，学年会を週 1 回，教務委員，学生委員，寮務委員，学生相談員も参加

して開催し，学年としての横の連携を図り学年で統一した学生指導をしている。また毎日 8 時 30

分から 10 分間教員連絡会を開催し教員間の意思疎通と学生指導の素早い対応を図っている。（前

掲 資料５－４－②－１） 

学生生活の励みとなるように学生の表彰に関する内規（資料７－２－①－２）を定め，学校生

資料７－１－⑥－９ 

平成１７年度学校広報活動支援経費（後援会)予算 

平成１７年度 平成１６年度 項 目 

予算額 開催地 実績（後援会） 運営費交付金 開催地 

ロボコン 1,440,000 大島 1,481,282 750,000 松江 

プロコン 200,000 米子 546,131 新居浜 

デザコン 150,000 明石 169,022 石川 

英語弁論 60,000 米子 71,280 大島 

エコラン 150,000 熊本 10,000 広島 

コンピュータ 170,000 宇部 102,195 津山 

予備費 30,000   

広報活動費計 2,200,000  2,379,910  

                         （出典 学生課 作成資料） 
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活における顕著な活動に対して表彰している。（資料７－２－①－３） 

経済面での支援としては，入学料・授業料免除制度や日本学生支援機構の奨学金制度等の周知・

助言を行っている。資料に出願状況等を示す。（資料７－２－①－４） 

学生生活を送る上での様々な悩みを相談する場所として学生相談室を設置している。学生相談室

は，７名のスタッフからなる。（資料７－２－①－５） 

保健室や教員研究室では随時，平成16年12月からは保健室に隣接した専用の相談室で毎日放課後

1時間，１名の教員が交代で対応している。相談件数は資料のとおりである。（資料７－２－①－

６） 

その他，平成13年度に職員対象の研修会「カウンセリングマインドを生かした学生指導」，平成

16年度に「カウンセラーから見た思春期」を学生相談室主催で開いた。 

学外の研究集会の報告会を教員会議の場で行っている。 

保健室には，１名の看護師が常勤として勤務し，学生の心身の健康増進，疾病の予防，安全管理

に関する情報の提供及びサポートを行っている。その具体的対策を以下に，利用件数を資料にそれ

ぞれ示す。（資料７－２－①－７） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－①－１ 

平成１７年度 学生委員会･学生係業務分担  

事     項 担 当 教 員 担 当 事 務 員

生活指導（掃除含む） ○山崎・原 遠藤 

部活動(合宿含む) ○東原・山崎 遠藤・大久保 

生徒指導協議会 ○門脇・東原 本田 

交通指導 ○原(E・J)・門脇（M）・東原(D・C) 遠藤・大久保 

授業料免除 ○門脇・東原 本田 

日本学生支援機構奨学生（旧日本育英会奨学生） ○門脇・東原 大久保 

更衣室 ○原・和田守 本田 

                        （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－２ 

松江工業高等専門学校学生の表彰に関する内規 

  平成１３年１月１日 制  定
平成１６年４月１日 最終改正

（趣旨） 
第１条 松江工業高等専門学校学則第３７条の規定に基づく本校学生の表彰（以下「表 彰」とい

う。）については，この内規の定めるところによる。 
（表彰の種類及び対象者並びに選考基準） 

第２条 単年度表彰として，次の各号のとおり表彰する。 
一 優秀成績賞 

１カ年間の成績（学年末成績）が優秀（全履修科目のうち，成績評価の「良」が３科目以内で
残りがすべて「優」）であった者 

二 成績向上賞 
学習成績の評定を「優」を４，「良」を３，「可」を２，「不可」を１とする４段階評価によ

って全履修科目の平均値を求め学習成績の評定（以下「学習成績の評定」という。）とし，前年
度と当該年度の学習成績の評定の差が０．５以上向上した者。 
原則として在学中１回の表彰とする。ただし，毎年度に向上し続ける者については特別に考慮

する。 
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 第３条 通算表彰として，次の各号のとおり表彰する。 
一 功労賞 

ア 学校行事 
       学校行事（読書感想文コンクール，校内マラソン大会等）に積極的に参加し，他の学生の模 

範となる著しい功績をあげた者 
イ 学生会活動 

学生会役員として企画運営等で指導的役割を果たし，著しい功績をあげた者 
ウ 寮生会活動 

寮生会役員として企画運営等で指導的役割を果たし，著しい功績をあげた者 
エ 課外活動 

学校の代表として校外の活動（大会等）に出場し，優秀な成績をあげた者又は団体 
（１）体育大会で全国レベルの競技大会（全国高専体育大会等）において団体優勝又は個人優 

勝をした者及びこれに準ずる成績をあげた者で，原則として同一部に通算４年以上所属 
して，その部の発展に大いに貢献した者 

（２）文化関係で校外行事に参加して優秀な成果をあげた者で，原則として同一部に通算４年 
以上所属して，その部の発展に大いに貢献した者 

（３）ロボットコンテスト，プログラミングコンテストなどの各種コンテストで優秀な成果を 
あげた者 

オ その他，校長が表彰に値すると認めた者 
二 善行賞 

ア 社会奉仕等において，他の学生の模範となる行為のあった者 
  イ その他，校長が表彰に値すると認めた者 
第４条 随時表彰として，次の各号のとおり表彰する。 

一 善行賞 
人命救助等で，顕著な功績のあった者 

二 特別賞 
学内・学外から高い評価を受ける功績をあげた者 

第５条 善行賞を除いては，学習態度及び人物に優れており，松江工業高等専門学校学則第３８条に
よる停学以上の懲戒を受けていないこと。ただし，単年度表彰については当該年度についてだけの
条件とする。 

 （表彰学生の推薦） 
第６条 学級担任，アドバイザー又は指導教員は，表彰に値すると認めた学生がある場合には，学生

表彰推薦書（様式１）を学生委員会に提出する。 
（表彰学生の選考） 

第７条 学生委員会は表彰学生を選考し，校長に推薦する。 
（表彰学生の決定） 

第８条 校長は，学生委員会の推薦に基づき表彰学生を決定する。 
 （表彰の方法） 
第９条 表彰は，表彰状及び記念品を授与して行う。 
 （表彰の時期） 
第１０条 表彰は，卒業時及び始業時に行う。ただし，第４条の表彰については，適時行う。 

（事務の処理） 
第１１条 委員会の事務は，学生課で処理する。 

                       （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料７－２－①－３ 

表彰学生数 

通 算 表 彰 単年度表彰 
年 度 

功労賞 皆勤賞 成績優秀賞 向上賞 皆勤賞 
学外表彰 

平成13年度 ９ １７ １０９ １２ １７７ １３ 

平成14年度 １４ １９ １２４ １２ ９７ １３ 

平成15年度 １１ ９ ９７ １０ １３１ １３ 

平成16年度 １１ ６ ７３ ８ ６８ １４ 

平成17年度 ３４ ７ ７７ ３１ ２６ １３ 

                           （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－４ 

授業料免除出願者数,採択者数 

年度 出願者数 全額 半額  不採択 家計 成績 その他 

13 167 67 62  38 20 18   

14 170 79 48  43 29 14   

15 187 99 41  47 39 8   

16 234 112 32  90 66 24   

17 199 109 16  74 47 27  

日本学生支援機構奨学生数 

年度 第一種 きぼう21ﾌﾟﾗﾝ 合計 

13 203 1 204（21%） 

14 192 0 192（19%） 

15 210 1 211（20%） 

16 200 1 201（19%） 

17 199 1 200（19%） 

                           （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－５ 

  （出典 学生課 作成資料） 
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 資料７－２－①－６ 

  相談件数 

 相談内容  H13 H14 H15 H16 H17

 授業・進路 進路 8 5 7 14  12

   休・退学   2 1 1   

   転科       2   

   留年 5     1   

   授業・勉強 5 10 26 10  18

   課外活動   1 1 7  8 

   その他 4 1 9 3  4 

 小計   22 19 44 38  42

 精神衛生 精神衛生 20 25 26 26  22

   対人関係 22 22 15 22  13

   異性関係 26 29 12 8  12

   自己探求 15 3 1 7  26

   その他   3 3 4  5 

 寮生活   1 2 1     

 家庭生活 親子関係   3   9  9 

   家族関係 8   4 4  1 

 経済生活 金銭トラブル           

   交通事故           

   その他 3 2 1 2   

 その他       18    17

 小計   95 89 81 82 105

 合計   117 108 125 120 147

                          （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－７ Ａ 

保健室利用件数 

  13 年度 14 15 16 17 

  1 学年 206 302 349 251 205 

  2 学年 263 230 214 260 181 

学  生 3 学年 308 206 214 162 209 

  4 学年 167 182 215 99 111 

  5 学年 170 165 102 93 65 

  専攻科   9 21 15 9 

教職員ほか   43 41 53 47 48 

計   1157 1135 1168 927 828 

                          （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

過去４年間の授業料免除制度・奨学金制度の運用状況から判断して，学資の支弁が困難な学生に

対して積極的に指導し，奨学金制度や授業料免除制度へ出願をする指導体制が機能していることが

分かる。 

学生相談室には毎年 100 件以上の相談が寄せられ，学生相談室が十分機能していることがわ

かる。全体としては精神衛生関係の相談件数が多いが，最近の傾向として授業進路関係が増加

している。保健室を訪れたこれらの学生に対して，保健室と相談室との連携により即時に対応

できる体制が整えられ，より機能的になったと言える。 

 

観点７－２－②： 特別な支援が必要な者（例えば，留学生，障害を持つ学生等が考えられる。）

がいる場合には，生活面での支援が適切に行われているか。 

（観点に係る状況） 

留学生の生活支援については，各学科主任，各学級担任・アドバイザーに加えて，留学生委員会

が行っている。留学生委員会が行う日常的生活支援は次の３点である。（資料７－２－②－１） 

なお，留学生委員会の業務は，平成 17 年度以前は国際交流委員会留学生部会が行っていた。 

(1) 留学生と定期的にミーティングを行い，留学生が直面している問題に対して親身になって相談

にのり，問題解決のための手助けをする。 

(2) ３，４年在籍の留学生に対して日本人学生チュータを配置し，留学生委員会の指導の下，留学

生の日常生活支援に努めさせる。（資料７－２－②－２） 

(3) 留学生による母国照会，地域文化交流，日本人学生との文化交流，ホームスティ事業等の環境

整備をし，留学生の日常生活を間接的に支援する。 

 

国際交流委員会は，その活動内容を広く紹介することを目的として広報紙「国際交流ＭＣＴ」を

発行している。（資料７－２－②－３） 

資料７－２－①－７ Ｂ 

 胸部Ｘ線撮影結果 

     13 年度 14 15 16 17 

対象者 590 621 638 651 262 

受診者 583 606 610 638 259 

受診率% 93.8 97.5 95.6 98.0 98.9 

要精密検査者 2 0 2 3 12 

 

 心電図検査結果 

  13 年度 14 15 16 17 

対象者 206 215 229 226 228 

受診者 205 215 219 224 227 

受診率% 99.5 100 95.6 99.1 99.6 

要精密検査者 6 4 5 4 4 

                            （出典 学生課 作成資料） 
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なお，現在までに支援を要する障害を持った学生が在籍したことは無いが，出入口へのスロープ

の設置，エレベーターの設置，校舎内のバリアフリー化，障害を持った学生用の便所の設置など，

ハード面での支援体制はできている。（資料７－２－②－４） 

資料７－２－②－１ 

  

 

 

                       （出典 国際交流委員会 資料） 
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資料７－２－②－２ 

      （出典 国際交流委員会 資料） 

資料７－２－②－３ 

     （出典 国際交流委員会 資料） 

資料７－２－②－４ Ａ 

 

                （出典 会計課 作成資料） 

資料７－２－②－４ Ｂ 

 

① 校舎１号棟スロープ 

 

④ 校舎２号棟多目的便所 
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（分析結果とその根拠理由） 

留学生には，留学生部会，寮務委員会，学級担任及び日本人学生チュータの協力により，様々な

支援をする体制が整備されている。ホームスティ事業については，ホストファミリーを紹介する体

制を整えつつあるが，留学生からの希望は意外に少ない。今後も魅力ある交流活動を計画し，間接

的に留学生の日常生活支援につなげていきたい。 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

（観点に係る状況） 

本校には女子寮１棟を含め全７棟が設置されている。学生寮収容定員はほぼ充足されており，平

成17年４月５日現在で400名が入寮している。（資料７－２－③－１） 

寮食堂，浴場，洗濯機・乾燥機室，補食室，談話室，パソコン室，自習室が設置され，全寮生の

使用に供されている。また，寮内居室から校内LANにアクセスでき，かつインターネットへの接続

も可能であり，自学自習に役立つ設備もある。 

寮務委員会は，寮務主事のもと，寮務主事補，寮務事務職員及び寮母で，寮生の生活指導全般を

受け持っている。当直体制は，閉寮時期を除く毎日，男子寮宿直２名，女子寮宿直寮母１名，休日

日直男子寮・女子寮各１名，となっており，寮生の夜と昼の健康管理・生活指導にあたっている。

（資料７－２－③－２） 

一般寮生を学生の側から指導する体制として寮生会を組織し，寮生全員特に低学年寮生の生活を

支援している。（資料７－２－③－３）このように，教員，職員，寮生会が連携し寮生全体を支援

している。 

寮生の日常生活指導については，寮務委員会内で役割を分担すると共に指導原則を定めている。

（資料７－２－③－４） 

寮生の学習指導については，数学教員の自発的協力を得て，月に１・２回１年生を対象に夜の数

学勉強会を寮生会執行部に補助してもらいながら実施している。これにより，通学生に較べて寮生

特に１年寮生の数学の成績が向上している。（資料７－２－③－５） 

寮内行事としては，４月に寮生総会，６月に寮祭（ビデオ鑑賞会，野外焼肉パーテｲ，ビンゴゲ

ームなど），風呂大掃除，網戸修理，寮周辺清掃，10 月に松江市クリーンデー参加，11 月に秋の

ミニ寮祭 （フランス料理，写生大会，ビデオ鑑賞会など），１月に寮長選挙，２月に予餞会など

を開催し，寮生活に多様性をもたせている。 
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資料７－２－③－１ 

定員・室数（各号館別） 

館  名  定員(名） 室          数 現員 

1 号館 ９０ 3 人部屋:30 室及び自習室 30 室 73 名 

2 号館 ２４ 3 人部屋: 8 室 24 

3 号館 ６８ 2 人部屋:34 室 56 

4 号館 ４３ 2 人部屋:21 室、 個室:1 室 37 

5 号館 ６５ 2 人部屋:32 室(留学生 15 名分含む)、個室:1 室 54 

6 号館 ９６ 2 人部屋:48 室 94 

7 号館 女子寮:96 2 人部屋:34 室、個室:28 室（留学生 6 名分含む） 62 

 計  ４８２         ２６７室 400 名

                        （出典 寮務委員会 資料） 

資料７－２－③－２ 

日 課 

日  課 時間及び時刻 備           考 

起  床 7:30 振鈴及び全館放送 

点  呼 7:40 

振鈴及び全館放送 

点呼不在をした場合は、速やかにその事情を当直

教員に報告する。 

朝  食 7:40～ 8:40 休日（授業休講日）は 7:50～ 9:00 

昼  食 12:05～13:00 
休 日 （ 授 業 休 講 日 ） は 12:00 ～ 

13:00 

左記の時間以

外は食事がで

きない。 

 

夕  食  17:30～19:30 左記の時間以外は食事ができない。 

入  浴  17:30～21:30 入浴は左記の時間内に限る。 

自  習  20:00～22:00 他の寮生の自習の妨げになる行動は慎む。 

点  呼 
 22:00 

 21:00【女子】  

振鈴及び全館放送 

点呼不在をした場合は、事後、速やかにその事情

を当直教員に報告する。 

門  限 
 22:00 

 21:00【女子】 

厳守すること。 

消  灯  23:30 １・２年生居室消灯 

＊ 23:00 に全館玄関の出入口を閉めます。７号館（女子寮）は 21:00 に完全施錠します。 

                         （出典 寮務委員会 資料） 
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資料７－２－③－３ 

 

寮長

総務部 厚生部 文化部 

会計監査委 選挙管理委

各館館長

美化風紀食堂 書記 経理 文化 新聞 企画 保健

 

                       （出典 学生ガイドブック） 

資料７－２－③－４ 

 

          （出典 寮務委員会 資料） 
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資料７－２－③－５ 

（数学成績） 
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図１ 平成 13 年度基礎数学 A 
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図 2 平成 13 年度基礎数学 B 
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図 3 平成 14 年度微分･積分 

 

表１ 平成 17 年 5 月現在の１年数学試験結果 

寮生平均点 通学生平均点 

女 男 

寮生平

均 女 男 

通生平均 総合平均 

４月課題 61.2 64.0 63.5 60.2 63.7 63.0 63.2 

５月課題 83.5 80.1 80.8 73.6 77.0 76.4 78.3 

                        （出典 寮務委員会 資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

寮生の生活指導や自習支援活動は，寮務委員会が中心となり，毎日の宿日直の教員によって日常

的に行われている。寮内での自習の励行や夜の数学勉強会などが学習成績向上に寄与している。 

設備面では，男女寮ともに充実しており，学生寮が学生の生活及び勉学の場として有効に機能し

ているといえる。 

 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学生の進路指導のために，進路指導委員会を設置している。委員会の方針に基づき，

各学科，各専攻で進路指導が行われている。また，進路指導委員会のメンバーを中心に関連企業・

大学等を訪問し，進路開拓も併せて行っている。（資料７－２－④－１） 

準学士課程においては，第４学年の冬休みを利用して，進路調査が行われる。（資料７－２－④

－２）この調査をもとに，３月末に学科の進路担当教員（学科長，５年アドバイザー），保護者，

学生との三者面談を行い，具体的な進路の方針を決めている。（資料７－２－④－３） 

その後は，進路担当教員が学生との連携を密にして進路決定に当たっている。企業からの求人状

況や大学編入学等に関する情報は学内ホームページに掲載され，学生，教職員が自由に閲覧できる

ようにしている。 

低学年の学生に対しては，ホームページや合宿研修等を利用して，学科長，学級担任からの進路

指導が行われている。保護者に関しても，保護者会の折，進路に関する助言等が行われている。ま

た，例年，各学科で就職・進学試験報告書を作成し，第３，４学年に対する進路指導も行われてい

る。 

学生に対するキャリア教育については，平成 17 年度，低学年（第１～３学年）は 10 月，第３，

４学年に対しては 12 月に外来講師を招いて実施し，学生の進路に関する意識の高揚に努めている。

（資料７－２－④－５） 

専攻科課程においては，１年次 12 月に専攻科委員会により進路に関するガイダンスが行われて

いる。専攻科長，副専攻科長，学科長，指導教員が中心となり，進路指導に当たっている。また，

就職・進学試験報告書による進路指導も準学士課程と同様に行われている。 

進路指導に関する事務担当としては，学生課が当たっており，就職・進学活動が円滑に進むよう

支援している。 
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資料７－２－④－１ 

松江工業高等専門学校進路指導委員会規則 
 

平成１３年７月１日 制  定
平成１８年４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）における学生の就職及び進学に関
する事項を審議するため進路指導委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 就職指導及び就職あっせんに関する事項 
二 就職開拓に関する事項 
三 進学に関する事項 
四 その他就職及び進学に関する事項 
（組織） 

第３条 委員会は，次の委員をもって構成する。 
一 教務主事 
二 専攻科長 
三 学生主事 
四 各学科長 
五 副専攻科長 
六 ５学年アドバイザー 
七 学生課長 
（委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は，専門学科の学科長の互選とする。 
３ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

（委員以外の者の出席） 
第５条 委員長が必要と認めた場合は，委員以外の本校職員を会議に出席させることができ

る。 
（事務） 

第６条 委員会の事務は，学生課が処理する。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１３年７月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校就職委員会規則（昭和４２年４月１日施行）は廃止する。 
 
   省 略 
 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

                 （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料７－２－④－２ 

        （出典 学生課 作成資料）

資料７－２－④－３ 

 

         （出典 学生課 作成資料）

資料７－２－④－４ 

   （出典 松江工業高等専門学校 HP） 

資料７－２－④－５ 

         （出典 学生課 作成資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程，および専攻科課程ともに，組織的に進路指導が行われている。また，外来講師によ

るキャリア教育についても実施し，学生の進路意識の高揚に努めている。進路状況から明らかなよ

うに，ほぼ全学生が希望の進路に就いており，本校の指導体制は，十分に機能していると思われる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

部活動や各種コンテストにおける支援体制も整備され，スポーツ系部やコンテストにおいては全

国優勝するなど，学生と教職員の協力体制が有効に機能している。学内においても，学生会の美化

活動，リサイクルステーションの管理によって環境意識も高くなっている。 

教務委員，学生委員，寮務委員，学生相談室員も参加して実施される毎週定例の学年会や毎朝の

教員連絡会（8時30分から10分程度）の開催により，学生指導に関係がある各委員会と学年会や担

任との連携ネットワークができ，情報を共有化すると共に迅速な学生指導ができる体制が確立さ

れ，機能している。 

留学生委員会，寮務委員会，学級担任及び日本人学生チュータの連携により留学生に対する生活

面での支援が適切に行われている。 

（改善を要する点） 

課外活動が活発になればなるほど顧問教員の負担が増加してくる。複数の顧問教員を配置して

個々の負担が軽減できるように配慮しているが，さらに基準４に述べたような抜本的解決策が望ま

れる｡ 

文科系の部活動が一部の部を除いて低調であり，活動を盛り上げるための工夫が必要である。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

学習を進める上でのガイダンスは，学習ガイド，Learning Hand Book および修得単位確認簿な

どを使って適切に実施されている。学生の自主的学習を進める上での相談･助言を行う体制も整備

され，機能している。自主的学習環境及び生活支援環境としては，自主学習スペース，図書館，福

利厚生施設，保健室および学生相談室が整備され，効果的に利用されている。特に図書館は平日

20 時まで，土曜日は 10 時から 16 時まで開館されるなど自主的学習を助長している。 

一般科目や専門科目では資格試験合格者に特別学修の単位を資格内容に応じて与えるとともに，

学生からのニーズを学校が把握する体制も整えている。外国留学のための支援体制も整備され，海

外留学の案内および規定のプログラム修了者には単位を与えている。 

特別な学習支援が必要な留学生や編入学生に対しては，事前指導や日本語教育の学習支援をする

など体制が整備され，機能している。 

課外活動に対する支援も有効に機能しており，加入率も高く，また，各種コンテストへの学生の

関心は高く，校内審査は盛況を見せている。体育大会やコンテストにおいて全国優勝するなど，成

果も現れてきている。学生会の活動も活発になり，美化活動，リサイクルステーションの管理によ

って環境意識も高くなっている。文化系の部活動は吹奏楽部が特に活発であり，全国吹奏楽コンク

ール島根県大会，中国大会に毎年出場している。 

学生寮が設置され，学校全体で運営に当たっている。寮生の生活指導や自習支援活動は，寮務委

員会が中心となり，毎日の宿日直の教員によって日常的に行われている。また，学生相談室には毎
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年100件以上の相談が寄せられ，学生相談室が十分機能していることがわかる。学生相談室と保健

室との連携により即時に対応できる体制が整えられている。留学生は全員寮生活をしているが，必

要に応じて寮務委員会，学級担任，日本人学生tutorの協力を得て対応している。 

進路指導については，組織的に指導が行われている。また，外来講師によるキャリア教育につい

ても実施し，学生の進路意識の高揚に努めている。進路状況から，ほぼ全学生が希望の進路に就い

ており，本校の指導体制は十分に機能していると思われる。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の施設概要は，資料（資料８－１－①－１～資料８－１－①－７）に示すように高等専門学校

設置基準において必須とする校地･校舎や施設･設備について整備及び管理されている。整備計画等に

ついては，平成12年度に作成された「施設長期計画書」（資料８－１－①－８）に基づいて継続的に整

備されている。 

土地面積表（資料８－１－①－６）の用途区分別内訳中「その他」27,095㎡は，則面で全体面積の

25.4％を占めている。 

施設･設備の有効利用状況や安全性などについては，「施設管理委員会規則」（資料８－１－①－９），

「施設の有効利用に関する規則」（資料８－１－①－10）及び「安全管理委員会規則」（資料８－１－

①－11）に基づいて日常的に点検している。 

公開機器については，利用案内をホームページに掲載している。（資料８－１－①－12） 

学生実験を行うための施設は，工作機械に一部旧型のものがあるが，ほぼ満足できる施設となって

いる。機械実習工場は，機械工学科及び電子制御工学科の工作実習に主として使用されているが，教

員の研究はもちろんのこと卒業研究や特別研究などにも応えている。 

PCワーキングエリアの整備状況については，第１演習室，第３演習室，情報処理実習室それぞれに

演習用パソコン48台，カラープリンタ１台を，マルチメディア演習室には演習用パソコン60台，カラ

ープリンタ1台を設置している。すべてのパソコン，カラープリンタがキャンパスLANに接続されてお

り，天井据付の液晶プロジェクタが完備している。 

授業利用状況は資料のとおりである。（資料８－１－①－13）また，授業時間外でつぎのような開放

を行っている。（資料８－１－①－14） 

 

    第１演習室・第３演習室     情報処理実習室（教員の監督下で） 

平日の放課後 17:15～20:00    平日の放課後 17:15～19:00 

   情報処理実習室           土日祝日   8:50～19:00 

 

なお，各部屋ごとの有効利用率（稼動率）は，資料（資料８－１－①－15 Ａ～Ｈ）に示すように

有効に活用されていると判断される。また，学生に対して施設･設備満足度アンケートを実施したが，

その結果からは，不満足率が3.1％～24.8％となっており区分ごとにバラつきがあるものの満足してい

ると判断される。（資料８－１－①－16） 
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資料８－１－①－１ 

                              （出典 会計課 作成資料） 
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資料８－１－①－２ 

                          （出典 会計課 作成資料） 
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資料８－１－①－３ 

      （出典 会計課 作成資料） 

資料８－１－①－４ Ａ 

     （出典 会計課 作成資料） 

資料８－１－①－４ Ｂ 

        （出典 会計課 作成資料） 

資料８－１－①－５ 

        （出典 会計課 作成資料） 
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資料８－１－①－６ 

松江工業高等専門学校 土地面積表 

用途区分別内訳 

校舎等敷地 

団地計 土地面積

計 

校舎敷地 附属病院

敷地 

附属研究

所敷地 

小 計

屋外運動

場敷地

寄宿舎敷

地 

実験実習

地 

職員宿舎

地 

その他 

106575 106575 34385 0 0 34385 28385 16710 0 0 27095 

 

校舎等敷地利用状況区分別内訳 

建物敷地 緑地･広

場 

道 路 駐車場 屋外実用

地 

整備予定

地 

その他 小 計

19495 4480 7120 610 0 0 2680 34385

                             （出典 会計課 作成資料） 

資料８－１－①－７ 

 所属学科別工具器具備品数及び金額一覧 

所属学科 工具器具備品数 金 額 備 考 

人文・自然科学科 40 8,076,956  

機械工学科 126 85,520,467  

電気工学科 110 52,633,520  

電子制御工学科 75 22,269,981  

情報工学科 59 11,019,476  

環境・建設工学科 93 48,592,053  

専攻科 4 615,255  

総合情報処理センター 33 24,776,283  

技術室 7 1,121,925  

その他 188 56,785,680  

計 735 311,411,596  

                      （出典 財務会計システム） 
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資料８－１－①－８ Ａ 

        （出典 会計課 作成資料） 

資料８－１－①－８ Ｂ 

        （出典 会計課 作成資料） 

資料８－１－①－８ Ｃ 

        （出典 会計課 作成資料） 
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資料８－１－①－９ 

松江工業高等専門学校施設管理委員会規則 

 

（平成１７年４月 1 日 制  定）

 

（設置） 

第 1 条 本校の既存施設を計画的かつ効率的に使用するために，松江工業高等専門学校施設管理委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

(審議事項) 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

一 既存施設の使用計画の作成に関すること。 

二 既存施設の使用状況調査に関すること。 

三 全校的視点からの既存施設使用の見直し及び再編に関すること。 

四 その他既存施設に関し必要と認められること。 

(組織) 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 校長が指名した教員若干名 

二 その他校長が必要と認める者 

２ 前項に規定する委員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の

残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，前条に規定する委員の中から校長が指名する。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を行う。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長は，必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ，その意見を聴くことができる。 

(部会) 

第６条 委員会に，特別の事項を調査及び審議するために必要があるときは，部会を置くことができる。

２ 部会に関し必要な事項は委員会が定める。 

（事務） 

第７条 委員会の事務は，会計課において処理する。 

 

附 則 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料８－１－①－10 

松江工業高等専門学校施設の有効活用に関する規則 

 

平成１２年９月２８日 制  定

平成１７年４月 １日 最終改正

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）における既存施設の活用状況を

把握し，全校的な視点から教育研究の変化に対応した施設使用の再編（施設の有効利用の促進，共用

スペースの確保等）を図ることを目的とする。 

（施設の調査） 

第２条 施設管理委員会（以下「委員会」という。）は，その構成員及び事務部関係職員をもって，既

存施設の活用状況を把握するため，校内の施設を調査することができる。 

（施設使用の再編） 

第３条 委員会は，調査の結果，施設使用の再編の必要を認めた場合は，関係学科等に事情聴取を行っ

た上で，施設使用の再編計画を作成するものとする。 

２ 関係学科等は，前項で作成された施設利用の再編計画の実施に努めなければならない。 

（雑則） 

第４条 この規則に定めるもののほか，この規則の運用に関して必要な事項は，委員会が別に定める。

 

   附 則 

この規則は，平成１２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料８－１－①－11 

松江工業高等専門学校安全管理委員会規則 

 

                        （平成１５年３月１日 制  定）

 

第１条 本校の教職員・学生等に対して事故及び災害等を防止し，教育研究における安全性の確保を図

るため，松江工業高等専門学校安全管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 安全教育に対する対策（防火，防災，危険物取扱い，セキュリティー等に関する教育上の対策）

二 学生の安全確保のための対策（課外活動での事故防止，構内交通安全等に関する対策） 

三 施設の安全管理に関する対策（セキュリティー対策等） 

四 毒物，劇物及び放射性物質等の安全管理・事故防止に関する対策 

五 教育研究上の安全管理に対する対策（実験、卒業研究等での安全対策） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 教務主事，学生主事及び寮務主事 

二 各学科及び専攻科の代表 各１名 

三 化学及び衛生工学担当教官 

四 放射線取扱責任者 

五 事務部長 

六 庶務課長，会計課長及び学生課長 

七 技術室長 

八 施設係長 

２ 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 

第４条 委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，その意見を求めることができる。

第５条 委員長は，委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。 

２ 校長は，報告に基づき必要に応じ適切な措置をとるものとする。 

第６条 委員会に関する事務は，会計課において処理する。 

 

附 則 

この規則は，平成１５年３月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料８－１－①－13 

平成 17 年度前期 第１演習室，第３演習室の授業時間割 

（出典 メディア教育センター） 

資料８－１－①－14 

第１演習室・第３演習室における時間外利用状況 

年度 月 最大利用人数 年度 月 最大利用人数 年度 月 最大利用人数

４ ６２ ４ ２３ ４ ３２ 

５ ４３ ５ ４３ ５ ４２ 

６ ４８ ６ ３４   

７ ７９ ７ ５８   

１０ ２９ １０ ２４   

１１ １８ １１ ３５   

１２ ３９ １２ ４９   

１ ３２ １ ３９   

平成 

１６年 

２ ４９ 

平成 

１７年

２ ３４ 

平成 

１８年

  

 

                          （出典 メディア教育センター） 

資料８－１－①－12 

 

 （出典 松江工業高等専門学校 HP） 
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資料８－１－①－15 Ａ 

 講義室(学年） 

名称 面積(m2) クラス 人数 

211講義室 87 電気3年 45 

212講義室 88 電子制御3年 43 

213講義室 88 土木3年 44 

214講義室 76 情報3年 40 

215講義室 76 機械3年 42 

221講義室 87 環境建設2年 45 

222講義室 88 情報2年 45 

223講義室 88 電気2年 43 

224講義室 76 電子制御2年 41 

225講義室 76 機械2年 42 

231講義室 87 1年1組 43 

232講義室 89 1年2組 43 

233講義室 90 1年3組 43 

234講義室 76 1年4組 43 

235講義室 76 1年5組 43 

                       （出典 施設管理委員会） 

資料８－１－①－15 Ｂ 

講義室(選択科目用) 

面積(ｍ２)／ 使用度数（最大５コマ／日） 前期／後期 
名 称 

収容人数 月 火 水 木 金 

視聴覚教室 202/157 ２／２ ３／４  ２／０ １／２ 

セミナー室(地域共) ８１／２０   ２／２  １／０ 

共通CAD室 １３０ ２／１ ３／３ １／０ １／０ ２／１ 

320講義室 ９７ １／２ ４／３ ３／３  ３／２ 

431講義室(自習室) ４５      

434多目的教室 ４０   ０／２  １／０ 

441講義室 ９０ ２／２ ３／１ ３／４ １／０ ２／３ 

442講義室 ５４ ３／３ ３／３ ４／４ ２／２ ３／３ 

                                     （続き 有） 
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面積(ｍ２)／ 使用度数（最大５コマ／日） 前期／後期 
名 称 

収容人数 月 火 水 木 金 

511講義室 ７７／５７ ５／３ ２／３ ５／５ ４／２ ２／３ 

512講義室 ８１／５９ ４／４ ２／３ ４／３ ３／５ ２／３ 

521講義室 ７８／４８ ４／４ ２／３ ４／４ ３／５ ４／３ 

522講義室 ７９／４４ ４／１ １／３ ４／５ ２／４ ２／２ 

541講義室 ８１／５３ ３／０ ０／１ ３／５ ２／３ ２／２ 

621ゼミ室 ５０／２０ ２／１ ３／２ ３／１ １／１ １／１ 

651ゼミ室 ４９／２４ ２／１ ３／３ ２／２ １／１ １／０ 

652ゼミ室 ７４／４７ ３／３ ３／５ ２／３ １／０  

230講義室(自習室) ５５／２０      

220講義室(自習室) ５５／２０      

ゼミナール室(図書) ４５／ 体育非常勤控室 

ゼミナール室(図書) ３８／ ブラスバンド部楽器収納 

ゼミナール室(図書) ５５／ 文化系部室 

事務室(図書２Ｆ) １７／ 学生会事務室 

留学生指導室(図書) ２４／ 外国人留学生指導室 

                       （出典 施設管理委員会） 

資料８－１－①－15 Ｃ 

共通実習室，共通実験室 

面積 使用度数（最大５コマ／日） 前期／後期 
名 称 

(ｍ２) 月 火 水 木 金 

実習工場 ６７４ ２／３ ０／４ ２／４ ２／３ ２／２ 

創造演習室 １５４ ３／３ ０／４ ２／４ ３／３ ２／２ 

共通工学実験室１ １４０ ０／１ ３／４ ０／３ ２／２ ２／２ 

共通工学実験室２ １４０ ３／３ ４／４ ４／２ ２／３ ３／３ 

共通工学実験室３ １５４ ２／３ ４／３ ３／４ ２／３ ２／３ 

 

  共通実習室，共通実験室 

面積 使用度数（最大5コマ／日） 前期／後期 
名 称 

ｍ２ 月 火 水 木 金 

共通基礎実験室(物理) １１２ 0.2/ 

0.2 

0.4/ 

0.33 

0.2/ 

0.46 

0.13/ 

0.13 

0.2/ 

0.133 

共通基礎実験室(化学) １１４ 1.0/ 

1.2 

0.2/ 

0.93 

2.06/ 

2.4 

0.066/ 

0.2 

1.7/ 

1.93 

共通力学実験室 １３８ ３／２ ２／３ ２／２  ２／２ 

                       （出典 施設管理委員会） 
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資料８－１－①－15 Ｄ 

情報処理実習室，製図室 

面積(ｍ２) 使用度数（最大5コマ／日） 前期／後期 
名 称 

/収容人数 月 火 水 木 金 

第１演習室 80/48 ２／１ ２／２ ４／４ ４／３ １／２ 

第３演習室 80/48 ４／０ ０／４ ３／４ ２／３ １／１ 

マルチメディア演習室 134/60 ３／３ ４／３ ４／３ ３／２ ３／１ 

情報処理実習室 132/48 ４／３ ４／４ ５／４ ２／４ ３／３ 

製図室 116/40  １／０ ４／１ ０／１ ２／０ 

                       （出典 施設管理委員会） 

資料８－１－①－15 Ｅ 

体育施設 

面積 使用度数（最大5コマ／日） 
名 称 

(ｍ２) 月 火 水 木 金 

第１体育館 ９９６      

第２体育館 ８８０      

武道場 ４３１  同時に２クラス以下  

第１グランド 約１２０００  全コマ数２４  

第２グランド 約８７００      

テニスコート ４面      

プール 25m×15m+80      

                       （出典 施設管理委員会） 

資料８－１－①－15 Ｆ 

専門実験室（Ｍ：機械，Ｅ：電気，Ｄ：電子制御，Ｊ：情報，Ｃ：環境・建設） 

名称 面積(ｍ２) 管轄 使用度数 

水理・環境 １５５ Ｃ 卒業研究８名，特別研究１名，学生実験４回 

環境工学 ６６ Ｃ 卒業研究２名，特別研究０名，学生実験３回 

計測制御 １１７ Ｅ 卒業研究４名，特別研究１名，学生実験０回 

土質 ６１ Ｃ 卒業研究３名，特別研究０名，学生実験３回 

材料 ６７ Ｃ 卒業研究13名，特別研究２名，学生実験６回 

電力エネルギー ８７ Ｅ 卒業研究０名，特別研究０名，学生実験２回 

高電圧 ５５ Ｅ 卒業研究２名，特別研究１名，学生実験１回 

Ｒ＆Ｄ １９４ Ｍ 卒業研究11名，特別研究５名，学生実験３回 

コントロール ５７ Ｄ 卒業研究４名，特別研究０名，学生実験２回 

エレクトロニクス ５５ Ｄ 卒業研究３名，特別研究０名，学生実験３回 

                                     （続き 有） 
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 コンピュータシミュレ

ーション 

１１２ Ｅ 卒業研究１２名，特別研究５名，学生実験２回 

物性 １１５ Ｄ 卒業研究４名，特別研究０名，学生実験１回 

材料工学 ９９ Ｍ 卒業研究11名，特別研究０名，学生実験２回 

生産設計１ １０３ Ｍ 卒業研究３名，特別研究０名，学生実験２回 

Ｘ線室 ２８ Ｍ 卒業研究８名，特別研究０名，学生実験２回 

生産設計２ ２３ Ｍ 卒業研究４名，特別研究０名，学生実験０回 

生産設計３ ２３ Ｍ 卒業研究３名，特別研究１名，学生実験１回 

生産設計４ ２４ Ｍ 卒業研究３名，特別研究１名，学生実験０回 

制御 ８７ Ｄ 卒業研究４名，特別研究 名，学生実験２回 

システム ５９ Ｄ 卒業研究２名，特別研究２名，学生実験１回 

電気基礎 ５８ Ｄ 卒業研究８名，特別研究３名，学生実験０回 

電子顕微鏡室 ６２ Ｍ 卒業研究11名，特別研究０名，学生実験１回 

情報通信工学 ４２ Ｅ 卒業研究６名，特別研究２名，学生実験１回 

ネットワーク ４１ Ｊ 卒業研究４名，特別研究１名，学生実験０回 

計算機システム ８０ Ｊ 卒業研究９名，特別研究５名，学生実験０回 

データベース ３９ Ｊ 卒業研究０名，特別研究０名，学生実験１回 

電子計測システム工学 ７２ Ｅ 卒業研究４名，特別研究１名，学生実験０回 

環境防災システム ５１ Ｃ 卒業研究７名，特別研究５名，学生実験０回 

情報工学基礎 １０５ Ｅ 卒業研究７名，特別研究２名，学生実験０回 

電子素子 ３９ Ｊ 卒業研究５名，特別研究０名，学生実験０回 

分散システムラボ ５１ Ｊ 卒業研究５名，特別研究２名，学生実験０回 

フォトニクスラボ ４９ Ｄ 卒業研究４名，特別研究１名，学生実験１回 

高電界分析ラボ ５１ Ｅ 卒業研究４名，特別研究１名，学生実験０回 

計算機制御 ５３ Ｊ 卒業研究３名，特別研究４名，学生実験０回 

生体情報工学 ５２ Ｊ 卒業研究４名，特別研究０名，学生実験１回 

画像処理 ５２ Ｊ 卒業研究４名，特別研究２名，学生実験１回 

パターン認識 ５５ Ｊ 卒業研究３名，特別研究０名，学生実験１回 

知識工学 ３９ Ｊ 卒業研究０名，特別研究０名，学生実験０回 

エネルギー工学実験室 ８８ Ｍ 卒業研究７名，特別研究２名，学生実験２回 

                        （出典 施設管理委員会） 

資料８－１－①－15 Ｇ 

専攻科学生ラボ（Ｐ：生産・建設システム工学，Ｓ：電子情報システム工学） 

名称 面積(ｍ２) 収容学生 収容数（学生数／収容人数） 

ラボ１ ６１ Ｐ１，２ １９／２０ 

ラボ２ ６１ Ｓ２ １６／２０ 

ラボ３ ６１ Ｓ１ ２２／２０ 

                        （出典 施設管理委員会） 
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資料８－１－①－15 Ｈ 

教員室 

名称 
面積

(ｍ２)

収容数 
名称

面積

(ｍ２)

収容数
名称

面積

(ｍ２)

収容

数 
名称 

面積

(ｍ２)

収容

数 

131 19 1 132 19 1 133 19 1 134 28 1 

135 28 1 136 28 2 137 28 2 138 28 1 

139 28 1 140 29 1 211 29 1 220 115 6 

221 29 1 230 115 6 231 29 1 311 28 1 

321 29 1 322 29 1 323 29 2 324 31 1 

   330 117 7 331 29 1 332 29 1 

333 29 1 334 29 1 411 27 1 412 28 1 

413 23 1 421 31 1 422 30 1 423 29 1 

424 29 1 425 29 1 426 29 1 427 23 1 

428 23 1 431 28 1 432 29 1 433 23 1 

434 23 1 435 23 専攻科長 436 36 1 441 29 1 

442 28 1 443 28 1 511 20 1 531 22 1 

533 20 1 541 22 1 542 20 1 543 20 1 

544 26 1 551 22 1 552 20 1 553 20 1 

651 19 1 652 19 1 653 19 1 654 19 1 

合計 220 14 合計 568 26 合計 393 17 合計 472 20 

                       （出典 施設管理委員会） 

資料８－１－①－16 

学生の施設満足度アンケート 

 対象：2年生と3年生 時期：平成17年7月28日～8月3日，有効回答数355/386 

  Ａ 満足 Ｂ ほぼ満足 Ｄ 不満足 Ｅ 無答 計 備考 

Ｑ１ 講義室（HR を含） 91 205 57 2 355

Ｑ２ 実験・実習室 108 230 14 3 355

Ｑ３ 図書館 121 183 46 5 355

Ｑ４ 体育館（第１及び第２） 78 188 87 2 355

Ｑ５ 運動場（第１及び第２） 81 217 53 4 355

Ｑ６ ＰＣワーキングエリア 108 165 60 22 355

Ｑ７ 保健室（学生相談室を含） 120 197 11 27 355

Ｑ８ 食堂（売店を含） 127 159 47 22 355

Ｑ９ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを含） 96 202 34 23 355

Ｑ 10 クラブ活動施設 38 74 88 155 355

Ｑ 11 実習工場 31 74 6 19 130 利用学生 168

                       （出典 学生アンケート 報告） 



松江工業高等専門学校 基準８ 

- 262 - 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 選択教室 

資料８－１－①－15 Ｂに示すように，遊休の教室はない。稼働率の低い多目的教室も臨講・補

習で使われている。 

(2) 実験・実習室 

資料８－１－①－15 Ｃ及びＤに示すように，共通部分は技術室の管理で稼働率の平均化が図ら

れている。 

(3) 製図室 

資料８－１－①－15 Ｄに示すように，曜日によって偏りがあるが，機械工学科が主として使う

関係で空きが発生している。 

(4) 体育施設 

資料８－１－①－15 Ｅに示すように，種目と天候によって施設を使い分けて使用されている。 

(5) 専門科目の実験室 

資料８－１－①－15 Ｆに示すように，学科により複数の教員が共同で使用する場合と単独で使

用する場合がある。 

(6) 教員室 

資料８－１－①－15 Ｈに示すように，35歳以下の教員は集合教員室に配置されているが，その

年齢以上の教員数名が一人用教員室の空きを待っている。 

(7) PCワーキングエリア 

資料８－１－①－13により，授業におけるPCワーキングエリアについては，71％（114時間／60

時間×100）の稼動率となっている。後期の時間割についてもほぼ同様な時間数である。このこと

から，授業・演習・実験についてPCワーキングエリアが有効活用されているものと判断できる。

さらに，資料８－１－①－14に第１演習室，第３演習室における放課後の時間外利用者数（同時

最大利用人数）を示す。 

近年はパソコンを購入している学生も多くなってきたが，演習室における時間外利用によって

演習室が有効利用されていることがわかる。また，情報処理実習室については，情報工学科の学

生を中心に第１演習室・第３演習室以上の稼働率で時間外利用が行われている。プログラミング

コンテストへの参加チームは，主として情報処理実習室を利用した開発を行っており，授業以外

での利用においても着実な実績をあげているものと推測できる。 

施設や設備について，現時点では問題は生じていないが，老朽化や技術の進歩などに計画的に

対応していく必要がある。 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 情報ネットワークの整備状況 

① キャンパスLANの状況 

本校キャンパスLAN構成図（資料８－１－②－１）に示すとおり，幹線をGigabitEthernetと

し，支線をFastEthernetというネットワーク構成とした。体育館など一部利用できない建屋が

あるものの，校内の全ての教室，教員室，実験室，事務室をカバーしている。また，学生寮の
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４～７号館の各居室にもネットワークコンセントを設置するなど，学生に対するサービスにつ

いても配慮したネットワーク構成としている。 

② インターネット回線の状況 

本校ネットワーク外部回線構成図（資料８－１－②－２）示すとおり，平成17年７月１日よ

り，SuperSINET広島大学ノードへ50Mbpsの回線速度での接続とした。SuperSINET故障時には，

4Mbpsで民間プロバイダ回線への迂回が可能なネットワーク構成としている。また，インター

ネット回線の他に，最大50MbpsでSuperCSI（中国四国インターネット協議会）の加盟組織との

間で遠隔授業，遠隔講演，ネットワーク実験等が可能となっている。さらに，JGN2（情報通信

研究機構が全国に設置している実験・研究用ギガビットネットワーク）経由での遠隔授業，遠

隔講演，ネットワーク実験も同じく最大50Mbpsで利用可能となっている。 

(2) ネットワーク管理スタッフ 

現在，メディア教育センター内の情報ネットワーク委員会でネットワーク管理を行っている。

現時点で，情報ネットワーク委員会は教員４名，技術職員２名，事務職員１名の合計７名の構成

となっている。 

(3) 情報ネットワークのセキュリティ 

本校では，資料（資料８－１－②－３）のように，キャンパスLAN～インターネット間にファイ

アウォールを設置している。このファイアウォール上では，Opengateというネットワーク認証シ

ステムを導入しており，インターネット上で松江高専の校内ユーザが反社会的な活動を行うのを

抑制している。 

インターネットサーバについては，ファイアウォール外（非武装地帯：DMZ）に設置した。した

がって，校内ユーザのアカウントが登録されたサーバ類がインターネット上から直接見えないよ

うになっている。また，サーバOSとして評価の高いFreeBSDを全面的に採用し，不要なネットワー

クアプリケーションを動作させていないのはもちろん，セキュリティパッチを随時適用したセキ

ュリティ管理を行っている。侵入検知システムも完備しており，インターネット上で悪意を持っ

たユーザ（クラッカー）からの攻撃の影響を最小限に食い止めるシステム構成としている。また，

ファイアウォール上では校内ユーザのインターネット上での活動を逐一記録している。さらに，

学生が成績管理ファイルなど不適切な情報にアクセスできないようなしくみを提供している。 

ネットワーク認証システムの導入時に導入に対する学生･教職員アンケートを行った。（資料８

－１－②－４） 

(4) 教育内容・方法，学生のニーズとの対応 

本校では，インターネットを活用した教育を広く行っている。 

① 教育・研究についての情報収集・共有・交換 

② 高専間，高専と大学間での遠隔授業・遠隔講演，遠隔ゼミ，遠隔特別研究発表会，e-learning な

ど 

③ ネットワークについての教育・研究活動 

④ 就職，進学情報の取得 

といった目的から，インターネットを利用する上での情報モラルについても実際に体験可能な

場として活用している。 ネチケットや情報倫理については第１学年の「情報基礎」において２時

間，第５学年における技術者倫理（技術論）において４時間程度教育を行っている。 

(5) 情報ネットワークの有効利用 
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インターネット回線については，校舎のみならず寮からも積極的に利用が行われている。 

資料（資料８－１－②－５）に本校のファイアウォールを通過するパケット流量を，資料（資

料８－１－②－６）に本校寮内ネットワークからキャンパスLANに流れるパケット流量を示す。イ

ンターネットが勤務時間帯，授業時間帯で有効に活用されていることがわかる。また，寮からの

トラフィックは４Mbpsに制限されていることが資料によりわかる。さらに，平成16年度に行った

遠隔授業実験についての新聞記事を示し，（資料８－１－②－７）授業アンケートの質問項目及び

結果を示す。（資料８－１－②－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８－１－②－１ 

キャンパス LAN 構成図 

                       （出典 メディア教育センター） 
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資料８－１－②－３ 

ファイアウォール構成 

Opengate
（ ） ファイアウォール  

校内LAN

認証サーバ
（ ） POPサーバ  

DMZ
（ ， ） WWWサーバ  DNS等  

PC端末群

イ ン タ ー ネ ッ ト

W ebブ ラ ウ ザ に よ る ユ ー ザ 認 証

 

                 （出典 メディア教育センター） 

資料８－１－②－２ 

ネットワーク外部回線構成図 

 

                        （出典 メディア教育センター） 
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資料８－１－②－４ 

質問事項 

１ ネチケットをどこで学んだか 

選択肢 「授業」，「著作権法について開いた全校集会」，「直野寮で配布したネチケット資

料」，「独学」，「意識したことがない」，「その他」 

２ ネットワーク認証システムがユーザのインターネット上での活動をすべて記録していることを

知っていたか 

選択肢 「知っていた」，「知らなかった」 

３ ネットワーク認証システムが，松江高専の中から行われる違法行為を防ぐ効果があるか 

の３点である。 

選択肢 「大変効果がある」～「効果はない」，「よくわからない」の５つ 

サンプル数 

 教員 30 名  学生 430 名（２年以上） 

 

質問事項３の結果（教員）            質問事項３の結果（学生） 

大変効果
がある

42%

まずまず
効果があ

る

36%

やや効果
がある

11%

効果はな
い

0%

よくわから
ない

11%

 

大変効果
がある

9%

まずまず
効果があ

る

26%

やや効果
がある

21%

効果はな
い

15%

よくわから
ない

29%

 

 

 

                       （出典 メディア教育センター） 
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資料８－１－②－５ 

ファイアウォール上のトラフィック情報 

 

 

                       （出典 メディア教育センター） 
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資料８－１－２－６ 

寮内 LAN～キャンパス LAN 間のトラフィック情報 

 

 

                      （出典 メディア教育センター） 
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資料８－１－②－７ 

 遠隔授業実験報道記事 山陰中央新報（2004 年 12 月 27 日（月）朝刊） 

 

 

遠隔授業実験報道記事 朝日新聞（2004 年 12 月 27 日（月）朝刊） 

 

 

                        （出典 山陰中央新報，朝日新聞） 
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資料８－１－②－８ Ａ 

ネットワーク技術遠隔授業実験アンケート 

メディア教育センター

１ 音声について 

（１）相手側の講師の音声は聞き取りやすかったですか？ 

 ５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

（２）音声のずれは気になりましたか？ 

５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

２ 画像品質について 

（３）相手側の講師の画像は見やすかったですか？ 

５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

（４）相手側の講師の画像は滑らかでしたか？ 

５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

（５）資料（パワーポイント）は見やすかったですか？ 

５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

（６）Polycom 社の機器と HDTV 相当の伝送の画質の違いがわかりましたか？ 

５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

３ 遠隔講義で行なった授業内容について 

（７）遠隔授業で扱った授業内容について自由に記述して下さい． 

４ 遠隔授業の形態について 

（８）通常の対面授業と比較して，質問しやすいと感じますか？ 

５ とてもそう思う ４ そう思う ３ どちらでもない ２ あまりそう思わない １ 全くそう思わない 

（９）今回の遠隔授業について改善すべき点があれば自由に記述して下さい． 

（10）他大学，他高専で行なわれている特殊な授業（松江高専では開講されていない授業）を遠隔授 

業で受講することについてどう思いますか？（○印をつける） 

・そのような機会を設けてほしい 

・興味がある授業であれば受講してみたい 

・必要性を感じない 

・受けてみたい授業があれば記入して下さい（              ） 

（11）今回の遠隔授業についての試みに対する感想を自由に書いてください。 
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資料８－１－②－８ Ｂ 

（１）相手側の音声は聞き取りやすかったです
か？全くそう思

わない

あまりそう
思わない

どちらでも
ない

そう思う

とてもそう
思う

（３）相手側の講師の画質は見やすかったで
すか？全くそう思

わない

あまりそう
思わない

どちらでも
ない

そう思う

とてもそう
思う

（４）相手側の講師の画質は滑らかでしたか？全くそう思
わない

あまりそう
思わない

どちらでも
ない

そう思う

とてもそう
思う

（５）資料（パワーポイント）は見やすかったで
すか？

全くそう思
わない
あまりそう
思わないどちらでも

ない

そう思う

とてもそう
思う

（６）Plycom社の機器とHDTV相当の伝送の画
質の違いがわかりましたか？

全くそう思
わない

あまりそう
思わない

どちらでも
ない

そう思う

とてもそう
思う

（８）通常の対面授業に比べて質問しやすいと
感じますか？

全くそう思
わない

あまりそう
思わない

どちらでも
ない

そう思う

とてもそう
思う

（１0）他大学，他高専で行なわれている特
殊な授業を遠隔授業で受講することについ

てどう思いますか？

そのよう
な機会を
設けてほ

しい

興味があ
る授業で
あれば受
けてみた

い

必要性を
感じない

受けてみ
たい授業

（２）音声のずれは気になりましたか？

全くそう思
わない

あまりそう
思わない

どちらでも
ない

そう思う

とてもそう
思う

 



松江工業高等専門学校 基準８ 

- 272 - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 情報ネットワークの整備状況 

① キャンパスLANの状況 

現時点で，最速とは言えないものの平均的なネットワーク構成となっている。一部ネットワ

ークが利用できない建屋については，今後何らかの形で整備を検討したい。現時点ではとくに

学生や教職員からも要望は寄せられておらず，ほぼ満足のいく運用ができているものと考える。 

② インターネット回線の状況 

従来のインターネット回線（11Mbps）に比べ，通信速度の上でかなりの改善が図られた。ま

た，インターネットの利用のみならず，遠隔授業，遠隔講演，マルチメディアコンテンツ送信，

ネットワーク実験の目的を達成するために，充分な帯域を確保している。本校では全国高専の

中でも屈指のインターネット（外部ネットワーク回線）環境を確保しつつ，コストは30％以上

もの節約を達成した。 

(2) ネットワーク管理スタッフ 

ネットワーク管理は，教員２名，技術職員２名の合計４名で行っている。いずれもインターネ

ット上で実用に耐えるサーバを自力で構築・管理・運用が可能な教職員であり，適材適所への教

員配置を行っている。 

(3) 情報ネットワークのセキュリティ 

情報ネットワークのセキュリティ対策はほぼ完全に達成されている。ネットワーク認証システ

資料８－１－②－８ Ｃ 

 設問 11 の結果 

・思っていた以上に滑らかで驚いた（６）  

・初めてのことでおもしろかった（３） 

・専門分野の第一人者の講話を受けることができるとすばらしい 

・パワーポイントの資料はもう少しわかりやすくしてほしい 

・博士課程の学生さんの話しが詳しくてすごかった 

・マウスカーソルが追いにくかった 

・いろいろなことに活用できるとおもしろい 

・川上さんが照れすぎ 

・遠隔合唱などクオリティが高く驚いた 

・合唱を行なう意味がわかない．TV 中継との違いは？ 

・遠隔授業で用いられるソフトについて 

・コミュニケーションがとれそう  

・内容が難しくて理解できなかった 

・月食等地域に密着した内容も多く良かった。 

・普段の授業とは違って新鮮だった 

・ インフラが発達するまで待てない．日常的に遠隔授業が受けられるようになれば良い 

                  （出典 メディア教育センター 学生アンケート 報告） 
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ムの導入に対するアンケートの結果から，何らかの効果を認めている人数の割合を比較してみる

と，教員側は90％を超える割合で効果があると判断している。一方，学生は56％程度にとどまっ

た。これは，アンケートでも指摘されたファイアウォール上での設定上の問題と考えられたため，

アンケート直後に，ネットワーク認証に関してシステムの修正を行った。 

導入しているネットワーク認証システムは校内ユーザのインターネット利用についてモラルハ

ザードを防止する効果があるものと考える。 

(4) 教育内容・方法，学生のニーズとの対応 

教育内容・方法，学生のニーズとの対応については，教育上の不都合は発生していない。また，

（５）の分析結果でも示したように，H16年度には遠隔授業実験を行い，学生から概ね好評となる

結果を得た。 

(5) 情報ネットワークの有効利用 

資料８－１－②－５に本校のファイアウォールを通過するパケット流量を，資料８－１－②－

６に寮内ネットワークからキャンパスLANに流れるパケット流量を示す。インターネットが勤務時

間帯，授業時間帯で有効に活用されていることがわかる。また，寮からのトラフィックは４Mbps

に制限されていることがわかる。 

さらに，資料８－１―②－７に平成16年度に行った遠隔授業実験についての新聞記事を示し，

資料８－１―②－８に授業アンケート結果を示す。この結果から，情報ネットワークが正規の授

業のみならず，遠隔授業などの先端的な利用においても有効に活用されていることがわかる。 
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

図書館の状況について。蔵書冊数は平成 17 年度当初で約 6 万４千冊である。これは教員の研究室に

置いてある図書を含んだ数字である。分類ごとの内訳は資料の通りである。（資料８－２－①－１） 

また購入している学術雑誌は平成 17 年度で約 50 種類である（資料８-2-①-2）。また研究紀要等は

386 種類が登録されている。外国雑誌は３種類である。（資料８－２－①－２） 

視聴覚資料については，ビデオ 391，ＤＶＤ 135 があり，ビデオ用 3 台，ＤＶＤ用 4 台の再生機が

図書館に設置してあり，開館中の視聴が可能である。（資料８－２－①－３） 

利用状況については，年間 245 日の開館で入館者数は約６万５千人，１日あたりの入館者数は 265

人である。貸出冊数は年間約 6000 冊，そのうち自然科学・工学が 38％を占めている。（資料８－２

－①－４） 

学内のパソコンからは図書館ホームページ上の検索システムが利用でき，書名・著者名等での検索

が可能である。図書館内にも検索用のパソコンが４台設置されている。 

資料８－２－①－１ 

蔵書冊数                             平成 17 年４月１日現在 

区 分 総記 哲学 歴史 
社会

科学

自然

科学
工学 産業 芸術 語学 文学 計 

和書 5482 1698 3880 3656 11560 19702 396 1554 1939 9021 58888

洋書 207 38 50 89 2473 1055 1 40 711 570 5234
図書の

冊数 
計 5689 1736 3930 3745 14033 20757 397 1594 2650 9591 64122

分類別割合

（％） 
8.9 2.7 6.1 5.8 21.9 32.4 0.6 2.5 4.1 15.0 100

 

利用状況                                平成 16 年度 

入館者

数 

開館

日数 
貸出図書数（冊） 

（人） （日） 総記 哲学 歴史 
社会

科学 

自然

科学 
工学 産業 芸術 語学 文学 計 

65333 245 475 170 64 199 505 1792 6 128 104 2594 6037

分類別割合

（％） 
7.9 2.8 1.1 3.3 8.4 29.7 0.1 2.1 1.7 43.0 100

                        （出典 図書委員会） 
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（分析結果とその根拠理由） 

自然科学・工学関係の図書は約３万４千冊で，蔵書全体の 54％を占めている。高専の蔵書数として

数字的には十分に整備されているといえる。 

利用状況については，過去数年間で利用者数・貸出者数とも増加しており，有効に活用されている

といえる。ただし，自然科学・工学関係図書の蔵書数割合 54％に対し，貸出冊数の割合は 38％と低く

なっているが，これはこうした図書に発行年次の古いものが含まれているためと考えられる。特に工

学系の専門書は寿命が短く，数年で古くなってしまうため，貸出需要に答えられないと考えられる。 

資料８－２－①－２ 

（平成 16 年度） 

蔵書冊数 64122 冊 うち洋書 5234 冊

総数 441 種 うち外国語 60 種

総数 1182 冊 うち洋書 96 冊

    うち購入数 1037 冊

受入数合計 230 種 うち購入数 69 種

受入数合計 7 種 うち購入数 4 種

    うち外国語 0 種

                         （出典 図書委員会） 

資料８－２－①－３ 

視聴覚資料等 （平成 16 年度） 

  ビデオ ＤＶＤ ＣＤ その他 

所蔵数 391 135 0 0

年間受入数 3 47 0 0

館内視聴用再

生機の台数 
7 4 0 0

                        （出典 図書委員会） 

資料８－２－①－４ 

図書館利用者数･貸出図書数の推移 

年 度 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ 

入館者数（人） 61290 49055 48370 66290 65333

貸出冊数（冊） 3195 2388 3397 3893 6037

                        （出典 図書委員会） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

各施設が基準に基づき整備及び管理されている。実験室の共同利用，あるいは，集合教員室を設け

るなど，限られた施設が有効に活用されている。情報ネットワークは，校内の全ての教室，教員室，

実験室，事務室から利用できるよう整備されて，活用されている。また，セキュリティ管理も適切に

行われている。図書館は利用者数・貸出者数とも増加しており，有効に活用されている。 

 

（改善を要する点） 

ネットワーク管理を行っている情報ネットワーク委員会の構成員は，いずれも専任ではない。その

ため，予期せぬネットワーク障害の発生時には担当者へ大きな負担が生じている状況にあり，今後の

対策が必要である。また，図書館については，発注した図書を図書館や研究室に実際に配備するまで

の時間短縮の要望がある。図書検索システムの改良も含めて，教育研究への一層のサービス向上に努

めていく必要がある。また，設備の老朽化や機器の技術的な進歩は避けられず，常に現状を把握しつ

つ，将来計画を実施していかなければならない。  

 

（３）基準８の自己評価の概要 

本校の施設概要は，高等専門学校設置基準において必須とする校地･校舎や施設･設備について整備

及び管理されている。整備計画等については，「施設長期計画書」に基づいて継続的に整備されている。

また，施設･設備の有効利用状況や安全性などについては，「施設管理委員会規則」，「施設の有効利用

に関する規則」及び「安全管理委員会規則」に基づいて日常的に点検している。施設や設備について，

現時点では問題は生じていないが，今後設備の老朽化は避けられず，将来の発展および現状を見極め

つつ，計画の確実な実行が望まれる。 

全校的共通実験室，実験室の共同利用，あるいは，集合教員室を設けるなど各施設の有効利用率（稼

動率）は高く，有効に活用されている。また，学生への施設･設備満足度アンケート結果から，不満足

率はバラつきがあるものの概ね満足している状況が読み取れる。 

情報ネットワークは，体育館など一部利用できない建屋があるものの，校内の全ての教室，教員室，

実験室，事務室をカバーしている。また，学生寮の４～７号館の各居室にもネットワークコンセント

を設置するなど，学生に対するサービスについても配慮したネットワーク構成としている。ネットワ

ーク管理については，メディア教育センター内の情報ネットワーク委員会で効率的な運用がなされて

いる。ファイアウォール上では，ネットワーク認証システムを導入し，セキュリティ管理を行ってい

る。さらに，教職員が利用するサーバと学生が利用するサーバを完全分離し，不適切な情報にアクセ

スできないようなしくみを提供している。第１学年や第５学年における授業で情報倫理教育も行って

いる。 

図書館には自然科学・工学関係の図書を中心に教育研究上必要な資料が整備され，過去数年間は利

用者数・貸出者数とも増加しており，有効に活用されているといえる。発注図書の処理システムの見

直しや図書検索システムの改善をしつつ，維持拡大に努めている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

学生の成績の管理は全て，学生課教務係で収集保管されている。教育活動の実態を示すデータや

資料は，「教育課程並びに学業成績評価に関する手引き（教員用）」，「JABEE関連申合せ事項

（第三者評価含む）」及び「試験答案等の 「エビデンス保管法」」に教員間の申合せとして規定

されている。（前掲 資料５－３－①－２） 

JABEEに関する資料保管は基本的に紙ベースで保管し，認証評価関係の資料は電子ファイルで保

管している。各教科で以下の内容の資料を保管している。 

（１）教科書，配布資料，実験指導書 

（２）シラバス 

（３）最終成績 

（４）成績評価詳細 

（５）模範解答 

（６）定期試験答案（全答案） 

（７）実験実習，卒業研究，特別研究レポート 

（８）特別研究コンタクトタイム表 

（９）小テスト等（成績評価の20％を超える場合） 

（10）作品等 

（11）その他 

（12）授業評価 

JABEE関係資料は，１棟２階のISO・JABEE資料室に保管されている。また，認証評価関係の資料

は，学生課教務係のコンピュータに保管されている。（資料９－１－①－１） 

成績評価については，「学業成績評価並びに課程修了及び卒業の認定等に関する規則」（前掲 

資料５－１－②－１）に基づき，授業担当教員が責任をもって行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－①－１      ファイル名のつけ方 

   （出典 学生課 作成資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積され，評価を適切

に実施できる体制が整備されている。特に，平成 16，17 年度については，全ての成績評価データ

が電子ファイルまたは資料（紙）で管理保管されている。 

 

観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反

映されているか。 

（観点に係る状況） 

平成16年度卒業予定者に対しては平成17年２月に，平成17年度卒業予定者に対しては平成18年２

月に満足度アンケートを実施した。内容は時系列による調査が必要であることから同内容とした。

平成18年２月の調査は，観点６－１－④で述べているので本観点では平成17年２月に実施した結果

を述べる。（資料９－１－②－１ Ａ～Ｄ） 

結果は，一般科目講義では，73％が満足，専門科の授業では，66％が満足，専門科実験実習では

83％が満足している。卒業研究ついては82％が満足している。施設，設備面では，約7割が満足し

ている。JABEE関係については，70％が関心を持っていることがわかる。総合して満足度を平均し

てみると73％が満足していることになる。改善点についての意見についても，可能な点について改

善を行う必要がある。 

問１：一般科目の授業（講義形式）に満足・・・・・・・・・73％が満足 

意見・要望 英語教育の充実，合同講義の問題等など 

問2：一般科実技科目（物理・化学，体育等）に満足・・・・70％が満足 

意見・要望 実験が少ない，５年体育の授業の開講希望など 

問3：専門科目の授業（講義形式）に満足・・・・・・・・・66％が満足 

意見・要望 開設科目増の希望，授業改善など 

問4：専門科実験実習（講義形式）に満足・・・・・・・・・83％が満足 

意見・要望 授業改善，卒研に集中したいなど 

問5：卒業研究に満足・・・・・・・・・・・・・・・・・・82％が満足 

意見・要望 指導教員の指導に問題など 

問6：本校の施設（建物等）に満足・・・・・・・・・・・・65％が満足 

意見・要望 改修部分以外の部分の改修要望など 

問7：本校の設備（機器等）に満足・・・・・・・・・・・・71％が満足 

意見・要望 冷暖房設備の運用についての改善など    

                            （平均72.8%） 
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資料９－１－②－１ Ａ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－②－１ Ｂ 

（出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－②－１ Ｃ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－②－１ Ｄ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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（分析結果とその根拠理由） 

平成16年度卒業者に対する満足度結果と平成17年度卒業者に対する満足度結果を比較してみると 

                          平成16年度    平成17年度 

･ 一般科目の授業（講義形式）に満足         73％       94％ 

･ 一般科目の実技科目（物理･化学，体育等）に満足   70％       91％ 

･ 専門科目の授業（講義形式）に満足         66％       95％ 

･ 専門科目の実験実習に満足             83％       95％ 

･ 卒業研究に満足                  82％       94％ 

となっている。アンケートでは，不満足の具体的意見も調査しており問題点については，更に改

善に繋げていく必要がある。 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 卒業生アンケート 

卒業生アンケートについては，観点６－１－５で述べているので，本観点では「本校の教育目

標」以外の部分について述べる。（資料９－１－③－１） 

本校で受講した授業内容について以下の授業科目の授業時間が，十分に確保されていたかについ

て結果を報告する。 

① 数学・自然科学系の講義，専門の講義，専門の実験実習が確保されていた・・87％ 

② 人文科学，社会科学系の講義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72％ 

③ 情報処理系処理やコンピュータの基礎知識に関する科目・・・・・・・・・・59％ 

④ 創造的な問題解決能力の育成に関する科目（卒業研究含む）・・・・・・・・58％ 

⑤ 卒業研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84％ 

⑥ 日本語による記述力・口頭発表能力に関する科目，語学教育・・・・・・・・45％ 

⑦ 倫理，経済，安全に関する系統的学習・・・・・・・・・・・・・・・・・・56％ 

⑧ 校外実習経験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67％ 

⑨ 松江高専の授業内容を社会的な水準に照らして，十分だったと思われますか。 

  十分であったという回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82％ 

以上の欠課，発表能力，語学に授業時間が不足しているとの認識が卒業生にある。 

(2) 就職先アンケート 

就職先アンケートについては，観点６－１－５で述べているので，本観点では就職先企業等の意

見について述べる。（資料９－１－③－２） 
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○ 資料９－１－③－１ Ａ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－③－１ Ｂ 

（出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－③－１ Ｃ 

（出典 卒業生アンケート 報告） 



松江工業高等専門学校 基準９ 

- 287 - 

資料９－１－③－２ Ａ 

「高等教育機関としての高専の存在意義，将来あるべき姿等について」の自由記述（本科） 

申し訳ございませんが，貴校より当社へ入社された方については，在籍期間が１ヶ月程度であった為，特に彼個人

の評価を致しかねます。未記入の項目がありますが御了承ください。 

研究・学問的な技術習得に固執するのではなく，より実用・実益的な技術を習得する場であってほしい。 

４大より２年若い，専門的な教育がなされている。 

実践的知識を持った人材を送り出してほしい。 

“ものづくり”の原点となる工学的な知識の習得を望む。 

日本のスペシャリストたるエンジニアを育成する為，もっと自然科学の基礎をしっかりと教育していただきたい。

「水素を酸化するとどうなる？」といった質問の意を解さないなど，一言でいえばものを知らない学生（新卒者）が

増えています。ゆとり教育とは一線を画し，向上心のある人物を育ててください。 

今回の調査対象者は，既に退職しているため回答できかねます。 

「TOEIC」は，高専 500，大学 600，文系 700以上必要。「情報処理技術」は，PCレベルと思う。使えることはMUST

→ｴﾝﾄﾘｰで確認できる。（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 

即戦力を求めやすい傾向があるが，先を見た基礎力と創造力及び挑戦する心が大切と感じます。即戦力だけに求め

ていては，個性や特性が欠ける。島根の若い力を生かし活かして欲しい。 

専門基礎知識・技術をしっかり修得し，実務応用への発展力を身に付けてください。 

入社後，専門知識を身に付ける上で土台となる基礎学力，現場で欠かせないコミュニケーション能力，そして向上

心をしっかりと養える教育をよろしくお願い致します。 

資質の高い若い生徒に，就業の意識を高められることも重要かと考えます。当社では高専生を高く評価しており，

企業の人材として，より人間性のあるプロアクティブな人材を求めます。貴校からは毎年採用させて頂きたく考えて

おります。 

技術の分野においては，他学歴卒者よりも秀で，自信を持った卒業生を社会へ送り出して頂きたいです。 

機械，電気等専門分野の基礎知識・学力の向上を期待します。 

今までは採用にあたり「英語」の能力を特段考慮しておりませんでしたが，今後は考慮しなければならない環境に

なって来ています。外資（ドイツ）100％の当社においては，国際間コミュニケーションは英語が共通語となってお

り，特に研究・技術部門業務従事者は英語でコミュニケーションができること，英語の読解力，英語文章力が必須条

件となってきています。採用した人の中から選抜して，入社後，英語Trainingをしていただいておりますが，入社時

にTOEIC 500点以上あればTOEIC 650点（当社が求めるTOEIC最低ライン）へより早く到達することができるものと考え

ております。 

最新のスキルを身につけ社会に出て即戦力として活躍できる人材を育成していただきたい。 

専門分野に特化することも重要ですが，「松江」に限らず基礎的な教養なくしては，せっかくの専門分野が死んで

しまいかねません。ぜひ，総合的な人材育成を目指してください。 

平成17年６月30日付け依願退職のため，未記入の項目があります。 

地域経済の発展に寄与できる人材の育成 
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資料９－１－③－２ Ｂ 

やや理屈・理論が先行しがち，早く企業文化にとけ込み協調性を発揮することが望ましい。但し，大企業の研究開

発等に従事する場合はこの限りでない。 

平成１８年４月の採用については，残念ながら貴校卒業予定者はいらっしゃいませんが，引き続き専門分野に強み

を持ち，かつ幅広に視野を持たれる人材の採用を行っていきたいと考えております。今後の採用についても，ご理解

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

環境を向上させるシステム等の専門知識を習得する教育 

コミュニケーション能力，応対マナーなどのスキルｕｐを望みます。 

４年生大学と比べ技術系の基礎の単位が多く，実践向きであり満足している。但し，輸出立国を担う若者として英

語力にもう少し力を注いだ教育を望みます。 

独法化スタートより高専では様々な活動，取組みにより自校の差別化をされています。その一端が進学校化，最近

良く耳にする機会があります。少子化が現実に直面しているこの時期，難しい局面だと思います。そんな中弊社は，

高専の学生の採用に関しては最優先で採りたいと考えています。進学・就職と進路は違いますが送り出す学校側は，

学生に勉強であれば知識で，又就職で仕事に就く人には働く事により社会に貢献しているという喜びを“感じる人”

にして送り出してほしいと願います。 

「学んで，創れる，エンジニア」良いと思います。 

中央都市，大企業への就職を求める学生は相当の自己向上心があり，又訓練も受ける。地元就職希望者には甘え

と，自己革新力，努力姿勢に不十分な学生が多見されると想像する。 

大学に行く人よりも早い段階から専門知識が身につけられる場であるので，その柔軟な発想力を生かすような教育

環境を形成していただければと思います。 

中学卒業時より将来の職業ジャンル選択を迫られる優秀な人材が結集している所が高専の特色と思います。つまり

自己適正判断が早く向上心の高い学生が集まっていると思います。技術革新が早く，技術修得スピードを要求する企

業においては，最適の人材と考えます。産業への適正導入を進める為，インターンシップ複数年度も考慮されてはい

かがでしょうか。 

エンジニアとして，求められる要求項目を期間内に結果が出せる様にする事。及び自分の意見を常に持ち（含む予

測）理論に基づく考え方が出来る事の教育を望みます。採用にあたり「英語」の能力を考慮しているが，「TOEIC」の

点数については現時点では絶対的な基準ではなく受験者間での相対的な比較要素としてみています。 

工業高校よりも２～３歩上等の位置付けと認識している。たまたま当社入社者が悪かったか？地元中小企業にも優

秀な学生を送り出してもらいたい。 

情報処理の資格を持つか持たないかが，今，技術力判断の目安とされているので，資格取得に力を入れていただき

たい。ｵﾗｸﾙ，UNIX，JAVA等のスペシャリストを育てる方向づけも必要ではないかと思われる。 

専門的かつ，より実践的な教育が行える教育機関であってほしい。 

島根県内に限っては，大学の工学部（電子制御システム工学科，材料プロセス工学科（機械設計））が比較的近年

開設された後発組なので，技術の円熟度の高い高専に期待する所が大きい。ロボットコンテストでの優秀な成績に代

表されるような何かの頂点を極め，オリジナリティ溢れる発想を持ち，具体化できる学生を輩出してほしい。 

近年は専門学校が台頭してきており，高専ならではの特徴をもった学生の輩出が必要だと思います。基礎学力を持

ち得ながら自ら考え，行動できるような人材を求めています。 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 卒業生アンケート 

学外関係者として卒業（修了）生の意見調査がアンケートの形で実施されている。「松江高専の

授業内容を社会的な水準に照らして，十分だったと思われますか」の問いについては，アンケート

調査を行った82％の卒業生が肯定している。ただし，発表能力，語学に授業時間が不足していると

の認識が卒業生にあることが判明した。カリキュラム内容教育の状況に関する自己点検・評価にフ

ィードバック（改善）については，現在進行中である。 

その他，後輩へのアドバイス，教員への要望なども調査した。今後の改善に生かして行きたい。 

 

 

資料９－１－③－２ Ｃ 

全国共通科目のレベルアップは当然必要と思うが，地域に密着した技術の開発（例えば島根なら自然と共存できる

産業の開発）等を目指してほしい。 

高い技術の知識を修得できること。並びに，枠にとらわれることなく幅広い視点を持ち，何事にも積極的に取り組

める意欲を持った人材を育成していただけること。又，コミュニケーション能力も様々な学生生活での経験を通じて

高めていただける機関として期待しています。 

採用にあたり「英語」能力は，余り考慮していないが教育科目には必要である。５年間の一貫教育により学生の技

術に対する意識は高いものがあり，意欲をもって取り組んでいます。又，社会への適応能力に秀れていますので技術

力を徐々に発揮してくれるものと成長と活躍を期待しています。 

５年間の一貫教育で平均した教養，技術力を身につけコミュニケーションの高い人に育てていただきたい。 

「学んで，創れる，エンジニア」に共感致します。そのためにも，リビングやＰＣ，ＴＶ画面を越えた広い視野を

提供することで，学生諸君の職業観を豊かに育てていただきたいと思います。 

 

「高等教育機関としての高専の存在意義，将来あるべき姿等について」の自由記述（専攻科） 

日本企業の採用が従前の新規学卒一括採用システムから多様な採用形態に移行しつつあります。この中で企業の人

事制度は，人中心から仕事中心に変わってくることでしょう。今まで以上に即戦力が求められる時代になります。で

すから，きめ細かい技術教育に長け，そのノウハウを持っている高専に対する期待は益々高まると思います。課題と

しては，企業がグローバル化のスピードを速めていますので，海外の教育機関に負けないレベルにまで向上・維持し

ていくことだと考えます。 

高専に進む学生はハッキリとした目標意識を持って取組み企業に就職後，短期間の教育で戦力になっております。

弊社にも多数の高専卒が入社しており貴重な人材に育っております。今後も多くの優秀な人材を育てる機関として期

待します。 

向上意欲が旺盛で自立心が高い学生の育成をよろしくお願いします。 

専門性，実技の高い教育機関として地元に根付いた学校を望む。 

全国共通科目のレベルアップは当然必要と思うが，地域に密着した技術の開発（例えば島根なら自然と共存できる

産業の開発）等を目指してほしい。 

  （出典 卒業生アンケート 報告） 
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(2) 就職先アンケート 

採用にあたり英語能力，情報処理技術能力を考慮する事業所が増えつつあることが自由意見から

考察される。 

Ⅴの重要項目からコミュニケーション能力の重要性を，Ⅷの情報処理技術能力の考慮具合から情

報処理技術能力の重要性をそれぞれ指摘されていること。並びに卒業生アンケートから語学教育及

びコンピュータ基礎知識の授業時間が不十分であると指摘されていることから語学教育及び情報処

理教育の改善が今後必要であると思われる。専攻科修了生を採用していただいた事業所の勤務成績

評価満足度は，78.6％であった。改善が必要と思慮される事項は本科卒業生と同様である。 

これらの状況から，本校ではTOEICの受験を学校行事として取り入れ，得点により特別学修とし

て単位認定を行っている。また，情報処理技術者試験を始め各種資格試験もまた特別学修として単

位認定を行うことで学生の学習意欲の向上と共に，社会からの要請を教育へ反映させている。 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けら

れるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策

が講じられているか。 

（観点に係る状況） 

本校では各種の評価を，教育の計画，実践，評価，改善（Plan/Do/Check/Action）について組織

的に支援する教育点検システム（以下「ＰＤＣＡ」という。）を整備し，各種委員会が連携して実

行に移している。（資料９－１－④－１）（資料９－１－④－２） 

教員の教育に関する評価は，学生による評価と教員相互による評価，教員による自己評価の三つ

の方法で行っている。それらの評価を総合して，国専協に表彰教員を推薦している。 

学生による評価は，「教育に熱心な先生」「分かりやすく教えてくれる先生」「勉強の意義を良

く教えてくれる先生」「人生に夢を抱かせてくれる先生」「部・サークルの指導，生活指導に熱心

な先生」の観点から，すべての学生が一般科目および他学科の教員５名以内，自分の所属学科の教

員３名以内をあげるものであり，平成 15 年度より実施している。 

教員相互による評価は，各教員が「教育に熱心な教員」を１名挙げるものであり，平成 15 年度

より実施している。 

教員による自己評価は，評価項目に従って記入し得点を書き込むものである。 

なお，平成 17 年度より「年間職務の自己評価」としてより総合的，客観的に評価できるように

様式が整えられた。 

学習･教育目標の設定，学習・教育目標達成度の評価方法・評価基準等の適切さに対する社会の

要求については，専攻科修了生や準学士課程卒業生に対するアンケート（平成 16，17 年度に実

施）並びに企業に対するアンケート（平成 17 年に実施）により点検している。 

また，運営評議会（平成 17 年３月開催），松江工業高等専門学校と地域産業界等が技術交流等

を深めることにより，地域産業と文化，並びに松江高専の教育・研究の発展に寄与することを目的

に設立された松江テクノフォーラム，学生の保護者で構成される後援会，準学士課程卒業生及び専

攻科修了生で構成される同窓会からは，各総会等を通じてさまざまな意見を取り入れている。 
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資料９－１－④－１ Ａ 

 

 

                        （出典 ＦＤ委員会，OECD 高等政策レビュー説明資料） 
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資料９－１－④－２ Ａ 

 

資料９－１－④－１ Ｂ 

 
社会（産業界，卒業生 他） 

教育目的･目標･水準の設定（Pｌａｎ) 

教育方法･評価方法の設定（Ｐｌａｎ） 

改善（Ａｃｔｉｏ

）

教育の実施（Ｄｏ） 

教育点検･目標達成評価（Ｃｈｅｃｋ） 
 

                      （出典 ＦＤ委員会） 
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（分析結果とその根拠理由） 

評価結果を教育の質の向上，改善に結び付けるシステムが整備されている。教育課程の改善を進

めるとともに，教員個々の技術力の向上も進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－④－２ Ｂ 

 

                       （出典 教員連絡会 配付資料） 



松江工業高等専門学校 基準９ 

- 294 - 

観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 授業アンケート 

平成 12 年度より学生による授業アンケートを実施してきたが，平成 15 年度より授業アンケート

結果に対して，各担当教員が分析および今後の改善策を記入する形式とした。また，平成 17 年度

は授業点検教員がその授業に対するコメントを記入するようにして，より多角的に授業を評価・改

善するようにしている。（資料９－１－⑤－１）（資料９－１－⑤－２） 

(2) 公開授業・保護者参観 

平成 15 年度から授業公開週間を設け，各教員が相互に授業を参観するようにしてきたが，平成

17 年度より各教員がおおむね３年に１回以上公開授業を行うこととし，批評会の実施と報告書の

提出を義務付けた。また，平成 15 年度から年 1 回の保護者参観を実施している。（資料９－１－

⑤－３）（資料９－１－⑤－４） 

(3) ＦＤチェックシート 

平成 16 年度からは１～３年の全授業を対象に，授業時間の遵守，授業の分かりやすさ，板書・

資料の分りやすさ，学生の取り組みを学生（日直）に点検させるＦＤチェックシートを実施してい

る。月間のクラスごとの統計を開示（インナーｗｅｂおよびクラス掲示）しフィードバックしてい

る。平成 17 年度からは，評価の低い項目があった授業すべてについて授業担当の教員にも告知す

ることでフィードバックしている。（資料９－１－⑤－５ 資料５－２－②－２を再掲） 

資料９－１－⑤－1 

 

          （出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－⑤－２ 

 

（出典 ＦＤ委員会） 
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資料９－１－⑤－３ 

         （出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－⑤－４ 

（出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－⑤－５ 

（出典 ＦＤ委員会） 
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（分析結果とその根拠理由） 

学生の要望については，学生による授業アンケートが毎年実施されており，集計結果は各教員に

通知されるとともに，校内web上に公開している。平成17年度からは１～３年の全授業のＦＤチェ

ックシートの評価の低いものは，授業担当の教員に通知しており，授業アンケートよりすばやい軌

道修正が可能となっている。 

 

観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況） 

本校教員の研究活動は調査･研究を主たる目的とする研究のみならず，教育方法の質の改善を目

的とする研究活動にも取り組んでいる。 

教員の研究活動全般の状況については，選択評価事項Ａで詳しく述べるが，各教員の専門分野に

おける研究成果の一部は，準学士課程５学年の卒業研究や専攻科課程の特別研究として実施されて

いるほか，関連分野の講義に生かされている。（資料９－１－⑥－１）学生は研究を通じて専門知

識と周辺知識を高めるとともに論文作成能力やプレゼンテーション能力を高めていく。その結果は，

国際会議や学会口頭発表に成果としてあらわれる。（資料９－１－⑥－２） 

平成18年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進研究実践支援）に応募し，採択された

「ＩＴ活用による教育研究の高度化と国際化 －オープンソースLMSの効果的活用とXHTMLエディタ

開発に関する研究－」は，時間，場所に束縛されず外国語学習ができる教材開発によりTOEICの得

点上昇やアンケートの結果から指摘されているコミュニケーション能力の向上に繋がるものと期待

されている。（資料９－１－⑥－３） 

また，本校においては，ＦＤ委員会及びJABEE委員会からの指示により教員個人データを作成し

ている。このデータ項目の中に「授業担当者としての適正」欄を設け，教員自らが担当授業科目と

して適切であることを具体的な根拠（授業内容に関連した教育実績，研究業績，実務経験，著書，

作品，特許，社会活動などの概要）をあげてその適正さを記述している。本制度から教員自ら研究

業績が教育の質の改善に寄与しているかを自己評価している。 
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資料９－１－⑥－１ Ａ 

        （出典 専攻科 シラバス） 

資料９－１－⑥－１ Ｂ 

（出典 専攻科 シラバス） 

資料９－１－⑥－２ Ａ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｂ 

       （出典 Annual Report 2005）
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資料９－１－⑥－２ Ｅ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｃ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｄ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｆ 

       （出典 Annual Report 2005） 
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資料９－１－⑥－２ Ｇ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｈ 

       （出典 Annual Report 2005）

資料９－１－⑥－２ Ｉ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｊ 

       （出典 Annual Report 2005）
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資料９－１－６－３ Ａ 

 （出典 H18 国際化推進プログラム申請書） 

資料９－１－６－３ Ｂ 

（出典 H18 国際化推進プログラム申請書） 

資料９－１－６－３ Ｃ 

（出典 H18 国際化推進プログラム申請書） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教員個々における専門分野の研究活動，専攻科特別研究における学生を交えた研究活動，外部か

らの依頼による受託研究･共同研究等の研究活動それぞれの研究成果が，本校の教育方法，授業内

容の改善及び新規テーマ創出に繋がっている。 

教員アンケート（前掲 資料１－２－①－７）の質問事項中，「研究活動が教育の質の改善に寄

与していると思いますか。」についての集計結果をみると，49名の回答のうち「思う」と回答した

者38名，「思わない」と回答した者10名，無答者１名となっている。 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校は教員の資質向上を図るとともに，教育改善を審議･実行するために「松江工業高等専門学

校ＦＤ委員会規則」を制定している。（資料９－２－①－１） 

ＦＤ委員会は，ＦＤ活動が円滑かつ体系的に実効あるものとして運用されるように次のような手

順書を定めている。（資料９－２－①－２ Ａ～Ｇ）また，作業のスムーズに実施できるように年

間ＦＤプログラム表を作成している。（資料９－２－①－３） 

（１）授業点検手順書 

（２）授業アンケート実施･集計手順書 

（３）公開授業実施手順書 

（４）成績資料提出手順書 

（５）ＦＤプログラム見直し手順書 

（６）要望･苦情処理手順書 

なお，各授業担当教員は，授業点検教員の点検を受けた試験問題，成績算出根拠資料詳細等の資

料を提出することになっており，厳正で客観的な達成度評価となっている。また，本科ではほとん

どの授業で中間試験が実施されており，全教員が参加する試験成績検討会で達成度の点検がなされ

るシステムとなっている。さらに学科でも当該学科に所属する学生の中間試験の状況を把握するよ

うにしている。 
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資料９－２－①－１ 

松江工業高等専門学校ＦＤ委員会規則 

 

平成１６年６月１日 制  定

平成１８年４月１日 最終改正

 

（目的） 

第 1 条 松江工業高等専門学校の教員の資質向上を図るとともに，教育改善に関する事項を審議する

ため，ＦＤ委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(審議事項) 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 授業改善及び学力向上につながる方策の検討に関すること 

二 シラバス，講義，実験，実習，試験，成績評価の評価，審査，改善に関すること。 

三 ＪＡＢＥＥ認定，外部評価及び第三者評価に際して，前二号の対応に関すること。 

四 学生による授業評価に関すること。 

五 授業公開及び教員相互による授業参観に関すること。 

六 各種研修会に関すること。 

七 その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 教務主事 

二 一般科目及び各学科の代表委員 

三 学生課長 

２ 前項第二号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 

３ 前項の委員に欠員を生じたときの後任者の任期は，前任者の残任の期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長が指名する。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を求めることができ

る。 

 (事務) 

第５条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，副校長（教務主事）が別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１６年６月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１８年６月１日から施行する。 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料９－２－①－２ Ａ 

                         （出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｂ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｃ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｄ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｅ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｆ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｇ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－３ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教育の質の向上や授業改善にとって必要な評価や研修等がＦＤ委員会により計画され実施されて

いる。学生，教員相互，保護者･第三者等の様々な角度から教育に関する評価を定期的に受けてい

る。また，外部講師による特別講演会等も適宜開催し，常に教員としての意識の高揚と啓発，スキ

ルアップのための活動が適切に行われている。 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いているか。 

（観点に係る状況） 

本校においては，ＦＤ委員会が平成14年度後期に組織され，（規則化は平成16年度）平成12年度

から教務委員会が行ってきた学生による授業アンケートの実施とフィードバックを担当することと

なった。また，教員相互による授業参観，保護者対象の授業参観，公開授業等を実施し，授業の改

善･点検システムに繋げてきた。 

平成16年度からは１～３学年の全授業を対象に，授業時間の遵守，授業の分りやすさ，板書･資

料の分りやすさ，学生の取組み状況の各項目を，学生（日直者）に点検させるＦＤチェックシート

を実施し，クラス毎に取り纏めた月間の統計結果を開示しフィードバックしている。平成17年度か

らは，評価の低い項目があった授業全てについて授業担当の教員にも告知することで授業の改善･

点検システムに繋げている。 

平成17年度からは，全ての授業に授業点検教員を設け，シラバス･試験問題･授業を点検する仕組

みとしている。さらに３年に１回以上の公開授業の実施を義務づけ，批評会を実施し報告すること

で教育の質の向上と継続化を図っている。 

教員研修会は，平成17年度より中間試験成績についての分析と対策の検討会を実施している。ま

た，外部から講師を招いてＦＤ研修会も年１回以上実施するようにしている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生による授業アンケートもさることながら，教員相互によるチェック体制の構築，研修会の内

容充実等常に教育の質の向上が継続的に展開できている。 

なお，教職員アンケート（前掲 資料１－２－①－７）の質問事項中，「本校のＦＤが，教育の

質の向上や授業の改善に結び付いていると思いますか。」についての集計結果をみると，76名の回

答のうち「思う」と回答した者65名，「思わない」と回答した者11名となっている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

教育の状況を点検・評価するシステムが整備されており,教育活動の実態を示すデータや資料が適

切に収集・蓄積され，評価が適切に実施できる体制となっている。様々な角度から教育に関する評価

を定期的に受けている。常に教員のスキルアップのための活動が適切に行われている。 

 １～３学年の全授業が学生により「ＦＤチェックシート」を使って行われ，授業担当教員のすばや

い軌道修正が可能となっている。卒業生・就職先・運営評議会・産学連携組織・後援会・同窓会など，

多様な観点から本校の教育を点検・評価できる体制になっている。 

ＦＤ活動の円滑かつ体系的な運用はＦＤ委員会を中心に行われ，運用マニュアルを基に教育の質の
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向上や授業改善が継続的に行われている。 

 

（改善を要する点） 

 点検システムや改善システムは比較的近年整備されたものであり，点検・評価の結果をどのように

有効に生かしていくのかが，今後の課題である。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育の状況を点検・評価するシステムが整備されており,教育活動の実態を示すデータや資料が適

切に収集・蓄積され，評価が適切に実施できる体制となっている。教育の質の向上や授業改善にとっ

て必要な評価や研修等はＦＤ委員会により計画され実施されている。学生，教員相互，保護者･第三

者等の様々な角度から教育に関する評価を定期的に受けている。また，外部講師による特別講演会等

も適宜開催し，常に教員としての意識の高揚と啓発，スキルアップのための活動が適切に行われてい

る。 

学生の要望については，授業アンケートが毎年実施されており，結果は各教員に通知されるととも

に，学内Web上に公開している。さらに，第１～３学年の全授業が学生により「ＦＤチェックシー

ト」を使って行われ，授業担当教員に結果を通知し，すばやい軌道修正が可能となっている。また，

卒業予定者に対して本校の教育に対する満足度アンケートや評価に対するアンケートなどを実施し，

全体的な教育の点検・評価も行っている。 

就職先アンケートも実施し，本校の教育に対する評価を点検している。アンケート結果からは概ね

肯定的な評価が得られているが，指摘された不満足な項目に対する教育方法の改善やカリキュラム改

定へどのような形で生かしていくべきなのか，今後の課題である。一部はすでにTOEIC受験の学校行

事化や特別学修としての単位認定，情報処理技術者試験を始め各種資格試験の単位認定などを行うこ

とで，学生の学習意欲の向上と共に，社会からの要請を教育へ反映させている。さらに，運営評議会，

産学連携組織「松江テクノフォーラム」，保護者で構成される後援会や卒業生で構成される同窓会な

どからは，各総会等を通じてさまざまな意見を取り入れている。 

教員に関する評価は，学生による評価，教員相互による評価，教員による自己評価など多面的に行

っている。また，公開授業や公開授業週間での保護者参観，批評会などを通して，自己研鑽に努めて

いる。教員個々における専門分野の研究や学生を交えた研究，あるいは受託研究･共同研究等の活動

の成果は，本校の教育方法，授業内容の改善及び新規テーマ創出に繋がっている。 

ＦＤ活動の円滑かつ体系的な運用はＦＤ委員会を中心に行われている。ＦＤ委員会では，授業点検，

アンケートなど様々な手順書を定めており，運用マニュアルを基に教育の質の向上や授業改善につと

めている。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況） 

本校の資産については，文部科学省から出資された土地及び建物・設備等を有している。（資料

10－１－①－１） 

教育活動等を遂行するために有している資産のうち実験機器等の一部には，経年劣化のため性能が

陳腐化したものもあり計画的な機器更新を図る必要がある。また，先端技術を応用した実験教育を実

現するための機器の導入も望まれるところである。施設については，校舎の改修，新技術教育研究セ

ンターの新営や図書館と総合情報処理センターを統合しメディア教育センターとするなど整備を計画

している。（資料 10－１－①－２） 

また債務に関しては，独立行政法人移行後，従来の国立学校特別会計による予算配分から収支差補

填の考え方を基本とした運営費交付金による予算措置になり，授業料等の諸収入及び独立行政法人国

立高等専門学校機構（以下，「機構」という。）から配分される運営費交付金に基づき，運営の合理

化，効率化を図りながら予算を配分し計画的な執行を行っている。（資料 10－１－①－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 10－１－①－１ 

固定資産一覧 

区      分 １３年度末 １４年度末 １５年度末 １６年度末 １７年度末 

面積（㎡） 106,575 106,575 106,575 106,575 106,906 
土 地 

金額（百万円） 2,481 2,481 2,481 2,664 2,667 

面積（延㎡） 30,717 30,732 32,654 32,690 32,779 
建 物 

金額（百万円） 2,225 2,239 3,443 2,865 2,611 

構築物 金額（百万円） 323 324 304 213 162 

数量（台） 10 8 9 9 9 
雑 船 

金額（百万円） 2 2 2 1 1 

数量（台） 5 6 6 4 4 
車両運搬具 

金額（百万円） 13 14 14 4 3 

数量（台） 434 431 634 110 131 
工具器具備品 

金額（百万円） 857 827 341 118 106 

                           （出典 固定資産一覧） 
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資料 10－１－①－２      施設整備状況一覧 

年 月 日 整 備 状 況 

昭和３９年 3月20日 校舎、寄宿舎第１期工事竣工 

昭和４０年 3月20日 校舎、寄宿舎第２期工事竣工 

昭和４１年 3月20日 校舎、体育館、寄宿舎第３期工事竣工 

 8月31日 運動場、テニスコート、バレーコート等屋外体育施設工事竣工 

 11月1日 校地造成、校舎新築竣工式を挙行 

昭和４２年 3月29日 学校食堂新営工事竣工 

昭和４３年 3月20日 武道場新営工事竣工 

昭和４４年 1月7日 寄宿舎、食堂増築工事竣工 

 1月31日 敷地造成工事竣工 

 2月25日 寄宿舎増築工事竣工 

昭和４５年 3月25日 生産機械校舎、実習工場増築、寄宿舎増築工事竣工 

 10月31日 野球場兼サッカー場新設工事竣工 

昭和４７年 12月20日 低学年寄宿舎増改築工事竣工 

昭和４８年 11月16日 図書館新営工事竣工 

昭和４９年 3月25日 合宿研修施設新営工事竣工 

昭和５０年 2月27日 電子計算機室新営工事竣工 

昭和５１年 2月10日 寄宿舎渡廊下新営工事竣工 

 3月31日 生活排水処理施設新設工事竣工 

昭和５３年 3月25日 第二運動場造成工事竣工 

 3月30日 共同溝改修工事（第一期工事）竣工 

 12月9日 第二体育館新営工事竣工 

昭和５４年 1月30日 共同溝改修工事（第二期工事）竣工 

 10月16日 寄宿舎食堂増築工事竣工> 

昭和５５年 3月25日 校舎増築工事竣工 

 12月20日 テニスコート工事竣工 

昭和５６年 3月20日 福利施設新営工事竣工 

昭和５８年 3月23日 基幹整備（給水管改修第１期）工事竣工 

昭和５９年 1月20日 基幹整備（給水管改修第二期）工事竣工 

 3月31日 基幹整備（擁壁その他）工事擁工 

 12月25日 正門改修工事竣工 

昭和６１年 3月20日 寄宿舎新営工事竣工 

昭和６２年 3月16日 電子計算機室増築工事竣工 

 3月25日 寄宿舎改修工事竣工 

平成３年 3月27日 合併処理施設（三次処理）新設工事竣工 

平成６年 2月10日 情報工学科棟新営工事竣工 

 8月29日 プール新営(更新)その他工事竣工 

平成８年    2月29日 基幹整備（情報ネットワーク）工事竣工 

平成１４年 1月30日 寄宿舎７号館（女子寮）新営工事竣工 

平成１６年 3月16日 専攻科棟新営工事竣工 

 校舎改修工事(１期）竣工 

平成１８年 10月31日 寄宿舎３号館耐震改修工事竣工予定 

平成１９年 １月15日 校舎改修工事（２期）竣工予定 

                           （出典 会計課 作成資料） 
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資料 10－１－①－３ 

資産科目 資産金額 負債・資本科目 負債・資本科目金額

［資産の部］ 5,715,162,975 ［負債の部］ 338,149,174

    流動資産 158,033,244     流動負債 197,938,207

        現金及び預金 156,585,143         運営費交付金債務 0

            現金 0         授業料債務 0

            当座預金 0         承継剰余金債務 0

            普通預金 156,585,143         預り施設費 0

            定期預金 0         預り補助金等 206,070

            その他預金 0         預り寄附金 25,278,310

        有価証券 0         前受受託研究費等 2,010,000

            有価証券 0         前受受託事業費等 0

        受取手形 0         短期借入金 0

            受取手形 0         １年以内返済予定長期借入金 0

        未収学生納付金収入 338,400         未払金 156,853,803

            未収学生納付金収入 338,400         未払消費税等 0

        棚卸資産 928,763         未払費用 10,318,175

            未成研究支出金 928,763             給与 3,590,155

            未成事業支出金 0             法定福利費 99,178

            貯蔵品 0             賃借料 1,140,509

        未収入金 0             水道光熱費 3,422,817

            未収入金 0             未払利息 0

        前渡金 0             その他未払費用 2,065,516

            前渡金 0         前受金 0

        前払費用 67,243         預り金　 3,271,849

            前払費用 67,243             科学研究費 0

                法定福利費 15,453             社会保険料 87,700

                未経過賃借料 0             源泉所得税等 2,308,400

                未経過保険料 51,790             職員宿舎貸付料 0

                未経過支払利息 0             その他預り金 875,749

            その他の前払費用 0         前受収益 0

        未収収益 0             前受利息 0

            未収収益 0             その他前受収益 0

        短期貸付金 0         引当金 0

            短期貸付金 0             賞与引当金 0

        その他の流動資産 113,695             修繕引当金 0

            仮払金 0             損害補償損失引当金 0

                仮払消費税 0             その他の引当金 0

                旅費仮払 0         その他の流動負債 0

            立替金 113,695             仮受金 0

            その他流動資産 0             その他の流動負債 0

        徴収不能引当金 0     固定負債 140,210,967

            徴収不能引当金 0         資産見返負債 140,210,967

        貸倒引当金 0             資産見返運営費交付金等 78,769,350

            貸倒引当金 0                 資産見返運営費交付金 78,769,350

    固定資産 5,557,129,731                 資産見返授業料 0

        有形固定資産 5,556,333,469             資産見返補助金等 2,434,134

            建物 3,084,263,602             資産見返寄附金 4,628,650

                建物 2,068,517,900             資産見返物品受贈額 46,183,123

                建物附属設備 1,015,745,702             建設仮勘定見返運営費交付金等 0

            建物減価償却累計額 -473,441,636                 建設仮勘定見返運営費交付金 0

            構築物 289,355,297                 建設仮勘定見返授業料 0

            構築物減価償却累計額 -127,440,124             建設仮勘定見返施設費 7,749,000

            機械装置 0             建設仮勘定見返補助金等 0

            機械装置減価償却累計額 0             建設仮勘定見返寄付金 0

            船舶 1,567,734             特許権仮勘定見返運営費交付金等 446,710

            船舶減価償却累計額 -962,575         長期預り金補助金等 0

            車両運搬具 6,517,494         長期預り金寄附金 0

            車両運搬具減価償却累計額 -3,736,981         長期前受受託研究費等 0

            工具器具備品 175,131,297         長期前受受託事業費等 0

            工具器具備品減価償却累計額 -69,286,639         長期借入金 0

            土地 2,666,617,000         長期未払金 0

            建設仮勘定 7,749,000         引当金 0

            その他の有形固定資産 0             退職給付引当金 0

            その他の有形固定資産減価償却累計額 0             追加退職給付引当金 0

        無形固定資産 791,299             その他の引当金 0

            特許権 0         その他の固定負債 0

            借地権 0 ［資本の部］ 5,376,522,060

            実用新案権 0     資本金 6,023,173,100

            意匠権 0         政府出資金 6,023,173,100

            ソフトウェア 0         その他出資金 0

            電話加入権 216,000     資本剰余金 -646,651,040

            その他の無形固定資産 0         資本剰余金 16,329,710

            著作権 0             資本剰余金施設費 13,796,710

            特許権仮勘定 575,299             資本剰余金運営費交付金 0

        投資その他の資産 4,963             資本剰余金授業料 0

            投資有価証券 0             資本剰余金補助金等 0

            長期貸付金 0             資本剰余金寄附金 2,317,000

            長期前払費用 4,963             資本剰余金目的積立金 0

            未収財源措置予定額 0             資本剰余金譲与 216,000

            敷金・保証金 0             その他の資本剰余金 0

            破産債権、再生債権、更正債権その他これらに順ずる債権 0         損益外固定資産除売却差額 -49,354,284

            その他の投資その他の資産 0     利益剰余金 0

[本支店勘定] -491,741         前中期目標期間繰越積立金 0

    [本支店]機構本部 -491,741         目的積立金 0

            教育研究・福利厚生・地域貢献充実積立金 0

            目的積立金 0

            目的積立金 0

        積立金 0

        当期未処分利益 0

    繰越欠損金 0

        当期未処理損失 0

    その他の有価証券評価差額金 0

資産科目合計金額 5,714,671,234 負債・資本科目合計金額 5,714,671,234

貸借対照表（平成１７年４月１日～平成１８年３月３1日）

 

                           （出典 平成 17 年度貸借対照表） 
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（分析結果とその根拠理由） 

平成 16 年４月１日の独立行政法人化に伴い，旧国有財産台帳記載分の土地，建物，設備について

は，全て出資金として引き継がれている。 

起債は機構が一括して行うため，本校独自の債務はない。 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 

機構本部から配分される運営費交付金・施設整備費補助金等の確保に加えて，奨学交付金，共同研

究，受託研究，科学研究費補助金等の獲得により経常的収入を確保することとしている。自己収入は

全国の高専では本校が初めてである ISO14001 の認証取得や学校説明会，外部への積極的な広報活動

で本校の特色を進展させることで安定した授業料等の収入を確保しており，また，外部資金について

も安定した収入を得ている。（資料10－１－②－１）（資料10－１－②－２）（資料10－１－②－

３）（資料10－１－②－４）（資料10－１－②－５）（資料10－１－②－６） 
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資料 10－１－②－１ 

収入･支出計画 

収 入                                                           （単位：千円） 

金     額 
区     分 

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 計 

運営費交付金 1,213,208 1,126,063 1,161,470 1,134,242 1,045,255 5,680,238

施設整備費補助金 19,819 12,123 330,355 0 0 362,297

国立大学財務経営センター施設費交付金 0 14,543 62,050 15,000 15,000 106,593

自己収入 228,298 283,848 286,223 286,000 286,000 1,370,369

  授業料及び入学金検定料収入 217,449 272,422 276,578 276,500 276,500 1,319,449

  財産処分収入 0 0 0 0 0 0

  雑収入 10,849 11,426 9,645 9,500 9,500 50,920

産学連携等研究収入及び寄付金収入 59,564 50,417 53,360 53,360 53,360 270,061

  今年度収入額 40,908 27,776 27,000 27,000 27,000 149,684

  前年度繰越額 18,656 22,641 26,360 26,360 26,360 120,377

計 1,520,889 1,486,994 1,893,458 1,488,602 1,399,615 7,789,558

支 出 

金     額 
区     分 

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 計 

業務費 1,441,506 1,409,910 1,447,693 1,420,242 1,331,255 7,050,606

  教育研究経費 1,298,107 1,296,913 1,335,804 1,309,472 1,221,592 6,461,888

  一般管理費 143,399 112,997 111,889 110,770 109,663 588,718

施設整備費 19,819 26,666 392,405 15,000 15,000 468,890

産学連携等研究経費及び寄付金事業 59,564 50,418 53,360 53,360 53,360 270,062

  今年度事業費 36,923 24,058 27,000 27,000 27,000 141,981

  次年度繰越額 22,641 26,360 26,360 26,360 26,360 128,081

計 1,520,889 1,486,994 1,893,458 1,488,602 1,399,615 7,789,558

注）平成１６年度の運営費交付金に前倒徴収分の授業料を含む 

注）入学料には翌年度入学生入学料免除分を含む 

注）教育研究費には人件費を含む 

 

                           （出典 収入･支出計画） 
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資料 10－１－②－２ Ａ 

平成１７年度 中学校主催の進学説明会の予定と本校出席教員 

月日 曜日 中学校名 時間帯 時間 出席教員 
昨年の 

出席教員 

6月16日 木曜日 出雲南中 11:00-11:20 20 高橋信雄 高橋信雄 

  浜田一中 11:50-12:10 20 山根繁樹 高田龍一 

  出雲一中 13:50-14:10 20 松井秀宣 昨年なし 

  本庄中 14:50-15:10 20 和田守美穂 鳥谷智文 

6月20日 月曜日 大社中 9:25-10:00 35 高橋信雄 昨年なし 

6月21日 火曜日 温泉津中 11:20-11:40 20 大屋 誠 昨年なし 

  大東中 15:15-15:30 15 高見昭康 衣笠保智 

6月22日 水曜日 瑞穂中 10:20-10:35 15 鳥谷智文 渡部 徹 

  旭丘中 午後 ・ 原 元司 岩田 淳 

6月23日 木曜日 浜田二中 9:30－10:00 30 高橋信雄 高橋信雄 

  湖南中 12:40-13:00 20 岩田 淳 村上 享 

  隠岐島後 午後 30 河原健次 河原健次 

  伯太中 14:20-14:35 15 渡部 徹 松井秀宣 

6月24日 金曜日 隠岐島前 午前 30 河原健次 河原健次 

  湖東中 10:30-10:50 20 岩田 淳 大屋 誠 

  浜田三中 11:15-11:35 20 衣笠保智 昨年なし 

  宍道中 14:30-14:50 20 藤岡美博 松本浩介 

  東出雲中 15:10-15:30 20 高田龍一 森田正利 

6月29日 水曜日 邑智中 11:10-11:30 20 今尾浩也 昨年なし 

  松江二中 12:20-12:40 20 村上 享 箕田充志 

6月30日 木曜日 河南中 10:20-10:40 20 山根繁樹 別府俊幸 

  浜山中 午後 ・ 藤岡美博 別府俊幸 

7月1日 金曜日 安来二中 10:50-11:10 20 衣笠保智 原 元司 

7月4日 月曜日 斐川東中生徒 来校9:00-10:00 60 広報委員会

  松江四中 13:30-13:50 20 森田正利 大屋 誠 

  仁多中 14:35-14:50 15 松本浩介 昨年なし 

7月5日 火曜日 広瀬中 10:10-10:30 20 村上 享 山根繁樹 

  安来一中 14:15-14:30 15 森田正利 村上 享 

7月7日 木曜日 鹿島中 11:25-11:45 20 大屋 誠 山根繁樹 

  大和中 11:40-12:00 20 高橋信雄 藤岡美博 

  島根中 11:40-12:00 20 山根繁樹 渡部 徹 

  松江三中 14:30-14:50 20 山根繁樹 鳥谷智文 

  玉湯中 13:45-14:05 20 高尾 学 高尾 学 

  加茂中 16:00-16:20 20 高尾 学 堀内 匡 

7月8日 金曜日 八雲中 9:10-9:30 20 別府俊幸 高橋信雄 

  木次中 10:40-11:00 20 別府俊幸 山崎真克 

  附属中 13:30-13:40 10 鳥谷智文 森田正利 

7月12日 火曜日 安来三中 12:30-12:50 20 大屋 誠 原 元司 

  美保関中 13:40-13:55 15 衣笠保智 衣笠保智 

7月13日 水曜日 松江一中 15:00-15:15 15 村上 享 松本浩介 

9月6日 火曜日 光中 14:00-14:30 30 和田守美穂 高橋信雄 

  台風の為中止   
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9月29日 木曜日 美都中 

  真砂中 14:00-14:20 20 高尾 学 昨年なし 

9月30日 金曜日 八束中 11:30-11:50 20 高橋信雄 堀内 匡 

  湖北中 11:50-12:05 15 山根繁樹 高尾 学 

10月5日 水曜日 斐川東中 13:00-13:25 25 村上 享 昨年なし 

10月6日 木曜日 平田中保護者 来校9:00-10:00 60 山根・高橋 ・ 

10月21日 金曜日 出雲三中 12:10-12:35 25 藤岡美博 福間真澄 

10月25日 火曜日 斐川西中 14:45-15:15 30 高橋信雄 山崎真克 

                            （出典 広報委員会 資料） 

資料 10－１－②－２ Ｂ 

公開講座  Extension lectures 

◎ 平成17年度実施状況  2005 enforcement condition 

Ｎｏ． 講座名                  

Course Name 

対象         

Participants 

開講期間   

Period 

参加人数   

Number 

1 ＣＡＬＳ/ＥＣのためのＩＴ講習会 市民一般  9/5, 9/16 23

2 機械工作法における金属加工技術 市町村職員  12/2 5

学校開放事業  Wider Community Access to College 

◎平成17年度実施状況  2005 enforcement condition 

Ｎｏ． 事業名                      

Project Name 

対象     

Participants 

開講期間  

Period 

参加人数 

Number 

1 小・中学生のためのロボット工作 小学生 

中学生 

7/18 91

10

2 中学生のための電子工作 ～光センサーを使った自動走行ロボット～ 小学生 

中学生 

7/23 7

5

3 チャレンジ！電子工作 中学生 8/9～11 22

4 作って遊べるロボット工作 ～マイコンを使った自走ロボット～ 中学生 8/12 10

5 竹とんぼを作って飛行機が飛ぶわけを学ぼう 小学校高学年 8/20 14

6 金属加工に挑戦しよう！ 小学校高学年 8/20 14

7 手作りメカ工房「ミニロボコンにチャレンジ」 小学校高学年 8/22～24 20

8 メカニックス・レボリューションズ３ ～町の鍛冶屋・たたいて作ろうレターオ

ープナー～ 

小学校高学年

中学生 

11/20 4

9 メカニックス・レボリューションズ４ ～”ウルトラライトプレーン”を作ろう～ 小学校高学年

中学生 

11/20 ４
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出張授業，出展・展示  Tutor Pupils at their homes, Exhibition 

◎平成17年度実施状況  2005 enforcement condition 

 

Ｎｏ． 出展内容                 

Exhibition 

期日   

Dates 

展示会名              

Name of Exhibition 

1 親子で紙製の橋を製作 7/17 生馬小親子活動  

2 風力・波力タービン展示，ロボコンマシン展示 8/6・7 島根エネルギーフェスタ（くにびきメッセ） 

3 紙ブーメラン作成教室，目玉のおやじ（自動追尾カメラ）展示 8/5・6 青少年のための科学の祭典（出雲科学館） 

4 エコランマシン展示，ロボコンマシン展示，プロコン作品展示 8/20 松江市ペットボトルロケット大会（松江市営陸上競技

場） 

5 ロボコンマシン実演，各学科研究パネル展示 10/2 環境フェスティバルin はまだ（島根

県立大学） 

6 ロボコンマシン実演 10/8 松江市子ども遊びのフェスティバル（松江市総合体

育館） 

7 エコランマシン展示，立上り介助システム展示 11/5・6 中海ものづくりフェスタ（くにびきメ

ッセ） 

8 紙ブーメラン作成教室，ロボコンマシン展示 11/6 川津小学校ファミリーフェスタ（川津小学校） 

9 ロボットコンテスト実演，エコランマシン展示，ロボコンマシン

展示，プロコン作品の展示，立上り介助システム展示，二足

歩行ロボット，人工筋肉の展示 

11/12・13 ２１世紀出雲産業見本市2005（出雲ドーム） 

10 ロボコンマシン展示 11/13 名尾が丘祭り（生馬公民館） 

11 ロボコンマシン実演及びパネルディスカッション 12/1 ものづくり・ひとづくり地域フォーラムin島根（ホテル

一畑） 

12 「トランジスタを使って工作をしよう」（フクロウランプの作成）

の実施 

12/6 松江市立本庄中学校への出張授業（本庄中学校）

13 可搬設置型モニタリングシステム展示 12/8・9 中国四国ブロック産学官連携ビジネスショウ     

（岡山県体育館桃太郎アリーナ） 

14 ロボコンマシン展示 12/11 松江ボランティアフェスティバル２００５          

（松江市総合福祉センター） 

          

学校開放事業「手作りメカ工房－ミニロボコンにチャレンジ－」  学校開放事業「中学生のための電子工作」 
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資料 10－１－②－３ 

民間との共同研究受入状況（平成 13 年度～平成 17 年度） 

平成１３年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

(有)アイナス 5,500,000 飛行船自律航行システムの開発 

㈱ワコムアイティ 700,000 液晶ペンタブレットを使用したユーザインターフェースの研究 

トーワ㈱ 400,000 視覚障害者用歩行誘導システムの開発 

菱農エンジニアリング㈱ 999,600 多目的自動販売機の簡易通信システムの開発 

㈱メディアトーク 1,100,000 ＧＰＳによる災害情報収集のための研究 

㈱メディアトーク 1,000,000 告知放送通信端末の開発 

㈱中島製作所 750,000 糸綴じカレンダ製本機の開発（縫い目が表に出ないカレンダ仕様） 

合  計 10,449,600 

  

平成１４年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

(有)ハートフル・ウィング 600,000 副音声と映像を同期させるための速度調整装置の開発 

清和鐵工㈱ 150,000 精密小型歯車へのホーニング加工法の適用 

アイム㈱ 1,000,000 「Ｗｅｂ教材配信システム」の開発 

合  計 1,750,000 

  

平成１５年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

㈱ツチヨシ産業 1,000,000 コンクリートに対する鋳造ダストの影響研究 

㈱日西テクノプラン 500,000 クサビ型アンカーの開発 

合  計 1,500,000 

  

平成１６年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

㈱ミシマ 250,000  生物脱臭を用いたエネルギー循環型臭気分解装置の開発に関する研

だんだん 200,000  インターネットを用いたヴァーチャル建築システムの開発  

㈱創生館 200,000  機械振動エネルギー回収技術の開発（その基礎的理論的研究）  

㈱創生館 200,000  機械振動エネルギー回収技術の開発（その実用化研究）  

㈱イズコン 300,000  発泡廃ガラス粉体の有効活用に関する研究  

㈱コスモブレイン 210,000  交通量自動カウントシステムの開発  

大福工業㈱ 1,000,000  廃石膏を利用した人工砂のコンクリート骨材としての有効利用の検討  

㈱環境保全サービス 210,000  ガラスレットの処理方法がモルタルの性能に及ぼす影響に関する研究 

豊橋技術科学大学 400,000  豊橋技科大卒業高専教員と豊橋技科大との連携による技科大・高専の

豊橋技術科学大学 100,000  豊橋技科大と３高専連携による広域ＷＡＮ対応のグリッドシステムの基

合  計 3,070,000 

平成１７年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

 (有）エヌー・イー・ワークス  300,000  蚊発生技術に関する研究  

 山建プラント㈱  200,000  「エコアス」における舗装厚低減効果の実証  

 山建プラント㈱  300,000  無機系固化材の開発  

 松江土建㈱  3,000,000  湖底面検出器システムの開発  

 ㈱BEC  250,000  「加圧遠心ポンプ」の開発  

たてぬい建設事業(協)  525,000  鋳物系副産物のレディーミクストコンクリートへの適応性についての研究
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 ㈱ツチケン  1,000,000  廃瓦を骨材としたコンクリート二次製品の研究開発  

 ㈱海洋生物栽培センター  100,000  貝類の冷凍前処理技術の開発  

島根県 636,450  監視システム用太陽光発電システムの開発  

浜田化学㈱ 250,000  廃棄食用油脂燃料の燃焼特性に関する研究  

 ㈱計画技術研究所松江事務所 200,000  ＡＭ情報伝達装置の電力消費に関する研究  

合  計 6,761,450 

                         （出典 会計課 作成資料） 
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資料 10－１－②－４ 

受託研究受入状況（平成 13 年度～平成 17 年度） 

平成１３年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

石見神代神楽上府社中 130,000 石見神楽演目「大江山」で用いる大蜘蛛のリモートコントロール化 

関西ティー・エル・オー㈱ 1,060,500 多糖類繊維材料ならびに多糖類－アパタイトハイブリッドの分子設計 

マツダ㈱ 195,000 ギヤホーニングの噛合いシミュレーションに関する研究 

(独)産業技術総合研究所 500,000 各種セラミックスの誘電特性に関する研究 

合  計 1,885,500 

  

平成１４年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

関西ティー・エル・オー㈱ 673,050 多糖類繊維材料ならびに多糖類－アパタイトハイブリッドの分子設計 

(財)しまね産業振興財団 19,900,000 可搬型定点水質環境モニタリングシステムの開発 

合  計 20,573,050 

  

平成１５年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

(財)しまね産業振興財団 18,028,000 可搬型定点水質環境モニタリングシステムの開発 

三重県 332,000 環境動態シミュレーションモデルの開発 

(財)しまね産業振興財団 1,090,000 環境計測のための水面上定位置停止制御システムの開発 

(財)しまね産業振興財団 1,100,000 可変ピッチ案内羽を有する波力発電用ラジアルタービンの開発 

合  計 20,550,000 

  

平成１６年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

(財)しまね産業振興財団 17,012,000  可搬型定点水質環境モニタリングシステムの開発  

 三重県  350,000  環境動態シミュレーションモデルの開発  

(財)しまね産業振興財団 1,100,000  閉鎖性水域における湖水の流動特性を利用した水質改善システムの提

(財)しまね産業振興財団 1,300,000  環境に優しい河川用小型浚渫装置の開発  

(財)しまね産業振興財団 1,500,000  ＩＣタグによる冷凍・解凍技術の開発  

(財)しまね産業振興財団 2,400,000  シジミ自動選別装置の開発  

合  計 23,662,000 

  

平成１７年度  

研究の相手方 受入額（円） 研 究 題 目 

 三重県  350,000  環境動態シミュレーションモデルの開発  

(財)しまね産業振興財団 1,500,000  冷凍二枚貝の製造のための前処理装置の開発  

(財)しまね産業振興財団 1,500,000  携帯端末を用いたバス利用サポートシステムの開発  

(財)しまね産業振興財団 803,250 革新的高含水有機性廃棄物の固液一括処理システムの開発 

邑三建設㈱ 60,000 モルタル充填鋼管の曲げ強度に関する研究 

(財)しまね産業振興財団 1,912,000 いわがきの生育度検査装置の開発 

合  計 6,125,250 

                             （出典 会計課 作成資料） 
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資料 10－１－②－５ 

奨学寄附金受入状況（平成 13 年度～平成 17 年度） 

平成１３年度 

寄附の相手方 受入額（円） 案 件 名 

(財）中部電力基礎技術研究所 1,000,000 箕田充志研究助成金 

㈱サンエイエンジニアリング 1,000,000 岡本裕幸研究助成金 

㈱ジャパンアウトソーシング 150,000 亀谷均研究助成金 

第一コンサルタント㈱ 50,000 米村一研究助成金 

アイム㈱ 300,000 藤井諭研究助成金 

(有）福庭鉄工所 50,000 郡原宏研究助成金 

㈱ツチケン 500,000 上田・宇野研究助成金 

（財）マツダ財団 1,250,000 福間眞澄研究助成金 

（財）日本建設情報総合センター 2,000,000 高田龍一研究助成金 

㈱ジャパンアウトソーシング 150,000 亀谷均研究助成金 

セントラルコンサルタント㈱ 500,000 浅田純作研究助成金 

堀内 匡 250,000 堀内匡研究助成金 

清和鉄工㈱ 75,000 和田守美穂研究助成金 

合   計 7,275,000  

 

平成１４年度 

寄附の相手方 受入額（円） 案 件 名 

(財）中国電力技術研究財団 200,000 今尾浩也研究助成金 

(社）中国建設弘済会 1,942,000 高田龍一研究助成金 

(財）松江観光開発公社 2,209,565 別府俊幸研究助成金 

㈱竹下技術コンサルタント 300,000 上田・宇野研究助成金 

㈱サンエイエンジニアリング 500,000 岡本裕幸研究助成金 

清和鐵工㈱ 500,000 郡原宏研究助成金 

(財）岩谷直治記念財団 500,000 箕田充志研究助成金 

㈱ツチケン 500,000 上田・宇野研究助成金 

㈱ミック 10,000 利光和彦研究助成金 

（有）香川建設 500,000 浜野浩幹研究助成金 

藤井 諭 100,000 藤井諭研究助成金 

㈱イズコン 200,000 高田龍一研究助成金 

日本国土開発・戸田建設共同企業体中電 50,000 浜野浩幹研究助成金 

(有）三研テクノクリエイト 200,000 浜野浩幹研究助成金 

ヒカワ精工㈱ 50,000 坪倉公治研究助成金 

㈱アルファ・テン 50,000 技術室研究助成金 

(社）日本鉄鋼連盟 400,000 大屋誠研究助成金 

(有）イーディオ 350,000 別府俊幸研究助成金 

(有）ティーエム二十一 150,000 岡本裕幸研究助成金 

具志 孝 20,000 技術室研究助成金 

(財）岩谷直治記念財団 1,500,000 箕田充志研究助成金 

島根県東部建築試験センター 600,000 浜野浩幹研究助成金 

㈱日立製作所 700,000 高尾学研究助成金 

合   計 11,531,565  
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平成１５年度 

寄附の相手方 受入額（円） 案 件 名 

 ㈱清和鐵工  250,000  川見昌春技官研究助成金  

 (財)油空圧機器技術振興財団  1,000,000  高尾学研究助成金  

 ㈱竹下技術コンサルタント  300,000  上田・宇野研究助成金  

 (有）三研テクノクリエイト  200,000  浜野浩幹研究助成金  

 松井 秀宣  40,000  松井秀宣研究助成金  

 (有）イーディオ  180,000  別府俊幸研究助成金  

 黒田 祐一  50,000  黒田祐一研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  藤岡美博研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  箕田充志研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  高尾学研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  堀内匡研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  渡部徹研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  加藤聡研究助成金  

松江テクノフォーラム  100,000  浅田純作研究助成金  

松江テクノフォーラム  100,000  柴田俊文研究助成金  

 松江テクノフォーラム  100,000  中村賢仁研究助成金  

 松江テクノフォーラム  40,000  鳥谷智文研究助成金  

 松江テクノフォーラム  30,000  山根 繁樹研究助成金  

 松江テクノフォーラム  30,000  山崎 真克研究助成金  

 ㈱計画技術研究所松江事務所  50,000  小堀 康功研究助成金  

 ㈱計画技術研究所松江事務所  50,000  堀内 匡研究助成金  

 松江テクノフォーラム  60,000  大屋 誠研究助成金  

 ヒカワ精工㈱  150,000  渡部 紘一研究助成金  

 ㈱建設技術研究所中部支社  500,000  木村 一郎研究助成金  

 松江工業高等専門学校後援会  870,000  松江工業高等専門学校研究助成金  

 別府 俊幸  200,000  別府俊幸研究助成金  

 (有）ハートフル・ウィング  280,000  飯塚 育生研究助成金  

 (社）日本鉄鋼連盟  400,000  大屋 誠研究助成金  

 ㈱イズコン  250,000  高田 龍一研究助成金  

 アイム㈱  250,000  藤井 諭研究助成金  

 福岡 久雄  100,000  福岡 久雄研究助成金  

 小掘 康功  100,000  小堀 康功研究助成金  

 応用技術㈱  3,000,000  木村 一郎研究助成金  

 ㈱ウエスコ島根支社  50,000  河原 荘一郎研究助成金  

 堀内 匡  150,000  堀内 匡研究助成金  

 林 芳信  300,000  大屋 誠研究助成金  

合   計 9,780,000  

 

平成１６年度 

寄附の相手方 受入額（円） 案 件 名 

 ㈱清和鐵工  100,000  技術室研究助成金  

アイム㈱ 250,000  藤井 諭研究助成金  

㈱竹下技術コンサルタント 300,000  宇野・上田研究助成金  

(社）日本鉄鋼連盟 400,000  高田龍一研究助成金  

㈱サンエイエンジニアリング 200,000  岡本裕幸研究助成金  

松江工業高等専門学校後援会 3,900,000  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  
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㈱ツチヨシ産業 400,000  大屋 誠研究助成金  

学生主事 岡本信之 1,462,437  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

山根 繁樹 40,000  山根繁樹研究助成金  

松井 秀宣 150,000  松井秀宣研究助成金  

高尾 学 167,000  高尾 学研究助成金  

松江高専バスケットボールＯＢ会 100,000  森山恭行助成金  

アイム㈱ 250,000  藤井 諭研究助成金  

㈱三研テクノクリエイト 200,000  高田龍一研究助成金  

全国高専ロボコン２００４中国大会事務局 149,000  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

松江工業高等専門学校後援会 2,000,000  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

高尾 学 200,000  高尾 学研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  大屋 誠研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  利光和彦研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  箕田充志研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  今尾浩也研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  新野邊幸市研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  堀内 匡研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  福間眞澄研究助成金  

松江テクノフォーラム 20,000  亀谷 均研究助成金  

松江工業高等専門学校事務部長 大坂 1,161,999  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

別府 俊幸 103,000  別府俊幸研究助成金  

山崎 真克 40,000  山崎真克研究助成金  

全国高専ロボコン２００４中国大会事務局 120,000  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

原 元司 40,000  原 元司研究助成金  

(有）岩崎目立加工所 100,000  高見昭康研究助成金  

アイム㈱ 250,000  藤井 諭研究助成金  

全国高専ロボコン２００４中国大会事務局 573,000  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

大屋 誠 400,000  大屋 誠研究助成金  

全国高専ロボコン２００４中国大会事務局 709,494  松江工業高等専門学校教育・研究助成金  

本多 将和 50,000  技術室研究助成金  

（社）日本鉄鋼協会 200,000  新野邊幸市研究助成金  

合   計 14,175,930  

 

平成１７年度 

寄附の相手方 受入額（円） 案 件 名 

衣笠 保智 105,000 衣笠保智研究助成金 

武邊 勝道 400,000 武邊勝道研究助成金 

㈱サンエイエンジニアリング 500,000 岡本裕幸研究助成金 

高尾 学 100,000 高尾 学研究助成金 

松江工業高等専門学校後援会 1,000,000 松江工業高等専門学校教育研究助成金 

宮本 武明 100,000 松江工業高等専門学校教育研究助成金 

松江工業高等専門学校後援会 2,000,000 松江工業高等専門学校教育研究助成金 

山建プラント㈱ 200,000 高田龍一研究助成金 

飯塚 育生 1,340,000 松江工業高等専門学校教育研究助成金 

高尾 学 400,000 高尾 学研究助成金 

松江工業高等専門学校後援会 2,700,000 松江工業高等専門学校教育研究助成金 

㈱竹下技術コンサルタント 300,000 宇野和男研究助成金 

㈱ＢＥＣ 250,000 高尾 学研究助成金 
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(有）山陰ネッカリッチ 80,000 門脇 健研究助成金 

高尾 学 200,000 高尾 学研究助成金 

森山設計事務所 森山 茂 100,000 岡本裕幸研究助成金 

松江工業高等専門学校後援会 400,000 松江工業高等専門学校教育研究助成金 

高尾 学 200,000 高尾 学研究助成金 

浜田化学㈱ 250,000 門脇 健･本間寛己研究助成金 

㈱ＢＥＣ 150,000 高尾 学研究助成金 

㈱ウエスコ 500,000 大屋 誠研究助成金 

島根県産業教育振興会 35,000 本間寛己研究助成金 

岩田 淳 100,000 岩田 淳研究助成金 

ウェブロイド 30,000 岡本裕幸研究助成金 

松江工業高等専門学校後援会 1,708,000 松江工業高等専門学校課外教育及び教育研究助成金 

東原 哲男 30,000 ロボコン大会助成金 

源  憲治 710,548 学生支援助成金 

ヒカワ精工㈱ 1,000,000 機械工学科研究助成金 

合   計 14,888,548 

                           （出典 会計課 作成資料） 
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資料 10－１－②－６ 

科学研究費補助金採択状況（平成 13 年度～平成 17 年度） 

平成１３年度 

申請 採択 研究代表者 研究種目 研 究 課 題 交付額（円）

河原荘一郎 

（土木工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

土砂斜面上の落石の運動および衝撃力に

及ぼす地盤特性の影響 

700,000

福間 眞澄 

（電気工学科） 

基盤研究（C）（一般） 新エネルギー機器用高温電気絶縁材料の

絶縁性能評価装置の開発 

1,000,000

岩田  淳 奨励研究（Ａ） Webページ利用CALL教材の開発と評価 500000

箕田 充志 奨励研究（Ａ） 極低温領域の固体／冷媒界面における放 1,500,000

36 5 

渡部  徹 

（情報工学科） 

奨励研究（Ａ） ニューラルネットワークを用いた点字翻訳シ

ステムの構築 

1,900,000

合      計 5,600,000

 

平成１４年度 

申請 採択 研究代表者 研究種目 研 究 課 題 交付額（円）

金子大二郎 

（土木工学科） 

基盤研究（B)（一般） 水ストレス下の水稲生育の分光スペクトル観

測室内制御実験と穀物生産指標の開発－

中国・インドの水稲収量の衛星監視法に関

する技術開発－ 

3,100,000

福間 眞澄 

（電気工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

新エネルギー機器用高温電気絶縁材料の

絶縁性能評価装置の開発 

700,000

今尾 浩也 

（電子制御工学科） 

基盤研究（C）（一般） 超大型B i系超伝導単結晶を用いた電流密

度の向上 

1,900,000

箕田 充志 

（電気工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

極低温領域の固体／冷媒界面における放

電特性 

700,000

渡部  徹 若手研究（B） ニューラルネットワークを用いた点字翻訳シ 300,000

山﨑 真克 

（一般人文科学科） 

若手研究（B） 顕昭著作を中心とした院政期歌論書・歌合

判詞のデータベース化 

500,000

衣笠 保智 

（電気工学科） 

若手研究（B） 高品質通話を提供する騒音抑圧法の開発 700,000

堀内  匡 

（情報工学科） 

若手研究（B） データマイニング手法の導入による遺伝的ア

ルゴリズム高性能化 

1,200,000

大屋  誠 

（土木工学科） 

＊豊橋技術科学大学

で申請 

若手研究（B） 粘弾塑性を考慮した鉄筋コンクリートシェル

の耐力に関する研究 

1,900,000

40 10 

岩田  淳 

（一般人文科学科） 

若手研究（B） CALLにおける動画WBT教材の効果的な利

用 

1,000,000

合      計 12,000,000
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平成１５年度 

申請 採択 研究代表者 研究種目 研 究 課 題 交付額（円）

金子大二郎 

（土木工学科） 

基盤研究（B)（一般） 

（継続課題） 

水ストレス下の水稲生育の分光スペクトル観

測室内制御実験と穀物生産指標の開発－

中国・インドの水稲収量の衛星監視法に関

する技術開発－ 

2,100,000

福間 眞澄 

（電気工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

新エネルギー機器用高温電気絶縁材料の

絶縁性能評価装置の開発 

800,000

今尾 浩也 

（電子制御工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

超大型B i系超伝導単結晶を用いた電流密

度の向上 

900,000

藤井  諭 

（情報工学科） 

基盤研究（C）（一般） 地方素材を生かした歴史・環境学習支援シ

ステムの開発と評価 

1,300,000

高橋 信雄 

（電子制御工学科） 

基盤研究（C）（一般） 高調波を抑制する電力変換機器の開発 800,000

亀谷  均 

（電子制御工学科） 

基盤研究（C）（一般） 往復流タービンを用いた新型往復流対応流

量計の研究開発 

1,300,000

山﨑 真克 

（一般人文科学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

顕昭著作を中心とした院政期歌論書・歌合

判詞のデータベース化 

400,000

齋藤 明徳 

（機械工学科） 

＊東京農工大学で申

請 

若手研究（B） ５軸制御マシニングセンタの運動精度測定

方法の開発 

1,700,000

衣笠 保智 

（電気工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

高品質通話を提供する騒音抑圧法の開発 600,000

堀内  匡 

（情報工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

データマイニング手法の導入による遺伝的ア

ルゴリズム高性能化 

1,100,000

木村 一郎 

（土木工学科） 

＊四日市大学で申請 

若手研究（B） 良好なワンド環境創出のための水制設置法

に関する水理学的研究 

600,000

大屋  誠 

（土木工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

粘弾塑性を考慮した鉄筋コンクリートシェル

の耐力に関する研究 

500,000

岩田  淳 

（一般人文科学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

CALLにおける動画WBT教材の効果的な利

用 

900,000

箕田 充志 

（電気工学科） 

若手研究（B） 極低温電気絶縁に与える冷媒流動と電荷蓄

積現象 

1,400,000

63 19 

内村 和弘 

（技術室） 

奨励研究 自動ドアを使ったマイコン制御実験用教材の

開発および試作 

240,000
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岡田  康 

（技術室） 

奨励研究 ホストファイアウォールによるセキュアなメー

ルサーバの構築 

240,000

具志  孝 

（技術室） 

奨励研究 微風で高い電圧を発生可能な風力発電機作

成 

160,000

小松原祐二 

（技術室） 

奨励研究 廃瓦の「コンクリート用骨材」としての適合性

に関する検討実験 

240,000

  

福田 恭司 

（技術室） 

奨励研究 産業廃棄物を利用した軟弱地盤の安定処理 240,000

合      計 15,520,000

 

平成１６年度 

申請 採択 研究代表者 研究種目 研 究 課 題 交付額（円）

金子大二郎 

（環境・建設工学科） 

基盤研究（B)（一般） 

（継続課題） 

水ストレス下の水稲生育の分光スペクトル観

測室内制御実験と穀物生産指標の開発－

中国・インドの水稲収量の衛星監視法に関

する技術開発－ 

700,000

福間 眞澄 

（電気工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

新エネルギー機器用高温電気絶縁材料の

絶縁性能評価装置の開発 

500,000

藤井  諭 

（情報工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

地方素材を生かした歴史・環境学習支援シ

ステムの開発と評価 

1,600,000

高橋 信雄 

（電子制御工学科） 

基盤研究（C）（一般）

（継続課題） 

高調波を抑制する電力変換機器の開発 500,000

亀谷  均 

（電子制御工学科） 

基盤研究（C）（一般）

（継続課題） 

往復流タービンを用いた新型往復流対応流

量計の研究開発 

700,000

木村 一郎 

（環境・建設工学科） 

基盤研究（C）（一般） 閉鎖性水域にける流動と水質の定量予測に

向けての数値解析モデルの最適化 

1,100,000

河原 荘一郎 

（環境・建設工学科） 

基盤研究（C）（一般） 土砂斜面上の落石の運動および衝撃力に

及ぼす地盤条件の影響 

700,000

利光 和彦 

（機械工学科） 

基盤研究（C）（一般） 衝撃風洞を用いた超音速燃焼流れのＰＩＶ計

測に関する研究 

2,800,000

堀内  匡 

（情報工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

データマイニング手法の導入による遺伝的ア

ルゴリズム高性能化 

1,100,000

大屋  誠 

（土木工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

粘弾塑性を考慮した鉄筋コンクリートシェル

の耐力に関する研究 

600,000

岩田  淳 

（一般人文科学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

CALLにおける動画WBT教材の効果的な利

用 

200,000

64 16 

箕田 充志 

（電気工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

極低温電気絶縁に与える冷媒流動と電荷蓄

積現象 

900,000
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齋藤 明徳 

（機械工学科） 

若手研究（B） ５軸制御マシニングセンタの加工精度補償に

関する研究 

2,200,000

高尾 学 

（機械工学科） 

若手研究（B） 往復流対応型マイクロタービンによる低負荷

型呼吸量センシング法に関する研究 

800,000

中村 賢仁 

（一般自然科学科） 

若手研究（B） 非等方熱伝導に起因する降着円盤の不安

定性に関する磁気流体数値実験 

800,000

  

川見昌春 

（技術室） 

奨励研究 組込みＩＴ技術学習のための基盤実験用教

材の開発と試作 

660,000

合      計 15,860,000

 

平成１７年度 

申請 採択 研究代表者 研究種目 研 究 課 題 交付額（円）

福間 眞澄 

（電気工学科） 

基盤研究（B)（一般） 空間電荷分布測定技術を応用した高時間分

解能電荷顕微鏡の開発 

3,100,000

木村 一郎 

（環境・建設工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

閉鎖性水域にける流動と水質の定量予測に

向けての数値解析モデルの最適化 

700,000

河原 荘一郎 

（環境・建設工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

土砂斜面上の落石の運動および衝撃力に

及ぼす地盤条件の影響 

800,000

利光 和彦 

（機械工学科） 

基盤研究（C）（一般） 

（継続課題） 

衝撃風洞を用いた超音速燃焼流れのＰＩＶ計

測に関する研究 

1,000,000

森田 正利 

（人文科学科） 

基盤研究（C）（一般） 短距離折返し走における折返し動作に関す

る基礎的研究 

1,700,000

原 元司 

（情報工学科） 

基盤研究（C）（一般） 教育用オープンプラットホームの構築に関す

る研究 

1,700,000

藤井  諭 

（情報工学科） 

基盤研究（C）（一般） ３Ｄとマルチリンガルの教材を持つユビキュタ

スＥ－Ｌｅａｒｎｉｎｇの開発 

1,000,000

飯島 睦美 

（人文科学科） 

基盤研究（C）（一般） 英語言語運用能力育成場面におけるメタフ

ァーの効果的利用 

1,900,000

黒田 祐一 

（人文科学科） 

基盤研究（C）（一般） 地籍図を利用した明治初期の詳細な地図の

作成に関する研究 

400,000

福岡 久雄 

（情報工学科） 

基盤研究（C）（一般） ２値無記憶拡大情報源に対するコンパクト符

号の構造に関する研究 

900,000

箕田 充志 

（電気工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

極低温電気絶縁に与える冷媒流動と電荷蓄

積現象 

500,000

中村 賢仁 

（数理科学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

非等方熱伝導に起因する降着円盤の不安

定性に関する磁気流体数値実験 

500,000

66 17 

高尾 学 

（機械工学科） 

若手研究（B） 

（継続課題） 

往復流対応型マイクロタービンによる低負荷

型呼吸量センシング法に関する研究 

700,000
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（分析結果とその根拠理由） 

全国 55 高専で一つの法人（機構）を構成しており，この機構を通じて国からの財政的な支援を受

けることになっているため，継続した活動基盤は保証されていると判断される。 

科学研究費補助金，企業等からの外部資金については継続的に獲得しており，特に科学研究費補助

金は全高専のトップレベルの採択件数である。 

また，文部科学省が公募した平成 17 年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」の

６つのテーマの一つ「地域活性化への貢献（地元密着型）」に応募し,採択されたことは，厳しい競

争の中で本校の取り組みが評価されたものである。（資料 10－１－②－７） 

和田守 美穂 

（情報工学科） 

若手研究（B） 音響分析を用いた映画の副音声同期化シス

テムの開発 

500,000

寺本 敦子 

（環境・建設工学科） 

若手研究（B） 砂州形状特性が低水時の流路構造に及ぼ

す影響に関する研究 

1,800,000

山本 誠司 

（技術室） 

奨励研究 斐伊川流域の砂鉄分布および「たたら」の再

考 

460,000

  

岡田 康 

（技術室） 

奨励研究 ネットワーク認証システムを用いたキャンパ

スワイド無線ＬＡＮシステム 

750,000

合      計 18,410,000

                          （出典 会計課 作成資料） 
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資料 10－１－②－７ 

平成 17 年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」の「地域活性化への貢献（地元

密着型）」事業経費申請書類 

４ 事業に係る経費 

（１）平成１７年度の申請経費 
 

 申請額の内訳  申請額 

 補助金基準額  その他の経費 

 ①＋② 14,600 （千円）   ① 10,000 （千円）  ② 4,600 （千円）  

 経  費  区  分  金 額(千円)   積   算   内   訳  

＜ 設 備 備 品 費 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 旅 費 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 人 件 費 ＞  

 

8,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

【 設 備 備 品 費 】  

 恒温槽    （1式×3,500千円） 

 電源          (1式×3,000千円) 

 オシロスコープ（4式×200千円） 

 コンピュータ （5台×200千円） 

【申請書６頁８～１１行関連】  

【申請書７頁１３～１６行関連】  

【申請書８頁１７～２０行関連】  

【申請書９頁１６～１９行関連】  

【申請書１０頁９～１２行関連】  

【 国 内 旅 費 】  

 発表旅費   （10回×60千円） 

 実施調査費  （10回×60千円） 

 講師旅費   （10回×40千円） 

 会議旅費   （10回×40千円） 

【申請書６頁８～１１行関連】  

【申請書７頁１３～１９行関連】  

【申請書８頁１７～２２行関連】  

【申請書９頁７～１２，１６～１９，３５～３８行関連】

【申請書１０頁９～１２行関連】  

【申請書１１頁１３～２４行関連】  

【謝金】 

 講演料    （15回×20千円） 

 会議出席謝金 （10回×10千円） 

【申請書６頁１３～１４行関連】  

【申請書７頁１７～１９行関連】  

【申請書９頁７～１２行関連】 

【申請書１１頁１３～２４行関連】  
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教育方針等とその目的を達成するための財務上の要件を規定し関係者に明示したものが「松

江工業高等専門学校の中期計画（抜粋）」である。（資料 10－２－①－１） 

＜ 事 業 推 進 費 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ そ の 他 ＞  

3,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

【会議費】 

 第三者評価会議 （5回×20千円） 

【申請書９頁３５～３８行関連】  

【消耗品費】（単価100千円以下） 

 ソフトウェア一式  （500千円） 

 アンプ，コンバータ （800千円） 

 電子部品一式     （900千円） 

 機械加工一式      （800千円） 

 関係図書一式           （300千円） 

 化学薬品一式           （300千円） 

 報告書・資料作成費   （200千円） 

【申請書６頁８～１１行関連】  

【申請書７頁１３～１６行関連】  

【申請書８頁１７～２０行関連】  

【申請書９頁１６～１９行関連】  

【申請書１０頁９～１２行関連】  

なし 

    合  計 14,600  

 

※大学改革推進等補助金による補助事業として申請できる経費は、大学改革推進事業の遂行に必要な経費に限定さ

れます。（「大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）取扱要領」参照） 

 

（２）事業全体に係る申請予定額 
 

 年 度  １７年度  １８年度  １９年度  ２０年度  合   計 

 申請額 

 （千円） 

14,600 14,000 14,000  42,600 

 

（３）経費措置の状況 

なし 

    （出典 平成 17 年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」関連資料） 
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本校の中期計画作成にあたっては「独立行政法人国立高等専門学校機構中期計画・年度計画」を踏

まえたうえで，本校独自の目標設定を加味して策定したものである。 

教育研究活動の活性化等のため，各学科，教員等からの申請により予算を重点配分する学内競争的

資金の導入により教育研究経費の重点化を行い，予算の有効な配分に努めている。予算は校長の教育

研究方針のもと，企画総務委員会が中心となり予算原案を作成し，学校協議会，予算委員会で意見を

聞き，最終的に運営委員会で承認決定される。 

収入，支出のバランスについては，四半期毎に「職員基本給所要額調」を作成し，これまでの支出

実績と今後の所要額見込，及びこれまでの収入実績と今後の収入見込を機構本部に報告することによ

り収支のバランスを考慮しながら適正な執行に努めている。 

また，予算書は会計課のホームページで全教職員に公開されており，追加予算等，常に新しい情報

を掲載し更新をしている。（資料 10－２－①－２） 

施設整備計画については，「国立学校施設長期計画書（平成 12 年７月）」を冊子として取りまと

めた上で関係教職員に配布した。（資料 10－２－①－３ 資料８－１－①－８の再掲） 

なお，校舎改修に関連して施設長期計画に基づき「教育環境改善計画（平成 14 年 12 月策定，平成

18 年１月改定）」を作成し，改修のフロアープランについては，学内ホームページで全教職員に公

開している。 
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資料 10－２－①－１ 

 

松江工業高等専門学校中期計画（抜粋） 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 外部からの教育研究資金その他の自己収入の増加のための措置 

○外部からの教育研究資金その他自己収入の増加に関する具体的方策 

(a)科学研究費補助金その他補助事業費などの外部資金の獲得を積極的に目指す。 

(b)地域との産学官連携を教職員が一体となって取り組み、共同研究費及び受託研究費の獲

得に努める。 

(c)松江工業高等専門学校の活動状況や教員の研究業績などを積極的に PR し、奨学寄付金の

獲得に努める。 

(d)受託試験の積極的な受け入れ態勢を確立し、自己収入の確保に努める。 

(e)公開講座、出前授業及び体育館などの施設解放などを積極的に行い、自己収入の確保に

努める。 

(f)その他、自己収入の獲得の方策を検討し、自己収入の確保に努める。 
 
２ 経費の抑制及び資産の管理の改善のための措置 

○管理的経費の抑制に関する具体的方策 

(a)外部への委託が可能な業務の見直しを行い、アウトソーシングを図る。 

(b)既存の経費節減対策委員会の機能強化を図り、リユース、リサイクル活動の推進、資源

の効率的使用、ゴミの減量化及び契約方法の見直しや省エネ物品の購入などにより経費削

減を推進する。 

(c)学生への環境に関する教育の一環としての教室、廊下などの清掃実施による管理的経費

の節減を推進する。 

○資産の適正な管理に関する具体的方策 

(a)設備の配置や設置場所などの見直しを行い、有効活用のための積極的な取り組みを行

う。 

(b)資産の安全、有効かつ長期利用のため、定期的な点検を行う。 

(c)リスクを未然に防ぐための組織の整備を行い、資産の保全に努める。 

 

                    （出典 松江工業高等専門学校 中期計画 抜粋） 
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資料 10－２－①－２ Ａ 

平成１７年度当初予算配分 

平成１７年度当初予算配分について 

                               平成１７年６月２４日 

                              校 長 裁 定 

１．平成１７年度当初予算配分の原則について                  

（イ） 収入総額（運営費交付金＋自己収入）１３．１８億円（内人件費１０．５３億円） 

（ロ） 物件費  ２．６４億円（含施設維持管理経費など） 

    （うち教育経費 約３．１千万，研究経費約 ３．９千万，計 約７千万円） 

 ※上記の７千万円の中から教育研究に係る光熱水料等を支払うことになる。 

 

２．学科への配分の基本方針 

  以下の基本方針に基づき、各学科ごとに予算を配分し、各学科内の配分は各学科で決 

定する。（ただし、予め学科内の配分内訳を会計課総務係に提出する。）    

（イ） 基礎経費（旅費含む）   

  ① 各教員は一律 ９万円とする。  

（物件費と旅費の区分は行わないが、予め使用内訳を会計課総務係に提出する。） 

  ② 技術職員は一律３万円とし、別途「事業報告書」作成経費（１０万円）を考慮する 

③ 新任教員は特別経費（初度調弁費）として助教授３０万円、助手１０万円を別途配 

分する。 

（ロ） 実験・実習経費     

 ① 教務委員会で各学科（実習工場運営経費含む）の要求を取りまとめて、企画総務室に要

求書を提出し、企画総務室が配分額（案）を作成する。 

 ② 専攻科特別実験・実習経費は、専攻科長が要求を取りまとめて、企画総務室に要求書を

提出し、企画総務室が配分額（案）を作成する。 

 

 上記の予算経理は、専攻科、一般学科は学生課教務係で行い、それ以外の学科は実践教育支援

センターで行う。 

 

（検討課題） 

  ○ 教科内容の再検討。不足分は受益者（学生）負担も視野に入れて検討して欲しい。 

  ○  学科毎に実験実習の性格、内容も異なるが、あまりに大きなアンバランスが生じる

場合は、実験実習のシラバスの変更を検討して欲しい。 

 

                                  

（ハ） 卒研指導費 （単価３万円×１８６名※休学者１名除く＝５５８万円） 

  ○ ５年生の学生数に応じた総額を各学科に配分。 

教員への再配分は研究内容並びに教員の外部資金能力に応じて学科内の合議で決定する

こと。 
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 （ニ） 専攻科充実費 （単価１０万円×５６名※休学者１名除く＝５６０万円）。 

  ○ 専攻科充実の重要性に鑑み，予算を重点配分するものである。 

    専攻科生の学生数に応じた総額を専攻科に配分。 

 

３． 特別研究費（プロジェクト研究）＋校長裁量経費 

（イ） 一定額はプロジェクト用特別研究経費とし，申請に基づいて審査し，重点配分する。

    （地域共同テクノセンター主催で成果発表会を行う｡） 

（ロ） 残額は臨時的経費として校長が使途を決定する。 

 

４．事項指定経費の配分 

 事項指定経費の配分は、前年度実績を考慮うえ、一定額を控除して配分する。 

  （例） 

    ○ 図書館経費        → ○○○円 図書館 

    ○ ネットワーク経費     → ○○○円 情報ネットワーク委員会 

    ○ 教育研究設備維持運営費 → ○○○円 機器整備委員会 

    ・ 

 

５．各種委員会等への配分 

（イ）委員会経費は、経常経費と特別経費に分けて配分する。 

（ロ）各委員会から企画総務室に要求書（特別事業は事業計画書を添付）を提出し、企画総 

務室が配分額（案）を作成する。 

 

（例） 

 学内設置委員会経費 

    申請 → 査定 → 配分額決定 

   ○ 国際交流委員会 

   ○ ＩＳＯ委員会 

   ○ ＪＡＢＥＥ委員会 

   ・ 

 

６．その他 

（イ）後援会経費（企画支援経費）関係 

 企画総務室で（案）を作成し、校長の了承を得て、後援会総会に提出する。 

（ロ）内部監査委員会の設置（常設とする。） 

   ○  監査項目：会計課総務係に提出の支出伝票 

   ○ 年１～２回実施 

   ○ 委員：校長，高田，松井，福岡，堀江，箕田 

     （オブザーバー 小松原） 

 

               （出典 平成 17 年 6 月 24 日 運営委員会･予算委員会） 
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資料 10－２－①－２ Ｂ 

平成１７年度学内予算配分書 

                 （出典 平成 17 年 6 月 24 日 運営委員会･予算委員会） 
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資料 10－２－①－３ 

 

国 立 学 校 施 設 長 期 計 画 書 

 

〔 直 野 団 地 〕 

 

平 成 １２ 年７ 月 

 

松 江 工 業 高 等 専 門 学 校 
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（１）施設整備の基本方針 

 

１）教育研究の理念・目標 
高専は，深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする高等教育機

関として昭和３７年に創立された。工業高専は、工業技術者に必要な、豊かな教養と
広い視野をもち、専門に関する基礎的な学力と応用力を身につけるとともに、自ら学
習する意欲と力を備えるように教育・指導を行い、大学と補完し合う実践的な高等教
育機関である。 

  松江高専は、昭和３９年に４月に創立され、現在に至っている。本校の教育方針としては、
次の四つを掲げている。 
① 本校の使命に鑑み、専門諸学科の基礎理論を確実に習得させ、実験・実習を重んじて高度の

技術の練磨に努める。 
② 一般学科の学習を軸として幅広い人間的教養を深化させ、健全な身体を育成して強固な自主

性と好学の気風を振興する。 
③ 語学の学習を強化して、外国語の理解力と表現力を高め、諸外国との技術の交流に遺憾なき

を期する。 
④ 周囲に対する感謝報恩の念と､私利を排し､人を恕する雅量を身に付けさせ､学友師弟相互の接

触を暖かくかつ密にし､明朗にして堅実な学風を樹立する。 
 本校では､このような教育方針の下に､さらに次のような点に主眼を置いた教育を行っている。 
（イ） 創造力をつけさせる教育を重視し､研究開発に対応できる能力を持つ技術者を育   成

する。 
（ロ） クラブ活動を通して幅広い年齢の学生と交流することにより豊かな人間性を育成する。 
 
２）キャンパス計画のコンセプト 
① 人に優しいアカデミックキャンパスの創造 
・ コミュニケーションスペースの充実 
・ アメニティー施設の充実 

② 高度な教育研究を支援する施設環境の確保 
・ 専攻科設置 
・ 共同利用施設の充実 

③ 地域社会と連携した教育環境の確保 
・ 共同研究施設の充実 
・ 公開講座，技術相談等の拠点化 

④ 環境に優しいキャンパスの創造 
⑤ 自然エネルギーの活用 
⑥ 緑豊かな環境整備 
 
３）施設整備の目標 
教育環境改善計画に基づき現状を見直し，将来を見越した教育研究に対応できる施設整備を行

うこととし各施設毎に以下の整備目標を設定している。 
（教育研究施設） 
⑦ 教室及び卒業研究室等の狭隘解消，女子学生及びコミュニケーションスペースの確保，共
同利用スペースの充実 

⑧ 老朽及び耐震強度不足に伴う改修 
⑨ 身障者対策 
⑩ 専攻科の設置 
（図書館・情報センター） 
 ・情報化対応に伴い図書館と情報センターの一体化整備 
・地域開放に伴う身障者対策 

（福利厚生施設） 
・ 学科増に伴うスペース不足の解消 

（寄宿舎） 
・ 女子学生の増加に伴う女子寮の設置 

（地域連携施設） 
 ・新技術教育研究センターの設置 
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（分析結果とその根拠理由） 

収入見込、支出見込を的確に把握することで，収支のバランスは適正に保たれている。 

教育研究活動の活性化のため，学内競争的資金の導入など予算の有効な配分に努めている。予算は，

学校協議会，運営委員会，予算委員会で周知徹底されている。さらに，予算書は会計課のホームペー

ジで全教職員に公開されており，追加予算など常に新しい情報に更新をし，収支のバランスを考慮し

ながら適正な執行に努めている。 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況） 

予算に基づく計画的な執行を念頭において常に予算の把握をしている。また，教員に対しては，年

に数回執行残額を通知することにより，適切な予算計画と経費支出に繋がっていると認識しており，

支出超過は生じていない。（資料 10－２－②－１） 

 

（２）キャンパス計画図 
 
別図キャンパス計画図による。 

 

（３）計画施設配置図 
 
 別図計画施設配置図による。 

 

 

                      （出典 国立学校施設長期計画書） 
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資料 10－２－②－１ 

勘定科目表示名称 金額 勘定科目表示名称 金額

［経常費用］ 1,471,124,285 ［経常収益］ 1,471,124,285

    業務費 1,353,156,350     ［経常収益］運営費交付金収益 1,093,207,971

        教育・研究経費 201,649,358     ［経常収益］授業料収益 256,852,000

            消耗品費 54,857,299         ［授業料収益］授業料収益 256,695,800

            備品費 24,740,714         ［授業料収益］講習料収益 156,200

            印刷製本費 3,617,862     ［経常収益］入学金収益 21,825,900

            水道光熱費 24,535,838     ［経常収益］検定料収益 7,741,600

            旅費交通費 20,374,513     ［経常収益］受託研究等収益 11,796,700

            通信運搬費 400,323         受託研究収益 6,125,250

            賃借料 9,137,132         共同研究収益 5,671,450

            車両燃料費 168,473     ［経常収益］受託事業等収益 0

            福利厚生費 286,020     ［経常収益］補助金等収益 11,572,935

            保守費 1,190,328     ［経常収益］寄附金収益 11,543,621

            修繕費 16,901,480     ［経常収益］施設費収益 16,050,493

            広告宣伝費 210,000     ［経常収益］資産見返負債戻入 30,818,579

            諸会費 198,635         資産見返運営費交付金等戻入 6,145,055

            支払報酬 1,925,132         資産見返補助金等戻入 173,866

            奨学費 13,724,100         資産見返寄附金等戻入 929,726

            減価償却費 19,696,367         資産見返物品受贈額戻入 23,569,932

            貸倒損失 117,300         特許権仮勘定見返運営費交付金戻入 0

            雑費 9,567,842     ［経常収益］財務収益 2,112

        教育研究支援費 29,406,214         受取利息 2,112

            消耗品費 4,862,101         その他の財務収益 0

            水道光熱費 1,916,910     ［経常収益］雑益 9,712,374

            通信運搬費 7,654,038         財産貸付料収入 9,711,264

            賃借料 166,930         文献複写料 1,110

            保守費 34,421         物品受贈益 0

            修繕費 8,008,556         債権受贈益 0

            諸会費 37,000         承継剰余金債務戻入 0

            減価償却費 6,556,458         その他の雑益 0

            雑費 169,800 ［経常収益］合計 0

        受託研究費 11,796,700 経常利益 0

            謝金 177,000 ［臨時損失］ 0

            旅費交通費 957,110     ［臨時損失］固定資産除却損 0

            物件費 10,644,740     ［臨時損失］固定資産売却損 0

            その他の受託研究費 17,850     ［臨時損失］災害損失 0

        教員人件費 699,324,520     ［臨時損失］その他の臨時損失 0

            常勤教員給与 676,443,989 ［臨時損失］合計 0

                常勤教員給与 453,292,141 ［臨時利益］ 0

                常勤教員賞与 178,237,679     [臨時利益]固定資産売却益 0

                常勤教員退職給付費用 34,695,276     [臨時利益]貸倒引当金戻入 0

                常勤教員法定福利費 10,218,893     [臨時利益]徴収不能引当金戻入 0

            非常勤教員給与 22,880,531     [臨時利益]退職給付引当金戻入 0

                非常勤教員給与 22,766,700     ［臨時利益］資産見返負債戻入 0

                非常勤教員法定福利費 113,831         資産見返運営費交付金等戻入 0

        職員人件費 410,979,558         資産見返補助金等戻入 0

            常勤職員給与 390,826,574         資産見返寄附金戻入 0

                常勤職員給与 229,466,256         資産見返物品受贈額戻入 0

                常勤職員賞与 80,044,698     [臨時利益]その他引当金戻入 0

                常勤職員退職給付費用 76,208,708     [臨時利益]その他の臨時利益 0

                常勤職員法定福利費 5,106,912 ［臨時利益］合計 0

            非常勤職員給与 20,152,984 ［当期純利益（純損失）］ 0

                非常勤職員給与 17,510,359 ［目的積立金取崩額］ 0

                非常勤職員賞与 894,523 ［当期総利益（総損失）］ 0

                非常勤職員退職給付費用 64,530

                非常勤職員法定福利費 1,683,572

    一般管理費 117,967,935

        一般管理費 117,967,935

            消耗品費 13,723,223

            備品費 2,168,857

            印刷製本費 1,130,925

            水道光熱費 9,423,633

            旅費交通費 11,621,800

            通信運搬費 3,964,588

            賃借料 5,493,126

            車両燃料費 48,265

            福利厚生費 576,735

            保守費 10,513,069

            修繕費 36,778,944

            損害保険料 54,950

            広告宣伝費 51,250

            行事費 132,300

            諸会費 242,600

            諸謝金 138,000

            支払手数料 191,520

            租税公課 1,061,835

            減価償却費 4,565,754

            雑費 16,086,561

    財務費用 0

        財務費用 0

            支払利息 0

            その他の財務費用 0

    雑損 0

        雑損 0

［経常費用］合計 0

損益計算書（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

 

                             （出典 損益計算書） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 適正な予算管理がなされている。 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 

前述のとおり，教育研究活動の活性化等のため重点配分される教育・研究の費用については，運営

委員会で承認された後，予算を各科に配分している。プロジェクト経費については，校長裁量として

各学科，教員等からの申請により配分決定を行っている。（資料 10－２－③－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

校長のリーダーシップのもと教育研究活動の活性化を図るために競争的環境を設け，研究の質の向

上等に応じた有効な配分がなされている。 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

高専自体の財務諸表の公表の予定はない。（資料10－３－①－１） 

資料 10－２－③－１ 

校長裁量経費（プロジェクト） H17.8.24

予算額
(千円）

備　　　　　　考

6,000

2,224 下記プロジェクト採択者一覧

3,300 配分は別添シート（研究奨励費）による

476

プロジェクト採択一覧

分　　類 代表者 金額(千円） 研究テーマ

地域 新野邊幸一 684 真砂砂鉄を利用した鉄鋼材料に対する機能性たたら被膜の開発

地域 小松原祐二 540 コンクリート供試体用クラッシャー（粉砕機）の開発研究

教育 村上　亨 500 高専における数学教育の改善－松江高専における授業実践を通して－

教育 岩田　淳 500 TBLT理論に基づくWBT英語プレゼンテーション教育教材開発

2,224

校長裁量経費（プロジェクト）

　　プロジェクト

　　校長裁量研究奨励費へ組替

　　校長裁量予備費へ組替

事　　　　項

合　　　　計  
                         （出典 校長裁量採択結果） 
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（分析結果とその根拠理由） 

機構本部が全国高専を集計した連結決算として公表している。 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況） 

独立行政法人通則法第 39 条により，会計監査人による監査が明確に規定されているとともに（資

料 10－３－②－１），独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第 45 条により会計機関の義務及

び責任並びに内部監査を明確に規定している。（資料 10－３－②－２） 

外部監査としては，会計検査院による会計実地検査及び監査法人による各監査（期首・期中・決

算）が今後予定されている。 

また，本校においては内部監査委員会を常設しており，会計経理についてその事態を把握し，これ

が常に適正かつ効率的に執行されるよう毎年内部監査を実施している。（資料１０－３－②－３） 

委員構成（校長，教授（３名），助教授（２名），オブザーバー 技術室長） 

資料 10－３－①－１ 

   高専機構会計規則（第 44 条抜粋） 

（年度末決算） 
第４４条 年度末決算に際しては，当該年度末における資産･負債の残高並びに当該期間における損益

に関し真正な数値を把握するための各帳簿の締め切りを行い，資産の評価，債権･債務の整理，その
他決算整理を的確に行って，所定の手続きに従って決算数値を確定しなければならない。 

２ 理事長は，前項の整理を行った後，翌事業年度５月末日までに次の各号に掲げる書類を作成しなけ
ればならない。 

  一 貸借対照表 
  二 損益計算書 
  三 キャッシユ・フロー計算書 
  四 利益の処分又は損失の処理に関する書類 
  五 行政サービス実施コスト計算書 
  六 附属明細書 
３ 前項各号の書類の様式は，別に定めるものとする。 
 

                  （出典 独立行政法人国立高等専門学校機構規則） 
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資料10－３－②－１ 

独立行政法人通則法（会計監査に関する条文抜粋） 

（会計監査人の監査）  
第三十九条  独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行
政法人を除く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書につい
て、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。  
 
（会計監査人の選任）  
第四十条  会計監査人は、主務大臣が選任する。  
 
（会計監査人の資格）  
第四十一条  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 （昭和四十九年法律第二十二号）
第四条 （第二項第二号を除く。）の規定は、第三十九条の会計監査人について準用する。この場合に
おいて、同法第四条第二項第一号 中「第二条 」とあるのは、「独立行政法人通則法第三十九条」と
読み替えるものとする。  
 
（会計監査人の任期）  
第四十二条  会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての
主務大臣の第三十八条第一項の承認の時までとする 
 
（会計監査人の解任）  
第四十三条  主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任する
ことができる。  
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。  
二  会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。  
三  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（出典 独立行政法人通則法 平成 11 年法律第 103 号）  

資料10－３－②－２ 

   高専機構会計規則（第 45 条抜粋） 

 （内部監査） 
第 45 条 理事長は，予算の執行及び会計処理の適正を期するため，必要と認めるときは，特に命令し

た教職員に内部監査を行わせるものとする。 
２ 内部監査について必要な事項は，別に定めるものとする。 

 

                    （出典 独立行政法人国立高等専門学校機構規則） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 規則に基づき内部監査が実施されていることから，適正に会計監査が行われていると考える。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

教育研究活動の活性化のため，学内競争的資金の導入など予算の有効な配分に努めている。また，

科学研究費補助金，企業等との共同研究などの外部資金獲得にも努め，努力の成果が現れてきている。 

 

（改善を要する点） 

今後，運営交付金の減額や中期計画における効率化に対応するためには，外部資金による自己収入

確保が重要になる。こうした中，科学研究費補助金の採択率の引き上げや，企業等からの外部資金に

など継続的に獲得できるよう，一層の努力が必要である。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

本校の学習・教育目標を達成するための教育研究活動を円滑に支えるための資産（土地，建物，設

備）を有している。また，高専機構からの運営費交付金の配分により，継続した活動基盤が保証され

ていると判断される。 

資料 10－３－②－３ 

 

                         （出典 内部監査報告） 
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配分された運営費交付金等は，学内競争的資金の導入により教育研究活動を活性化させるなど,有

効な配分が行われている。外部資金の獲得（科学研究費補助金，共同研究，受託研究，奨学寄附金）

にも積極的に取り組み，さらに，文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代

GP）」などの競争的資金へも積極的に申請している。 

予算は，学校協議会，運営委員会，予算委員会で周知徹底され,さらに予算書等は会計課の学内ホ

ームページで全教職員に公開されている。追加予算などの新しい情報に随時更新されて，収支のバラ

ンスを考慮しながら適正な執行に努めている。内部監査委員会が，財務諸表，支出伝票により，年１

～２回適正な財務会計処理が行われていることを確認している。 



松江工業高等専門学校 基準11 

- 349 - 

基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，効果的な意思決定が行える態勢となっているか。 

（観点に係る状況） 

学校教育法第70条の７により，校長及び教授などの役割が明記されており，運営・校務などに関

する重要事項は校長が決定することになっている。本校の運営にあたっては「組織」を編成し，

（資料11－１－①－１）管理運営にあたっては「松江工業高等専門学校運営組織規則」（資料11－

１－①－１）を規定し，役割を明確にするとともに効果的な意思決定が行える体制をとっている。 

意思決定のプロセスとして，校長の下に「学校協議会」（前掲 資料２－２－①－１に規則掲

載）及び「運営委員会」（前掲 資料２－２－①－２に規則掲載）を設置し，教育課程を含め学校

全体の諸課題の検討･調整にあたっている。 

校務の円滑な運営を図るため，２名の副校長を配置している。１名は企画総務室長の兼任，１名

は教務主事の兼任としている。 

学校教育法施行規則に規定されている教務主事，学生主事及び寮務主事は主事業務を掌理すると

ともに校長補佐（教務主事を除く。）として管理運営に参画している。専攻科を掌理する専攻科長

も主事と同様に校長補佐として管理運営に参画している。 

学校運営全ての案件は学校協議会，運営委員会での協議を経て校長が最終決断を行い教員会議で

周知徹底する体制となっている。また校長から特に諮問された事項の計画立案及び点検･評価作業

を行うために，副校長のもとに企画総務室を設置している。 

校長の職務は，学校教育法及び「独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則」に規

定されている。 

副校長（企画総務室長）の職務については，「企画総務室規則」（前掲 資料２－２－①－３）

に規定し，企画総務室会議のほかに「学校協議会」,「予算委員会」，「自己点検･評価委員会」，

「将来計画検討委員会」，「教員人事構想委員会」に参画し，担当分野の役割を担っている。 

教務主事は副校長を兼務するとともに，「教務委員会」等教務関連の委員会を，学生主事は「学

生委員会」等学生関連の委員会を，寮務主事は「寮務委員会」を，専攻科長は研究分野を含め「専

攻科委員会」を，それぞれ束ね，校長の運営方針等が具体的施策に反映できるように，それぞれ責

任を持って校長を補佐している。 
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資料 11－１－①－１ 

                                        （出典 学校要覧 2006） 
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資料 11－１－①－２ 

松江工業高等専門学校運営組織規則 
 

                       （平成１８年４月１日制定施行）
 

第１章 総則 
第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条第３項及び第６

項並びに松江工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１１条の規定に基づき，松江工業
高等専門学校（以下「本校」という。）の内部組織に関する事項を定め，校務の円滑な運営を図る
ことを目的とする。 

 
第２章 校長 

第２条 学校教育法第７０条の７第３項及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則
第５条第２項の規定に基づき，本校の運営・校務等に関する重要事項は校長が決定する。 

２ 前項の決定に当たって，必要と認める場合には，本規則第１８条で定める学校協議会，運営委員
会又は各種委員会等を開催して，意見を聴取する。 

３ 校長に事故があるとき，又は，校長が欠けたときは，本規則第４条第 1 項で定める副校長が代理
し，その職務を行う。なお，代理する順位は，教育担当の副校長を第一順位とし，管理運営担当の
副校長を第二順位とする。 

 
第３章 教員の所属 

第３条 本規則で教員とは，学則第８条第１項のうち教授，助教授，講師及び助手をいう。 
２ 本校に，学則第７条第１項で定める学科並びに人文科学科及び数理科学科（以下「学科」とい

う。）を置き，教員はいずれかの学科に属するものとする。 
 

第４章 副校長 
第４条 本校に，教育担当の副校長及び管理運営担当の副校長を置き，教授の中から校長が任命す

る。ただし，教育担当の副校長は教務主事をもって充てる。 
２ 副校長は，校長の命を受け，校長とともに校務の円滑な運営を図る。 
３ 副校長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任

者の残任期間とする。 
 

第５章 校長補佐 
第５条 本校に，校長補佐を置き，学則第９条第１項で定める学生主事及び寮務主事並びに本規則第

９条第１項で定める専攻科長をもって充てる。 
２ 校長補佐は，校長の命を受け，校長の職務を補佐する。 
 

第６章 校長特別補佐 
第６条 本校に，校長特別補佐を置くことができる。 
２ 校長特別補佐に関し必要な事項は，別に定めるところによる。 
 

第７章 教務主事補，学生主事補及び寮務主事補 
第７条 本校に，学則第９条第１項で定める教務主事，学生主事及び寮務主事（以下「主事」とい

う。）のもとに，当該主事を補佐するため，それぞれ教務主事補，学生主事補及び寮務主事補（以
下「主事補」という。）を若干名置き，当該主事の推薦に基づき，校長が任命する。 

２ 主事補の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任
者の残任期間とする。 

３ 主事に事故があるとき，又は，主事が欠けたときは，校長が指名した当該主事補が代理し，その
職務を行う。 

 
第８章 学科長 

第８条 本校の各学科に学科長を置き，当該学科の教授又は助教授の中から，校長が任命する。 
２ 学科長は，当該学科の管理運営を総括するとともに，他の学科及び施設等相互の連絡調整に当た

る。 
３ 学科長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任

者の残任期間とする。 
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第９章 専攻科長 
第９条 本校に，専攻科に関する事項を掌理するため，専攻科長を置き，校長が専攻科を担当する教

授の中から任命する。 
２ 専攻科長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前

任者の残任期間とする。 
３ 専攻科長に事故があるとき，又は，専攻科長が欠けたときは，校長が指名した副専攻科長が代理

し，その職務を行う。 
 

第１０章 副専攻科長 
第１０条 専攻科の専攻毎に，専攻科長の職務を助け，専攻の運営に関する事項を総括するため，副

専攻科長を置く。 
２ 副専攻科長は，当該専攻を担当する教授又は助教授の中から，専攻科長の推薦に基づき，校長が

任命する。 
３ 副専攻科長の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，

前任者の残任期間とする。 
 

第１１章 学内組織 
第１１条 本校に，次の各号に掲げる組織を置く。 

一 企画総務室 
二 地域共同テクノセンター 
三 メディア教育センター 
四 実践教育支援センター 
五 環境センター 
六 学生相談室 

２ 前項の各組織に，当該組織の管理運営事項を掌理させるため，組織の長を置き，校長が教授又は
助教授の中から任命する。 

３ 第 1 項の組織に関し必要な事項は，別に定めるところによる。 
 

第１２章 学級担任・アドバイザー・学年主任 
第１２条 本校の第１学年から第３学年までの各学級に学級担任を，第４学年から第５学年までの各

学級にアドバイザーを置き，本科の教授，助教授又は講師の中から校長が任命する。 
２ 学級担任は，学級の運営，教育指導及び生活指導に当たる。 
３ アドバイザーは，当該学級の学生への諸連絡並びに修学上の助言及び進路相談等に関することに

当たる。 
４ 学級担任及びアドバイザーの任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後

任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
第１３条 本校に，学年毎に学年主任を置き，各学年の学級担任又はアドバイザーの互選に基づき，

校長が任命する。 
２ 学年主任は，主事及び学科長等と連絡調整のうえ，当該学年の運営に関することを掌理するとと

もに，担当する学年の学級担任又はアドバイザーの連絡調整に当たる。 
３ 学年主任の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前

任者の残任期間とする。 
 
第１３章 顧問教員 

第１４条 本校に，学生の課外活動を指導するため顧問教員を置き，教員の中から校長が任命する。 
２ 顧問教員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前

任者の残任期間とする。 
 

第１４章 管理運営・校務の委任 
第１５条 本校の管理運営・校務のうち，教務に関する事項（専攻科長の所掌に属するものを除

く。）は，教務主事にその実施を委任する。 
２ 本校の管理運営・校務のうち，学生の厚生補導に関する事項（寮務主事の所掌に属するものを除

く。）は，学生主事にその実施を委任する。 
３ 本校の管理運営・校務のうち，寄宿舎における学生の厚生補導に関する事項は，寮務主事にその

実施を委任する。 
４ 本校の管理運営･校務のうち，専攻科の管理運営及び教務に関する事項は，専攻科長にその実施を

委任する。 
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第１６条 本校の管理運営・校務のうち，事務に関する事項は，事務部長にその実施を委任する。 
２ 事務部長に事故があるとき，又は，事務部長が欠けたときは，課長が代理し，その職務を行う。

なお，代理する順位は，庶務課長を第一順位，会計課長を第二順位，学生課長を第三順位とする。 
第１７条 本校の管理運営・校務のうち、第１５条から前条までに掲げた事項以外の事項で校長が特

に命じる事項については，管理運営担当の副校長にその実施を委任する。 
２ 管理運営担当の副校長に事故があるとき，又は，管理運営担当の副校長が欠けたときは，校長が

指名した校長補佐が代理し，その職務を行う。 
 

第１５章 委員会等 
第１８条 本校に，次の各号に掲げる委員会等を置く。 

一 運営評議会 
二 学校協議会 
三 運営委員会 
四 教員会議 
五 将来計画検討委員会 
六 自己点検・評価委員会 
七 予算委員会 
八 広報委員会 
九 情報公開委員会 
十 施設管理委員会 
十一 ＡＯ委員会 
十二 本科入試委員会 
十三 専攻科入試委員会 
十四 カリキュラム委員会 
十五 教務委員会 
十六 学生委員会 
十七 寮務委員会 
十八 専攻科委員会 
十九 進路指導委員会 
二十 国際交流委員会 
二十一 留学生委員会 
二十二 ＦＤ委員会 
二十三 ＪＡＢＥＥ委員会 
二十四 図書委員会 
二十五 機器整備委員会 
二十六 安全衛生委員会 
二十七 安全管理委員会 
二十八 防火対策委員会 
二十九 環境汚染等防止対策委員会 
三十 放射線障害防止委員会 
三十一 知的財産委員会 
三十二 教員人事構想委員会 
三十三 教員選考委員会 
三十四 地域共同テクノセンター運営委員会 
三十五 メディア教育センター運営委員会 
三十六 マルチメディア教育委員会 
三十七 情報ネットワーク委員会 
三十八 実践教育支援センター運営委員会 
三十九 外部資金受入審査会 
四十 寄附金受入れの審査会 
四十一 事務電算化委員会 
四十二 経費節減対策推進委員会 
四十三 職員レクリエーション委員会 
四十四 学生支援機構松江工業高等専門学校委員部 

２ 前項以外に，校務の円滑な運営を図るため，各種委員会等を置くことができる。 
３ 第 1 項の各委員会等に関し必要な事項は，別に定めるところによる。 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の最高責任者である校長の責務は多岐にわたるため，副校長２名（企画総務室長，教務主

事）及び校長補佐３名（学生主事，寮務主事及び専攻科長）が校長の職務を分担するとともに，校

長を補佐している。 

専門的事項の立案･検討･調整などのために，各種の委員会がおかれている。これら委員会のうち

主要な委員会の委員長は，校長，副校長或いは校長補佐が務めることとし，校長の運営方針等が具

体的施策に反映できるように，また委員会等での審議結果が責任を持って実施できることとしてい

る。 

校長が校務全体を把握し，リーダーシップが発揮できるよう，校長，副校長，校長補佐，事務部

長及び各課長で構成される学校協議会を定期的に開催している。学校協議会は，校長が職務を行う

にあたり，意見聴取，方針などの周知，情報共有の役割を果たしている。 

以上のことから，校長，副校長，各主事，専攻科長及び委員会等の役割が明確になっており，効

果的な意思決定が行える体制となっている。 

 

観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活

動しているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，校務を迅速･的確に処理するため，より高度な組織づくりを目指して継続的に改善を

行い，適切に対応してきた。 

学校協議会，運営委員会，企画総務室会議，教務委員会，学生委員会，寮務委員会，専攻科委員

会は，月１回程度は会議を開催し，課題解決に対応している。各委員会の所掌内容は，委員会一覧

表（資料11－１－②－１）のとおりであり，校務分担は教員会議で確認されている。（資料11－１

－②－２） 

 学校協議会では，運営委員会の議題を含む学校運営上の諸課題について協議するとともに，特

に人事及び予算事項について事前協議している。 

また，運営委員会では，学校の管理運営に関する事項，教育研究活動の施策方針に関する事項，

予算配分案や予算執行に関する事項等，学校運営上重要な事項について学内の意見を聴取するとと

もに，運営方針等の周知，情報共有の役割を果たしている。 

第１６章 委員会等の定足数 
第１９条 本校の委員会等の定足数は，当該委員会等における委員総数の二分の一以上とする。 
２ 委員会等の議事は，議長を含め出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の場合は，議長の

決するところによる。 
 

第１７章 その他 
第２０条 本規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定めるところによる。 
 

附 則 
 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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なお，情報共有の手段として，運営委員会の議事概要を全教員に知らせている。 

企画総務室会議では中･長期目標及び同計画の策定，新規事業，地域･社会に対する貢献事業の企

画立案，「システム技術」教育プログラム点検，教育点検評価などの検討を行っている。  

このほか，各種委員会については，各委員会規則により審議事項が明確化されている。これらの

委員会は，本校の教育，研究，社会貢献，運営等の進展や社会の変化等から生じる諸課題に適切に

対応するため，適宜委員会の新設･廃止を行い，学校運営の中で適切な機能を果たすよう見直しを

行ってきた。 

本校の事務部は，校長の下で教育研究の遂行に必要とされる全ての事務処理を行うため，事務部

長の下，庶務，会計，学生の３課及び技術室から構成されている。技術室には技術専門員，技術専

門職員，技術職員を配置している。（前掲 資料３－３－①－２） 

事務組織並びに事務部長，課長，技術室長等の職務内容及び各課の分掌事務は，「松江工業高等

専門学校事務組織規則」（資料11－１－②－３）で定めている。また，各課に置く各係等の事務分

掌は，「松江工業高等専門学校事務分掌規則」（資料11－１－②－４）で定めている。 

技術室の位置付けは，「松江工業高等専門学校実践教育支援センター規則」（資料11－１－②－

５）及び「松江工業高等専門学校実践教育支援センター運営委員会規則」（資料11－１－②－６）

で定めている。技術室の職務内容は，「松江工業高等専門学校における技術職員の組織等に関する

内規」（前掲 資料３－３－①－３）で定めている。 

事務部では，事務部長及び３課長による部課長連絡会を設けるとともに，事務部として，校長，

副校長及び校長補佐に充分な助言ができるよう，運営委員会の開催前に，係長以上の事務職員によ

る事務連絡会を開催し，議題の確認，情報･意見交換を行っている。 
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資料 11－１－②－１ Ａ 

                       （出典 庶務課 作成資料） 
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資料 11－１－②－１ Ｂ 

（出典 庶務課 作成資料） 
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資料 11－１－②－１ Ｃ 

（出典 庶務課 作成資料） 
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資料 11－１－②－１ Ｄ 

（出典 庶務課 作成資料） 
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資料 11－１－②－２ Ａ 

       （出典 教員会議 配付資料） 

資料 11－１－②－２ Ｂ 

（出典 教員会議 配付資料）

資料 11－１－②－２ Ｃ 

（出典 教員会議 配付資料） 
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資料 11－１－②－３ 

松江工業高等専門学校事務組織規則 

                   昭和４１年４月１日 制  定
                    平成１７年４月１日 最終改正

 
第１章 総則 

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則（平成１６年独立行政
法人国立高等専門学校機構規則第 1 号）第５条第６項，独立行政法人国立高等専門学校機構の本部
事務局の組織等に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第４号）第９条
第３項及び松江工業高等専門学校学則に基づき，松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）
の事務組織及び所掌事務を定めることを目的とする。 

第２章 事務組織 
第２条 本校に事務部を置く。 
２ 事務部に庶務課，会計課及び学生課を置く。 
第３条 庶務課に情報処理室及び次の係を置く。 

庶務係 
企画調査係 
人事係 
学術情報係 

第４条 会計課に次の係を置く。 
総務係 
出納係 
用度係 
施設係 

第５条 学生課に技術室及び次の係を置く。 
教務係 
学生係 
寮務係 

第６条 事務部に事務部長を置く。 
２ 事務部長は，校長の命を受け，本校の事務を処理する。 
第７条 庶務課，会計課及び学生課にそれぞれ課長を置く。 
２ 課長は，上司の命を受け，課の事務を処理する。 
第７条の２ 庶務課に専門員を置く。 
２ 専門員は，上司の命を受け，課等の所掌事務のうち専門知識又は経験を必要とする特定分野の事

務を処理するとともに専門的見地から上司を補佐する。 
第７条の３ 学生課に技術専門員を置くことができる。 
２ 技術専門員は，極めて高度の専門的な技術を有し，その技術に基づき，教育研究の支援のための

技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに，技術の継承及び保存並びに技術研修
に関する企画及び連絡調整を行う。 

第７条の４ 学生課に学務担当専門職員及び技術専門職員を置く。 
２ 学務担当専門職員は，上司の命を受け，学務に関する専門知識又は経験を必要とする事務を処理

する。 
３ 技術専門職員は，技術室の業務を処理する。 
第８条  庶務課，会計課及び学生課の各係に係長を置く。 
２ 係長は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 
第９条 庶務課，会計課及び学生課の各係に主任を置くことができる。 
２ 主任は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 

第３章 所掌事務 
第１０条 庶務課においては，次の事務をつかさどる。 

一 学校の事務に関し，総括し及び連絡調整すること。 
二  機密に関すること。 
三 儀式その他の会議に関すること。 
四  学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。 
五 内地研究員及び海外先進教育研究実践支援プログラム等による外国への派遣に関すること。 
六 外国の大学等との交流に関すること。 
七 学術団体との連絡に関すること。 
八 渉外に関すること。 
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九 公文書類の接受，発送，編集及び保管に関すること。 
 十 公印の管守に関すること。 
 十一  科学研究費等，その他学術研究費に関すること。 
 十二 民間等との共同研究及び受託研究に関すること。 

十三  研究助成に関すること。 
十四  広報活動に関すること。 
十五  中期目標・中期計画に関すること。 
十六  知的財産に関すること。 
十七  発明に関すること。 
十八 公開講座に関すること。 
十九 メディア教育センターの事務に関すること。 
二十 地域共同テクノセンターの事務に関すること。 
二十一 情報公開に関すること。 
二十二 情報セキュリティーに関すること。 
二十三 個人情報に関すること。 
二十四 職員の任免，分限，懲戒及び服務等に関すること。 
二十五 職員の給与及び諸手当に関すること。 
二十六 職員の定員に関すること。 
二十七 職員の研修及び勤務評定に関すること。 
二十八  職員の健康管理，福祉，身分証明及び災害補償に関すること。 
二十九  共済組合の長期給付及び退職手当に関すること。 
三十  栄典，表彰に関すること。 
三十一  人事記録に関すること。 
三十二  図書館資料の受入並びに整理及び保存等に関すること。 
三十三  図書館資料の閲覧，貸出等利用に関すること。 
三十四 研究紀要及び文献等の交換に関すること。 
三十五 事務用電子計算機に関すること。 
三十六 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
三十七 自動車の維持及び運用に関すること。 
三十八  校内警備取締りに関すること。 
三十九 その他，他の課の所掌に属しない事務を処理すること。 

第１１条  会計課においては，次の事務をつかさどる。 
一 予算及び決算に関すること。 
二 債権の管理に関すること。 
三  物品の管理に関すること。 
四 会計の監査に関すること。 
五 支出及び契約に関すること。 
六 預り金及び有価証券に関すること。 
七 所得税等の徴収に関すること。 
八 不動産の管理及び処分に関すること。 
九  土地，建物の借入に関すること。 
十  職員の宿舎に関すること。 
十一  科学研究費の経理に関すること。 
十二  受託研究等外部資金に関すること。 
十三  共済組合（長期給付を除く。）に関すること。 
十四  土地，建物及び工作物の整備復旧に関すること。 
十五  土地，建物及び工作物の維持保全に関すること。 
十六  学校環境の整備保全に関すること。 
十七 労働安全衛生業務に関すること。 
十八 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十九 その他会計経理及び営繕に関する事務を処理すること。 

第１２条 学生課においては，次の事務をつかさどる。 
一 入学者の選抜に関すること。 
二 学生の修学指導に関すること。 
三 教育課程の編成及び授業に関すること。 
四 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。 
五 学生の学籍に関すること。 
六 学生の実習に関すること。 
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七 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 
八 学生の課外活動に関すること。 
九 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 
十 学生に対する奨学金，授業料等免除及び徴収猶予に関すること。 
十一 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 
十二 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。 
十三 学生に対する職業指導及び就職のあっせんに関すること。 
十四 学生の諸届及び諸証明に関すること。 
十五 学生の生活指導及び生活相談に関すること。 
十六 学生の安全管理に関すること。 
十七 学生の表彰及び懲戒に関すること。 
十八 学生旅客運賃割引証に関すること。 
十九 学生寮の管理運営に関すること。 
二十 学生の入退寮に関すること。 
二十一 寮生の指導監督に関すること。 
二十二 寮食堂の管理運営に関すること。 
二十三 独立行政法人日本学生支援機構の事務に関すること。 
二十四 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 
二十五 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
二十六 その他教務，学生補導，寮務及び技術室の事務に関すること。 

第１３条 各課各係及び技術室における事務分掌は別に定める。 
 
   附 則 
１ この規則は，昭和４７年４月１日から施行する。 
２ 昭和４１年４月１日から施行の松江工業高等専門学校事務組織規則は，廃止する。 
 
  ・・・略・・・ 
 
   附 則 

この規則は，平成１０年４月１日から施行する。 
   附 則 

この規則は，平成１１年１１月１日から施行する。 
   附 則 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 
   附 則 

この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校規則集） 
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資料 11－１－②－４ 

松江工業高等専門学校事務分掌規則 

                      昭和４３年１月１日 制定施行
                      平成１７年４月１日 最終改正

（目的） 
第１条 この規則は，松江工業高等専門学校事務組織規則第１３条の規定に基づき，松江工業高等専

門学校事務部各課各係及び技術室における所掌事務の分掌を定めることを目的とする。 
（事務分掌） 

第２条 専門員は，次の事務をつかさどる。 
一 学校運営の企画及び調査に係る専門的事項に関すること。 
二 自己点検及び自己評価に係る専門的事項に関すること。 
三 中期目標・中期計画の作成に関すること。 
四 訟務に関すること。 
五 その他課の所掌事務のうち，重要な調査，企画及び連絡調整に関すること。 

第３条 庶務係においては，次の事務をつかさどる。 
一 学校の事務に関し，総括し及び連絡調整すること。 
二 儀式，会議その他諸行事に関すること。 
三 学則，その他諸規則の制定及び改廃に関すること。 
四 公印の管守に関すること。 
五 公文書類の収受，発送に関すること。 
六 公文書類の整理保存に関すること。 
七 日誌及び沿革誌等の記録保存に関すること。 
八 渉外に関すること。 
九 職員の身分証明その他，他の係に属しない証明に関すること。 
十 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 
十一 職員の勤務時間及び休暇等に関すること。 
十二 宿直，日直に関すること。 
十三 職員の出張に関すること。 
十四 秘書事務に関すること。 
十五 郵便切手類の受払に関すること。 
十六 内地研究員に関すること。 
十七 海外先進教育研究実践支援プログラム等による外国への派遣に関すること。 
十八 情報公開に関すること。 
十九 個人情報に関すること。 
二十 自動車の維持及び運用に関すること。 
二十一 校内の警備取締りに関すること。 
二十二 校内の清掃に関すること。 
二十三 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
二十四 その他，他の係に属しないこと。 

第 4 条 企画調査係においては，次の事務をつかさどる。 
一 地域共同テクノセンターが行う技術相談及び各種講演会等に関すること。 
二 民間等との共同研究及び受託研究の受入れに関すること。 
三 外国の大学等との交流に関すること。 
四 研究助成の受入れに関すること。 
五 科学研究費，その他学術研究費に関すること。 
六 寄附金の受入れに関すること。 
七 学校の広報活動に関すること。 
八 公開講座に関すること。 
九 知的財産の管理に関すること。 
十 発明に関すること。 
十一 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十二 その他企画調査に関すること。 

第５条 人事係においては，次の事務をつかさどる。 
一 職員の任免，分限，懲戒及び服務等に関すること。 
二 職員の給与及び諸手当の決定に関すること。 
三 職員の定員及び級別定数に関すること。 
四 人事記録に関すること。 
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五 職員の勤務評定に関すること。 
六 職員の研修に関すること。 
七 職員の兼業に関すること。 
八 職員の栄典及び表彰に関すること。 
九 職員の労働者保険及び雇用保険に関すること。 
十 退職手当に関すること。 
十一 共済組合の長期給付に関すること。 
十二 職員の労働安全衛生（教育）に関すること。 
十三 労働組合に関すること。 
十四 財産形成貯蓄に関すること。 
十五 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十六 その他人事に関すること。 

第６条 学術情報係は，次の事務をつかさどる。 
一 メディア教育センターが行う会議，その他所掌事務に関すること。 
二 事務用電子計算機に関すること。 
三 情報セキュリティーに関すること。 
四 情報処理室に関すること。 
五 図書の購入，受入れ，整理及び保管に関すること。 
六 図書の閲覧，貸出しに関すること。 
七 研究紀要に関すること。 
八 文献等の交換に関すること。 
九 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十 その他図書に関すること。 

第７条 総務係においては，次の事務をつかさどる。 
一 会計課の所掌事務に関し，総括し及び連絡調整すること。 
二 会計機関の命免に関すること。 
三 予算の要求に関すること。 
四 予算の配分及び経理並びに決算に関すること。 
五 支出及び契約の確認に関すること。 
六 旅費及び謝金の支出に関すること。 
七 財産の寄付及び借入に関すること。 
八 職員の宿舎に関すること。 
九 防災に関すること。 
十 共済組合（長期給付を除く。）に関すること。 
十一 会計の監査に関すること。 
十二 受託研究の契約に関すること。 
十三 民間等との共同研究の契約に関すること。 
十四 労働安全衛生業務に関すること。 
十五 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十六 その他会計課の他の係に属しないこと。 

第８条 出納係においては，次の事務をつかさどる。 
一 債権の管理に関すること。 
二 収入及び支出に関すること。 
三 給与及び退職手当等の支出に関すること。 
四 給与及び諸手当等の支払に関すること。 
五 所得税等の徴収に関すること。 
六 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 
七 収入，支出の決算に関すること。 
八 共済組合の出納に関すること。 
九 預り金の処理に関すること。 
十 科学研究費等の経理及び委任経理に関すること。 
十一 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十二 その他出納に関すること。 

第９条 用度係においては，次の事務をつかさどる。 
一 物品の購入，修繕及び役務等の支出負担行為に関すること。 
二 物品の管理に関すること。 
三 光熱水料及び電話料の経理に関すること。 
四 物品の売払及び貸付に関すること。 
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五 物品の寄付受入れに関すること。 
六 競争参加資格審査に関すること。（用度係の所掌事務に属するもの。） 
七 科学研究費等の契約に関すること。 
八 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
九 その他用度に関すること。 

第１０条 施設係においては，次の事務をつかさどる。 
一 営繕工事の契約及び支出に関すること。 
二 施設整備に係る計画，設計・積算及び施工管理に関すること。 
三 施設・設備の計画及び維持保全に関すること。 
四 不動産の管理及び処分に関すること。 
五 競争参加資格審査に関すること。（施設係の所掌事務に属するもの。） 
六 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
七 その他施設に関すること。 

第１１条 学務担当の専門職員は，次の事務をつかさどる。 
一 入学者の選抜に係る専門的事項に関すること。 
二 学生の修学指導に係る専門的事項に関すること。 
三 教育課程の編成及び授業に係る専門的事項に関すること。 
四 学生の課外活動に係る専門的事項に関すること。 
五 学生の就職に係る企画，立案及び連絡調整に関すること。 
六 その他課の所掌事務のうち，重要な調査，企画及び連絡調整に関すること。 

第１２条 技術室においては，学科，メディア教育センター及び実習工場の次の業務をつかさどる。 
一 実験及び実習の技術指導に関すること。 
二 実験室，メディア教育センター及び実習工場の機器類の保全管理に関すること。 
三 実験・実習用諸材料の準備及び保管に関すること。 
四 実験及び実習の安全確保に関すること。 
五 教育研究の支援のための技術開発及び技術業務に関すること。 
六 教育研究の支援に関すること。 
七 技術の継承及び保存に関すること。 
八 技術研修の調査研究，企画及び連絡調整に関すること。 
九 所掌業務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十 その他技術室に関すること。 

第１３条 教務係においては，次の事務をつかさどる。 
一 学生課の所掌事務に関し，総括し及び連絡調整すること。 
二 教育課程の編成及び授業に関すること。 
三 学生の募集及び入学者の選抜に関すること。 
四 学生の入学，退学，転学，留学，休学及び卒業に関すること。 
五 学生の進級及び卒業の認定に関すること。 
六 学生の学業成績並びに定期試験等に関すること。 
七 学生の指導要録の整理記録及び保管に関すること。 
八 学生の修学における諸行事の編成に関すること。 
九 学生の校外実習に関すること。 
十 教科書及び教材に関すること。 
十一 学生の諸届及び諸証明に関すること。 
十二 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 
十三 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十四 その他教務に関すること。 
十五 その他学生課の他の係に属しないこと。 

第１４条 学生係においては，次の事務をつかさどる。 
一 学生の生活指導及び生活相談に関すること。 
二 学生の課外教育に関すること。 
三 学生会その他学生団体の指導に関すること。 
四 学生の厚生施設の管理運営に関すること。 
五 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。 
六 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務及び学生の安全管理に関すること。 
七 学生に対する就職指導及び就職のあっせんに関すること。 
八 独立行政法人日本学生支援機構及びその他奨学金に関すること。 
九 入学料，授業料の免除及び徴収猶予に関すること。 
十 学生の表彰及び懲戒に関すること。 
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十一 学生の集会，掲示及び印刷物の配付に関すること。 
十二 学生の旅客運賃割引証及び通学証明書の発行に関すること。 
十三 外国人留学生に関すること。 
十四 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十五 その他学生の厚生補導に関すること。 

第１５条 寮務係においては，次の事務をつかさどる。 
一 寄宿舎（寮）の施設・設備の保全等に関すること。 
二 学生の入寮及び退寮に関すること。 
三 寮生の生活指導及び生活相談に関すること。 
四 寮生の健康管理に関すること。 
五 寮生の安全管理に関すること。 
六 寮の宿日直に関すること。 
七 寄宿料の免除及び徴収猶予に関すること。 
八 寮食堂の管理運営に関すること。 
九 寮生会の指導に関すること。 
十 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。 
十一 その他寮務に関すること。 

 
   附 則 

この規則は，昭和４３年１月１日から施行する。 
 
・ ・・略・・・ 

  
  附 則 
この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料 11－１－②－５ 

松江工業高等専門学校実践教育支援センター規則 

平成１４年４月１日 制  定
平成１７年４月１日 最終改正

 
（設置） 

第１条 松江工業高等専門学校に，教育及び研究に対する技術支援を行うため，松江工業高等専門学
校実践教育支援センター（以下「センター」という。）を置く。 
（目的） 

第２条 センターは，技術に関する専門的業務を円滑かつ効果的に処理するとともに，技術職員（施
設系の技術職員を除く。以下同じ。）の能力及び資質の向上を図り，もって教育研究支援体制の充
実を図ることを目的とする。 
（業務） 

第３条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 
一 教育及び研究に対する技術支援の基本計画の策定に関すること。 
二 技術の継承及び保存並びに技術向上のための技術研修，技術発表会及び技術講演会等の企画・

実施等に関すること。 
三 学生の実験，実習，卒業研究の技術指導及び安全確保に関すること。 
四 教育及び研究に対する技術支援に関すること。 
五 技術資料の作成，保管及び提供等に関すること。 
六 機器等の保守・管理並びに災害防止に関すること。 
七 所掌業務の調査統計及び諸報告に関すること。 
八 その他センターの技術分野について必要な事項に関すること。 
（組織） 

第４条 センターは，センター長及び技術室をもって組織する。 
１ センター長は教務主事をもって充て，センターの業務を統轄する。 
２ 技術室は，センターの業務を遂行する。 
３ 第一技術班は，第３条の業務のうち機械系に関する業務を分掌し遂行する。 
４ 第二技術班は，第３条の業務のうち電気，電子及び情報系に関する業務を分掌し遂行する。 
５ 第三技術班は，第３条の業務のうち土木系に関する業務を分掌し遂行する。 

（センター運営委員会） 
第５条 センターの運営に関し，必要事項を審議するため，松江工業高等専門学校実践教育支援セン

ター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 センター長 
二 技術室長 
三 主査 
四 その他校長が必要と認める者 

３ 委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 
４ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
５ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させることができる。 

（センターの利用） 
第６条 センターの利用に関して必要な事項は，別に定める。 

（センターの事務） 
第７条 センターの事務は，技術室において処理する。 

（雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか，センターに必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校テクノ教育支援センター規則（平成１４年４月１日制定）は，廃止する。 

 

（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

管理運営上の諸課題を審議･検討するため課題の性質に応じ各種委員会が設置されており，各委

員会の任務･審議事項などは，各委員会の設置規則により定められている。 

主要な委員会の委員長は，校長，副校長及び校長補佐が務めており，また，委員会における審

議･検討内容は必要に応じ，個別に校長に報告されるとともに，運営委員会に報告されている。こ

のように，校長のリーダーシップの下，各委員会が役割を適切に分担し，円滑な校務運営がなされ

ている。 

資料 11－１－②－６ 

松江工業高等専門学校実践教育支援センター運営委員会規則 

平成１４年４月１日 制  定
平成１７年４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 松江工業高等専門学校実践教育支援センター規則第７条第２項の規定に基づき，この規則を
定める。 
（審議事項） 

第２条 松江工業高等専門学校実践教育支援センター運営委員会（以下「委員会」という。）は，次
の各号に掲げる事項を審議する。 
一 実践教育支援センターの管理運営に関すること。 
二 その他必要と認められる事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 センター長 
二 技術室長 
三 主査 
四 その他校長が必要と認める者 
（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させることができる。 

（事務） 
第５条 委員会の事務は，技術室において処理する。 
 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校テクノ教育支援センター運営委員会規則（平成１４年４月１日制定）は，

廃止する。 

 

                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，機構が設置･運営する高等専門学校である。このため，機構の理事長，役員会などが定

めた規則等と，それを受けて本校が定めた規則及び内規等により，校務運営及び事務処理を行って

いる。 

本校が定めている規則などは，平成16年４月の機構設立に伴い，それまでの規則などを見直し，

規則の改正及び制定を行った。 

現在，管理運営の諸規則を含め100件の規則（資料11－１－③－１），48件の内規等（資料11－

１－③－２）を整備している。これらの規則等については，本校のホームページに掲載し，教職員

が利用しやすいようにしている。 

資料 11－１－③－１ 

規則 目次                            平成１８年４月１日 現在 

 学則 
  ０１ 松江工業高等専門学校学則 
 組織･運営 
  ０２ 松江工業高等専門学校運営組織規則 
  ０３ 松江工業高等専門学校専攻科規則 
  ０４ 松江工業高等専門学校企画総務室規則 
  ０５ 松江工業高等専門学校学校協議会規則 
  ０６ 松江工業高等専門学校運営委員会規則 
  ０７ 松江工業高等専門学校専攻科委員会規則 
  ０８ 松江工業高等専門学校自己点検･評価規則 
  ０９ 松江工業高等専門学校運営評議会規則 
  １０ 松江工業高等専門学校広報委員会規則 
  １１ 松江工業高等専門学校将来計画検討委員会規則 
  １２ 松江工業高等専門学校教員会議規則 
  １３ 松江工業高等専門学校事務組織規則 

１４ 松江工業高等専門学校事務分掌規則 
  １５ 松江工業高等専門学校安全管理委員会規則 
  １６ 松江工業高等専門学校安全衛生委員会規則 
  １７ 松江工業高等専門学校経費節減対策推進委員会規則 
  １８ 松江工業高等専門学校職員レクリエーション委員会規則 
  １９ 松江工業高等専門学校情報公開委員会規則 
  ２０ 松江工業高等専門学校セクシュアル･ハラスメントの防止等に関する規則 
  ２１ 松江工業高等専門学校ホームページ運営規則 
  ２２ 松江工業高等専門学校事務電算化委員会規則 
  ２３ 松江工業高等専門学校訪問外国人研究者規則 
  ２４ 松江工業高等専門学校内地研究員派遣規則 
  ２５ 松江工業高等専門学校放射線障害防止管理規則 
  ２６ 松江工業高等専門学校放射線障害防止委員会規則 

２７ 松江工業高等専門学校環境汚染等防止対策委員会規則 
２８ 松江工業高等専門学校防火管理規則 

  ２９ 松江工業高等専門学校防火対策委員会規則 
  ３０ 松江工業高等専門学校外部資金受入審査会規則 
  ３１ 松江工業高等専門学校知的財産規則 
  ３２ 松江工業高等専門学校庁舎管理規則 
  ３３ 松江工業高等専門学校寄宿舎規則 
  ３４ 松江工業高等専門学校施設の有効活用に関する規則 
  ３５ 松江工業高等専門学校施設管理委員会規則 
  ３６ 松江工業高等専門学校教務委員会規則 
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３７ 松江工業高等専門学校学生委員会規則 
  ３８ 松江工業高等専門学校寮務委員会規則 
  ３９ 松江工業高等専門学校留学生委員会規則 
  ４０ 松江工業高等専門学校進路指導委員会規則 
  ４１ 松江工業高等専門学校職業紹介業務運営規則 
  ４２ 松江工業高等専門学校職業紹介業務に係る個人情報適正管理委員会 
  ４３ 独立行政法人日本学生支援機構松江工業高等専門学校委員部規則 
  ４４ 松江工業高等専門学校学生相談室規則 
  ４５ 松江工業高等専門学校本科入試委員会規則 
  ４６ 松江工業高等専門学校専攻科入試委員会規則 
  ４７ 松江工業高等専門学校ＪＡＢＥＥ委員会規則 
  ４８ 松江工業高等専門学校ＦＤ委員会規則 
  ４９ 松江工業高等専門学校カリキュラム委員会規則 
  ５０ 松江工業高等専門学校国際交流委員会規則 
  ５１ 松江工業高等専門学校予算委員会規則 
  ５２ 松江工業高等専門学校ＡＯ委員会規則 
 庶務 

５３ 松江工業高等専門学校文書処理規則 
  ５４ 松江工業高等専門学校公印規則 
  ５５ 松江工業高等専門学校職員の休暇，超過勤務等の取扱いに関する規則 
  ５６ 松江工業高等専門学校職員の健康安全管理細則 
  ５７ 松江工業高等専門学校当直規則 
  ５８ 松江工業高等専門学校名誉教授称号授与規則 
  ５９ 松江工業高等専門学校公開講座規則 
  ６０ 松江工業高等専門学校技術専門官･技術専門職員選考規則 
  ６１ 松江工業高等専門学校教員人事構想委員会規則 
  ６２ 松江工業高等専門学校教員選考規則 
 会計 
  ６３ 松江工業高等専門学校契約担当役等の補助者の任命に関する規則 
  ６４ 松江工業高等専門学校授業料等の徴収事務取扱規則 
  ６５ 松江工業高等専門学校金庫看守規則 
  ６６ 松江工業高等専門学校不動産監守規則 
  ６７ 松江工業高等専門学校不動産一時使用規則 
  ６８ 松江工業高等専門学校会計監査実施規則 
  ６９ 松江工業高等専門学校電気保安規則 
  ７０ 松江工業高等専門学校受託研究取扱規則 
  ７１ 松江工業高等専門学校寄附金委任経理事務取扱規則 
  ７２ 松江工業高等専門学校共同研究取扱規則 
  ７３ 松江工業高等専門学校毒物及び劇物取扱規則 
  ７４ 松江工業高等専門学校物品管理事務取扱規則 
教務･学生 
  ７５ 松江工業高等専門学校学生準則 
  ７６ 学業成績評価並びに課程修了及び卒業の認定等に関する規則 
  ７７ 松江工業高等専門学校入学料免除及び徴収猶予取扱規則 
  ７８ 松江工業高等専門学校授業料及び寄宿料の免除等に関する規則 
  ７９ 松江工業高等専門学校研究生規則 
  ８０ 松江工業高等専門学校聴講生等規則 
  ８１ 松江工業高等専門学校科目等履修生規則 
  ８２ 松江工業高等専門学校外国人留学生規則 

８３ 外国の高等学校又は大学への留学に関する規則 
  ８４ 松江工業高等専門学校寄宿舎宿日直規則 
  ８５ 松江工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程 
  ８６ 松江工業高等専門学校産業教育内地留学生規則 
  ８７ 松江工業高等専門学校学生会準則 
  ８８ 松江工業高等専門学校学生会会則 
  ８９ 松江工業高等専門学校寮生会会則 
 メディア教育センター 
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９０ 松江工業高等専門学校メディア教育センター規則 
  ９１ 松江工業高等専門学校メディア教育センター運営委員会規則 
  ９２ 松江工業高等専門学校図書委員会規則 
  ９３ 松江工業高等専門学校情報ネットワーク委員会規則 
  ９４ 松江工業高等専門学校マルチメディア教育委員会規則 
  ９５ 松江工業高等専門学校図書館規則 
  ９６ 松江工業高等専門学校図書館文献複写規則 
 地域共同テクノセンター 
  ９７ 松江工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則 
  ９８ 松江工業高等専門学校機器整備委員会規則 
 実践教育支援センター 
  ９９ 松江工業高等専門学校実践教育支援センター規則 
  １００松江工業高等専門学校実践教育支援センター運営委員会規則 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

資料 11－１－③－２ 

内規等目次                            平成１８年４月１日 現在 
 庶務 
  ０１ 松江工業高等専門学校事務系職員採用選考内規 
  ０２ 松江工業高等専門学校当直者勤務心得 
  ０３ 松江工業高等専門学校守衛服務内規 
  ０４ 出張命令取扱内規 
  ０５ 松江工業高等専門学校自動車運用管理内規 
  ０６ 松江工業高等専門学校における技術職員の組織等に関する内規 
  ０７ 松江工業高等専門学校電気自動車管理内規 
  ０８ 松江工業高等専門学校名誉教授称号授与規則の運用に関する内規 
  ０９ パーキングゲートシステムの取扱いについて 
  １０ 松江工業高等専門学校自動車運用管理内規の運用について 
  １１ 松江工業高等専門学校教員選考手続きについて 
  １２ 松江工業高等専門学校校内規則等取扱要領 
  １３ 事務部連絡会に関する申合せ 
  １４ 松江工業高等専門学校産学官連携コーディネーター取扱要領 
  １５ 松江工業高等専門学校における事務系非常勤職員の取扱いについて 
  １６ 非常勤講師の採用に関する取扱いについて 
  １７ 松江工業高等専門学校イベント担当専門部会内規 
 会計 
  １８ 松江工業高等専門学校旅費支給内規 
  １９ 松江工業高等専門学校旅費受領代理人払の事務取扱要領 
  ２０ 松江工業高等専門学校授業料等の督促要領 
  ２１ 松江工業高等専門学校債権発生等通知事務取扱要領 
  ２２ 松江工業高等専門学校事務電子計算機使用内規 
  ２３ 特別管理産業廃棄物等管理基準 

２４ 松江工業高等専門学校経費節減対策実施要領 
  ２５ 松江工業高等専門学校経費節減対策推進委員会要領 
  ２６ 構内安全監視システムの取扱いについて 
  ２７ 入退館管理システムの取扱いについて 
  ２８ 科学研究費補助金取扱要項 
 教務･学生 
  ２９ 松江工業高等専門学校再入学の出願及び選考に関する内規 

３０ 松江工業高等専門学校学生の表彰に関する内規 
  ３１ 松江工業高等専門学校合宿研修施設使用内規 
  ３２ 松江工業高等専門学校就職事務取扱要領 
  ３３ 松江工業高等専門学校休業期間中の生活心得 
  ３４ 松江工業高等専門学校交通安全心得 
  ３５ 松江工業高等専門学校課外活動用スキー使用心得 
  ３６ 松江工業高等専門学校校内施設の課外使用心得 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，平成16年４月の機構の設立に伴い，規則等を全面的に見直すとともに，その後も必要

に応じ，所要の改正などを行っている。 

以上のことから，管理運営の諸規則等が整備されている。 

 

観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，本校の教育･研究及び管理･運営等に関し，広く学外の有識者から意見を求めるため，

「松江工業高等専門学校運営評議会規則」（資料11－２－①－１）を平成17年１月に制定し，教育

に関し広くかつ高い識見を有する外部有識者を校長が委嘱し，現在まで運営評議会を１回開催した。 

この運営評議会は，平成17年３月に開催され，本校の現状や機構の中期目標･中期計画等に関す

る各種資料を配付して，校長から概要説明を行った後，全体討論が行われた。運営評議会の討論内

容は，資料のとおり議事録として取り纏められている。（資料11－２－②－２） 

この運営評議会での外部有識者からの提言･意見を本校の教育･研究，学校運営の改善･改革にど

のように反映すべきかについて検討しているところである。 

３７ 松江工業高等専門学校体育施設，器具使用心得 
  ３８ 松江工業高等専門学校ゼミナール室，視聴覚室使用心得 
  ３９ 松江工業高等専門学校福利施設使用内規 
  ４０ 松江工業高等専門学校寮生避難要領 
  ４１ 松江工業高等専門学校マイクロバス使用内規 
  ４２ 松江工業高等専門学校入学料免除及び徴収猶予選考基準 
  ４３ 松江工業高等専門学校ＰＣワーキングエリア利用内規 
  ４４ 「システム技術」教育プログラムにおける他の教育機関等において修得した授業科目及び 

単位等の取扱要領 
  ４５ ＪＡＢＥＥ基準修得のための授業科目の履修に関する内規 
  ４６ 専攻科の終了要件に関する内規 
  ４７ 松江工業高等専門学校学生会細則 
  ４８ 松江工業高等専門学校寮生会細則 

（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料 11－２－①－１ 

松江工業高等専門学校運営評議会規則 

（平成１７年１月２５日 制  定）
（設置） 

第１条 松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，本校の教育･研究及び管理･運
営等に関し，広く学外の有識者から意見を求めるため，松江工業高等専門学校運営評議会
（以下「運営評議会」という。）を置く。 
（評議員） 

第２条 運営評議会の評議員は，本校の職員以外で，教育に関し広くかつ高い識見を有する
者のうちから，校長が委嘱する。 

２ 評議員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，校長が必要と認めたときは，評議
員の任期を２年未満とすることができる。 

３ 評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は，前任者の残任期間とする。 
（会議） 

第３条 運営評議会は，必要に応じて開催する。 
２ 運営評議会に，議長を置き，評議員の互選によりこれを定める。 
３ 議長は，運営評議会の会務を総理する。 
４ 運営評議会は，評議員の２分の１以上の出席をもって成立する。 
５ 運営評議会には，本校から次の各号に掲げる者を出席させる。 

一 校長 
二 教務主事，学生主事及び寮務主事 
三 企画総務室長 
四 専攻科長 
五 各学科長 
六 事務部長 
七 庶務課長，会計課長及び学生課長 

６ 議長が必要と認めるときは，運営評議会に評議員及び前項に掲げる者以外の者を出席さ
せ，意見を求めることができる。 
（事務） 

第４条 運営評議会に関する事務は，庶務課において処理する。 
（雑則） 

第５条 この規則に定めるもののほか，運営評議会の運営に関し必要な事項は，運営評議会
が別に定める。 

附 則 
この規則は，平成１７年１月２５日から施行する。 

 

                   （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料 11－２－①－２ 

第１回松江工業高等専門学校運営評議会議事録 

 

日 時  平成１７年３月１０日(木)１４：００～１７：３０ 

 

場 所  松江工業高等専門学校特別会議室 

 

出席者  評議員 高等教育機関 

高安 克己 氏（島根大学理事(副学長)） 

         地域教育関係 

坪内 孝満 氏（坪内グループ法人会会長） 

         地方自治体 

岩城 広次 氏（財団法人しまね産業振興財団専務理事） 

         産業界 

稲塚 公郎 氏（松江土建株式会社代表取締役社長） 

         本校ＯＢ（Ｃ５期卒） 

小笠原正景 氏（おがさわら法律事務所弁護士） 

 

     本 校 宮本武明校長 

藤原 豊副校長（企画総務室長） 

築谷隆雄副校長（専攻科長） 

福間眞澄教務主事 

岡本信之学生主事 

高橋 栄寮務主事 

宮下眞也一般人文科学科長 

高木健司一般自然科学科長 

郡原 宏機械工学科長 

恒次秀起電気工学科長 

亀谷 均電子制御工学科長 

岡本裕幸情報工学科長 

宇野和男環境・建設工学科長 

大坂 豊事務部長 

藤井純朗庶務課長 

赤澤正人会計課長 

源 憲治学生課長 

 

欠席者  本 校 山崎 肇技術室長 

 

日 程  14:00  委嘱状交付式 

     14:03  開会 校長挨拶 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，外部有識者の意見などを受ける場として，運営評議会を設けている。 

平成17年３月に行われた運営評議会での提言･意見は，自己点検･評価委員会等の関連委員会にお

いて検討を開始したところである。 

以上のことから，外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されるシステムは整備されてお

り，提言内容を教育･研究，学校運営の改善･改革にどのように反映させていくかについて，運営評

議会後の各委員会において対処している。 

 

観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では平成９年に「松江工業高等専門学校自己点検･評価規則」（資料11－３－①－１）を制

定し，継続的かつ組織的に教育活動の現状把握から改善方策まで取り組んでいる。平成６年12月に

「松江工業高等専門学校の現状と課題－自己点検･自己評価－」（資料11－３－①－２）を，平成

10年７月に「自己点検･評価報告書」（資料11－３－①－３）を発行した。 

平成14年３月には，外部評価委員を委嘱し第１回目の外部評価委員会を開催した。その評価対象

資料は「松江工業高等専門学校外部評価委員会－外部評価資料集－」（資料11－３－①－４）とし

て，評価結果は，平成14年６月に「外部評価報告書－『学んで創れるエンジニア』－」（資料11－

３－①－５）として学外に公表した。 

本校出席者紹介 

            評議員自己紹介 

            日程及び資料説明 

            議長選出 

     14:10  松江高専概要説明 

          ･高専の最近の状況等 

          ･松江高専の管理運営組織と財政状況 

          ･教務関係・ＪＡＢＥＥ事項 

          ･学生関係事項 

          ･寮務関係事項 

          ･専攻科関係事項 

     15:10  中期計画について 

     15:35  休憩 

     15:50  教育･研究環境視察 

     16:25  全体討論･提言 

     17:20  評議員による講評 

     17:40  閉会 校長謝辞 

 

                   （出典 松江工業高等専門学校運営評議会議事録） 
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また，平成18年２月には，第２回目の外部評価委員会を開催した。その評価対象資料は「松江工

業高等専門学校自己点検･自己評価書」（資料11－３－①－６）として，評価結果は平成18年３月

に「外部評価報告書」（資料11－３－①－７）として学外に公表した。 

なお，平成６年12月の「松江工業高等専門学校の現状と課題－自己点検･自己評価－」，平成10

年７月の「自己点検･評価報告書」，平成14年６月の「外部評価報告書－『学んで創れるエンジニ

ア』－」，平成18年２月の「松江工業高等専門学校自己点検･自己評価書」は，本校ホームページ

上に掲載し広く社会に公表している。（資料11－３－①－８） 

平成15年度には，次年度から始まる国立高専の法人化に伴って，「中期計画」（資料11－３－①

－９）を策定した。平成16年度の法人化初年度から，自己点検･評価委員会で年度ごとに中期計画

に基づく本校の活動状況を点検評価している。 

資料 11－３－①－１ 

松江工業高等専門学校自己点検・評価規則 

 

                  平成 ９年４月１日 制  定
 平成１８年４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 この規則は，松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）が高等専門学校設置基準（昭
和３６年文部省令第２３号）第３条に規定する自己点検・評価を実施するため，必要な事項を定め
るものとする。 
（委員会） 

第２条 本校に，次に掲げる事項を審議するため，自己点検・評価委員会（以下「委員会」とい
う。）を置く。 
一 自己点検・評価の基本方針，実施基準，実施方法等の策定に関すること。 
二 自己点検・評価の実施及び結果の公表に関すること。 
三 その他自己点検・評価に関し必要な事項 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 校長 
二 企画総務室長 
三 専攻科長 
四 教務主事，学生主事，寮務主事及び学生相談室長 
五 各学科長 
六 広報委員長 
七 メディア教育センター長 
八 地域共同テクノセンター長 
九 事務部長 
十 その他校長が必要と認める者 

２ 前項第十号の委員の任期は校長がその都度定める。 
３ 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

（会議） 
第４条 委員会は，委員長が召集し，議長は委員長をもってこれに充てる。 
２ 委員長が必要と認めるときは，委員会に委員以外の者を出席させることができる。 

（実施組織） 
第５条 自己点検・評価の具体的な実施方策の企画及び検討，資料収集及び分析，報告書作成の実務

等を行う組織は，次の各号のとおりとする。 
一 各学科 
二 委員会が指定する各委員会及び各センター 
三 事務部 
（自己点検・評価結果の公表） 

第６条 自己点検・評価の結果は，定期的に報告書を作成し，公表するものとする。 
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（プロジェクトの設置） 
第７条 認証評価，外部評価及び運営評議会を円滑に実施するため，プロジェクトを置くことができ

る。 
２ プロジェクトの実施組織については，企画総務室長がその都度定める。 

（事務） 
第８条 委員会の事務は，庶務課において処理する。 

（雑則） 
第９条 この規定に定めるもののほか，委員会に必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成９年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１７年５月２５日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

（出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

資料 11－３－①－２ 

 

（出典 自己点検･自己評価書） 

資料 11－３－①－３ 

（出典 自己点検･自己評価書） 
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資料 11－３－①－６ 

 

（出典 自己点検･自己評価書） 

資料 11－３－①－７ 

（出典 外部評価報告書） 

資料 11－３－①－４ 

 

（出典 外部評価資料集） 

資料 11－３－①－５ 

（出典 外部評価報告書） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校は，現在までに自己点検･評価に関する報告書を２冊，外部評価報告書を２冊公表した。従

来から自己点検･評価の体制を整備し，改革改善に取り組んでいる。 

 

観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるような，システムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況） 

外部評価委員会による第三者評価を受け，平成14年６月に報告書を公表するとともに，教員会議

に報告された。その提言･意見は外部評価委員会に出席した各委員会委員長が所掌分野に該当する

部分の提言･意見を持ち帰りフィードバックして検討し改善に結び付けている。 

平成16年度の法人化に伴い中期目標･中期計画の策定が必要になり，企画総務室で検討を重ね本

校の「中期計画」を取り纏めた。また，機構が公表している機構の中期目標･中期計画の年度ごと

の進捗状況に関しては，企画総務室が該当する委員会の状況を収集のうえ，本校の進捗状況につい

て取り纏めている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

第三者評価での提言･意見が組織的にフィードバックされている。第三者評価での提言･意見をど

のように解決し，その後どう措置したかについては，論点整理の後，各委員会で対処しているが，

改善結果を報告書として取り纏めるまでには至っていない。 

資料 11－３－①－８ 

 

（出典 松江高専 HP） 

資料 11－３－①－９ 

 

（出典 中期計画） 
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今後，評価結果が確実にフィードバックされ，その後の措置が目的達成にどのように結び付いた

か更に検証する努力が必要である。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

学校協議会，運営委員会，教員会議及び各種委員会等の管理運営体制及び事務組織が機能的に整備

され，校長のリーダーシップの下，効果的な意思決定が行われている。また，校長を補佐する体制と

して，副校長・校長補佐が配置され，複雑多岐に渡る校務運営の課題に適切に対応している。また，

各種委員会には，事務部長をはじめ事務職員も加わっており,校長を支援する体制が整っている。 

外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されるシステムは整備されており，提言内容を教

育･研究，学校運営の改善･改革に反映させていく方策について各委員会において検討している。 

 

（改善を要する点） 

外部有識者による評価での提言･意見が組織的にフィードバックされて，検討されているが，その

後の措置が目的達成にどのように結び付いたか更に検証する努力が必要である。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

学校の目的を達成するための組織として，専門的事項の立案･検討･調整などのために，各種の委員

会がおかれている。校長が最高責任者として意思決定を行うための補佐体制として，副校長２名（企

画総務室長，教務主事），校長補佐３名（学生主事，寮務主事及び専攻科長）を置いている。主要な

委員会の委員長は，校長，企画総務室長，教務主事，学生主事，寮務主事及び専攻科長が務め，校長

の運営方針等が具体的施策に反映できるように，また委員会等での審議結果が責任を持って実施でき

る体制をとっている。また，校長，副校長，校長補佐，事務部長及び各課長を含めて学校協議会を構

成し，学校運営の重要案件の処理に当たって，校長を適切に補佐している。 

実際の管理運営に当たっては，内部組織の諸規則も整備され，学内の各部門における多岐に渡る課

題が企画・実行される体制が整い，適切に機能している。また，事務部においても，常に各種委員会

等に参画し，学校運営への支援体制を有効に機能させている。学内Webでの情報公開や教員会議・事

務部連絡会などで重要な事項は周知され，全教職員が情報を共有すると共に，管理運営に対する意識

の向上を図っている。 

外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されるシステムとして，平成６年から４年ごとに

「自己点検・自己評価書」に基づく第三者評価を行い，さらに，平成16年度の法人化後からは，中期

計画に基づく本校の活動状況を「運営評議会」で点検評価する体制は整備された。点検・評価の結果

は報告書にまとめられ，学内外へ公表されている。これらの自己点検・評価の結果や提言を踏まえ，

関係する各委員会において再検討し，教育･研究や学校運営の改善･改革へ結びつけている。 
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Ⅳ 選択的評価事項に係る目的 

選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」に係る目的 

 

本校は，平成14年度に専攻科が設置され，従来に増して教員の研究活動に対する比重が高まり，専攻科の学生

の特別研究あるいは準学士課程の学生卒業研究に反映されるような研究活動の充実が不可欠となった。一方，平

成16年度の高専の独立行政法人化にともなって，研究シーズを背景とした地域貢献も重要な位置付けを占めるに

いたっている。 

以上の視点から，教育に貢献でき，地域社会にも貢献できる教員の研究ポテンシャルの高さが必要となってき

ている。これを受け学内の基礎的研究成果をさらに発展させ，地域の特性と地域企業のニーズを的確に捉え，工

業技術等の研究開発を学科の枠を越えて推進するために次のとおり研究に関する目標及び方針を策定している。 

 

【松江高専における研究に関する目標・方針】 

 本校の教育目標を達成するため，社会や産業構造の変化，技術の進歩等を踏まえ，教員の力量を高

め，学校全体の教育力を向上させることが重要である。 

 このため，各教員はファカルティ・デベロップメントなどの研修や国内外の学会等への参加，高等専

門学校内での研究ないしは，国内外の大学・研究機関・企業等との共同による研究実施などにより，最

新の教育・研究動向を把握し，かつ，自らの教育力の継続的な向上につとめる。 

 

 

組織としては，本校における新技術･高度技術の教育研究機能の充実を図り，地域との連携交流による研究開

発を推進することを目的として「地域共同テクノセンター」を設置し，産学官交流の拠点として，地域企業との

交流に関する学外諸団体との連絡窓口として，民間機関との共同研究等を通して地域への技術的貢献を積極的に

行い，地域社会の発展に貢献することを目指す。また，本校と地域企業とで構成する本校を支援するための外部

組織として「松江テクノフォーラム」を設置し，本校と地域産業界との交流を深めることにより，地域と地域産

業の活性化を目指すと同時に本校における教育，研究が向上発展することを目指す。 

また，これらの連携を通して実践的技術者を育成する観点から，教員個々人が独自に進めてきた基礎的研究を

さらに発展させ，地域の特性に密着した研究テーマを卒業研究や特別研究のテーマに取り入れ，教育･研究の活

性化･高度化を図り，その成果等を教育研究･教育方法に反映させる。 
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選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

 

平成16年４月から施行されている独立行政法人国立高等専門学校機構法には，「職業に必要な実践的かつ専門

的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに，我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を

図ること」が目的と定められており，その業務として，学生の教育だけでなく「機構以外の者から委託を受け，

又はこれと共同して行う研究を実施すること，及びその他の機構以外の者との連携により教育研究活動を行うこ

と。」及び「公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。」が規定されている。 

本校ではその趣旨に基づき，社会との連携及び国際交流に関する目標･方針を定めている。 

 

【松江高専における社会との連携及び国際交流に関する目標・方針】 

本校では，社会・地域に貢献できる創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニアを教育理念と

して掲げている。このことから教育研究活動において，地域のニーズに即した課題に積極的に取り組

み，成果を地域社会に還元するとともに，本校学生に校外実習等の機会を積極的に提供し，実践的技術

力の向上と社会性の養成につとめる。また，本校が有する知的財産を活用した公開講座や工学の芽を育

む学校開放事業，あるいは，理工系教育推進事業の支援など多角的に地域の発展につとめる。国際交流

についても留学生を積極的に受け入れるとともに本校学生の海外研修を推進する。 

 

上記以外に，本校は 

･ 平成17年度文部科学省現代的教育ニーズ取組支援プログラムの「地域活性化への貢献（地元密着型）」に申

請し採択された。この内容の一部は，地域活性化に貢献することをひとつの目的としている。 

･ ＮＨＫアイデア対決ロボットコンテストに早期より参加し，平成16年度には全国大会優勝するなど好成績を

挙げてきた。このため，県内各地よりロボットの実演や，実験指導の依頼が多い。これは地域小･中学校など

の科学への興味を喚起することと，本校情報の周知を目的としている。 

･ 全国プログラミングコンテストで，平成15,16年度に文部科学大臣賞を受賞するなど好成績を収め，その一部

のシステム内容は地域企業から実用化に向けて支援を受けている。これは，地域活性化に貢献することをひと

つの目的としている。 
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選択的評価事項Ａ 
研究活動の状況 

 

（１）観点ごとの分析 
観点Ａ－１－①： 高等専門学校の研究の目的に照らして，研究体制及び支援体制が適切に整備さ

れ，機能しているか。 
（観点に係る状況） 
本校は教育理念「創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニア」に基づいて，教育目標「『学

んで 創れる エンジニア』の育成」を掲げている。目標は「教養，技術の基礎，対話力を身に付け，

自己を向上させようとする姿勢」「さまざまな視点から対象を観察し，新たな形を創りあげようとする

意欲」「世界市民として，社会に貢献し環境を考え，技術の進化に挑戦する意志」を持ったエンジニア

の育成をめざしている。この目標の達成には教員が常に最新の教育や研究の動向を把握し，継続的に

自らの向上に努めることが欠かせない。そのため，本校では「自己研鑽（研究）に関する目標・方針」

を定め（資料 Ａ－１－①－１ 本評価事項の目的を再掲）この方針に対応して全学的な研究体制，

研究支援体制を作り，実施している。研究活動を推進する学内機関としては，平成14年４月に設置さ

れた専攻科の存在が大きい。そのため，校長補佐３名のうち１名を専攻科長とし，その役割は専攻科

の充実を図るとともに，本校全体の研究活動の充実を図る役割を担っている。さらに，専攻科は電子

情報システム工学専攻と生産・建設システム工学専攻の２専攻があり，専門とする分野が異なるため，

それぞれの専攻に副専攻科長２名を置く体制をとっている。 
また，地域と連携しながら研究活動などを推進する目標として，「社会との連携及び国際交流に関す

る目標・方針」を定めている。（資料 Ａ－１－①－２）平成８年に設置した地域共同テクノセンター

（旧称；新技術教育研究センター）はこの方針を実現するための中核となる学内組織である。地域共

同テクノセンターでは，学科の枠を超えた研究活動の推進，また，地域社会との産官学連携を基本と

した研究の推進を行い，共同研究をはじめとする学外資金導入の促進を図っている。（資料 Ａ－１－

①－３） 
地域共同テクノセンターは，産学連携室，技術相談・支援担当，研究開発・支援担当のほかに，①

材料開発部門，②生産システム部門，③計測制御部門，④環境・建設部門，⑤情報・通信部門の５つ

の部門を設けている。地域共同テクノセンターには，センター長，副センター長，産学連携室長を配

置している。センターの運営には，この三名のほかにセンター員や機器整備委員長を加えて的確な企

画・運営に努めている。センター員の中には，平成16年度から地元自治体の協力により「産学コーデ

ィネーター」を客員講師として迎えており，共同研究など非常に大きな推進力となっている。 
研究の企画・実施にあたっては，学科間の壁が低いという高専の特徴を生かした教員間の連携によ

るプロジェクト研究に対してプロジェクト研究費の配分やプロジェクト研究助成制度などの施策を進

めている。（資料 Ａ－１－①－４）また，各教員への基礎研究費の配分においては，専攻科の特別研

究や準学士課程の卒業研究指導の実績に見合う配分を行うなど，徹底した研究活動充実のための施策

をとっている。そのほかにも，技術的な支援体制として，技術職員からなら実践教育支援センターが

あり，ここでは教育のみならず，研究の支援も行う体制になっている。 
教員の研究業績や各種学会･研究会の委員などの対外的研究活動については，教育･研究活動年報と

して毎年発行している「Annual Report」に詳しく掲載している。 
表 紙       （資料 Ａ－１－①－５） 
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教員の研究テーマ  （資料 Ａ－１－①－６）Ａ～Ｇ 
各種学会･研究会委員（資料 Ａ－１－①－７）Ａ～Ｃ 

資料 Ａ－１－①－１ 
【松江高専における研究に関する目標・方針】 

 本校の教育目標を達成するため，社会や産業構造の変化，技術の進歩等を踏まえ，教員の力量を高め，学校

全体の教育力を向上させることが重要である。 

 このため，各教員はファカルティ・デベロップメントなどの研修や国内外の学会等への参加，高等専門学校

内での研究ないしは，国内外の大学・研究機関・企業等との共同による研究実施などにより，最新の教育・研

究動向を把握し，かつ，自らの教育力の継続的な向上につとめる。 

 

                           （出典 学校要覧 2006） 

資料 Ａ－１－①－２ 
【松江高専における社会との連携及び国際交流に関する目標・方針】 

本校では，社会・地域に貢献できる創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニアを教育理念として

掲げている。このことから教育研究活動において，地域のニーズに即した課題に積極的に取り組み，成果を地

域社会に還元するとともに，本校学生に校外実習等の機会を積極的に提供し，実践的技術力の向上と社会性の

養成につとめる。また，本校が有する知的財産を活用した公開講座や工学の芽を育む学校開放事業，あるいは，

理工系教育推進事業の支援など多角的に地域の発展につとめる。国際交流についても留学生を積極的に受け入

れるとともに本校学生の海外研修を推進する。 

 

（出典 学校要覧 2006） 
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資料 Ａ－１－①－３ 
松江工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則 

 
                      平成１７年４月１日 制  定 

平成１８年４月１日 最終改正 
 

（目的） 
第１条 松江工業高等専門学校に，新技術・高度技術の教育研究機能の充実を図り，地域との技術交流

による研究開発を推進するため，学内共同利用教育研究施設として，松江工業高等専門学校地域共同
テクノセンター（以下「センター」という。）を置く。 
（業務） 

第２条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 
一 学外との共同研究，受託研究等の実施に関すること。 
二 地域社会への技術指導，情報サービスの提供に関すること。 
三 学内共同研究の推進に関すること。 
四 技術講演会，技術講演に関すること。 
五 卒業研究の支援等に関すること。 
六 教育研究のための機器の計画，利用に関すること。 
七 その他センターが必要と認める業務に関すること。 
（組織） 

第３条 センターに，前条に掲げる業務を処理するため，次の室，担当及び部門を置く。 
一 産学連携室 
二 技術相談・支援担当 
三 研究開発・支援担当 
四 材料開発部門 
五 生産システム部門 
六 計測制御部門 
七 環境・建設部門 
八 情報・通信部門 
（職員） 

第４条 センターに次の職員を置く。 
一 センター長 
二 副センター長 
三 産学連携室長 
四 その他校長が必要と認める者 
（センター長，副センター長及び産学連携室長） 

第５条 センター長，副センター長及び産学連携室長は，校長が任命する。 
２ センター長は，センターの業務を掌握する。 
３ 副センター長及び産学連携室長は，センター長を補佐する。 
４ センター長，副センター長及び産学連携室長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が 

が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
（センター員） 

第６条 第４条第四号の職員（以下「センター員」という。）は校長が任命する。 
２ センター員はセンターの業務にあたる。 
３ センター員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前

任者の残任期間とする。 
（運営委員会） 

第７条 センターの運営に関し，必要な事項を審議するため，松江工業高等専門学校地域共同テクノセ
ンター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 第４条に掲げる者 
二 機器整備委員長 

３ 運営委員会は，センター長が招集し，その議長となる。 
４ 運営委員会が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させることができる。 

（機器整備委員会） 
第８条 教育研究のための機器の整備，管理に関し必要な事項を審議するため，松江工業高等専門学校

機器整備委員会（以下「機器整備委員会」という。）を置く。 
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２ 機器整備委員会に関する規則は，別に定める。 
（センターの利用） 

第９条 センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。 
（センターの事務） 

第１０条 センターの事務は，庶務課において処理する。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校新技術教育研究センター規則（平成８年１０月１６日制定）及び松江工業高

等専門学校新技術教育研究センター運営委員会規則（平成８年１０月１６日制定）は，廃止する。 
附 則 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 
                    （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 

資料 Ａ－１－①－４ 
松江工業高等専門学校産学官連携コーディネーター取扱要領 

 
平成１６年４月１４日 校長裁定 
平成１７年４月 １日 最終改正 

（趣旨） 
第１ この要領は，松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）における民間等との共同研究・受

託研究（以下「共同研究等」という。），技術相談等の産学官連携事業を活性化する産学官連携コーデ
ィネーター（以下「コーディネーター」という。）を受け入れる場合の取扱いに関し，必要な事項を
定める。 
（職務） 

第２ コーディネーターは，次の各号に掲げる職務を行う。 
一 地方自治体，試験研究機関及び民間企業等（以下「地方自治体等」という。）のニーズ，技術相

談に基づく共同研究等の企画・立案・調整に関すること 
二 本校の研究シーズの広報に関すること 
三 共同研究に向けての研究会の開催に関すること 
四 その他産学官連携の推進に関すること 
（委嘱等） 

第３ コーディネーターの委嘱は，地域共同テクノセンター運営委員会の推薦に基づき，校長が行う。 
２ コーディネーターの委嘱手続は，別紙様式により本人へ通知するものとする。 
３ 任期は１月以上１年以内とする。ただし，必要がある場合は延長し，又は短縮することが出来る。 

（報告） 
第４ コーディネーターは，毎月，月末までに当月の職務の内容について，地域共同テクノセンター長

に報告するものとする。 
（秘密の保持） 

第５ コーディネーターは，第２に定める職務を遂行する過程で知り得た地方自治体等及び本校の経営
上又は技術上の秘密を第三者に開示，漏洩してはならない。さらに，自己又は第三者の利益のために
利用してはならない。 
（施設等の利用） 

第６ コーディネーターは，職務遂行上必要がある場合には，本校の施設，設備等を利用することがで
きる。 
（客員教授等） 

第７ 校長は，必要に応じて，コーディネーターに客員教授又は客員助教授の名称を委嘱期間中付与す
ることができる。 
（雑則） 

第８ この要領に定めるもののほか，必要な事項は，校長が別に定める。 
附 則 

この要領は，平成１６年４月１４日から施行する。 
附 則 

この要領は，平成１７年４月１日から施行する。 
                     （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料 Ａ－１－①－５ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－６ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－６ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－６ Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ａ－１－①－６ Ｄ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－６ Ｅ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－６ Ｆ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－６ Ｇ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ａ－１－①－７ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－７ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－①－７ Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 
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（分析結果とその根拠理由） 
本校の教育理念に基づいた教育目標「『学んで 創れる エンジニア』の育成」に沿った研究や地

域貢献に関して「自己研鑽（研究）に関する目標・方針」や「社会との連携及び国際交流に関する

目標・方針」を定めている。実施にあたっては，専攻科や地域共同テクノセンターを中心にして研

究の推進や支援体制を整えている。 
プロジェクト研究費や研究助成制度などの施策を進め，学科の壁の少ない高専の利点を活かした

効果的な研究費の配分を行うことで，限られた研究経費と人員の中で，研究活動の活性化が図られ

ている。 
 

観点Ａ－１－②： 研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 
（観点に係る状況） 

自己点検･自己評価書（資料 Ａ－１－②－１）の表１に最近５ヵ年間の教員による研究成果など

の発表状況を示している。全教員数79名を分母に考えると，１人あたり査読論文，国際会議での発

表が３年で２報程度，学会発表は，年間３報程度の発表となっている。これらの中には教員単独の

ものもあるが，専攻科生，卒研生の発表によるものも多く含まれている。専攻科が設置された平成

14年度以降の学会発表件数が大きく伸びていることからもうかがえる。表２に専攻科生による研究

成果発表状況を示している。特に，専攻科生に対しては２ヵ年間に最低１回の学外発表を修了要件

としているが，そのほとんどが各種学会で発表しており，２ヵ年で２回程度の発表を行っている。

このように，専攻科の充実が本校の研究ポテンシャルの向上に大きく貢献している。図１に本校教

員の学位取得状況を示している。近年，博士号の学位取得が急増している。研究に対する意識レベ

ルの高まりと専攻科生への指導資格などがこうした傾向を生み出していると考えられる。 
図２は科学研究費の申請および採択の状況を示している。平成13年度以降，申請件数，採択件数，

交付額のいずれも大きく伸びてきている。研究費は，従来のように与えられるものでなく，自らが

確保するという姿勢が根付いてきたものと考えられ，研究ポテンシャルの向上には非常に有意義な

傾向であるととらえられる。 
図３から図６は，共同研究をはじめとする外部資金導入の推移，さらには技術相談件数の推移を

示している。いずれも13年度以降，飛躍的に増加している。このことは，地域共同テクノセンター

を中心とした活動から生まれたものが多く，地域貢献に対する意識の高まりとらえることができ，

地域貢献の面からも研究ポテンシャルの高まりが計り知れる。 
「Annual Report」に研究成果発表状況（資料 Ａ－１－②－２），会議の開催協力（資料 Ａ－

１－②－３），受賞状況（資料 Ａ－１－②－４），外部研究費受入状況（資料 Ａ－１－②－５）

及び活動状況一覧（資料 Ａ－１－②－６）を掲載している。 
平成17年度には文部科学省が助成公募した「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）」

の「地域活性化への貢献（地域密着型）」部門へ地域共同テクノセンターが中心となって応募し，「地

域ニーズ対応型教育の実践」の取り組みが採択を受けることとなった。この取り組みは，地域ニー

ズを専攻科の特別研究や本科の卒業研究に取り込んだ地域密着型研究と，地域にゆかりのある産業

界の第１線で活躍されている方を講師に招き，基礎学問と地域産業との接点を学生を中心に講義を

いただく「地域産業論」の２本の柱からなっている。地域密着型研究の１例を資料（資料 Ａ－１

－②－７）に示す。この採択は，本校の研究シーズを基礎にした地域貢献に対する期待が高く評価

されたものと考えられる。 
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資料 Ａ－１－②－１ Ａ 

表１ 最近５ヵ年の研究成果等の発表状況 

年 度 著 書 査 読 論 文 国 際 会 議 学 会 発 表
平 成 １２年 度 9 41 20 56
平 成 １３年 度 5 36 38 93
平 成 １４年 度 4 34 32 137
平 成 １５年 度 4 56 50 196
平 成 １６年 度 6 49 57 200  

 
 表２ 専攻科生の研究成果等の発表 
年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

国際会議 2 4 4 

口頭発表 26 54 57 

技術報告 3 14 11 

その他 3 42 40 

専攻科生の受賞 3 5 7 

 

図１  教員の学位取得状況 
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（出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書 平成 18 年） 
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資料 Ａ－１－②－１ Ｂ 
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図４共同研究等の金額の推
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             （出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書 平成 18 年） 
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資料 Ａ－１－②－２ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－②－３ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－②－３ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－②－４ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ａ－１－②－５ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－②－５ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－②－５ Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ａ－１－②－５ Ｄ 

（出典 Annual Report 2005） 
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（分析結果とその根拠理由） 
科学研究費補助金は，ここ数年，申請件数，採択件数，交付額のいずれも大きく伸びてきている。

また， 共同研究をはじめとする外部資金導入や技術相談件数も飛躍的に増加している。地域共同テ

クノセンターを中心とした活動から生まれたものが多く，地域貢献に対する意識が高まり成果が上

がってきていると考えられる。研究費は，従来のように与えられるものでなく，自らが確保すると

いう姿勢が根付き，教育や地域貢献のいずれの面においても限られた経費とマンパワーのもとで研

究成果をあげてきている。  

資料 Ａ－１－②－６ Ａ 

（出典 Annual Report 2005）

資料 Ａ－１－②－６ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005）

資料 Ａ－１－②－７ 
 
・・「「大大和和ししじじみみのの選選別別シシスステテムム」」  ・・「「地地域域産産業業廃廃棄棄物物のの有有効効利利用用」」  
・・「「花花きき育育苗苗シシスステテムム」」  ・・「「地地域域防防災災・・ままちちづづくくりり」」  
・・「「地地域域文文化化ででああるる““たたたたらら製製鉄鉄””」」  ・・「「集集落落排排水水処処理理シシスステテムム」」  
・・「「水水産産資資源源加加工工シシスステテムム」」  ・・「「地地域域ににおおけけるるエエネネルルギギーー供供給給シシスステテムム」」  
・・「「水水浄浄化化シシスステテムム」」  ・・「「環環境境モモニニタタリリンンググシシスステテムム」」  

表 3 実施テーマ例 
 

              （出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書 平成 18 年） 
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観点Ａ－１－③：  研究活動等の実施状況や問題点を把握し，改善を図っていくための体制が整備

され，機能しているか。 

（観点に係る状況） 
観点９－１－４で分析したように，本校ではＦＤの一環として，教育に対する評価体制が構築さ

れている。全科目を対象とした学生アンケートや公開授業を行い教育の透明性を確保している。こ

うした，Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａサイクルは，教育のみならず研究さらには学校運営全体にも取り入れており，

学内に学外構成員からなる運営評議会を設置し，常に外部有識者の意見を取り入れながら研究活動

についても改善を図っている。 
さらには，第三者評価機関として外部評価委員会を設け，地域社会の意見を取り入れながら研究

活動の充実に努めている。 
その他，学内措置の一部として次に掲げる項目の取り組みを行っている。 

① 内地研究員制度を活用し，毎年１名の内地留学を進めている。 
② 在外研究員制度を活用し，毎年１名の海外留学を進めている。 
③ プロジェクト研究制度を取り入れ，研究に対する意欲と優れたアイデアを持つ教員に対して，

通常の研究費とは別にプロジェクト研究費の配分を行っている。 
④ 専攻科生に対して，学会発表の際の旅費の補助を行っている。 
⑤ 専攻科の特別研究や本科の卒業研究の指導教員に対して，指導の人数に対応したメリハリのあ

る研究費の配分方法を取っている。 
学外においては，本校教員と地域企業で構成する産学連携組織である「松江テクノフォーラム」

を平成13年度に立ち上げ，産学共同研究の母体となるよう，セミナーやシーズ講演会の開催など活

発な活動を展開している。（資料 Ａ－１－③－１），（資料 Ａ－１－③－２），（資料 Ａ－１－③

－３） 
また，教員の研究業績や各種学会･研究会の委員などの対外的研究活動について個人の教育･研究活

動が詳しく公開される「Annual Report」の発行は，教員間，学科間の切磋琢磨に大きく貢献している。 
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資料 Ａ－１－③－１ 

        （出典 庶務課 作成資料） 

資料 Ａ－１－③－２ 

（出典 庶務課 作成資料）

資料 Ａ－１－③－３ 

（出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 
運営評議会，外部評価委員会などによる学校全体のチェック体制，教育･研究活動の年報「Annual 

Report」発行による個人や学科の研究活動チェックなどが実施され，体制が整備されつつある。専

攻科学生の研究活動の充実を含めて，近年は十分な研究成果が得られていることから，研究等の改

善を図る体制は有効に機能していると考えられる。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
本校の教育理念に基づいた教育目標「『学んで 創れる エンジニア』の育成」に沿った研究や地

域貢献に関して，専攻科や地域共同テクノセンターを中心にして研究の推進や支援体制を整えてい

る。研究費の配分方法の見直しなど限られた経費とマンパワーのもとで成果を上げる体制を整えて

いる。その結果，科学研究費補助金や共同研究をはじめとする外部資金導入など，近年は大きく伸

びてきている。また，現代ＧＰ「地域ニーズ対応型教育の実践―地域活性化への貢献（地元密着型）」

の採択など，研究や地域貢献のいずれの面においても成果が得られてきている。 
 

（改善を要する点） 
特に改善する点はないが，地元との連携を密にし，継続して地域への支援を続けていくことが必要

である。 
 
（３）選択的評価事項の自己評価の概要 

本校の教育理念に基づいた教育目標「『学んで 創れる エンジニア』の育成」に沿った研究や地

域貢献に関して，専攻科や地域共同テクノセンターを中心にして研究の推進や支援体制を整えてい

る。プロジェクト研究費や研究助成制度などの施策を進め，限られた研究経費と人員の中で，研究

活動の活性化が図られている。 
科学研究費補助金や共同研究をはじめとする外部資金導入，あるいは技術相談件数など，申請件

数，採択件数，交付額のいずれも近年は大きく伸びてきている。地域共同テクノセンターを中心と

した活動が，教員の意識の高まりとともに成果に結びついてきていると考えられる。また,現代GP

「地域ニーズ対応型教育の実践―地域活性化への貢献（地元密着型）」の採択に見られるように，研

究や地域貢献のいずれの面においても限られた経費とマンパワーのもとで成果をあげてきている。

また, 教育･研究活動の年報「Annual Report」発行による個人や学科の研究活動チェックなどが教

員間の切磋琢磨に結びつき，専攻科学生の研究活動の充実を含めて，研究成果が増えつつあり，研

究等の改善を図る体制は有効に機能していると考えられる。 
 
（４）目的の達成状況の判断 

目的の達成状況が良好である。 
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選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

（１）観点ごとの分析 

観点Ｂ－１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生

以外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法には，学生の教育だけでなく「機構以外の者から委託を受

け，又はこれと共同して行う研究を実施すること，及びその他の機構以外の者との連携により教育

研究活動を行うこと。」及び「公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供す

ること。」が規定されている。本校ではその趣旨に基づき，社会との連携及び国際交流に関する目

標･方針（前掲 資料Ａ－１－①－２）を定め，「本校が有する知的財産を活用した公開講座や工

学の芽を育む学校開放事業，あるいは，理工系教育推進事業の支援など多角的に地域の発展につと

める。」としている。 

 本校では，正規課程の学生以外に以下の事業等を行っている。 

(1) 地域社会活動 

① 地域の人々のために生涯学習の機会提供及び職業人のリフレッシュ教育の一環として公開講

座を実施している。公開講座は，公開講座規則に従い各学科において企画し，そのテーマを企

画総務室会議で審議･決定している。（資料 Ｂ－１－①－１），（資料 Ｂ－１－①－２） 

② 小･中学生が普段できない活動を体験する機会を提供したり，実験等を通して理工系分野の

魅力を広く社会に紹介するために地域の小･中学生を対象として，学校開放事業や本校教員が

小･中学校に出向いて行う公開授業（出前授業）をそれぞれ実施している。（資料 Ｂ－１－

①－３） 

③ 学校を取り巻く社会に対して専門的分野の紹介･還元を目的とした展示及び講演･演習をそれ

ぞれ実施している。（資料 Ｂ－１－①－４），（資料 Ｂ－１－①－５） 

④ 専門分野の関連企業への貢献として技術相談を実施している。（資料 Ｂ－１－①－６） 

⑤ 教員によっては，個々の専門性を生かして審議会等の委員を務めている。（資料 Ｂ－１－

①－７），（資料 Ｂ－１－①－８） 

⑥ 環境･建設工学科では，学科レベルで島根県土木部との間で「包括的連携･協力に関する協定

書」を締結している。目的は，諸諸地域課題への的確な対応，土木及び環境に関連する技術の

教育･学術研究及び開発機能の向上を図るとともに地域の活性化，人材育成に寄与することで

ある。（資料 Ｂ－１－①－９） 

(2) 授業開放 

授業科目を学生以外の者に開放するシステムとして，高等専門学校設置基準第21条をうけ科目

等履修生規則及び聴講生規則を規定し，要望に応えている。 

(3) 施設開放 

外部から施設使用の申し出があった時には，その目的，規模等を精査･確認のうえ本校の行事

に差し支えのない場合に限り許可をしている。 

なお，図書館については積極的に外部へ開放している。 

(4) 現代ＧＰプログラムでの公開講座 

平成17年度文部科学省現代的教育ニーズ取組支援プログラムに，本校の取組名称「地域ニーズ
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対応型教育の実践」が，テーマ番号１「地域活性化への貢献（地元密着型）」に採択された。本

取組みは，「地域密着型研究開発テーマの実施」と「地域産業論の開講」の二つの大きなテーマ

から成り立っている。地域産業論は正規課程学生のみならず，地域企業･地域社会への教育効果

が期待できるカリキュラムを構築することで新たな学校の役割を模索し，地域のエンジニアも含

め，将来地域で活躍できる優秀なエンジニアをより多く育成するため，実践的知識を学習できる

ことが可能な新たな地域活性化のための教育モデルを構築したものである。（資料 Ｂ－１－①

－10），（資料 Ｂ－１－①－11），（資料 Ｂ－１－①－12）（資料 Ｂ－１－①－13） 

 
資料 Ｂ－１－①－１ 

松江工業高等専門学校公開講座規則 

 
                     昭和５９年４月１日 制  定
                     平成１６年４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 松江工業高等専門学校学則第５６条第２項の規定に基づき，この規則を定める。 
（目的） 

第２条 公開講座は，本校の教育・研究の成果を広く社会に開放し，地域社会における文化の向上に
資することを目的とする。 
（開設時期及び時間等） 

第３条 公開講座は，授業に支障のない，時期に開設する。 
２ 公開講座は，本校の諸施設を使用して行う。ただし，必要がある場合は，本校外で実施すること

ができる。 
（講師） 

第４条 公開講座の講師は，本校の職員とし，校長が任命する。ただし、必要がある場合は，本校外
から講師を委嘱することができる。 
（修了証書） 

第５条 公開講座において，所定の時間の３分の２以上出席した者には，修了証書を授与することが
できる。 
（講習料） 

第６条 講習料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規
則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校規則第３５号）に基づき定められた額とする。 

２ 講習料は，公開講座の受講申込みを受理するとき徴収するものとする。 
３ 既納の講習料は，返還しない。 

（庶務） 
第７条 公開講座の事務は，庶務課において処理する。 
 
   附 則 
 この規則は，昭和５９年４月１日から施行する。 
 

……略…… 
 
   附 則 
 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

                    （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料 Ｂ－１－①－２ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－３ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－５ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－４ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－５ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－６ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－７ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－６ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－７ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－７ Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－８ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－９ 

 

            （出典 環境･建設工学科） 
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資料 Ｂ－１－①－10 

                       （出典 庶務課 作成資料） 
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資料 Ｂ－１－①－11 Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－11 Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－11 Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－12 

                       （出典 庶務課 作成資料） 
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資料 Ｂ－１－①－13 

（出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，1)地域社会活動としての公開講座や学校開放

事業，2)授業開放としての履修生や聴講生制度，3)施設開放などを計画的に開催している。特に，

本校に限っての特筆すべき事項として，現代ＧＰの地域産業論の公開講座としての地域への公開は，

その目的から本校が地域活性化に貢献できる新たな教育モデルである。 

 

観点Ｂ－１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。

また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

公開講座，学校開放事業及び公開授業（出前授業）の受講者については，資料（前掲 10－１－

②－２ Ｂ）のとおりである。アンケート結果を資料（資料 Ｂ－１－②－１）に示す。独立行政

法人化後，小･中学生が対象の事業は学校開放事業とし，一般人が対象の事業は公開講座として分

けて実施してきた。両事業は共に，アンケート結果からは参加者に満足をしてもらっていることが

分かる。小学生が対象の事業は，平成16年ロボットコンテストで全国優勝をしたことが島根県内で

松江高専の知名度を押し上げ，参加希望者が急激に伸びた。定員を設けているが，可能な限り希望

者を全員受け入れるよう努力している。 

小･中学生を対象とした学校開放事業への参加者を数多く集めるためには，日程の設定が重要な

要素になっていると考えられる。ほとんどの学校開放時事業は夏休みを中心に行うが，中学校の場

合には前半では中学生の島根県内・中国地方規模の体育大会も多く開催される。また，小・中学生

共に，夏休みの後半では二学期の準備で学校開放事業参加への気持ちが削がれる傾向がある。 

公開講座，学校開放授業及び出前授業の実施については，各学科と広報委員会（平成18年度から

は企画総務室のイベント担当専門部会）が連携しながら企画･実施に取り組み，実施後には事務部

の庶務課企画調査係が一括して取りまとめ，広報委員会とともにその成果を分析するとともに，点

検･評価を次回以降の取組に反映させている。 

現代ＧＰの地域産業論については，毎回正規学生が約200名，正規学生以外の一般の人や企業人

が松江テクノフォーラムを通じ毎回5～15名聴講している。この講座の内容は，地元新聞社が発行

する「山陰経済ウィークリー」誌へ毎週掲載され，大きな反響を呼んだ。（資料 Ｂ－１－②－

２）また，講義内容の詳録は一冊の本にまとめられ，好評を得ている。島根県内のある企業におい

ては，新入社員研修で全員に配布されるなど，有効に利用され，一年目ではあるが大きな成果に結

びつつある。（資料 Ｂ－１－②－３） 
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資料 Ｂ－１－②－１ Ａ 

                   （出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書） 
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資料 Ｂ－１－②－１ Ｂ 

（出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書） 
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（出典 山陰経済ｳィ-ｸﾘｰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 Ｂ－１－②－２ Ａ 

       （出典 山陰経済ｳィ-ｸﾘｰ） 

資料 Ｂ－１－②－２ Ｂ 

（出典 山陰経済ｳィ-ｸﾘｰ） 

資料 Ｂ－１－②－３ 

出典 「地域産業論」表紙 
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（分析結果とその根拠理由） 

学校開放事業や公開講座についての満足度アンケートは毎回実施し，その結果を担当部署の広報

委員会（平成18年度からはイベント担当専門部会）において継続的に分析を行い，次年度の実施計

画に反映させている。 

アンケート結果からみると参加者のほぼ全員が大変満足又は満足と答えている。全体的に活動の

成果は長い眼でみなければその結果が判断できない事項もあるが，改善のためのシステムがあり，

機能していると判断される。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 小中学生を対象とした学校開放事業は，最近は定員を大幅に超す受講希望者があり，終了後のアン

ケート結果からも満足してもらっていることが分かる。学校開放事業や公開講座については専門部会

で要望などを次年度の計画へ反映させている。また，現代ＧＰのプロジェクトに基づく「地域産業

論」の公開は，高専の新しい地域貢献の可能性を示している。 

 

（改善を要する点） 

 現在まで行ってきた事業については，概ね良好な回答を得ているが，小中学校へこちらから出かけ

ていく出張授業の試みは，緒についた段階であり，今後の発展が必要である。 

 

（３）選択的評価事項の自己評価の概要 

本校の教育理念に基づいて定めている「社会との連携及び国際交流に関する目標･方針」に沿って,

正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，1)地域社会活動としての公開講座や学校開放事業

の開催，2)履修生や聴講生を受け入れる体制，3)施設開放などを積極的に行っている。学校開放事業

などは，近年定員を超す受講希望があり，地域にその価値を認められている。また，現代ＧＰで採択

された「地域ニーズ対応型教育の実践」プログラムの一つの柱である，人材育成のための「地域産業

論」を公開講座として地域へも公開し，地域活性化に貢献できる新たな教育モデルを作りつつあるこ

とは特筆すべきことである。 

各種イベントでは満足度アンケートを実施し，その結果を担当部署の広報委員会（平成18年度から

はイベント担当専門部会）において継続的に分析を行い，次年度の実施計画に反映させている。 

今後は，小中学校へこちらから出かけていく出張授業の試みを整備拡大していく努力をし，一層地

域社会へ貢献したい。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

目的の達成状況が良好である。 
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